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はじめに

いじめ防止等の対策を一層推進するための方策について

東京都は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成26
年６月に「東京都いじめ防止対策推進条例（以下「条例」という。）」を制定するとともに、同年７月に、「東
京都いじめ防止対策推進基本方針」及び「東京都教育委員会いじめ総合対策（以下「いじめ総合対策」
という。）」を策定し、平成29年２月に「いじめ総合対策【第２次】」を策定しました。
これらを踏まえ、これまで東京都教育委員会と区市町村教育委員会との緊密な連携の下、東京都内

全ての公立学校において、校長をはじめとした教職員と保護者、地域住民、関係機関等が一体となり、
組織的にいじめ防止等のための取組を推進してきました。
いじめは、子供の生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼす問題であることか

ら、学校におけるいじめ防止のための対策が形骸化することのないよう、その取組状況について、不
断に検証し改善を図っていくことが不可欠です。そのため、東京都教育委員会は、条例に基づき設置
された附属機関である「第５期東京都教育委員会いじめ問題対策委員会」に対して、平成30年11月、「い
じめ総合対策【第２次・一部改定】」に示された取組の推進状況の検証、評価及びいじめの防止等の対
策を一層推進するための方策について諮問しました。令和６年７月に、同委員会からこの諮問に対す
る答申を得たところです。
この答申では、子供たち自身がいじめについて考え行動できるようにするための取組、教職員が軽

微ないじめも積極的に認知することができるような取組、専門家の力を活用したいじめ防止対策の推
進の実績が評価されました。一方で、学校いじめ対策委員会を実効性のある組織にするとともに、重
大事態やその疑いがあったときの対応、教育委員会との連携等を見直すこと、教員の保護者対応のス
キルの向上、各校における事例研究など、効果的な研修内容について検討すること、いじめに関する
授業を意図的・計画的に実施していくことができるような手だてを検討していくこと等について、今後、
更に取組の改善を図っていくことの必要性が示されました。
こうした検証・評価を基に、いじめ防止対策の一層の推進に向けて、東京都教育委員会が取り組む

べき事項として、「発達支持的生徒指導の趣旨にのっとったいじめ防止等の取組の推進」、「発達の段階
に応じたいじめ防止等の具体的取組に係る検討及び共有」、「教職員の意識啓発及び対応力等の向上」、
「子供自身がいじめ問題の理解を深め、自ら考えて行動できるようにするための取組の充実」などの６
点が挙げられています。
この冊子は、上記の答申等を踏まえて、策定したものです。各学校においては、令和７年７月から、

この「いじめ総合対策【第３次】」に基づき、改めて、いじめ防止等の取組の強化・徹底を図っていく
ことになります。
この「いじめ総合対策【第３次】」を真に実効性のあるものにしていくのは、各学校における日々の

実践と、教職員一人一人の子供に対する熱意にほかなりません。
東京都教育委員会は、今後とも、全ての公立学校、全ての教職員の真摯な取組を、全力で応援してま

いります。
令和７年６月

東京都教育委員会

（１）発達支持的生徒指導の趣旨にのっとったいじめ防止等の取組の推進
（２）発達の段階に応じたいじめ防止等の具体的取組に係る検討及び共有
（３）教職員の意識啓発及び対応力等の向上
（４）子供自身がいじめ問題の理解を深め、自ら考えて行動できるようにするための取組の充実
（５）専門家等の知見を活用したいじめ防止対策及び早期解決への取組の推進
（６）いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定する重大事態への対応力の向上

第５期東京都教育委員会いじめ問題対策委員会　答申（令和６年７月31日）
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〇　この「いじめ総合対策【第３次】」は、東京都いじめ防止対策推進条例第11条に
基づき設置された「第５期東京都教育委員会いじめ問題対策委員会」からの答申を
踏まえて、策定したものである。

〇　「いじめ総合対策【第３次】」の改訂については、国の動向や東京都公立学校の
いじめ問題に関する実態、今後の「東京都教育委員会いじめ問題対策委員会」の答
申等を踏まえて、令和11年３月を目途に行う。

教職員一人一人が、「いじめ総合対策【第３次】」上下巻の内容を理解し、実行
していくために、次のことを理解しておきましょう。

〇　上巻３ページから５ページ
いじめ問題への対応も含め、児童・生徒の発達を支える教職員が、生徒指

導の基本を確認するために、生徒指導提要（令和４年12月　文部科学省）の
概要を記載している。

〇　上巻６ページ
いじめ問題やいじめ防止について、子供が主体となって考えることができ

るような取組を、各校、各学級で実施していくことができるように、東京都教
育委員会で実施している「高校生いじめ防止協議会」の概要を記載している。

〇　学校が、いじめ防止等の対策を確実に推進し、子供たちが心豊かに安全で安心な
学校生活を送れるようにするためには、常に緊張感をもって自校の取組を点検し、
不断の検証を行うことが不可欠である。

〇　東京都教育委員会は、「いじめ総合対策【第３次】」の推進状況を把握するために、
毎年度、６月と11月のふれあい（いじめ防止強化）月間において、調査を実施し、学
校における取組の課題を明らかにし、改善策を示していく。

〇　また、これに併せて、東京都教育委員会は、学校が組織的にいじめ問題の解決に
取り組み、成果を上げた事例を収集し、その取組が多くの学校で共有されるよう情
報発信をしていく。

〇　こうした年度ごとの取組の検証を通して、全ての公立学校の教職員が、対応力や
指導力を高め、自信をもっていじめ問題に対峙できるようにする。

じたい

「いじめ総合対策【第３次】」の推進にあたり

「いじめ総合対策【第３次】」の見直しについて
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生徒指導提要（令和４年 12 月　文部科学省）で示されている生徒指導の目的を理解し、児童・生
徒一人一人がいじめ問題について考え、いじめ防止について考えることができるよう、平時から
の取組について見直しましょう。

 ⽣徒指導の定義 
生徒指導とは、児童・生徒が、社会の中で

自分らしく生きることができる存在へと、自

発的・主体的に成長や発達する過程を支える

教育活動のことである。なお、生徒指導上の

課題に対応するために、必要に応じて指導や

援助を行う。 

生徒指導は、児童・生徒一人一人の個性の

発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能

力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求

と社会に受け入れられる自己実現を支えるこ

とを目的とする。 

⽣徒指導の⽬的 

児童・⽣徒⼀⼈⼀⼈が ⾃⼰指導能⼒ を⾝に付けることが重要 
※ 児童・生徒が、深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべきか」、主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・

設定して、この目標の達成のため、 自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力 

※ 

⾃⼰存在感の感受 

○ 「自分も一人の人間として大切にされている」

という自己存在感を、児童・生徒が実感すること

が大切 

○ 自己肯定感や自己有用感を育むことも極めて重要  

共感的な⼈間関係の育成 

○ 失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わ

ない、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすれば

できるようになるのかを皆で考える支持的で創造

的な学級・ホームルームづくりが生徒指導の土台 

⾃⼰決定の場の提供 

○ 授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・

調べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポー

トする等、自ら考え、選択し、決定する、あるい

は発表する、制作する等の体験が何より重要 

安全・安⼼な⾵⼟の醸成 

○ お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授

業や学校生活が送れるような風土を、教職員の支

援の下で、児童・生徒自らがつくり上げるように

することが大切 

教職員の 児童・⽣徒理解 が鍵 

〇 心理面、学習面、社会面、健康面、進路面、家庭面からの総総合合的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 学級・ホームルーム担任による日頃のきめ細かい観観察察力力にによよるる児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 学年担当、教科担任、部活動等の顧問等による複眼的な広広いい視視野野かかららのの児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専専門門的的なな立立場場かかららのの  

児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 生活実態調査、いじめアンケート調査等の調査データに基づく客客観観的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解 

〇 教育相談では、児童生徒の声を、受容・傾聴し、相手の立場に寄り添って理解しようとする 

共共感感的的なな児児童童・・生生徒徒理理解解  

【参考】 〇 年間計画例  

学校における平時からの備えについて 

いじめの重大事態に対する平時からの備えについて、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン チェックリスト（文部科学省 令和６年８月）」を活用し、確実に対応をする。 

〇〇  学学校校ににおおけけるる平平時時かかららのの備備ええ  3

生徒指導の目的を達成するために1
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生徒指導の４層構造といじめ対応の重層的支援構造2



を基に作成

心掛

5



6

見直して、常にアップデー
トしていきましょう！見直して、常にアップデー

トしていきましょう！

高校生いじめ防止協議会において提言された子供の意見

子供自身がいじめ問題への理解を深め、自ら考えて行動できるようにするための取組3
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１ 「具体的な取組」の位置付けについて 

◆  本文27ページから87ページまでに記載されている「具体的な取組」は、全ての学校に
おいて取り組むべき内容を指す。 

◆  この「具体的な取組」については、その位置付けに応じて、以下の８点に分類している。 

本文表中の表記 取組の位置付け 

① 法による義務規定 
「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校で、必ず実施す
るよう義務付けられている取組 

② 法による充実・推進規定 
「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校で、充実・推進

を図るよう義務付けられている取組 

③
法による必要がある場合の実

施規定 

「いじめ防止対策推進法」により、必要がある場合に実施する
よう示されていたり、例示されていたりする取組 

④ 全校で実施 
「いじめ総合対策【第３次】」により、全ての学校で、必ず実

施するよう求めている取組

⑤ 全校で充実・推進 
「いじめ総合対策【第３次】」により、全ての学校で、充実・

推進を図るよう求めている取組  

⑥ 各学校で工夫・改善 
「いじめ総合対策【第３次】」により、各学校で工夫・改善し

て実施するよう求めている取組  

⑦ 教職員が工夫・改善 
「いじめ総合対策【第３次】」により、一人一人の教職員が工

夫・改善して実施するよう求めている取組  

⑧ 必要に応じて実施  
「いじめ総合対策【第３次】」により、必要に応じて実施する

よう示していたり、例示したりしている取組  

本文の記載等に関する注釈 

２ 「被害の子供」、「加害の子供」、「周囲の子供」について 

◆  

 

  

　本文では、平成26年７月策定の「いじめ総合対策」、平成29年２月策定の「いじめ総合対
策【第２次】」、令和３年２月策定の「いじめ総合対策【第２次・一部改定】」の表現を引き継ぎ、
便宜的に、いじめを受けた子供を「被害の子供」、いじめに該当する行為を行った子供を「加
害の子供」、いじめが行われていることを見たり聞いたりしていた子供を「周囲の子供」と
称している。

◆  　令和６年８月に、文部科学省が改訂した「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」
においては、本文とは別に子供の名称について用語が定義されている。

  

◆

  

　学校は、「被害の子供」の受けた苦痛の状況や、「加害の子供」の行った行為の重大性等に
応じて丁寧に対応し、いじめの解消を図ることが重要である。この表現をもって、子供を
形式的に「被害」、「加害」に分け、一律に対応することを意味するものではない。 



学校の取組
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いじめ防止の取組を推進する
６点のポイント第1章

- 8 - 

いじめは、子供の生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであり、
絶対に許されない行為である。
学校は、いじめはどの学校でもどの子供にも起こり得るとの認識の下、教職員が組織的に対応
することが重要である。加えて、保護者、地域住民、関係機関等との緊密な連携により、いじめ

じたい

問題に正面から対峙し、これを解決に導いていかなければならない。
 東京都内の全ての公立学校は、「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、以下の６点のポイントを念
頭に、いじめ防止対策を推進していく必要がある。

○ 行為を受けた子供が心身の苦痛を感じている場合は、「いじめ」に該当するという「い
じめ」の定義に基づき、学校として確実にいじめを認知することが不可欠である。

○ 全ての教職員が、「いじめ」の定義を正しく理解し、いじめの件数が多いことは問題
であるという誤った認識を払拭し、一人一人の教職員の鋭敏な感覚により、どんな軽
微ないじめをも見逃さずに、これを的確に認知していく。

○ 軽微な段階でいじめを解決に導くためには、学級担任等が気付いた子供の気になる
様子や子供同士のトラブルについて、学校が迅速かつ組織的にその状況を確認し、適
切な役割分担により対応を行うことが不可欠である。

○ 「いじめ防止対策推進法」の規定により、全ての学校に設置されている「学校いじめ
対策委員会」の役割を明確にする。教職員は、この委員会への報告・連絡を欠かさずに
行うことにより、あらゆるいじめに対して、教職員が一人で抱え込むことのない組織
的な対応を実現する。

○ 被害の子供が、「大人に伝えたら、もっといじめられる」と考えたり、周囲の子供が
「自分もいじめの対象になる」と考えたりするなど、いじめについて大人には相談し
づらいという状況を改善するため、学校・家庭・地域が連携して、「子供が安心して相
談できる環境」を構築していくことが必要である。

○ 子供からの訴えを確実に受け止め、相談した子供が安心して学校生活を送ることが
できるようにするため、日常から、子供の不安や悩みに対して、スクールカウンセラー
等を含む全ての教職員が、いつでも相談に応じる体制を整備するとともに、子供からの
SOSを受け止める力を高める。これらのことにより、子供が教職員を信頼して相談で
きる関係を築いていく。

ポイント１ 軽微ないじめも見逃さない 
≪教職員の鋭敏な感覚によるいじめの認知≫ 

ポイント２ 教職員が一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む  
≪「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的対応≫ 

ポイント３ 相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守り通す 
≪学校・家庭・地域の連携による教育相談体制の充実≫ 

第１章 いじめ防止の取組を推進する６つのポイント 
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　いじめ防止の取組を推進するに当たっては、次の３点について、教職員はもとより、保護者、
地域住民、関係機関等から十分な理解を得ておくことが必要である。

○ いじめ問題を解決するためには、子供たち自身が、いじめを自分たちの問題として
主体的に考え、話し合い、行動できるようにすることが重要である。

○ 　全ての教育活動を通じて、子供たちの自己肯定感を育み、望ましい集団活動の中で、
自尊感情をもてるよう適切な指導を行うとともに、日常の授業から、子供たち同士の
話合いによる合意形成や意思決定の場を設定し、多様性や互いのよさを認め合える
態度や自己指導能力を育成する。その上で、道徳科や特別活動等の充実を通して、子供
たちが、いじめの解決に向けて、自ら考え、話し合い、行動する機会を設定すると
ともに、教職員が子供の活動を励まし支援していく。

○ いじめ問題を解決するためには、学校は、被害及び加害の子供の双方の保護者によ
る十分な理解と協力を得ながら対応していくことが必要である。

○ 日常から、全ての保護者に対して、「いじめ」の定義を踏まえ、いじめはどの学校ど
の子供にも起こり得る問題であることを説明する、「学校いじめ防止基本方針」の内容
を分かりやすく伝えるなど、学校と保護者が一体となって、いじめの防止に取り組ん
でいくことができるようにする。いじめが認知された場合には、被害・加害の双方の保
護者に対して、「学校いじめ対策委員会」による解決に向けた対応方針を伝えるなどし
て、信頼関係の下に理解と協力を得られるよう努める。

 
 ○ いじめ発生の背景が複雑化・多様化する中で、学校がいじめを迅速かつ的確に解決

できるようにするためには、外部の人材や関係諸機関と適切に連携して、対応するこ
とが必要である。 

 ○ 学校は、日常から、地域や関係機関等と「学校いじめ防止基本方針」の内容や、学
校の取組の現状、課題等について情報共有をする、課題解決に向けた方策について協議
するなど、双方向の関係づくりに努めるとともに、都内全ての公立学校に設置されてい
る「学校サポートチーム」の機能を明確にする。その上で、定期的な会議や個別事案ご
との会議を通して、教職員、ＰＴＡ、地域住民、警察や児童相談所等の関係機関の職員、
スクールソーシャルワーカー等が適切に役割を分担し、被害の子供を支援したり、加害
の子供の反省を促す指導を行ったりする。

ポイント４ 子供たち自身が、いじめについて考え行動できるようにする
≪自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成≫

ポイント５ 保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る
≪保護者との日常からの信頼関係に基づく取組の推進≫

ポイント６ 
≪地域住民、関係機関等との日常からの連携≫

◆　いじめの件数が多いことをもって、その学校や学級に問題があるという捉え方をしない。
◆　いじめの行為の重大性や緊急性（加害の子供の故意性、継続性等を含む。）及びその行為を受け
た子供の心身の苦痛の程度等、個々の状況に応じて、解決に向けて適切に対応する必要がある。
◆　行為を受けた子供が苦痛を感じていない場合であっても、加害の行為が、人権意識を欠く言動で
ある場合などには、法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。

社会総がかりでいじめに対峙する
じたい
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<学校・家庭・地域の連携による教育相談体制の充実>

3

被害児童・
生徒や保護者からの
申立てがあったときも
「重大事態が発生した
ものとして」対応する

、

報告

○　いじめの事案について、児童・生徒の実態
　や指導の経過等の情報を、定められた様式
　の電子ファイルに入力し、校内で共有しているか。

○　いじめ対策に関する学校評価の結果を受け、
　自身や自校の取組を振り返ったり、改善を図っ
　たりしているか。

ポイント1 ポイント2 ポイント3

　子供に対して、不安や悩みがある場合は、些細なこと
でも担任や他の教職員に相談するよう指導しているか。

DVDや動画教材等を活用した指導
いずれかの学年で年間1単位時間以上

年間計画に位置付け、全教職員による計画的な指導を

44

61

51 34

36

52～53

30～33

34

30

51

76

106
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　子供に対して、不安や悩みがある場合は、些細なこと
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警察職員

スクールソーシャル
ワーカー

学校

児童相談所職員

民生・児童委員

保護司

学校便り等での周知

道徳授業地区

公開講座で

<自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成>

じ

社会総がかりでいじめに対峙する

3

自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成
・
相談

助言
・

ポイント4 ポイント5 ポイント6

等

する。

35

35

27～28・37 67

40 41・57～58

68・81

住民

住民
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28

28

28

29

30

30

31

34

34

35

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

39

40

41

（「居場所づくり」と「きずなづくり」）

住民

住民

し

感染症に関する偏見や差別

意思

ふれあい（いじめ防止強化）月間
等と

（「自己指導能力」の育成）

Ｔoｋｙｏ

住民

4段階の具体的な取組第2章
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44

45
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50
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52
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住民

相談窓口紹介カード

を把握する

等の実施

Ｔoｋｙｏ
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※　具体的な取組の末尾にある数字は、該当ページを示している。
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63
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64
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64
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66

67
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68

68
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69
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72
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校長による

できる

ファイリング
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77

77

78

79

79

79

80

80

81

81

81

82

83

83

83

85

85

86
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住民

ぜん

児童・

公共団体

25第1部



26

未
　
然
　
防
　
止

第1部

早
　
期
　
発
　
見

早
　
期
　
対
　
応

重
大
事
態
へ
の
対
処
　

（１）子供が安心して生活できる学級・学校風土の創出 

※１ 自己肯定感 自分に対する評価を行う際に、自分の良さを肯定的に認める感情のことを指す。 
※２ 自尊感情 自分のできることやできないことなど全ての要素を包括した意味での「自分」を他者との関わり合

いを通してかけがえのない存在、価値のある存在として捉える気持ちのことを指す。 

のことである。

 

【ポイント】
 

 

いじめは、どの学校でもどの学級でも起こり得るという認識に立った上で、いじめ
が発生しにくい学校や学級の実現を追求することが、学校におけるいじめ防止対策の
基本となる。
いじめが起こりにくい学校・学級にするためには、教職員と子供との信頼関係に支
えられた温かい環境の中で、「学び合いのある授業」を中核として、子供たちに人権意
識や規範意識を身に付けさせるとともに、豊かな人間関係の中で、自己肯定感※１を高
めたり、自尊感情※２を育んだりする指導を重視することが大切である。

  

  

○

○

中で、知識や技能が

の六つを指す。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ⼩学校 中学校 ⾼等学校 特 別 ⽀ 援 学 校 
① 職員会議を通じて、いじめの問題について教職員間で 
共通理解を図った。 100 100 100 100 

② いじめの問題に関する校内研修会を実施した。 100 100 100 100 

③ 道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上
げ、指導を⾏った。 100 100 100 100 

④ 児童・⽣徒会活動等を通じて、いじめの問題を考えさせ
たり、児童・⽣徒同⼠の⼈間関係や仲間作りを促進した。 91.7 94.7 49.1 100 

⑤ スクールカウンセラー、相談員、養護教諭を積極的に活
⽤して教育相談体制の充実を図った。 100 100 100 100 

⑥ 教育相談の実施について、学校以外の相談窓⼝の周知や
広報の徹底を図った。 100 100 100 100 

⑦ 学校・警察連絡員の指定を⾏った。 84.8 84.7 35.5 98.4 

⑧ 学校いじめ防⽌基本⽅針をホームページに公表するな
ど、保護者や地域住⺠に周知し、理解を得るよう努めた。 100 100 100 100 

⑨ ＰＴＡや地域の関係団体等とともに、いじめの問題につ
いて協議する機会を設けた。 80.3 81.5 41.9 100 

⑩ いじめの問題に対し、警察署や児童相談所など地域の関
係機関と連携協⼒した対応を図った。 79.2 82.3 41 96.8 

⑪ インターネットを通じて⾏われるいじめの防⽌及び効果
的な対処のための啓発活動を実施した。 100 100 100 100 

⑫ 学校いじめ防⽌基本⽅針が学校の実情に即して機能して
いるか点検し、必要に応じて⾒直しを⾏った。 100 100 100 100 

⑬ いじめ防⽌対策推進法第 22 条に基づく、いじめ防⽌等
の対策のための組織を招集した。 100 100 100 100 
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令和５年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会）作成 

【図表１】学習の動機   対象︓都内公⽴全⼩学校及び義務教育学校（第４・５・６学年） 
               都内公⽴全中学校及び中等教育学校／都内全義務教育学校  

（第１・２・３学年）     （第７・８・９学年）  

 

【図表２】学校におけるいじめの問題に対する⽇常の取組  

 

■ 友達や先⽣と学習するのが楽しいから。 

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）作成 

（義務教育学校第７学年） 

（義務教育学校第８学年） 

（義務教育学校第９学年） 

現　　状

    未然防止 ～いじめを生まない、許さない学校づくり～ １ 

令和５年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会）を基に作成

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成

児童・生徒会活動等を通じて、いじめの問題を考えさせたり、
児童・生徒同士の人間関係や仲間作りを促進したりした。

特別支援学校

（％）
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（１）子供が安心して生活できる学級・学校風土の創出 

※１ 自己肯定感 自分に対する評価を行う際に、自分の良さを肯定的に認める感情のことを指す。 
※２ 自尊感情 自分のできることやできないことなど全ての要素を包括した意味での「自分」を他者との関わり合

いを通してかけがえのない存在、価値のある存在として捉える気持ちのことを指す。 

のことである。

 

【ポイント】
 

 

いじめは、どの学校でもどの学級でも起こり得るという認識に立った上で、いじめ
が発生しにくい学校や学級の実現を追求することが、学校におけるいじめ防止対策の
基本となる。
いじめが起こりにくい学校・学級にするためには、教職員と子供との信頼関係に支
えられた温かい環境の中で、「学び合いのある授業」を中核として、子供たちに人権意
識や規範意識を身に付けさせるとともに、豊かな人間関係の中で、自己肯定感※１を高
めたり、自尊感情※２を育んだりする指導を重視することが大切である。

  

  

○

○

中で、知識や技能が

の六つを指す。

現　　状

    未然防止 ～いじめを生まない、許さない学校づくり～ １ 
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○ 「自尊感情や自己肯定感に関する調査研究」指導資料 令和4年3月　都教職員研修センター
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 する。

である。
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○ 「自尊感情や自己肯定感に関する調査研究」指導資料 令和4年3月　都教職員研修センター
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【ポイント】

13

 

 

 

○

○

22

する。

※6

   

 

   

 

 

 

 
22  

    

   

 

 
   

 

 

 

100～101

「学校いじめ防止基本方針」に基づき
また、教員間での情報共有が可能になるように、アセスメントシートなどを活用して情報や対応

方針の「可視化（見える化）」を図ることが大切です。
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【ポイント】
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100～101

「学校いじめ防止基本方針」に基づき
また、教員間での情報共有が可能になるように、アセスメントシートなどを活用して情報や対応

方針の「可視化（見える化）」を図ることが大切です。
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● 「学校いじめ対策委員会」の主な役割等
※以下の表では、「学校いじめ対策委員会」を「対策委員会」と記す。

項目 〇　役割等〈具体例〉 留意事項

1 委員の構成

〇　校長、副校長、教務主任、生活指導主任、
学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーは、
必ず構成メンバーとする。その他校長が必要と
認める者により構成する。

〈例1〉　教育相談主任、進路指導主任、スクール
ソーシャルワーカー、学校サポートチーム等

〈例2〉　企画委員会に、必要なメンバーを加えて
「対策委員会」の機能をもたせる。

♦　委員のメンバーに校長、
副校長は不可欠である。委
員の構成やいじめの認知
等、本委員会の決定権が
校長にあることを明確にした
上で、委員長を校長とする
か、他の教員とするか、各
学校で定める。

♦　教育課程の中に、いじめ
防止の対策を位置付ける趣
旨から、「対策委員会」に教
務主任を入れるなど、委員
の構成については、学校の
実態等に応じて、構成する。

2 年間計画の
作成・実施

〇　いじめ防止等の対策に係る学校の年間計画
（校内研修、「いじめに関する授業」、教職員に
よる個人面談、スクールカウンセラーによる全員
面接、子供対象のアンケート、保護者会での説
明、「学校サポートチーム」会議での説明、子供
の主体的な活動への支援など、それぞれの実
施計画）を策定する。

〇　策定した計画が適切に実施されるよう運営を
行う。

♦　年間計画を「学校いじめ
基本方針」の中に明記する
とともに、定期的に「基本
方針」が、自校の実態に即
して機能しているかを点検
する。

3 定例会議の設定

〇　スクールカウンセラーの勤務日に合わせて会議
を設定する。
〇　個々のいじめやいじめの疑いのある事案につ
いて、現状と対応の進捗状況を確認するととも
に、今後の対応策を協議し、校長の判断の下に
決定する。

〈例〉　生活指導連絡会、特別支援教育委員会
等の会議に引き続いて、「対策委員会」の会
議を開催する。

♦　学校ごとに、「対策委員
会」の機能と、具体的な取
組を明確にし、定例会議で、
いじめ防止の取組の進捗
状況を確認する。

4 情報収集・共有

〇　子供の様子で気になることがあったとき、子供
間でトラブルが発生したときなど、どんな小さな事
例でも、「対策委員会」として教員から報告を受
けるとともに、教職員間で情報を共有する。

♦　教職員一人一人が、誰に
どのような手順で報告、連
絡するかなどを、チャート図
等で示すなどの工夫をする。

5 いじめの認知

〇　教員から、子供の様子で気になる様子が報告
された場合は、校長の方針の下に、事実確認
の方法を決定する。
〇　上記確認の結果について報告を受け、当該
の事例が、いじめであるか、いじめの疑いの状
況にあるか等について、協議をした上で、校長
が判断する。

♦　いじめが認識された場合
等には、迅速に対応する必
要があるため、まずは校長
が、担任等から報告を受け
て対応を指示することもあり
得る。
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〈「学校いじめ対策委員会」運営上の配慮事項〉
●　いじめに対して、教職員が一人で抱え込んで対応することがあってはならないが、一人一人が組織としての

判断に基づき、責任をもって対応しようとする意識は必要である。
●　いじめの対応については、組織的対応とともに迅速さが求められる。緊急の場合等には、いわゆるマニュア

ルどおりに報告・連絡等が行われないこともあり得る。最終的に校長が判断できるような報告・連絡体制が確
立されていることが大切である。

●　学校におけるいじめ防止対策の立案に、全ての教職員が参画できるようにするため、メンバーを固定化させ
ることなく、取組ごとに柔軟に組織を構成できるようにすることも有効である。

項目 〇　役割等〈具体例〉 留意事項

6 対応方針の協議

〇　いじめ等について、実態に基づき、早期解決
に向けた対応方針を協議し、校長に報告する。
〇　対応方針については、学級担任等が保護者
に伝えるとともに、保護者の意向を確認する。
〇　学級担任は、保護者の意向を「対策委員会」
に報告する。

〈例〉　いじめが認識された場合には、個々のいじ
めに応じて、学年会、部活動の担任教員等を常
設の委員に加えて対応する。

♦　いじめの事例ごとに、被
害や加害の子供及びその
保護者に対して、誰がどの
ように対応するかを協議し、
校長が決定する。

7 成果検証・
「基本方針」改善

〇　学校の取組の推進状況について、自己評価、
保護者による評価、外部評価、諸調査の数値
等を基に検証し、「学校いじめ防止基本方針」を
改訂する。

♦　ふれあい（いじめ防止強
化）月間で作成する学校
シートを活用する。

8 指導・助言
〇　子供に対して中心となって対応を行う学級担
任等に、適切に助言をしたり、相談にのったりす
る。

♦　特に、対応に当たる若手
教員等に対しては、「対策
委員会」として、きめ細かに
助言していく。

9 記録の保管・
引継ぎ

〇　全てのいじめの事例について、「対策委員会」
が定めた共通の様式等で記録を残し、他の教
職員が確認できる方法により保管する。

〇　年度が変わった場合には、学級担任等が確
実に情報を引き継ぐとともに、対象の子供が上
級の学校等に進学したり、転学したりした場合に
は、進学先・転学先に確実に情報を伝える。

♦　特に、対応中の子供が
進学をしたり、転学をしたり
した場合は、対応が途切れ
ることがないよう、学校同士
で確実に連携を図る。

10
学校評価の実施・
「学校いじめ防止
基本方針」の改訂

〇　年度当初に定めた成果目標に基づき、学校評
価の中で、自校の取組の成果と課題を検証する
とともに、評価結果を踏まえ、保護者会や学校サ
ポートチームと連携して、「学校いじめ防止基本
方針」を改訂する。

♦　学校評価の評価項目に
は、「学校いじめ防止基本
方針」に基づく取組（アン
ケート、個人面談、授業、
校内研修等）の実施状況を
位置付ける。
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このうち、１回以上は、いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定されている「いじめ重
大事態」の定義と、この定義の解釈を示している「いじめ防止等のための基本的な方針」
の内容を確認し、理解を深める。

106・107

「学
校いじめ防止

108
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【ポイント】

等で掲示するなどして、

 

27

27

 

 

3 7 ６
Ⅱ

○

○

である。
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⇒114～116ページ参照

　全ての子供を対象として、「自分の不安や悩みに早期に気付き、不安や悩みを抱えたときに、
身近にいる信頼できる大人に相談することの大切さ」について、校長講話、学級指導、相談窓口
連絡先一覧の配布時などの機会を捉えて、折に触れて指導する。

児童・生徒向け動画「心のSOSに気づこう」
教職員向け動画「SOSの出し方に関する教育」研修編

感染症に関する偏見や差別、いじめを生まないための指導の徹底

　感染症への感染者、濃厚接触者とその家族等に対する偏見や差別につながるような行
為をしないこと、医療や社会生活を維持する業務の従事者等、感染防止のために最前線
で尽力している人々に感謝の念をもつことについて、感染症に関する適切な知識を基
に、発達の段階に応じた指導を行う

いる。東京都教育委員会は、平成30年２月にＤＶＤ教材「ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための指導
資料『自分を大切にしよう』」を開発し、都内全公立学校に配布するとともに、東京都教育委員会ホームページに
掲載している。また、令和６年４月に児童・生徒向け動画「心のＳＯＳに気づこう」、教職員向け動画「ＳＯＳ
の出し方に関する教育」研修編を作成し、東京都教育委員会ホームページに掲載している。

 

 

30

29

マインド の

である。

⇒117ページ参照
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３

【ポイント】

 

 

意思

（「自己指導能力」の育成）

などの一連の活動を通して、合意形成と意思決定を重視した自己指導能力の育成への取組を行う。

○

○

○　児童・生徒が、深い自己理解に基づき、立体的に問題で課題を発見し、自己の目標を選択・
設定して、この目標の達成のため、自発的、自律的、かつ他者の立体性を尊重しながら、自ら
の行動を決断し、実行する力（自己指導能力）を身に付けることが重要である。
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のことを指す。

のことを指す。

のことを指す。

法人

10

11

10

11

 

 

　その際、役員等一部の子供たちによるイベント的な取組に終わることなく、お互いに
助け合いながら、何ができるのかということについて全ての子供たちが考えたり、行動
したり、参加したりする意識がもてるよう、学級担任等が、学級の子供たちに取組を促
すなどの指導を行う。

27 11 31  2 5  
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する。

【参考】　とうきょうの情報教育　情報教育ポータル
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ふれあい（いじめ防止強化）

した。
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7 ６
7 ６

【ポイント】
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※14 学校サポートチーム 子供の問題行動への対応において、保護者、地域住民、関係機関等と迅速かつ適切に連
携・協力できる体制を確立し、子供の健全育成を図るとともに、「学校いじめ対策委員会」を支援する組織として、
都内全公立学校に設置している。校長、副校長、保護者、民生・児童委員、主任児童委員、保護司、子供家庭支
援センター職員、児童相談所職員、警察職員（スクールサポーター）等により構成する。 

⇒128～129ページ参照
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現　　状

    早期発見 ～いじめを初期段階で「見える化」できる学校づくり～ 2  
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現　　状

    早期発見 ～いじめを初期段階で「見える化」できる学校づくり～ 2  
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法の趣旨を踏まえた適切な対応

25 19  20  
 

「　　　　　　　　　　　　　」
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法の趣旨を踏まえた適切な対応

25 19  20  
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以下の類型は、あくまでも例であり、いじめの認知に当たっては、被害の子供が「心身の苦痛を
感じている」かどうかを鑑み、個別に判断する。 
個々のいじめへの対応に当たっては、その行為の重大性（行為が与えた影響、故意性、加害の子
供の人数、継続性等）を総合的に考慮して、適切な対応を行う。  

一人で 集団で 

１ 好意で行った 
言動 
 

～親切のつもりが…～ 

２ 意図せずに行った 
言動 

～悪気はなかったのに…～ 

３ 衝動的に 
行った 
言動 
 

～つい、かっと 

なって…～ 

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

４ 故意で 
行った 
言動 
 

～あの子が 

むかつく～ 

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

継続性 単発的 継続的 

○  発言の苦手な子供に、

「○○さんも意見を言い

なよ。」と強く促した。 

○ リレーでバトンを落

とした子供に「何やって

んだ！」と怒鳴った。 

○ うっかりぶつかって

きた子供に「死ねよ。」

と言い、にらんだ。 

○ うっかりぶつかって

きた子供に対して、その

場で殴りかかった。 
※ 事例によっては犯罪に該当 

①  運動の苦手な子供

に、「あなたのせいで

負けたの分かってる

の！」と問い詰めた。 

② 運動で失敗するたび

に、「へぼい！」「足引っ

張るな！」などとはやし

立てた。 

③ 体育着を隠して、被害

の子供が探している様

子を笑って見ていた。 

⑤  お金を持って来ないこ

とを理由に、殴ったり、蹴

ったりした。 

④ 試合で負けたお詫びに、メ

ンバー全員に 1,000 円ずつ

払うよう強要した。 

ゼロ 

重大な犯罪 

重 大 性 

 

 

◆ 親切さを十分に評価
した上で、発言が苦手な
子の気持ちについて、一
緒に考える。

◆ 発達の特性なども踏
まえ、何気ない言葉が相
手を傷付けることもあ
ることを丁寧に諭す。

◆ 絶対に使っては
いけない言葉につ
いて指導する。

◆ 暴力は絶対に許されないことを指
導するとともに、かっとなったとき
の対処方法を身に付けさせる。

◆ 発言の背景となっている思い
を聞き取った上で、他人の失敗を
責めることの問題について理解
させる。

◆ 絶対に許されない
行為であることを理
解させ、完全に行わ
れなくなるまで、監
督を徹底する。

◆ 学校サポートチーム
と連携して、別室指導
などを行い、二度と行
わせないようにする。

◆ 警察や児童相談所と連携し
て、厳しい指導を行い、直ち
に行為をやめさせる。

◆ 警察と連携して、法令に基づく措置を
含め、厳格な指導を行い、反省が確認さ
れるまで、被害の子供と接触させない。

□継続性がない
行為 
□偶発的な行為 
□相手を特定し
ていない行為 

□謝罪等により
すぐに解決し
た行為 

などでも、「心身
の苦痛を感じさ
せた」行為は、
全て「いじめ」
に該当します。 

加害の子供 
の集団性行為の 

故意性、意図性

○：いじめの行為  ◆：加害の子供への対応例

※ 上記の類型は、加害の子供の行為によるもので、被害の子供の「心身の苦痛」の軽重によるものではない。
※ どこからが犯罪に該当するかは、事例ごとに異なる。  ※ 「暴力」とは、言葉以外の有形力の行使全般を指す。

● 重大性の段階に応じたいじめの類型（例） 

～「いじめ」の定義に基づく確実な認知に向けて～
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年度 「いじめ」の定義 
定義策定・変更
のきっかけと
なった事案 

「いじめ」の捉え方 
（変遷） 

昭和61年度
から 

東京都中野区
中学校２年生
自殺

◆ 加害の子供の行為の側に
立って「いじめ」を規定 
○ 弱い者に対して一方的
に（力関係の存在）
○ 身体的・心理的な攻撃
○ 被害の子供が深刻な苦
痛を受けているもの
○
○ 学校の内外を問わない
もの

平成６年度
から 

愛知県西尾市
中学校２年生
自殺

○ 「継続的に」を追加（行
為の継続性）  
○ 個々の「いじめ」の判断
は、表面的・形式的に行
うことなく、被害の子供
の立場に立って行うこと
を追加
○ 「学校が確認している」
という要件を削除

平成18年度
から 

北海道滝川市
小学校６年生
自殺

福岡県筑前町
中学校２年生
自殺

◆ 被害の子供の心情の側に
立って「いじめ」を規定 
 ○ 一定の人間関係（「弱い
者に対して」を変更）

 ○ 心理的・物理的な攻撃
 ○ 精神的な苦痛を感じて
いるもの（「受けている」
を「感じている」に変更、
「深刻な」を削除
○ 「継続的に」を削除

平成25年度
から 
 

（いじめ防
止対策推進
法の施行に
伴う） 

滋賀県大津市
中学校２年生
自殺

東京都品川区
中学校１年生
自殺

○ 心理的・物理的な影響
（「攻撃」を変更）

※ この規定では、加害の子供
が主語となっているが、平成
18年からの定義である被害の
子供の心情の側に立って定義
されていると理解すべきであ
る。

①自分より弱い者に対して一方的に、 
②身体的・心理的な攻撃を加え、 
③相手が深刻な苦痛を感じているもので
あって、学校としてその事実（関係児 
童生徒、いじめの内容等）を確認してい
るもの。  
なお、起こった場所は学校の内外を問
わないもの。

①自分より弱い者に対して一方的に、
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
③相手が深刻な苦痛を感じているもの 
なお、起こった場所は学校の内外を問
わない。 
また、個々の行為が「いじめ」に当た
るか否かの判断を表面的・形式的に行う
ことなく、いじめられた児童生徒の立場
に立って行うこと。

当該児童生徒が、 
①一定の人間関係のある者から、
②心理的、物理的な攻撃を受けたことにより 
③精神的な苦痛を感じているもの 
なお、起こった場所は学校の内外を問
わない。 
個々の行為が「いじめ」に当たるか否
かの判断は、表面的・形式的に行うこと
なく、いじめられた児童生徒の立場に立
って行うものとする。

児童等に対して、当該児童等が在籍す
る学校に在籍している等当該児童等と一
定の人間関係のある他の児童等が行う心
理的又は物理的な影響を与える行為（イ
ンターネットを通じて行われるものを含
む。）であって、当該行為の対象となった
児童等が心身の苦痛を感じているもの。 
なお、起こった場所は学校の内外を問
わない。 

● 「いじめ」の定義（文部省・文部科学省による）の変遷

文部省・文部科学省は、昭和 61 年度以来、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する
調査」などにおいて、「いじめ」の定義を策定・変更してきた。その背景には、子供がいじめを苦に
して自殺した事案が関わっている。報道により「いじめ」が大きな社会問題となるたびに、学校の
いじめの捉え方の課題を踏まえて、その定義が広範囲なものに修正されてきたことが分かる。 
学校は、二度といじめを苦にして自ら命を絶つような事案を起こさないために、「いじめ」の定義
が変更されてきた経緯を正しく理解し、現行の定義に基づき、確実な認知に努める必要がある。 
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アア  学学級級担担任任等等にによよるる日日常常的的なな子子供供へへのの声声掛掛けけとと様様子子のの観観察察    

  

  

子供にとって最も身近な教職員である学級担任によるさりげないコミュニケーション

や観察等を通して、子供の様子の小さな変化に気付くことができるよう、日常からの子

供との関わりを深め、いじめの発見につながる鋭敏な感覚を養う。 
いじめが表には出にくく、学校だけでは認知することが難しいケースが増えている。 
いじめに気付くには、子供の表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのよ

うな感情があるのかを考えることが大切である。そのためには、児童生徒の表情や学級・

ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじめの兆候を察知しようとする姿勢が求

められる。 
 

⑦⑦  教教職職員員がが工工夫夫・・改改善善 

  
〇 いじめの早期発見は、子供にとって最も身近な学級担任等が、子供の様子の変化に 
気付き話を聞くなど、子供と教職員との信頼関係に負うところが極めて大きい。  

〇 その上で、定期的な面談や「いじめ発見のチェックシート」を活用した観察等、一

人一人の子供の様子を確認する機会を意図的に設定することが重要である。 

（（２２））子子供供のの様様子子かからら初初期期段段階階ののいいじじめめをを素素早早くく察察知知  

【【ポポイインントト】】  

【【生生徒徒指指導導提提要要（（令令和和４４年年 1122 月月））  文文部部科科学学省省  113344 ペペーージジ】】  

(1) いじめに気付くための組織的な取組 
日本のいじめは、外から見えにくいコミュニケーションを使った心理的ないじめが多く、また、同じ学級・ホ

ームルームに加害者と被害者が同居したり、加害と被害の関係が入れ替わったりする点に特徴があります。その

ため、いじめの存在に気付くことができなかったり、学級・ホームルーム担任の抱え込みから事態が深刻化して

しまったりするケースも少なくありません。 
これまで個々の教職員のいじめに対する感度を高める取組を行ってきましたが、個人差もあり、組織的な気付

きを促したり、全校を挙げて問題に取り組んだりする姿勢が不十分な学校も見受けられます。 
いじめに気付くには、表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのような感情があるのかに思いを馳

せる必要があります。そのためには、児童生徒の表情や学級・ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじ

めの兆候を察知しようとする姿勢が求められます。 
さらに、最近では、SNS を介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなど、表に出にくく、学校だけでは

認知することが難しいケースも増えています。 

具体的な取組
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イイ  学学級級担担任任等等にによよるる定定期期的的なな個個人人面面談談    

  いじめを含め、子供が抱える悩みや不安などを幅広く把握するとともに、その解決方法

について相談に応じるため、学級担任等は、年年間間３３回回程程度度、個人面談を実施する。 
面談では、子供に自分のことだけでなく他の子供が困ったり悩んだりしていることを見

聞きしていないかを確認する。 
また、効果的な面談を実施できるようにするためスクールカウンセラーは、教員に対し、

必要に応じて、面談の在り方等について事前に指導・助言を行う。 
個人面談の前に、教科担任や部活動顧問、養護教諭やスクールカウンセラー等から気に

なる点がないか、情報を収集する。スクールカウンセラーからは、全員面接での様子など

を参考にする。特に、ＳＮＳ等を介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外しなど、外

からは見えにくいコミュニケーションを使った心理的ないじめがないかについては、慎重

に確認する。 
いじめの存在に気付いた際は、学級担任一人で抱え込まないで、組織で対応する。 

 

ウウ  学学期期初初めめ等等のの「「いいじじめめ発発見見ののチチェェッッククシシーートト」」のの活活用用    

   

学校の長期休業明けなどの時期は、子供たちが不安や悩みを抱えやすい時期であるとと

もに、長期休業日中に、いじめを含む人間関係のトラブル等が生じている可能性があるこ

とから、学学期期初初めめにに、「いじめ発見のチェックシート」等を活用して、重点的に子供の状況

を観察する。 
「学校いじめ対策委員会」は、各教員が確認した子供の状況等について情報を集約する。

その中で、気になる様子が確認された子供に対しては、速やかに保護者に連絡する。 
また、教職員が役割分担をし、改めて多角的に観察したり声掛けをしたりして、いじめ

を含めその背景を把握する。⇒108 ページ参照  

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

エエ  定定期期的的なな「「生生活活意意識識調調査査」」等等のの実実施施    

  いじめのみならず、子供が抱える諸問題の背景等を多面的に把握するため、「学校は楽し

いか」、「体調や精神状況はどうか」、「学習の定着や進路に不安はないか」、「家庭や校外で

の生活に満足しているか」、「人間関係での悩みはないか」等に関して、アンケート形式に

よる「生活意識調査」等を定期的に実施する。 
  この調査の実施に際しては、「いじめ発見のためのアンケート」を兼ねて行ったり、教員

による「いじめ発見チェックシート」と同時に行ったりすることにより、一層の効果を高

められるよう工夫する。⇒110～113 ページ参照 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

【【生生徒徒指指導導提提要要（（令令和和４４年年 1122 月月））  文文部部科科学学省省  113311 ペペーージジ】】  

④「困った、助けて」と言えるように適切な援助希求を促す 
困ったときや悩みがあるときに、隠して耐えるのではなく、弱音を吐いたり、人に頼ったりすることができる

雰囲気があるかどうかは、児童生徒の学校での安全・安心を大きく左右します。成長途上にある児童生徒が、甘

えたり、弱音を吐いたりして、信頼できる大人（教職員や保護者等）に援助希求を表出することは、「適切に依存

できる」ネットワークを築いて「自立」（大人になること）へと踏み出す一歩であると理解することが大切です。

「困った、助けて」と言える雰囲気と、「困った」をしっかり受け止めることができる体制を学校の中に築くこと

が求められます。 
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（（３３））全全ててのの教教職職員員にによよるる子子供供のの状状況況把把握握  

 

子供の気になる様子についての報告や情報共有は、全ての学校で全ての教職員が、

必ず行わなければならないことである。 

 大人からは見えにくい子供間のいじめを、できる限り初期の段階で発見できるよう

にするためには、全ての教職員が、輪番制などにより組織的・計画的に、子供の様子

を観察し、「学校いじめ対策委員会」を通して気になる状況を共有するとともに、対応

方針を協議、決定することが必要である。 

 一人一人の教職員は、子供に少しでも気になる様子があった場合、全ての事案につ

いて、迅速に「学校いじめ対策委員会」に報告し、組織的対応につなげることが求め

られている。組織的対応の基本は、学校として、教職員がとるべき具体的な行動を明

確にしておくこと、そして、全ての教職員が、例外なく定められたとおりに行動する

ことである。 

アア  全全教教職職員員のの輪輪番番にによよるる挨挨拶拶、、校校内内巡巡回回等等にによよるる計計画画的的なな観観察察    

学校全体で、いじめの早期発見を目指すとともに、子供たちが、教職員全員で自分たち

を見守っていることを実感できるようにするため、教職員が輪番制などにより、校門や

玄関で、登下校時に子供たちへの挨拶を行い、子供の様子をきめ細かに観察する。 
また、休み時間の巡回当番表等を作成し、教職員が、毎日校舎内外を巡回し、いじめ等

の行為が行われていないかを確認したり、子供たちに声掛けをしたりする。 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

【【ポポイインントト】】  

○ 

 

○ 

 

○ 

具体的な取組
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イイ  一一人人一一人人のの教教職職員員のの気気付付ききをを「「学学校校いいじじめめ対対策策委委員員会会」」ににつつななげげるる仕仕組組みみのの構構築築  

  一人一人の教職員は、自分が担当する学級・学年等にかかわらず、子供の様子で気にな

る情報があった場合、どんな小さな事例でもその日のうちに「学校いじめ対策委員会」に

報告する。 
そのため、学校ごとに、報告・連絡の具体的な手順や方法（気になる度合い別に色分け

した付箋等に手書きし、職員室の掲示板に貼っておくなど）を定め、その方法を「学校い

じめ防止基本方針」に明記するとともに、チャート図等にして掲示するなどし、全教職員

の共通理解を徹底させる。 
校内研修等を通して、全ての教職員が、「仲良し同士の遊びの延長のようにも見えるか

ら、もう少し様子を見よう。」「この程度は、子供たちの日常によくあることだから、報告

するには及ばない。」「これから出張だから、週明けに報告しよう。」などの個人的な判断

が、重篤な状況につながることもあることを十分に理解できるようにする。 
なお、教職員がいじめに関する情報を抱え込み、「学校いじめ対策委員会」に報告を行わ

ないことは、いじめ防止対策推進法第 23 条第１項の規定に違反し得ることに留意する。 
 

ウウ  子子供供にに関関すするる情情報報のの引引継継ぎぎ、、共共有有のの徹徹底底  

  上記イにより確認された子供の様子で気になる情報について、いじめの行為の有無にか

かわらず、教職員間で、円滑に情報を共有できるようにするため、電子データや紙による

保管等、適切な方法で記録する。保管された記録から、次の対応を検討したり、保護者等

に対して、正確に対応経過等を伝えたりできるようにする。 

④④  全全校校でで実実施施 

①①  法法にによよるる義義務務規規定定 

【いじめ防止対策推進法】 

第 23 条第１項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童

等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をと

るものとする。 
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 子供の間で行われるいじめを、学校が確実に把握するためには、被害の子供や周囲
の子供が、できる限り早期にいじめの事実を教職員に伝えることができる環境を作る

ことが、極めて重要である。 
 学校は、スクールカウンセラーを含む全ての教職員による学校教育相談体制を確立

していかなければならない。 

アア  学学校校教教育育相相談談体体制制のの構構築築とと子子供供やや保保護護者者へへのの周周知知    

スクールカウンセラーからの助言等を通して、全ての教職員が教育相談の技能を身に付
け、子供の悩みや不安に対して、適切に相談に応じられるようにする。そして、学校は子
供や保護者に、いつでも全ての教職員が相談に応じられることを繰り返し伝える。 
また、スクールカウンセラーへの相談申込みの方法を、子供たちに周知・徹底する。 
さらに、相談内容については、秘密を守って対応することを伝える。特に、思春期の子

供にあっては、相談したことを他の子供には知られたくないという気持ちが強い可能性が
あることを考慮し、日頃から「教職員への相談については秘密を守る」ことを明確にする。
実際の相談内容について、教職員間で適切に情報を共有し、相談者が学校に対して不信感
をもつことのないよう配慮して対応する。 
上記の相談体制、方法等について、学校内に、分かりやすく掲示しておく。 

イイ  定定期期的的なな「「いいじじめめをを把把握握すするるたためめののアアンンケケーートト」」のの実実施施、、分分析析、、保保存存  

   

いじめやいじめの疑いのある状況を認知するための重要な参考資料の一つとするため、
全ての学校で年年間間３３回回以以上上、子供を対象にアンケートを実施する。 
具体的な実施方法や質問項目は、子供の実態（発達の段階、教職員との関係、学級や学

年等における人間関係、いじめに対する意識や主体的な取組の状況等）を踏まえ、学校や
学年ごとに、最も効果的な方法を検討して、実施する。 
都立学校においては、当該アンケートの保存期間を、実実施施年年度度のの末末かからら５５年年間間とする。

また、区市町村教育委員会は、当該区市町村の「文書管理規則」等に基づき、管下の学校
におけるアンケートの実施後の保存期間を定める。 
なお、アンケート用紙は、いじめにつながる記載が全く見られない場合でも、後日、学

校がいじめを認知していたかを保護者に説明する際などに、重要な資料となり得ることか
ら、必ず保管しておく。                        

⇒109 ページ参照 
 

（（４４））子子供供かかららのの訴訴ええをを確確実実にに受受けけ止止めめるる体体制制のの構構築築  

【いじめ防止対策推進法】 
第 16 条第３項 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者
並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」
という。）を整備するものとする。 

第４項 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社
会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよ
う配慮するものとする。 

 

【いじめ防止対策推進法】 
第 16 条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、
当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

①①  法法にによよるる義義務務規規定定   

①①  法法にによよるる義義務務規規定定 

【【ポポイインントト】】  
○ 

○ 

 
具体的な取組
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 アアンンケケーートト  

有有効効活活用用のの視視点点  
具具  体体  例例  留留意意事事項項  

１ 
実施の意義と 

限界の理解 

○ 子供が教職員に直接訴えられるようにする
環境づくりが最も大切であることを前提とし
ながら、あくまでもいじめ把握の手だての一つ
としてアンケートを実施する。 

○ 教室で行うアンケートでは、担任には知られ
たくないなどの心理が働く子供もいることを、
十分に理解した上で実施する。 

○ 記名式アンケートに何かを記載してきた子
供がいた場合、教員は、その子供への対応に終
始しがちである。むしろアンケートに書くこと
ができずに悩んでいる子供の中に、深刻な事例
があるかもしれないと捉え、全体に対する丁寧
な観察を欠かさないようにする。 

◆ アンケートの実施のみ
をもって、確実にいじめ
を把握できるものではな
いことを理解する。 

◆ 教職員の子供の変化等
への気付きから、いじめ
を発見することが最も大
切である。 

◆ 記載がなければ、いじ
めはないと考えてはなら
ないことに留意する。 

２ 
教職員の 

共通理解 

○ 「学校いじめ対策委員会」で、アンケートの
実施方法やその後の対応等について、十分に検
討して、全教職員の共通理解の下に実施する。 

○ アンケートを実施した後、その結果につい
て、「対策委員会」等で教員やスクールカウンセ
ラーが、実態把握や対応の在り方を協議する。 

◆ アンケート結果に基づ
く対応等については、経
緯及びてん末を記録し、
適切に保存する。 

３ 

子供の 

意識啓発 

 

○ 小さないじめの芽を把握するために、何がい
じめに当たるのかを子供にしっかりと指導し、
考えさせてからアンケートを実施する。 

○ 子供が真剣に取り組めるようにするために、
発達の段階を考慮し、アンケートの趣旨につい
て指導してから実施する。 

○ アンケートは、いじめを受けている子供を守
り抜くために行うことを、実施前に子供たちに
明確に伝える。 

○ アンケートに記載した場合には、学校は記載
した子供の気持ちを踏まえて丁寧に対応する
ことを、事前に伝えるなどして、子供が安心し
て、いじめ等の事実を記載できるようにする。 

◆ アンケートが、教員の
都合で実施されていると
いう印象を、子供に与え
てはならない。アンケー
トを実施するに当たって
の、環境づくりが大切で
ある。 

４ 質問項目 

○ 質問項目は、「何か困っていることはありま
せんか。」、「（困っていることがある場合は、）誰
に相談したいですか。」、「（相談したい相手を記
入した場合には、）よかったら、連絡先（氏名等
を含む）を書いてください。」などとし、子供に
とって抵抗のないものに工夫する。 

○ ｢友達のことで、見たり聞いたりしたことが
あれば書いてください｣等の項目を設定する。 

◆ その時には書けなくて
も、後日、自分や友達の状
況について、教職員に相
談に来られるような工夫
が必要である。 

 

●●  アアンンケケーートト有有効効活活用用のの視視点点とと具具体体例例 

【アンケート実施に際しての配慮】 

記記名名式式、、無無記記名名式式、、一一人人１１台台端端末末をを活活用用ししたたアアンンケケーートトののメメリリッットト、、デデメメリリッットト等等  
○ 記名式と無記名式とでは、それぞれに長所と短所がある。学校や学年の実態によって、方法が異なる
こともあり得るので、どちらがよいかを一律に論じることはできない。  

○ 児童・生徒からいじめの実態を聴き取ることを目的とするのであれば、無記名で実施する方がよい。
教員が、「名前を書いても良い」と補足する方法などが適切である。 

○ 児童・生徒が正直にアンケートに記載することができるようにするために、例えば、家に持ち帰っ
て、後日封筒等に入れて提出する方法なども考えられる。 
〇 一人１台端末を活用して、アンケートを実施する際には、児童・生徒の回答結果を、他の児童・生徒
が確実に閲覧できないように配慮しなければならない。 
〇 定められた期間は確実に保存しなければならないため、データが削除されることがあってはならな
い。 
〇 手書きのアンケートにおいて、回答以外に描かれている絵等や筆跡など、いじめの芽に気付くこと
ができる場合もある。 

 アンケートを作成する際には、子供がアンケートの重要性を考えて回答できるような内容にする。
選択式で容易に終わらせられるものだけでなく、友達との関わりやいじめについて考えて回答する
内容となるよう工夫する。 

●　アンケート有効活用の視点と具体例
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ウウ  ススククーールルカカウウンンセセララーーにによよるる全全員員面面接接等等のの実実施施  
（（小小学学校校５５年年、、中中学学校校１１年年、、高高等等学学校校１１年年対対象象））  

  子供が躊
ちゅう

躇
ちょ

することなく、スクールカウンセラーに相談できる環境を作るため、小学校

では高学年に進級した時期、中学校・高等学校では入学したばかりの時期に、学校生活への

不安や人間関係上の悩みを抱くことが想定される小学校５年生、中学校１年生、高等学校１

年生を対象に、年度当初の早い時期に、スクールカウンセラーによる全員面接を実施する。 
  全員面接が効率的かつ効果的に実施されるよう、事前に子供に対してアンケートを実施

し、その記載を確認しながら面接を行うなどの工夫について、学校の実態に応じて、スク

ールカウンセラーを含む「学校いじめ対策委員会」で実施方法を協議する。 
  教職員は、全員面接の事前や事後の指導を通して、子供が、いじめを含め悩みや不安が

ある場合に、いつでも「スクールカウンセラーに相談しよう」と思えるよう、意識の啓発

を図る。                            ⇒119～124 ページ参照  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エエ  いいじじめめ相相談談ポポスストト、、学学校校いいじじめめ相相談談メメーールル等等のの取取組組    

 

子供たちや保護者が、ほかの人に知られないように、教職員に相談できるようにするた

め、「いじめ相談ポスト」を設置したり、「学校いじめ相談メール」を開設したりする。 
また、学校ホームページから電子メールにより相談できるようにするなど、学校ごとに

多様な方法により相談の受付を的確に行う。 
 

④④  全全校校でで実実施施（（特特別別支支援援学学校校をを除除くく。。）） 

⑥⑥  各各学学校校でで工工夫夫・・改改善善 

   スクールカウンセラーによる全員面接は、平成 26 年度から全ての小・中・高等学校で実施し

ていますが、どのような成果がありますか。 

年度当初の早い段階で、児童・生徒とスクールカウンセラーとの間で、「顔の見える関係」が

できることにより、いざというときに相談しやすくなる、継続的な相談につながるといったケ

ースが多く挙がっています。また、全員面接をきっかけとして、教員とスクールカウンセラーが

連携して子供の支援に当たるという体制が構築され、学校全体の教育相談体制の強化につなが

っているという報告も多くあります。 

   限られた時間の中で、全員面接を更に意義あるものにするには、どのような工夫が考えられ

ますか。 

全員面接実施前に、対象の児童・生徒全体に向けて、スクールカウンセラーから自己紹介を

行うとともに、直接メッセージを伝えることで、児童・生徒の「相談すること」に対する抵抗感

を和らげることができます。 

また、事前に学習や生活の様子、家庭環境、性格傾向、発達上の課題等について、対象学年の

担任とスクールカウンセラーで情報共有することにより、面接の際のポイントが明確になり、

実施効果を高めることが期待できます。 

児童・生徒が抱えやすい悩みをリストアップしてアンケート等に示し、選択させることで、

児童・生徒が自分から全てを説明しなくてもよいように工夫を行っている学校もあります。 

全員面接をグループ形式で実施する場合も、事前アンケートの回答から意図的にグループを

構成し、共通の話題の中で悩みを話しやすい雰囲気づくりを行ったり、気になる様子が見られ

た児童・生徒については、グループ面接後に個別で話を聞くなどの対応を行ったりすることも

大切です。 

ＡＡ  

ＱＱ  

ＱＱ  

ＡＡ  
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オオ  「「教教育育相相談談一一般般・・東東京京都都いいじじめめ相相談談ホホッットトラライインン」」のの周周知知とと「「相相談談窓窓口口紹紹

介介カカーードド」」のの活活用用    

東京都教育相談センターが設置している 24 時間対応の「教育相談一般・東京都いじめ

相談ホットライン※15」の電話番号が記載された「相談窓口紹介カード※16」を子供たちに

配布する。その際に、教職員は、「いじめのことで悩んでいたら誰でもいつでもどこからで

もここに相談することができる」ことを的確に伝える。 
また、同カードに記載されている「みんなでいっしょに！『いじめゼロ』宣言！いじめ

をなくそう！」を活用し、いじめのことで悩んだら、どのように対処すればよいかを指導

したり、考えさせたりする。 ⇒118 ページ参照  

カカ  定定期期的的なな外外部部相相談談機機関関のの連連絡絡先先のの周周知知  

東京都教育委員会が区市町村教育委員会と連携して作成している、外部相談窓口一覧「不

安や悩みがあるときは…一人で悩まず、相談しよう」と、東京都教育委員会が作成してい

る「相談するとどうなるの？？」「保護者向け相談窓口一覧」を、長期休業日前の年間３回、

全ての子供たちに配布するとともに、配布する際には、教職員が、いじめなどの悩みや不

安など学校には相談しづらいことについては、多様な外部の相談窓口で相談に応じている

ことを伝える。 ⇒118 ページ参照  

キキ  「「考考ええよようう！！いいじじめめ・・ＳＳＮＮＳＳ＠＠ＴＴｏｏｋｋｙｙｏｏ」」ホホーームムペペーージジにによよるる相相談談先先へへののアアククセセスス  

 

一人１台端末を使って行う学習を通して、「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ」ホ

ームページを活用して、いじめを受けたとき、見たり聞いたりしたときなどに、外部の相

談機関に相談することの大切さについて指導する。 
また、発達の段階に応じ、スマートフォン等で、このアプリケーションから「教育相談

一般・東京都いじめ相談ホットライン」に、いつでも無料で電話が掛けられることを周知

する。 
⇒３9・117 ページ参照 

※15 教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン 東京都教育相談センターが、年間を通じ 24 時間体制で、いじ

めに悩む子供やその保護者等からの相談に応じる専用回線。0120-53-8288 

※16 「相談窓口紹介カード」  東京都教育委員会が、毎年度、全公立学校の子供等に配布。いじめ問題の解決のため

に自分がどのように行動すればよいかに加え、「教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン」の電話番号を記

載 

【いじめ防止対策推進法】 

第 16 条第２項 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整

備に必要な施策を講ずるものとする。 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

④④  全全校校でで実実施施 

④④  全全校校でで実実施施 
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（（５５））保保護護者者、、地地域域住住民民、、関関係係機機関関等等かかららのの情情報報提提供供やや通通報報  

 

 学校は、保護者、地域住民、警察及び福祉等の関係機関との信頼関係に基づき、多

角的な視点から、いじめの実態やいじめにつながりかねない子供たちの状況等につい

て、日常的に情報を共有できる体制を構築しておくことが重要である。 

 今後とも、学校は、保護者、地域、関係機関等の職員等に対して、いじめを含めて、

子供たちの様子で気になることがあったら、どんな小さなことでも遠慮せずに学校ま

で通報してもらえるよう依頼していく。 

 

 

 

 

 

 

アア  保保護護者者相相談談、、面面談談、、家家庭庭訪訪問問等等のの実実施施  

保護者が、いじめを含む子供の問題等について、学級担任をはじめとする様々な教職員

に対して、いつでも誰にでも相談することができるよう、学校教育相談の体制を整備する

とともにその旨の周知を確実に行う。 
また、学級担任等による計画的な保護者面談や家庭訪問等を通して、子供が抱えるいじ

めや他の問題に対して、教職員と保護者との緊密な連携の下に解消を図っていくことがで

きるよう互いの信頼関係を構築する。 
 【参考】 ○ 保護者向けリーフレット「『どうしたの？』一声かけてみませんか 

～子供の不安や悩みに寄り添うために～」令和２年９月 

○ いじめのサイン発見シート 

⇒125～126 ページ参照 

【いじめ防止対策推進法】 

第９条第４項 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ

の防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 
 

④④  全全校校でで実実施施 

【いじめ防止対策推進法】 

第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期

発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるとき

は、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

第 23 条第１項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び

児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実がある

と思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な

措置をとるものとする。 

【【ポポイインントト】】  

○ 

○ 

 

具体的な取組
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エエ  地地域域住住民民（（民民生生・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員、、自自治治会会役役員員、、卒卒業業生生、、卒卒業業生生のの保保護護者者等等））かかららのの情情報報提提供供やや通通報報   

    

地域住民（民生・児童委員、主任児童委員、自治会役員、卒業生、卒業生の保護者等）

が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、速やかに学校に通

報してもらえるようにする。そのために、各構成員の代表が所属している「学校サポート

チーム」の定期的な会議や、それぞれの定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」

の内容を説明するなどして連携・協力体制を築く。 ⇒102～103 ページ参照 
 

※17 ユースソーシャルワーカー いじめ、中途退学等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれ

ている環境改善等を行う福祉や就労に関する専門家。都立学校からの要請に応じて派遣される。 

※18 スクールソーシャルワーカー いじめ等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれている環

境改善等を行う福祉に関する専門家。区市町村教育委員会が配置し、東京都教育委員会が経費の１/２を補助して

いる。                 

イイ  ススククーールルカカウウンンセセララーーややススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーー等等にによよるる保保護護者者相相談談のの実実施施  

   

公立全小・中・高等学校に配置しているスクールカウンセラー、区市町村等が独自に配

置している教育相談員、要請に応じて都立学校に派遣するユースソーシャルワーカー※17、

区市町村教育委員会が配置しているスクールソーシャルワーカー※18等が、心理や福祉の専

門家として、いじめを含む子供の問題に関する保護者からの相談に応じたり、家庭を訪問

して環境改善を働き掛けたりする体制を整備する。また、年度当初の保護者会等の機会に、

その役割を伝えるなどして、教員以外の人材への相談方法等について周知する。 
 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

ウウ  ＰＰＴＴＡＡ、、学学校校運運営営協協議議会会（（ココミミュュニニテティィススククーールル））委委員員、、「「学学校校ササポポーートトチチーームム」」委委員員等等かかららのの情情報報提提供供やや通通報報  

   

ＰＴＡ、学校運営協議会（コミュニティスクール）委員、「学校サポートチーム」委員等

が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、早期に学校に通報

してもらえるよう、それぞれの組織等の定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」

の内容を説明するなどして、連携・協力体制を築く。 
 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 
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オオ  警警察察、、児児童童相相談談所所等等のの関関係係機機関関かかららのの情情報報提提供供  

  警察・児童相談所等、子供の校外での行動、家庭での状況に関わり、問題の解決に向け

て専門的に対応する関係機関には、日常的な情報共有や、「学校サポートチーム」の定期的

な会議の機会に、情報の提供を依頼するなどして緊密な連携・協力体制を築く。 
 特に、いじめが犯罪行為に該当することが疑われる場合などは、「警察と学校との相互連

絡制度※19」及び「警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項※20」に基づき、直ちに情報

を共有し、連携して対応することができるようにする。 ⇒130～134 ページ参照  

カカ  児児童童館館、、学学童童ククララブブ、、放放課課後後子子供供教教室室職職員員かかららのの情情報報提提供供やや通通報報  

    

放課後における子供の様子について把握するため、教職員は、児童館、学童クラブ、放

課後子供教室を定期的に訪問するなどして、当該施設の職員と日常的に情報を共有し合う

とともに、年度初めに「学校いじめ防止基本方針」の内容を説明する。 
また、子供の活動の中で、いじめが疑われる場合は直ちに学校に連絡してもらうよう依

頼する。 

キキ  学学校校非非公公式式ササイイトト等等のの監監視視にによよるる情情報報へへのの対対応応  

    
東京都教育委員会が関係機関と連携して実施している「学校非公式サイト等の監視※21」

や法務局から、インターネットを通じて行われるいじめに関する情報の提供があり、関係

する学校が、東京都教育委員会からその情報を受け取った場合は、直ちに該当すると思わ

れる子供の状況を確認するなどしていじめの早期発見に努める。 
 

※19 警察と学校との相互連絡制度 警察と学校が連携を強化し、子供の健全育成を効果的に推進するため、相互に

情報を提供する内容を定めた制度で、平成 16年４月に、警視庁と東京都教育委員会が締結し、その後、所轄警察

署と区市町村教育委員会が締結した。 

※20 警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項 上記連絡制度の実効性を高めるために、警視庁と東京都教育庁

が定期的な連絡会議を開催し、その時点での課題を踏まえた重点連携対策等を明確にしたものである。 

※21 学校非公式サイト等の監視 東京都教育委員会が、関係機関と連携して実施している事業で、インターネット

上への不適切な書き込みやいじめ等に関わると想定される書き込みが発見された場合は、その内容について連絡

を受ける制度である。監視結果については、緊急に対応するものがあるもの、学校ですぐに指導する必要がある

ものなど、書き込み内容の緊急性に応じて、110 番通報や都立学校及び区市町村教育委員会等への情報提供を行

う。学校においては、この情報に基づき、子供への指導や保護者への注意喚起を実施する。 

                      

【いじめ防止対策推進法】 

第 19 条第２項 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込

まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネ

ットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進 

⑤⑤  全全校校でで充充実実・・推推進進（（小小学学校校ののみみ）） 

②②  法法にによよるる充充実実・・推推進進規規程程 
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    早期対応 ～いじめを解消し、安心して生活できるようにする学校づくり～ 3  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表７】いじめの態様 
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⼩学校 中学校 ⾼等学校 特別⽀援学校

冷やかしやからかい、悪⼝や脅し
⽂句、嫌なことを⾔われる。 

仲間はずれ、集団による無視をさ
れる。 

軽くぶつかられたり、遊ぶふりを
してたたかれたり、蹴られたりす
る。 

ひどくぶつかられたり、たたかれ
たり、蹴られたりする。 

⾦品をたかられる。 

⾦品を隠されたり、盗まれたり、
壊されたり、捨てられたりする。 

嫌なことや恥ずかしいこと、危険
なことをされたり、させられたり
する。 

パソコンや携帯電話等で、ひぼ
う、中傷や嫌なことをされる。 

その他 

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 
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  ⼩学校 中学校 ⾼等学校 特別⽀援学校 

スクールカウンセラー等の相談員が継続的に 
カウンセリングを⾏った。 2.8％ 8.9％ 34.0％ 53.6％ 

別室の提供や常時教職員が付くなどして、⼼⾝の安全を
確保した。 1.4％ 8.6％ 25.9％ 42.9％ 

緊急避難として⽋席させた。 0.0％ 0.2％ 3.4％ 3.6％ 

学級担任や他の教職員等が家庭訪問を実施した。 0.4％ 3.4％ 1.4％ 3.6％ 

年度途中に学級替えをした。 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

当該いじめについて、教育委員会と連携して対応した。 1.0％ 4.6％ 17.7％ 7.1％ 

児童相談所等の関係機関と連携して対応した。 
（サポートチームなども含む。） 0.2％ 0.9％ 7.5％ 10.7％ 

【図表９】被害の⼦供への特別な対応 

【図表８】加害の⼦供への特別な対応 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 

  ⼩学校 中学校 ⾼等学校 特別⽀援学校 

スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを 
⾏った。 2.3％ 4.1％ 25.2％ 28.6％ 

校⻑、副校⻑が指導した。 3.8％ 2.5％ 40.8％ 32.1％ 

別室で授業等を⾏った。 0.4％ 0.8％ 17.0％ 25.0％ 

年度途中に学級替えをした。 0.0％ 0.0％ 0.7％ 0.0％ 

退学・転学（懲戒処分としての退学） 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

退学・転学（その他） 0.0％ 0.0％ 6.1％ 0.0％ 

停学     0.0％ 0.0％ 

出席停⽌ 0.0％ 0.0％     

⾃宅学習・⾃宅謹慎     4.1％ 0.0％ 

訓告 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

保護者への報告 49.3％ 75.8％ 63.3％ 60.7％ 

いじめられた児童・⽣徒やその保護者に対する謝罪の 
指導 49.6％ 50.9％ 49.7％ 50.0％ 

警察、児童相談所、病院等の関係機関等との連携 0.5％ 2.2％ 13.6％ 25.0％ 

 令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を基に作成 
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 。⇒65ページ参照
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【ポイント】
○

○

。 ⇒65ページ参照

⇒82ページ参照：懲戒による指導、出席停止

⇒65ページ参照

◎ いじめの程度に応じた対応（例） 

 加害の子供の行為の重大性の程度 
低  高 

好意で行
った言動 

意図せず
に行った
言動 

衝動的に行った言動 故意で行った言動 
暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

被
害
の
子
供
が
感
じ
る
心
身
の
苦
痛
の
程
度 

 
 
 
低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高 

精神的な
状況 

暴力を 
伴う場合 

一時的
な不快
感・落ち
込み 

けが 
なし 

□■経過
観察、定
期的な声
掛け 
□保護者
への連絡 

□気持ち
の受容、
本人の良
さを伝え
る、保護
者への連
絡 
■人を傷
付ける言
葉につい
て説諭 
□■経過
観察、定
期的な声
掛け 

□心のケア、
保護者への
連絡 
■絶対に使
ってはいけ
ない言葉へ
の指導 
□■経過観
察、定期的な
声掛け 

□心のケア、
ＳＣの面接、
保護者への
連絡 
■暴力は絶
対に許され
ないことに
ついて指導、
相手への謝
罪指導、保護
者への連絡 

□経緯の聞
き取り、心の
ケア、ＳＣの
面接、何かあ
ったらすぐ
に相談する
よう助言、保
護者への連
絡 
■経緯の聞
き取り、行為
への指導、保
護者への連
絡 

□経緯の聞き取
り、心のケア、
ＳＣの面接、何
かあったらすぐ
に相談するよう
助言、保護者へ
の毎日の連絡、
外部相談機関の
紹介 
■経緯の聞き取
り、反省を促す
ための別室指
導、保護者への
連絡 
□■学校サポー
トチーム会議の
開催 

継続的
な不快
感・落ち
込み 

保健室
で処置
する
程度の
けが 

□気持ち
の受容、
相手の言
動の意図
を説明、
ＳＣの面
接 
■親切へ
の評価、
相手の気
持ちの説
明 

□家庭訪
問、保護
者との連
携、ＳＣ
の面接 
■不適切
な言動へ
の指導 

□家庭訪問、
保護者との
連携、ＳＣの
面接 
■絶対に使
ってはいけ
ない言葉へ
の指導、相手
への謝罪指
導、保護者へ
の連絡 

□家庭訪問、
保護者との
連携、ＳＣに
よる恐怖感
の解消 
■怒りの対
処法指導、保
護者との連
携 

□家庭訪問、
保護者への
毎日の連絡、
ＳＣとの継
続的な面接 
■複数の教
員による指
導、監督 
□■複数の
教員による
経過観察 

□学校が守り抜
くことを伝え
る、毎日の状況
確認 
■警察や児童相
談所等との連携
による厳しい指
導 
□■ＰＴＡとの
連携、地域住民
との連携 

登校 
渋り 

医療機
関で１
回治療
する
程度の
けが 

□家庭訪
問、個人
面談、 
■相手の
状況に応
じた親切
の在り方
の指導、
保護者へ
の連絡 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員活用 
■保護者と
の連携、外部
専門家との
連携 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員活用 
■医療、福祉
期間等との
連携 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員の活
用、医療・福
祉機関等と
の連携 
□■学校サ
ポートチー
ム会議の開
催 

□毎日の安全確
保、状況確認、
SSW、YSW、家庭
と子供の支援員
の活用 
■警察と連携し
た法令に基づく
措置と厳格な指
導 
□■いじめ対策
保護者会開催 

重
大
事
態 

不登校 
継続した
通院が必要
なけが 

      

入院・ひ
きこもり 

入院が
必要な
けが 

      

自殺企図 
後遺症
が残る
けが 

      

□ 以下に示す対応は、あくまでも例であり、被害や加害の子供の状況、保護者の意向等に応じて、
個別に判断する。 
□ 下記にかかわらず、事案によっては、重大性や緊急性等に配慮して、行為を確認した時点で教員
が即対応し、事後に報告するなどの例外もあり得る。 

□：被害の子供への対応例 ■：加害の子供への対応例 

□■ いじめ防止対策推進法第 28 条及び第 30 条に基づく調査 
□■ 状況に応じた組織的かつ適切な対応による問題の解決 
□■ 再発防止策の策定、実施 
※ 重大事態かどうかの判断は、加害の子供の行為の重大性の程度によることなく、
法第28条の規定に基づき、被害の子供が感じる心身の苦痛の程度や不登校の状況、
被害の子供や保護者の訴え等を考慮し、学校と所管教育委員会で適切に行う。 

※　ＳＣ：スクールカウンセラー　 ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー　YSW：ユースソーシャルワーカー   

③ 法による必要がある場合の実施規定

□SSW、
Y S W 、
家庭と子
供の支援
員活用
■相手へ
の謝罪指
導、保護
者への連
絡
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◎ いじめの程度に応じた対応（例） 

 加害の子供の行為の重大性の程度 
低  高 

好意で行
った言動 

意図せず
に行った
言動 

衝動的に行った言動 故意で行った言動 
暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

暴力を 
伴わない 

暴力を 
伴う 

被
害
の
子
供
が
感
じ
る
心
身
の
苦
痛
の
程
度 

 
 
 
低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高 

精神的な
状況 

暴力を 
伴う場合 

一時的
な不快
感・落ち
込み 

けが 
なし 

□■経過
観察、定
期的な声
掛け 
□保護者
への連絡 

□気持ち
の受容、
本人の良
さを伝え
る、保護
者への連
絡 
■人を傷
付ける言
葉につい
て説諭 
□■経過
観察、定
期的な声
掛け 

□心のケア、
保護者への
連絡 
■絶対に使
ってはいけ
ない言葉へ
の指導 
□■経過観
察、定期的な
声掛け 

□心のケア、
ＳＣの面接、
保護者への
連絡 
■暴力は絶
対に許され
ないことに
ついて指導、
相手への謝
罪指導、保護
者への連絡 

□経緯の聞
き取り、心の
ケア、ＳＣの
面接、何かあ
ったらすぐ
に相談する
よう助言、保
護者への連
絡 
■経緯の聞
き取り、行為
への指導、保
護者への連
絡 

□経緯の聞き取
り、心のケア、
ＳＣの面接、何
かあったらすぐ
に相談するよう
助言、保護者へ
の毎日の連絡、
外部相談機関の
紹介 
■経緯の聞き取
り、反省を促す
ための別室指
導、保護者への
連絡 
□■学校サポー
トチーム会議の
開催 

継続的
な不快
感・落ち
込み 

保健室
で処置
する
程度の
けが 

□気持ち
の受容、
相手の言
動の意図
を説明、
ＳＣの面
接 
■親切へ
の評価、
相手の気
持ちの説
明 

□家庭訪
問、保護
者との連
携、ＳＣ
の面接 
■不適切
な言動へ
の指導 

□家庭訪問、
保護者との
連携、ＳＣの
面接 
■絶対に使
ってはいけ
ない言葉へ
の指導、相手
への謝罪指
導、保護者へ
の連絡 

□家庭訪問、
保護者との
連携、ＳＣに
よる恐怖感
の解消 
■怒りの対
処法指導、保
護者との連
携 

□家庭訪問、
保護者への
毎日の連絡、
ＳＣとの継
続的な面接 
■複数の教
員による指
導、監督 
□■複数の
教員による
経過観察 

□学校が守り抜
くことを伝え
る、毎日の状況
確認 
■警察や児童相
談所等との連携
による厳しい指
導 
□■ＰＴＡとの
連携、地域住民
との連携 

登校 
渋り 

医療機
関で１
回治療
する
程度の
けが 

□家庭訪
問、個人
面談、 
■相手の
状況に応
じた親切
の在り方
の指導、
保護者へ
の連絡 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員活用 
■保護者と
の連携、外部
専門家との
連携 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員活用 
■医療、福祉
期間等との
連携 

□SSW、YSW、
家庭と子供の
支援員の活
用、医療・福
祉機関等と
の連携 
□■学校サ
ポートチー
ム会議の開
催 

□毎日の安全確
保、状況確認、
SSW、YSW、家庭
と子供の支援員
の活用 
■警察と連携し
た法令に基づく
措置と厳格な指
導 
□■いじめ対策
保護者会開催 

重
大
事
態 

不登校 
継続した
通院が必要
なけが 

      

入院・ひ
きこもり 

入院が
必要な
けが 

      

自殺企図 
後遺症
が残る
けが 

      

□ 以下に示す対応は、あくまでも例であり、被害や加害の子供の状況、保護者の意向等に応じて、
個別に判断する。 
□ 下記にかかわらず、事案によっては、重大性や緊急性等に配慮して、行為を確認した時点で教員
が即対応し、事後に報告するなどの例外もあり得る。 

□：被害の子供への対応例 ■：加害の子供への対応例 

□■ いじめ防止対策推進法第 28 条及び第 30 条に基づく調査 
□■ 状況に応じた組織的かつ適切な対応による問題の解決 
□■ 再発防止策の策定、実施 
※ 重大事態かどうかの判断は、加害の子供の行為の重大性の程度によることなく、
法第28条の規定に基づき、被害の子供が感じる心身の苦痛の程度や不登校の状況、
被害の子供や保護者の訴え等を考慮し、学校と所管教育委員会で適切に行う。 

※　ＳＣ：スクールカウンセラー　 ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー　YSW：ユースソーシャルワーカー   

③ 法による必要がある場合の実施規定

□SSW、
Y S W 、
家庭と子
供の支援
員活用
■相手へ
の謝罪指
導、保護
者への連
絡
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【ポイント】

  

 

⇒75ページ参照

は、心身の苦痛を受けている可能
性がある。 程度

○

○
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23  

 

、ユースソーシャルワーカー
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⇒128～129ページ参照

⇒133～134ページ参照
ぜん
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13 137

 

 

必要に応じて、警察と連携し、警察の指示のもと対応する。
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大きいこと、一度SNS等
に掲載されると完全に消
すことができないなどの
特徴があることを理解さ
せる。

したり、傷ついたり

1
する現状

の
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⼩学校 中学校 ⾼等学校 特別⽀援学校 合計 

70 32 4 1 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表10】いじめ防⽌対策推進法第28条第１項に規定する「重⼤事態」の発⽣件数  

 

「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

【図表11】「重⼤事態」について、重⼤な被害を把握する以前のいじめの対応状況  

 

【図表12】「重⼤事態」の調査主体別件数  

 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

令和５年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導の諸課題に関する調査」（文部科学省） 

（件） 

現　　状

    重大事態への対処 ～問題を明らかにし、いじめを繰り返さない学校づくり～ 4

検討中
４件（3.7%）

当該学校
75件（70.1%）

当該学校の設置者
（当該学校以外）
28件（26.2%）

いじめとして認知していなかった
41件（38.3%）

いじめとして認知していた
66件（61.7%）
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いじめの重大事態が発生した場合は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 

チェックリスト（文部科学省 令和６年８月）」を活用し、確実に対応をする。 

〇〇  重重大大事事態態発発生生時時のの対対応応  

  ・ 重大事態の発生報告 

  ・ 重大事態発生時の初動対応 

  ・ 報道等への対応 

 

〇〇  対対象象児児童童・・生生徒徒、、保保護護者者等等にに対対すするる調調査査実実施施前前のの事事前前説説明明  

  ・ 事前説明等を行うに当たっての準備 

  ・ 対象児童・生徒、保護者に対する事前説明 

   ・ 関係児童・生徒、保護者に対する説明等 

  

〇〇  重重大大事事態態調調査査のの進進めめ方方  

  ・ 調査の進め方についての事前検討 

  ・ 調査の実施 

 

〇〇  調調査査結結果果のの説説明明・・公公表表  

  ・ 対象児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

  ・ いじめを行った児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン　チェックリストの活用
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いじめの重大事態が発生した場合は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 

チェックリスト（文部科学省 令和６年８月）」を活用し、確実に対応をする。 

〇〇  重重大大事事態態発発生生時時のの対対応応  

  ・ 重大事態の発生報告 

  ・ 重大事態発生時の初動対応 

  ・ 報道等への対応 

 

〇〇  対対象象児児童童・・生生徒徒、、保保護護者者等等にに対対すするる調調査査実実施施前前のの事事前前説説明明  

  ・ 事前説明等を行うに当たっての準備 

  ・ 対象児童・生徒、保護者に対する事前説明 

   ・ 関係児童・生徒、保護者に対する説明等 

  

〇〇  重重大大事事態態調調査査のの進進めめ方方  

  ・ 調査の進め方についての事前検討 

  ・ 調査の実施 

 

〇〇  調調査査結結果果のの説説明明・・公公表表  

  ・ 対象児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

  ・ いじめを行った児童・生徒、保護者への調査結果の説明 

【ポイント】

28  

 
 

 
 

25 10 11  
29 14

        
          

30

 

 

○

○
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下記は例示であり、ここに掲載されていないものやこれらを下回る程度の被害であるもの、診断書や警察
への被害届の提出がない場合であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合があることに留意する。

①　児童生徒が自殺を企図したもの
　〇　軽傷で済んだものの、自殺を企図した。

②　心身に重大な被害を負った場合
　〇　リストカットなどの自傷行為を行った。
　〇　暴行を受け、骨折した。
　〇　投げ飛ばされ脳震盪となった。
　〇　殴られて歯が折れた。
　〇　カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバッグを盾にしたため刺されなかった。※
　〇　心的外傷後ストレス障害と診断された。
　〇　嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く。
　〇　多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた。※
　〇　わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。※

③　金品等に重大な被害を被った場合
　〇　複数の生徒から金銭を強要され、総額１万円を渡した。
　〇　スマートフォンを水に浸けられ壊された。

④　いじめにより転学を余儀なくされた場合
　〇　欠席が続き（重大事態の目安である30日には達していない）当該学校へは復帰ができないと判断し、
　　転学（退学等も含む）した。

※を付した事例については、通常このようないじめの行為があれば、児童生徒が心身又は財産に重大な被害
　が生じると考え、いじめの重大事態として捉えた。

【いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）　文部科学省　48ページ】

以
下
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30

30 28

 

【いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　17ページ】
（２）地方公共団体の長等への報告、必要な連携

　地方公共団体の長等へ報告する事由について法律上の規定はないが、地方公共団体の長等と
必要な情報を共有し、調査を行うに当たっての体制構築に係る支援や当該重大事態への対処に
係る支援を求めるなどの連携を円滑に行うことができるよう、少なくとも以下の事項について
は重大事態発生時点の状況として報告を行うことが望ましい。その際、公立学校においては、
調査に要する費用や調査の実施体制について地方公共団体の長と教育委員会とで確認するこ
とが考えられる。
＜地方公共団体の長等へ報告を行う事由＞
① 学校名
② 対象児童生徒の氏名、学年等
③ 報告時点における対象児童生徒の状況（いじめや重大な被害の内容、訴えの内容等）
※その時点で把握している事実関係を記載すること

とき
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【ポイント】
いじめを受けた児童等の教育を受け

子供

る権利を著しく侵害し、その
○

○

○
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22

 

 

 

　事前説明は、「速やかに説明・確認する事項」と「調査組織の構成や調査委員等調査
を行う体制が整った段階で説明する事項」の大きく２段階に分けて行うことが考えられる。
　重大事態への対処に当たっては、「いじめ防止対策推進法」に基づく調査の結果等の
情報について、被害の子供の保護者に提供することが規定されている。学校は、この結果
に加えて、当該の子供が安心して学校生活を送れるようにするための支援の方策につい
て、保護者に説明したり意見を聴取したりして、理解を得るとともに、そうした対応の結果、
どのように状況が改善されたかを、定期的に報告することが不可欠である。

【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　26ページ 】
●　対象児童生徒・保護者に対して事前説明を行う際は、説明事項をリスト化して対象児童生徒・
保護者に示すなど説明内容を「見える化」することが望ましい。

●　事前説明は、大きく２段階に分けて行うことが考えられる。以下のとおり、当該事案がいじめ重
大事態に当たると判断した後（すなわち、重大事態調査を行うこととなった後）速やかに説明・確
認する事項と調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が整った段階で説明する事項がある。

支援

22

学びの継続に向けた支援、

⇒84ページ参照
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【ポイント】

き    ぜん

規定

き    ぜん

○

○
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4

への
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25

25
11

26 35
49

23 11

24 11

25 35

児童・
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【ポイント】

27

26

27

 

26

⇒128～129ページ参照

住民

住民

○

○
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【ポイント】
○

○

○

○

○

○

　被害の子供が学校を転校した場合又は高等学校等を退学した場合は、法第28条第１項
の第１号に規定する「心身又は財産への重大な被害」に該当することが十分に考えられ
る。現在、被害の子供が欠席していないことから、不登校の定義には該当しないと考え、
詳細な調査を行わない等の対応がとられることがないよう、留意しなければならない。

　調査中に関係資料（アンケートの質問票や聴取結果をまとめた文書等）を誤って廃
棄することがあってはならない。関係資料と重大事態調査を行った後の調査報告書に
ついては、学校の設置者が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期間を明
確に定めておく必要がある。

【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　13ページ 】
　いじめを受けた疑いがある児童生徒が学校を転校した場合又は高等学校や私立の小中学校等を退
学した場合は、いじめにより転校・退学に至るほど精神的な苦痛を受けていた可能性があることか
ら、生命心身財産重大事態に該当することが十分に考えられ、適切に対応する必要がある。この点、
当該児童生徒が欠席していないことから、不登校重大事態の定義には該当しないため詳細な調査を
行わないなどといった対応がとられることがないよう、教育委員会をはじめとする学校の設置者及
び都道府県私立学校担当部局は指導を行うことが望まれる。

【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　18ページ 】
　調査中に関係資料（アンケートの質問票や聴取結果をまとめた文書等）を誤って廃棄することのない
ようにするため、また、対象児童生徒・保護者から、重大な被害が発生してから一定期間が経過した
後に「いじめにより重大な被害が生じた」等の申立てがなされる場合があることを踏まえ、学校の設置
者又は学校が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期間を明確に定めておく必要がある。
この点、アンケートの質問票や対象児童生徒・関係児童生徒等からの回答、アンケートや聴取の結果
をまとめた文書等は、指導要録の保存期間を踏まえて５年とすることが望ましい。また、重大事態調査
を行った後の調査報告書についても保存期間を定めることが必要であり、５年とすることが望ましい。
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【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　20ページ 】
●　学校主体となる場合も法第28条第３項に基づき、学校の設置者は、学校に対して必要な指導及
び人的配置や調査に要する費用を含む適切な支援を行わなければならない。

●　なお、不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係の確認や再発防止策の検討だけ
でなく、対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげることを調査の目的として
位置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児童生徒が在籍する学校が最も
把握していることを踏まえて、引き続き、原則として学校主体で調査を行うこととする。

　不登校重大事態については、原則として学校主体で調査を行う。

第 28 条第１項２号

※「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」の改訂（令和６年８月）に伴い、「不登校重大事態に係
る調査の指針」（平成28年3月）は廃止となり、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６
年８月）」に一本化された。

文部科学省が令和６年８月に改定した「いじめ重大事態
や学びの継続に向けた支の調査に関するガイドライン」

援につなげること、
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28 ２

【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　40ページ 】

●　調査主体から、対象児童生徒・保護者に対して、重大事態調査結果を地方公共団体の長等に報
告する際に対象児童生徒・保護者からの所見書を併せて地方公共団体の長等へ提出することが可
能であることを説明する。その際、意向の確認や提出する場合はいつ頃までに提出してほしいか
目安等を示すことが望ましい。

 

（２）対象児童生徒・保護者による地方公共団体の長等への調査結果に対する所見書の提出

　被害の子供やその保護者に調査結果を説明する際には、調査結果に対する被害の子
供・保護者からの所見書を併せて地方公共団体の長等へ提出することが可能であること
を説明する。
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28

 

 

【 いじめ防止等のための基本的な方針（平成25年10月11日　文部科学大臣決定〔最終改訂　平成29年３月14日〕） 】
　いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合にはいじめを受けた児童生徒又はその保護
者の所見をまとめた文書の提供を受け調査結果の報告に添えて地方公共団体の長等に送付する。

【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月）文部科学省　40ページ 】
●　対象児童生徒・保護者から所見書が提出されている場合には地方公共団体の長等へ併せてその内
容を説明する。

　その際、調査結果に対する被害の子供又はその保護者の所見が提出されている場合に
は、それを調査結果の報告書に添えて提出し、説明する。
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【チェックリスト①】いじめ重⼤事態に対する平時からの備え           

 
●学校における平時からの備え 

チェックポイント チェック 
年度初めの職員会議や教員研修等の実施により、全ての教職員は、学校いじめ防⽌基
本⽅針はもとより、法や基本⽅針等についても理解し、重⼤事態とは何か、重⼤事態
に対してどう対処すべきかなどについて認識している。 

□ 

実際に重⼤事態が発⽣した場合には、校⻑がリーダーシップを発揮し、学校いじめ対
策委員会を活⽤しつつ、各教職員が適切に役割分担に従い、連携して対応できる体制
を整えている。 

□ 

学校いじめ防⽌基本⽅針について、⼊学時・各年度の開始時に児童・⽣徒、保護者、
関係機関等に説明している。 □ 

学校いじめ対策委員会について、次のような対応を適切に⾏えるよう、平時から実効
的な組織体制を整えている。 
・学校におけるいじめの防⽌及び早期発⾒・早期対応に関する措置を実効的・組織的

に⾏うこと 
・法第23条第２項に基づいていじめの疑いがある場合の調査等を⾏うこと 
・重⼤事態の申⽴てがあった場合の確認等の役割を担うこと など 

□ 

校⻑のリーダーシップの下、⽣活指導主任等を中⼼として組織的な⽀援及び指導体制
を構築した上で、学校いじめ防⽌基本⽅針に定める年間計画において定例会議の開催
等を位置付け、その中で、学校いじめ対策委員会が重⼤事態の発⽣を防ぐために重要
な役割を担っている組織であることを確認するとともに、重⼤事態が発⽣した際の適
切な対処の在り⽅について、全ての教職員の理解を深める取組を⾏っている。 

□ 

学校がいじめへの対応で判断に迷う場合等に備えて、迅速に学校の設置者に相談を⾏
うことができるよう連携体制を整えている。 □ 

「学校いじめ対策委員会」において会議を開催した際の記録や児童・⽣徒への⽀援及
び指導を⾏った際の記録を作成し、保存しておく体制を整えている。 □ 

⽇頃の学校教育活動の中で作成、取得したメモ等をそのままにせず、各学校⼜はその
学校の設置者において定める⽂書管理規則等に基づいて、適切に管理する体制を整え
ている。 

□ 

様々な情報を効率的に記録し、保存するため、統⼀のフォーマットの作成等⽂書管理
の仕組みを整えている。 □ 

学校が認知したいじめへの対応を⾏っている中で、重⼤な被害が疑われる場合や、⽋
席が多くなり、不登校につながる可能性が⾼い児童・⽣徒について、当該児童・⽣徒
の保護者に重⼤事態調査について説明を⾏い、学校と家庭が連携して児童・⽣徒への
⽀援について⽅向性を共有できる体制を整えている。 

□ 

いじめが犯罪⾏為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・
通報を⾏うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知している。 □ 

そもそも、いじめを重⼤化させないことが重要であり、学校全体でいじめの防⽌及び
早期発⾒・早期対応に取り組んでいる。 □ 

 

※本チェックリストは、いじめ重⼤事態に対する平時からの備えや重⼤事態調査の実施等
に当たり、基本的な項⽬についてチェックリスト形式にまとめたものであり、実際の対
応に当たっては、法、基本⽅針、ガイドライン等をよく確認した上で対応すること。 

いじめの重⼤事態の調査に関するガイドライン チェックリスト 

参考：〇いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト（令和６年８月）を基に作成（都立学校版） 
〇令和６年９月 24 日付６教指企第 611 号「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について 
 （通知）」において、区市町村版を送付済 
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【チェックリスト②】重⼤事態発⽣時の対応                       
 
●重⼤事態の発⽣報告 

チェックポイント チェック ⽇付 
【公⽴学校】重⼤事態の発⽣報告 
当該学校を設置する地⽅公共団体の教育委員会を経由して、地⽅公共団体の
⻑等まで重⼤事態が発⽣した旨を報告した。 □  

報
告
内
容 

学校名 □  
対象児童・⽣徒の⽒名、学年等 □ 
報告時点における対象児童・⽣徒の状況（いじめや重⼤な被害の内容、
訴えの内容等）※その時点で把握している事実関係を記載すること □ 
その他（                         ） □ 

 
●重⼤事態発⽣時の初動対応 

◆資料の収集・保存 
チェックポイント チェック ⽇付 

重⼤事態調査の実施に必要な学校作成資料等の収集、整理した。 □  

資
料 
例 

学校が定期的に実施しているアンケート □  
教育相談の記録 □ 
これまでのいじめの通報や⾯談の記録 □ 
学校いじめ対策委員会等における会議の議事録 □ 
学校としてどのような対応を⾏ったかの記録 □ 
その他（                         ） □ 

学校の設置者⼜は学校が定める⽂書管理規則等に基づき、関係資料の保存期
間を明確に定めている。 □  

再調査に向けた具体的な動きがある場合に備え、適宜保存期間を延⻑するな
どの⼿続きを経るための準備ができている。 □  

  
◆報道等への対応 

チェックポイント チェック ⽇付 
報道対応の担当者（基本的には校⻑や副校⻑等の管理職）を決めて、正確で
⼀貫した対応を⾏う体制を整えた。 

□  
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【チェックリスト③】対象児童・⽣徒、保護者等に対する調査実施前の事前説明        
 
●事前説明等を⾏うに当たっての準備 

◆説明の準備 
チェックポイント チェック ⽇付 

対象児童・⽣徒、保護者等に対する説明に当たり、調査主体において説明事
項の整理・確認、説明者の検討を⾏った。 □  

どのような内容を説明するのか、予め対象児童・⽣徒、保護者から同意を得
るもの、考えを伺うものなどを整理した。 □  

説明時の説明者、説明者の補佐、記録者などの役割を決定した。 □  
説明時の録⾳の有無を確認した。 □  
説明の場の設定や説明者の⼈数等を決定した。 □  

 
●対象児童・⽣徒、保護者に対する事前説明 
 ◆対象児童・⽣徒、保護者への説明事項 

【重⼤事態に当たると判断した後速やかに説明・確認する事項】 
チェックポイント チェック 

①重⼤事態の別・根拠 
法で定義されている重⼤事態について説明した。 

⼀ いじめにより当該学校に在籍する児童等の⽣命、⼼⾝⼜は財産に重⼤な被害が⽣じた疑いが
あると認めるとき（以下１号重⼤事態）。 

⼆ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を⽋席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき（以下２号重⼤事態）。 

□ 

１号重⼤事態、２号重⼤事態のいずれに該当するのかということや法に基づき、調査
を⾏うこととなることなど、根拠を⽰しながら説明した。 □ 

重⼤事態として認めた時期について説明した。 □ 
当該学校を設置する地⽅公共団体の教育委員会を経由して、地⽅公共団体の⻑等に対
し、発⽣報告を⾏っていることを説明した。 □ 

②調査の⽬的 
本調査は、⺠事・刑事・⾏政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の⽬的と
するものではなく、事実関係を可能な限り明らかにし、その結果から当該事態への対
処や、同種の事態の発⽣防⽌を図るものであることについて説明した。 

□ 

本調査は、関係者の任意の協⼒を前提とした調査であり、事実関係が全て明らかにな
らない場合や重⼤な被害といじめとの関係性について確実なことが⾔えないことも想
定されることについて説明した。 

□ 

③調査組織の構成に関する意向の確認 
調査組織の構成については公平性・中⽴性が確保されるよう⼈選等を⾏う必要がある
ことについて説明した。 □ 

対象児童・⽣徒、保護者から構成員の職種や職能団体について要望があるかどうかを
確認した。 □ 

職能団体等を通じて推薦を依頼する場合には、対象児童・⽣徒、保護者の意向を伝え
ることができること、⼀般的に職能団体等からの推薦を経て調査委員会の委員に就任
する者については第三者性が確保されると考えられること、職能団体等における推薦
の⼿続きには時間を要することについて説明した。 

□ 

対象児童・⽣徒、保護者が指定する者を調査組織に参画するよう求められた場合には、
調査の公平性・中⽴性が確保できなくなることから、職能団体等を通じて推薦を依頼
することについて説明した。 

□ 

④調査事項の確認 
調査事項となるいじめ（疑いを含む）や出来事について確認した。 □ 

説明⽇： 
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児童・⽣徒を取り巻く環境を可能な限り網羅的に把握することは重⼤事態への対処、
再発防⽌策の検討において必要であることから、個⼈的な背景及び家庭での状況も調
査することが望ましく、調査組織の判断の下で、これらの事項も調査対象とする場合
があることについて説明し、理解を求めた。 

□ 

⑤調査⽅法や調査対象者についての確認 
調査⽅法について要望があるか確認した。 □ 
実際に聴き取り等を⾏う対象者等についても要望がある可能性があることから、この
時点で確認した。 □ 

調査組織の判断で要望のあった者以外にも聴き取り等を⾏う場合があることについて
説明した。 □ 

対象児童・⽣徒、保護者が関係児童・⽣徒等への聴き取り等をやめてほしいと訴えて
いる場合には、関係児童・⽣徒への聴き取り等を⾏わないなど調査⽅法、範囲を調整
し、対象児童・⽣徒、保護者が納得できる⽅法で⾏うことができる旨を説明するとと
もに、調査⽅法や対象について要望を聴き取った。 

□ 

関係児童・⽣徒等への聴き取りを⾏わない場合は、いじめ⾏為を含む詳細な事実関係
の確認、いじめと対象児童・⽣徒の重⼤な被害との具体的な影響・関連の説明等が難
しくなるなどの可能性があることについて説明した。 

□ 

⑥窓⼝となる担当者や連絡先の説明・紹介 
窓⼝となる者を紹介し、連絡先等について説明した。 □ 
※その他 
独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請について説明を⾏っ
た。 □ 

 

 

◆対象児童・⽣徒、保護者への説明事項 
  【調査組織の構成や調査委員等調査を⾏う体制が整った段階で説明する事項】 

チェックポイント チェック 
①調査の根拠、⽬的 
調査の根拠、⽬的について説明した。 □ 
②調査組織の構成 
調査組織の構成について、調査委員の⽒名や役職を紹介した。 □ 
職能団体等からの推薦を受けて選出した調査委員については、そのことに触れながら
説明を⾏い、公平性・中⽴性が確保された組織であることを説明した。 □ 

③調査時期・期間（スケジュール、定期報告） 
対象児童・⽣徒、保護者に対して、調査を開始する時期や当⾯のスケジュールについ
て⽬途を⽰した。 □ 

実際に調査を開始すると、新たな事実が明らかになるなど調査が始まってから調査期
間が変更になる可能性があることを説明した。 □ 

定期的に及び適時のタイミングで経過報告を⾏うことについて説明した。 □ 
④調査事項・調査対象 
重⼤事態の調査において、どのような事項（対象とするいじめ（疑いを含む）や出来
事、学校の設置者及び学校の対応等）を、どのような対象（聴き取り等をする児童・
⽣徒・教職員等の範囲）に調査するのかについて説明した。 

□ 

調査の中で新たな事実が明らかになり、調査対象となる事項が増えることや児童・⽣
徒等から聴き取り等を⾏うことができず、調査の中で対象とする事項を決めていく場
合もあるため、そのような場合には臨機応変に対応していくことについて説明した。 

□ 

説明⽇： 
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調査組織が、第三者委員会の場合等に、調査事項や調査対象を第三者委員会が主体的
に決定することも考えられるが、その場合には、⽅向性が明らかとなった段階で、適
切に説明を⾏うことについて、保護者に説明した。 

□ 

調査組織の判断の下で、児童・⽣徒の個⼈的な背景や家庭での状況も調査対象として
想定している場合には、そのことを対象児童・⽣徒、保護者に対して説明するととも
に、必要に応じて協⼒を求めた。 

□ 

⑤調査⽅法（アンケート調査の様式、聴き取りの⽅法・⼿順） 
重⼤事態調査において使⽤するアンケート調査の様式、聴き取りの⽅法・⼿順を説明
した。 □ 

事前に説明を⾏った段階で対象児童・⽣徒、保護者から調査⽅法について要望を聞い
ている場合には、要望に対して検討を⾏った結果について説明した。 □ 

⑥調査結果の提供 
法第 28条第２項に基づいて、調査終了後、調査結果の提供・説明を⾏うことについて
説明した。 □ 

調査の過程で収集する個⼈情報について利⽤⽬的を明⽰するとともに、その取扱いに
ついて説明した。 □ 

関係児童・⽣徒、保護者に対して調査結果の提供・説明を⾏うことを説明した。 □ 
調査の過程で収集した聴き取りの結果やアンケートの調査票について提供を求められ
る場合があるが、個⼈情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明し
た。 

□ 

例えば、アンケートの結果について、個⼈名や筆跡等の個⼈が識別できる情報を保護
する（例えば、個⼈名は伏せ、筆跡はタイピングし直すなど）等の個⼈が特定されな
いような配慮を⾏う必要があり、提供の希望がある場合にはそのような対応をとるこ
とについて説明した。 

□ 

公表について、学校の設置者等として公表に当たっての⽅針があれば、説明を⾏うと
ともに、個⼈情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明した。 □ 

調査票を含む調査に係る⽂書の保存について、学校の設置者等の⽂書管理規則等に基
づき⾏うことや、⽂書の保存期間を説明した。 □ 

⑦調査終了後の対応 
法に基づいて、調査結果は、当該学校を設置する地⽅公共団体の教育委員会を経由し
て、地⽅公共団体の⻑等に報告を⾏うことを説明した。 □ 

重⼤事態調査を実施しても、事実関係が全て明らかにならない可能性があることを説
明した。 □ 

万が⼀、事前に確認した調査事項について調査がされておらず、地⽅公共団体の⻑等
が、⼗分な調査が尽くされていないと判断した場合には、再調査に移⾏することを説
明した。 

□ 

調査報告書について意⾒等があれば地⽅公共団体の⻑等に対する所⾒書を提出するこ
とができることを説明した。 □ 
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◆対象児童・⽣徒、保護者への説明に当たっての留意事項 
チェックポイント チェック ⽇付 

重⼤事態調査を開始する段階で記者会⾒、保護者会など外部に説明する必要がある場合 
外部に説明する内容を事前に伝えた。 □  
公表する資料がある場合は、主に個⼈情報保護に係る確認の観点から、事前
に⽂案の了解を得た。 □  

⾃殺事案の場合 
⾃殺の事実を他の児童・⽣徒をはじめとする外部に伝えるに当たっては、遺
族から了解を得た。 
※遺族が⾃殺であると伝えることを了解されなかった場合や⾃殺と異なる死因を説明するよう求め
られた場合であっても、学校が“嘘をつく”と児童・⽣徒や保護者の信頼を失いかねないため、「急
に亡くなられたと聞いています」という表現に留めるなどの⼯夫を⾏わなければならない（「事故
死であった」、「転校した」などと伝えてはならない。）。 

□ 

 

対象児童・⽣徒から直接事情を聴く等のやり取りができない場合 
保護者を通じて家庭において確認するよう依頼した。 □  
対象児童・⽣徒、保護者と連絡や連携が取れない場合 
適当な者（例えば、調査主体側では対象児童・⽣徒、保護者と信頼関係の構
築ができている教師あるいはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ
ーカー、対象児童・⽣徒側では親族⼜は弁護⼠等を想定）を代理として⽴て
るなどの対応を⾏った。 

□ 

 

 

◆対象児童・⽣徒、保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合 
チェックポイント チェック ⽇付 

対象児童・⽣徒、保護者が重⼤事態調査を望まない場合であっても、調査⽅
法や進め⽅の⼯夫により柔軟に対応できることを対象児童・⽣徒、保護者に
対して丁寧に説明した。 

□ 
 

 

 
●関係児童・⽣徒、保護者に対する説明等 

チェックポイント チェック 
対象児童・⽣徒、保護者に対する「【調査組織の構成や調査委員等調査を⾏う体制が
整った段階で説明する事項】」について、関係児童・⽣徒、保護者に対しても説明し
た。 

□ 

調査に関する意⾒を聴き取った。 □ 
調査結果を取りまとめた調査報告書について、対象児童・⽣徒、保護者に提⽰、提供、
説明を⾏うことになることについて説明した。 □ 

関係児童・⽣徒、保護者がいじめ⾏為の事実関係を否定している場合 
調査への協⼒が得られるよう、本調査は、⺠事・刑事・⾏政上の責任追及やその他の
争訟への対応を直接の⽬的とするものではなく、公平・中⽴に事案の事実関係を可能
な限り明らかにし、再発防⽌を⽬的とするものであることを丁寧に説明した。 

□ 

関係児童・⽣徒、保護者がいじめには当たらないと考えている場合 
法が定めるいじめの定義（法第２条第１項に定める定義）や法の趣旨（重⼤事態調査
は疑いのある段階から調査を⾏い、早期に対処していくという趣旨）等について説明
した。 

□ 

 

 

 

 

説明⽇： 
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【チェックリスト④】重⼤事態調査の進め⽅                       
●調査の進め⽅についての事前検討 

チェックポイント チェック ⽇付 
調査の進め⽅やその実施に必要な体制整備と調査期間の⾒通しについて検討
し、調査組織を構成する調査委員の間で共通理解を図った。 □  

確
認 
・
検
討
事
項 

調査の⽬的・趣旨 □  
調査すべき事案の特定、調査事項の確認 □ 
調査⽅法やスケジュール □ 
調査に当たっての体制（第三者委員会と事務局の役割分担等） □ 
調査結果の公表の有無、在り⽅ □ 
その他（                         ） □ 
 □ 

 
●調査の実施 
 ◆調査全体の流れ 

チェックポイント チェック ⽇付 
調査の進め⽅、スケジュールを調査組織において決定した。 □  
学校の組織体制等の基本情報の把握及びこれまで作成している対応記録等の
確認をした。 □  

確
認
し
た
事
項 

当該学校の⽣徒指導体制、校務分掌等の組織体制が分かる資料 □  
学校いじめ防⽌基本⽅針 □ 
年間の指導計画 □ 
学校に設置される各委員会の議事録 □ 
過去のアンケート、⾯談記録 □ 
その他（                         ） □ 
 □ 

対象児童・⽣徒、保護者からの聴き取りを実施した。 □  
対象児童・⽣徒、保護者以外から聴き取りやアンケート調査等を実施した。 □  
実
施
し
た
事
項 

教職員からの聴き取り □  
関係児童・⽣徒からの聴き取りやアンケート調査 □  
学校以外の関係機関への聴き取り □  
その他（                         ） □  
 □  
 □  

事実関係を整理した。 □  
整理した事実関係を踏まえて評価し、再発防⽌策を検討した。 □  
報告書の作成、取りまとめをした。 □  

 
 
 
 ◆聴き取り調査・アンケート調査等における事前説明 

チェックポイント チェック 
聴き取り（⼜はアンケート）調査は、重⼤事態調査の⼀環として⾏うことを説明した。 □ 
重⼤事態調査は、可能な限り詳細に事実関係を確認し、事案への対処及び再発防⽌策
を講ずることが⽬的であることを説明した。 □ 

聴き取り内容・回答内容は、守秘義務が課された調査組織や調査主体の担当者でのみ
共有することを説明した。 □ 

説明⽇： 
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法に基づいて調査結果は対象児童・⽣徒、保護者に提供するとともに、関係児童・⽣
徒、保護者等にも説明等を⾏うことを説明した。 □ 

調査報告書を公表することとなった場合には、個⼈情報保護法に基づいて個⼈名及び
個⼈が識別できる情報は秘匿処理を⾏うとともに、⼈権やプライバシーにも配慮する
ことを説明した。 

□ 

聴き取り調査において、正確な記録を残すため録⾳機器等を活⽤する場合、録⾳機器
の使⽤について同意を得るとともに調査以外では聴き取り内容を活⽤しないことなど
を説明した。 

□ 

聴き取り内容等についてみだりに他者に話さないよう協⼒を求めた。 □ 
事前説明を⾏った⽇時、場所、内容等についても記録を残した。 □ 

 
 
 
 ◆調査中の対象児童・⽣徒、保護者への経過報告 

チェックポイント チェック 
調査がどの段階まで進んでいるか、今後のスケジュールなどについて説明した。 □ 
調査途中に新たな重要な事実が判明し、調査事項が増えた場合には、そのことを経過
報告の中で説明した。 □ 

聴き取った内容を調査報告書にまとめる際に、事実関係の認定に係る部分等について
「この記載で相違ないか」という視点で報告書を取りまとめる前に記載のある児童・
⽣徒、保護者に対して確認した。 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明⽇： 
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【チェックリスト⑤】調査結果の説明・公表                       
 
●対象児童・⽣徒、保護者への調査結果の説明 

チェックポイント チェック 
調査報告書本体⼜はその概要版資料を提⽰⼜は提供した。 □ 
資料に基づいて、調査を通じて確認された事実関係（いじめ⾏為がいつ、誰から⾏わ
れ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか）、学校及び学校の設
置者の対応の検証、当該事案への対処及び再発防⽌策について説明した。 

□ 

調査報告書に記載されたいじめを⾏った児童・⽣徒等のプライバシーや⼈権への配慮
は必要であり、その際、いじめを⾏った児童・⽣徒、保護者等から同意を得られた範
囲で説明した。 
※なお、いたずらに個⼈情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 

□ 

必要に応じて、個⼈情報保護法第 70条に基づき、漏えいの防⽌その他の個⼈情報の適
切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めた。 □ 

重⼤事態調査結果を地⽅公共団体の⻑等に報告する際に対象児童・⽣徒、保護者から
の所⾒書を併せて地⽅公共団体の⻑等へ提出することが可能であることを説明した。 □ 

上記説明の際、意向の確認や提出する場合はいつ頃までに提出してほしいか⽬安等を
⽰した。 □ 

 
 
●いじめを⾏った児童・⽣徒、保護者への調査結果の説明 

チェックポイント チェック 
対象児童・⽣徒、保護者に説明した⽅針に沿って、いじめを⾏った児童・⽣徒、保護
者に対しても調査報告書の内容について説明した。 □ 

対象児童・⽣徒、保護者から⾃⾝に関する記載部分について事前に要望があれば、そ
の意向を踏まえて、該当箇所は伏せるなどの処理を⾏った上で、調査報告書の提⽰⼜
は提供、説明を⾏った。 

□ 

調査⽅法等のプロセスを含め、認定された事実を丁寧に伝えた。 □ 
 

説明⽇： 

説明⽇： 





資　　料

第 2 部



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

重
大
事
態 

へ
の
対
処 

学校いじめ 
対策委員会 

 いじめ認知 対応状況・ 
いじめ解消
状況確認 
対応見直し 

対 

応 

早
期
対
応
の
取
組 

実態把握の方策 
検討 

方策、役割分担  

学校サポートチーム（地域住民・関係機関） 

保 護 者 

 いじめ解消 地
域
住
民
に
よ
る 

登
下
校
時
の
見
守
り 

報  告 

 重大事態発生 

教育委員会に
発生の報告 

知事又は区市町村長に 
発生の報告 

 

報  告 報  告 

必要に応じて  協力依頼 

教育委員会に 
調査結果の報告 

知事又は区市町村長に 
調査結果の報告 

※ 知事又は区市町村長が必
要と認めた場合の再調査、議
会への再調査結果報告 

 事態解決 

経過観察 

 

教 職 員 

学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム 

（
警
察
・
児
童
相
談
所
等
）
と
の
連
携 

 

加
害
の
児
童
・
生
徒
の 

観
察
・
指
導 

児童・生徒
のトラブル
や気になる
様子の 
情報収集 

経過観察 

保
護
者
会
開
催 

被
害
児
童
・
生
徒
の 

安
全
確
保 

ス
ク

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー

ー 

に
よ
る
ケ
ア 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力 

い
じ
め
を
伝
え
た 

児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保 

実態把握 
観察、聞き取
り、全員面接、
アンケート等 

被害児童・生徒の保護 

スクールカウンセラーによるケア、スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問 

 適応指導教室、地域住民、 

医療機関等との連携 

緊急保護者会 

の開催 

 

校長・副校長                                

いじめをきっかけとした 

欠席の日数が３０日を経過 

報  告 

情報 共有 

報  告 

情報 共有 

対
応 

判     断 
 

いじめにつながる 

可能性 

未
然
防
止
・
早
期
発
見
の
取
組 

 

 

学校いじめ防止 
基本方針改訂及び 
次年度年間取組 
計画策定 学校評価 

計画、実施、検証 

校内研修③ 
計画、実施 

ふれあい月間 
状況把握、取組改善 

校内研修① 
計画、実施 

校内研修② 
計画、実施 

保護者会で 
取組周知① 

組織説明、協力依頼 

下巻「教員研修プ

ログラム」を活用 

 

ふれあい月間 
状況把握、取組改善 

学校サポートチーム 
定例会議① 

計画、実施、連携  保護者会で 
取組周知③ 

実態報告、意見聴取 
学校便りで 
取組周知① 

いじめに関
する授業① 
計画、実施 

いじめに関
する授業② 
計画、実施 

いじめに関
する授業③ 
計画、実施 

相談窓口 
一覧配布① 

 

児童・生徒向け 
アンケート① 
集約、確認、共有 

スクールカウンセラーによる全員面接の実施（小５・中１・高１） 
計画・実施・結果確認・情報共有 ※学校の実態に応じて終了時期決定 

教職員向け 
チェックリスト③ 

下巻「学習プログ
ラム」を活用 

「ふれあい月間『学校シート』

の活用」リーフレットを活用 

 

 学校サポートチーム 
定例会議② 

計画、実施、連携 

学校サポートチーム 
定例会議③ 

計画、実施、連携 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

相談窓口 
一覧配布③ 

相談窓口 
一覧配布② 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

教職員向け 
チェックリスト① 

児童・生徒向け 
アンケート② 
集約、確認、共有 

児童・生徒向け 
アンケート③ 
集約、確認、共有 

教職員向け 
チェックリスト② 

ＳＯＳの出し方
に関する教育 
計画、実施 

 

学校便りで 
取組周知② 

情報 共有 

報  告 

下巻「地域プログ

ラム」を活用 

【ポイント３】相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守り通す【ポイント４】子供たち自身が、いじめについて考え行動できるようにする
いじめ重大事態に対する平時からの備え

スクールカウンセラーによる全員面接
（７月までに終了できない場合）

子供が安心して生活できる学級・学校づくり　○魅力ある授業の実施　○学級経営・生活指導の充実　○自己肯定感・自尊感情の育成　○教職員と児童・生徒の信頼関係の構築　等

下巻「保護者プロ
グラム」を活用

  保護者会で
  取組周知②
進捗状況、協力依頼

＜教育委員会への報告＞  ＜教育委員会との連携、教育委員会からの指導・助言＞

児童・生徒、
学級の状況等
確認

対応方針策定
　役割分担

校長・副校長　　　　　　　　　　　　　＜教育委員会への報告、教育委員会との連携、教育委員会からの指導・助言による対応＞

事実関係把握調査【学校における組織（[例 ] 学校いじめ対策委員会＋ＰＴＡ会長・子供家庭支援センター職員等）による調査】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞き取り・全員面接・全員対象のアンケート等

加害児童・生徒への指導
警察への相談、懲戒・出席停止、子供のケア

全校児童・生徒及び学級等の状況再確認、いじめの防止等取組の推進状況の検証
※　「いじめ防止対策推進法」第 28 条では、重大事態を「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」と定めている。また、「いじめの防止のための基本的な方針（文部科学省）」では、前掲の「相当
の期間」について、「年間 30 日を目安とする」と補足している。これらを踏まえ、本資料では、いじめをきっかけとした欠席の日数が 30 日を経過した時点で、重大事態の発生と認めた場合の対応事例を示した。

４月から３月まで年間を通じて、事例ごとに迅速に対応

【ポイント１】軽微ないじめも見逃さない【ポイント２】教職員が一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む 【ポイント５】保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る【ポイント６】社会総がかりでいじめに対峙する
じ
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（１）年間計画例



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

重
大
事
態 

へ
の
対
処 

学校いじめ 
対策委員会 

 いじめ認知 対応状況・ 
いじめ解消
状況確認 
対応見直し 

対 

応 

早
期
対
応
の
取
組 

実態把握の方策 
検討 

方策、役割分担  

学校サポートチーム（地域住民・関係機関） 

保 護 者 

 いじめ解消 地
域
住
民
に
よ
る 

登
下
校
時
の
見
守
り 

報  告 

 重大事態発生 

教育委員会に
発生の報告 

知事又は区市町村長に 
発生の報告 

 

報  告 報  告 

必要に応じて  協力依頼 

教育委員会に 
調査結果の報告 

知事又は区市町村長に 
調査結果の報告 

※ 知事又は区市町村長が必
要と認めた場合の再調査、議
会への再調査結果報告 

 事態解決 

経過観察 

 

教 職 員 

学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム 

（
警
察
・
児
童
相
談
所
等
）
と
の
連
携 

 

加
害
の
児
童
・
生
徒
の 

観
察
・
指
導 

児童・生徒
のトラブル
や気になる
様子の 
情報収集 

経過観察 

保
護
者
会
開
催 

被
害
児
童
・
生
徒
の 

安
全
確
保 

ス
ク

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー

ー 

に
よ
る
ケ
ア 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力 

い
じ
め
を
伝
え
た 

児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保 

実態把握 
観察、聞き取
り、全員面接、
アンケート等 

被害児童・生徒の保護 

スクールカウンセラーによるケア、スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問 

 適応指導教室、地域住民、 

医療機関等との連携 

緊急保護者会 

の開催 

 

校長・副校長                                

いじめをきっかけとした 

欠席の日数が３０日を経過 

報  告 

情報 共有 

報  告 

情報 共有 

対
応 

判     断 
 

いじめにつながる 

可能性 

未
然
防
止
・
早
期
発
見
の
取
組 

 

 

学校いじめ防止 
基本方針改訂及び 
次年度年間取組 
計画策定 学校評価 

計画、実施、検証 

校内研修③ 
計画、実施 

ふれあい月間 
状況把握、取組改善 

校内研修① 
計画、実施 

校内研修② 
計画、実施 

保護者会で 
取組周知① 

組織説明、協力依頼 

下巻「教員研修プ

ログラム」を活用 

 

ふれあい月間 
状況把握、取組改善 

学校サポートチーム 
定例会議① 

計画、実施、連携  保護者会で 
取組周知③ 

実態報告、意見聴取 
学校便りで 
取組周知① 

いじめに関
する授業① 
計画、実施 

いじめに関
する授業② 
計画、実施 

いじめに関
する授業③ 
計画、実施 

相談窓口 
一覧配布① 

 

児童・生徒向け 
アンケート① 
集約、確認、共有 

スクールカウンセラーによる全員面接の実施（小５・中１・高１） 
計画・実施・結果確認・情報共有 ※学校の実態に応じて終了時期決定 

教職員向け 
チェックリスト③ 

下巻「学習プログ
ラム」を活用 

「ふれあい月間『学校シート』

の活用」リーフレットを活用 

 

 学校サポートチーム 
定例会議② 

計画、実施、連携 

学校サポートチーム 
定例会議③ 

計画、実施、連携 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

相談窓口 
一覧配布③ 

相談窓口 
一覧配布② 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

不安や悩みを抱
えたときに相談
することの大切
さを伝える指導 

教職員向け 
チェックリスト① 

児童・生徒向け 
アンケート② 
集約、確認、共有 

児童・生徒向け 
アンケート③ 
集約、確認、共有 

教職員向け 
チェックリスト② 

ＳＯＳの出し方
に関する教育 
計画、実施 

 

学校便りで 
取組周知② 

情報 共有 

報  告 

下巻「地域プログ

ラム」を活用 

【ポイント３】相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守り通す【ポイント４】子供たち自身が、いじめについて考え行動できるようにする
いじめ重大事態に対する平時からの備え

スクールカウンセラーによる全員面接
（７月までに終了できない場合）

子供が安心して生活できる学級・学校づくり　○魅力ある授業の実施　○学級経営・生活指導の充実　○自己肯定感・自尊感情の育成　○教職員と児童・生徒の信頼関係の構築　等

下巻「保護者プロ
グラム」を活用

  保護者会で
  取組周知②
進捗状況、協力依頼

＜教育委員会への報告＞  ＜教育委員会との連携、教育委員会からの指導・助言＞

児童・生徒、
学級の状況等
確認

対応方針策定
　役割分担

校長・副校長　　　　　　　　　　　　　＜教育委員会への報告、教育委員会との連携、教育委員会からの指導・助言による対応＞

事実関係把握調査【学校における組織（[例 ] 学校いじめ対策委員会＋ＰＴＡ会長・子供家庭支援センター職員等）による調査】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞き取り・全員面接・全員対象のアンケート等

加害児童・生徒への指導
警察への相談、懲戒・出席停止、子供のケア

全校児童・生徒及び学級等の状況再確認、いじめの防止等取組の推進状況の検証
※　「いじめ防止対策推進法」第 28 条では、重大事態を「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」と定めている。また、「いじめの防止のための基本的な方針（文部科学省）」では、前掲の「相当
の期間」について、「年間 30 日を目安とする」と補足している。これらを踏まえ、本資料では、いじめをきっかけとした欠席の日数が 30 日を経過した時点で、重大事態の発生と認めた場合の対応事例を示した。

４月から３月まで年間を通じて、事例ごとに迅速に対応

【ポイント１】軽微ないじめも見逃さない【ポイント２】教職員が一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む 【ポイント５】保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る【ポイント６】社会総がかりでいじめに対峙する
じ
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１ 学校いじめ対策委員会を核とした組織的対応



（２）いじめ防止の取組の推進における

学校、家庭、地域住民、関係機関等の役割

○子供の状況の把握 
○子供の不安の解消に向けた支援 
○人とのかかわり方に関する指導 
○学校いじめ防止基本方針の理解 
○学校が講ずるいじめの防止等の 
 ための措置への協力 等 

学校いじめ対策委員会（全公立学校に設置） 

学校（全教職員）

管理職 教務主任  

学年主任  

ポイント１ 軽微ないじめも見逃さない
＜教職員の鋭敏な感覚によるいじめの認知＞ 

ポイント２ 
＜「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的対応＞

○育成を目指す力の明確化 
○年間計画の作成、カリキュラム・マネジメント 
○定例会議の設定  ○情報収集・共有 
○いじめの認知   ○対応方針の協議、決定 
○記録の保管と引継ぎ 
○学校評価の実施、「学校いじめ防止基本方針」
の改訂 
○学校サポートチーム会議の実施  

家 庭児童・生徒
ポイント４ 

 

ポイント５ 保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る
＜保護者との日常からの信頼関係に基づく取組の推進＞

＜自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成＞

地域住民・関係機関
ポイント３ 相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守リ通す
＜学校・家庭・地域の連携による教育相談体制の充実＞

ポイント６ 社会総がかりでいじめに対峙する
＜地域住民、関係機関等との日常からの連携＞

養護教諭  

生活指導部会

○教育相談推進計画の作成、運営 
○児童・生徒の状況の把握 
○心のケア、カウンセリング 
○支援計画の作成、進行管理 等 

○生活指導推進計画の作成、運営 
○自己指導能力の育成に向けたカリ  
 キュラム・マネジメント 
○問題行動への対応・指導 等 

学校サポートチーム（全公立学校に設置） 

地域住民  警察職員  

問題行動等の未然防止、早期解決を図るために学校、家庭、地域住民、関係機関が一体となり、対応 

警察署 

児童相談所 

相談機関 地方法務局 

就労支援機関 

○子供や家庭の状況の把握、働き掛け 
○子供の不安や悩みの受け止め、支援 
○被害の子供への支援 
○加害の子供の反省を促す指導 

教育委員会等
○いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大
事態への対処に関する指導・助言 
○学校等だけでは抱えきれない事態への対応 
○法２８条１項に規定する重大事態に係る報告 

○地域の状況に
応じた施策の 
 策定、実施 

医療機関 

自治体福祉関係部署 

いじめ防止の取組を推進するためには、学校、児童・生徒、家庭、地域住民、関係機関等が
同じ目的を見据え、協働して、それぞれの役割を果たすことが大切です。

※一部の学校にいる教
育相談主任や不登校
担当教員も学校いじ
め対策委員会に入る
ことが望ましい。

子ども家庭支援センター NPO法人・民間支援機関

教職員が一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む
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（２）いじめ防止の取組の推進における学校、家庭、地域住民、関係機関等の役割



○子供の状況の把握 
○子供の不安の解消に向けた支援 
○人とのかかわり方に関する指導 
○学校いじめ防止基本方針の理解 
○学校が講ずるいじめの防止等の 
 ための措置への協力 等 

学校いじめ対策委員会（全公立学校に設置） 

学校（全教職員）

管理職 教務主任  

学年主任  

ポイント１ 軽微ないじめも見逃さない
＜教職員の鋭敏な感覚によるいじめの認知＞ 

ポイント２ 
＜「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的対応＞

○育成を目指す力の明確化 
○年間計画の作成、カリキュラム・マネジメント 
○定例会議の設定  ○情報収集・共有 
○いじめの認知   ○対応方針の協議、決定 
○記録の保管と引継ぎ 
○学校評価の実施、「学校いじめ防止基本方針」
の改訂 
○学校サポートチーム会議の実施  

家 庭児童・生徒
ポイント４ 

 

ポイント５ 保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図る
＜保護者との日常からの信頼関係に基づく取組の推進＞

＜自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成＞

地域住民・関係機関
ポイント３ 相談しやすい環境の中で、いじめから子供を守リ通す
＜学校・家庭・地域の連携による教育相談体制の充実＞

ポイント６ 社会総がかりでいじめに対峙する
＜地域住民、関係機関等との日常からの連携＞

養護教諭  

生活指導部会

○教育相談推進計画の作成、運営 
○児童・生徒の状況の把握 
○心のケア、カウンセリング 
○支援計画の作成、進行管理 等 

○生活指導推進計画の作成、運営 
○自己指導能力の育成に向けたカリ  
 キュラム・マネジメント 
○問題行動への対応・指導 等 

学校サポートチーム（全公立学校に設置） 

地域住民  警察職員  

問題行動等の未然防止、早期解決を図るために学校、家庭、地域住民、関係機関が一体となり、対応 

警察署 

児童相談所 

相談機関 地方法務局 

就労支援機関 

○子供や家庭の状況の把握、働き掛け 
○子供の不安や悩みの受け止め、支援 
○被害の子供への支援 
○加害の子供の反省を促す指導 

教育委員会等
○いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大
事態への対処に関する指導・助言 
○学校等だけでは抱えきれない事態への対応 
○法２８条１項に規定する重大事態に係る報告 

○地域の状況に
応じた施策の 
 策定、実施 

医療機関 

自治体福祉関係部署 

いじめ防止の取組を推進するためには、学校、児童・生徒、家庭、地域住民、関係機関等が
同じ目的を見据え、協働して、それぞれの役割を果たすことが大切です。

※一部の学校にいる教
育相談主任や不登校
担当教員も学校いじ
め対策委員会に入る
ことが望ましい。

子ども家庭支援センター NPO法人・民間支援機関

教職員が一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって取り組む
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１ 学校いじめ対策委員会を核とした組織的対応



いじめ防止の取組をより実効的なものにするために 

「学校シート」
いいじじめめ防防止止のの取取組組ををよよりり実実効効的的ななももののににすするるににはは、、「「ＰＰＤＤＣＣＡＡササイイククルルにによよるる評評価価・・改改善善」」

がが大大変変重重要要でですす。。「「学学校校シシーートト」」をを活活用用ししてて、、全全教教職職員員でで自自校校のの課課題題やや改改善善策策をを明明確確ににしし、、

「「学学校校いいじじめめ防防止止基基本本方方針針」」のの改改訂訂・・共共通通理理解解ににつつななげげままししょょうう。。  

 ふれあい月間「学校シート」活用のポイント 

④ 取組状況の見える化 ① ＰＤＣＡサイクルによる評価・改善 

⑤ 振り返りの 
  機会の設定 

② 18の 
  チェックリスト 

⑥  

 年間を通して実行する中で、６月と11月に２回、評価・改善を行います。自校の
課題や改善策を明確にした上で、学校いじめ防止基本方針の改訂を行います。 

 都内公立学校が必ず取
り組むいじめ防止の取組
を18の項目に整理してい
ます。 
 「いじめ総合対策【第
２次・一部改定】」の参
照ページを見れば、より
実効的な取組にするため
のヒントを得ることがで
きます。 

 ６月、11月時点の学校
の取組状況が自動的に見
える化されます。取組が
一層推進された項目や不
十分な点が明確になり、
自校の現状や課題を教職
員等で把握・共有するこ
とができます。 

 ６月と11月に「取組状
況の見える化」と「いじ
めの認知状況」から、自
校の取組を振り返りま
す。11月には、重点課題
と改善策を明確にし、学
校いじめ防止基本方針の
改訂につなげます。 

 「学校シート」を学校だよりやホームページに掲載したり、学校サポー
トチーム会議における意見交換のための資料にしたりすることで、保護者
や地域、関係機関等の理解促進や効果的な連携の推進につながります。 

 校内研修等の内容例 

令和６年11月 東京都教育庁指導部指導企画課 

 活動 留意点 

年
度
末 

・自校の現状と在るべき
姿を確認する  

○学校シート（現状）と学校いじめ防止基本方針（在るべき姿）を比  
 較し、その差について、感じたことを話し合う。 

・
 

○自校のいじめ防止等の対策の課題について考える。裏面①の枠に、自
身の考えを書き、話し合う。 

学校いじめ防止基本方針を教育課程や年間指導計画等に反映させる。

・学校いじめ防止基本方
針の改訂点の内容とそ
の意義を理解する 

○
○
○全教職員が、自校の基本方針の改訂点やその意義を保護者等に分かり
やすく説明できることを目指す。

年
度
当
初 ・改訂点の実現に向けた

自身の取組を考える。
○いつ、どの場で、誰に対して、何を、どのように実行するか、自身
の具体的な取組について考え、裏面④の枠に書く。 

１ ねらい 

 ○ 自校のいじめ防止等の対策の課題について考える。 

 ○  

２ 研修の流れ（15分間×２回） ※教職員のみならず、学校サポートチーム会議等で実施しても効果的です。 

 18の項目ごとに「でき
ている」と回答した教員
の割合が自動集計されま
す。自校のいじめ防止の
取組状況を点検する上で
の参考にすることができ
ます。 

③ 「教員シート」 
  の集計結果 

　「いじめ総合対策【第３
次】」の参照ページを見れば、
より実効的な取組にするた
めのヒントを得ることがで
きます。

令和６年11月
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（３）ふれあい月間「学校シート」を活用したＰＤＣＡサイクルによる評価・改善



いじめ防止の取組をより実効的なものにするために 

「学校シート」
いいじじめめ防防止止のの取取組組ををよよりり実実効効的的ななももののににすするるににはは、、「「ＰＰＤＤＣＣＡＡササイイククルルにによよるる評評価価・・改改善善」」

がが大大変変重重要要でですす。。「「学学校校シシーートト」」をを活活用用ししてて、、全全教教職職員員でで自自校校のの課課題題やや改改善善策策をを明明確確ににしし、、

「「学学校校いいじじめめ防防止止基基本本方方針針」」のの改改訂訂・・共共通通理理解解ににつつななげげままししょょうう。。  

 ふれあい月間「学校シート」活用のポイント 

④ 取組状況の見える化 ① ＰＤＣＡサイクルによる評価・改善 

⑤ 振り返りの 
  機会の設定 

② 18の 
  チェックリスト 

⑥  

 年間を通して実行する中で、６月と11月に２回、評価・改善を行います。自校の
課題や改善策を明確にした上で、学校いじめ防止基本方針の改訂を行います。 

 都内公立学校が必ず取
り組むいじめ防止の取組
を18の項目に整理してい
ます。 
 「いじめ総合対策【第
２次・一部改定】」の参
照ページを見れば、より
実効的な取組にするため
のヒントを得ることがで
きます。 

 ６月、11月時点の学校
の取組状況が自動的に見
える化されます。取組が
一層推進された項目や不
十分な点が明確になり、
自校の現状や課題を教職
員等で把握・共有するこ
とができます。 

 ６月と11月に「取組状
況の見える化」と「いじ
めの認知状況」から、自
校の取組を振り返りま
す。11月には、重点課題
と改善策を明確にし、学
校いじめ防止基本方針の
改訂につなげます。 

 「学校シート」を学校だよりやホームページに掲載したり、学校サポー
トチーム会議における意見交換のための資料にしたりすることで、保護者
や地域、関係機関等の理解促進や効果的な連携の推進につながります。 

 校内研修等の内容例 

令和６年11月 東京都教育庁指導部指導企画課 

 活動 留意点 

年
度
末 

・自校の現状と在るべき
姿を確認する  

○学校シート（現状）と学校いじめ防止基本方針（在るべき姿）を比  
 較し、その差について、感じたことを話し合う。 

・
 

○自校のいじめ防止等の対策の課題について考える。裏面①の枠に、自
身の考えを書き、話し合う。 

学校いじめ防止基本方針を教育課程や年間指導計画等に反映させる。

・学校いじめ防止基本方
針の改訂点の内容とそ
の意義を理解する 

○
○
○全教職員が、自校の基本方針の改訂点やその意義を保護者等に分かり
やすく説明できることを目指す。

年
度
当
初 ・改訂点の実現に向けた

自身の取組を考える。
○いつ、どの場で、誰に対して、何を、どのように実行するか、自身
の具体的な取組について考え、裏面④の枠に書く。 

１ ねらい 

 ○ 自校のいじめ防止等の対策の課題について考える。 

 ○  

２ 研修の流れ（15分間×２回） ※教職員のみならず、学校サポートチーム会議等で実施しても効果的です。 

 18の項目ごとに「でき
ている」と回答した教員
の割合が自動集計されま
す。自校のいじめ防止の
取組状況を点検する上で
の参考にすることができ
ます。 

③ 「教員シート」 
  の集計結果 

子 供 

保護者 
学 校 地 域 

関係機関 

計計  画画  

実実  行行  評評  価価  

現 状 

いじめ防止の取組をより実効的なものにする

ために、何ができるか、共に考えましょう。

いいじじめめ防防止止のの取取組組ををよよりり実実効効的的ななももののににすするるたためめにに  「「ふふれれああいい月月間間『『学学校校シシーートト』』のの活活用用」」
    

東東京京都都教教育育庁庁指指導導部部指指導導企企画画課課  
                                      

学校いじめ防止 

基本方針の改訂 
（年度末） 

学校シート 

 

ど
の
よ
う
な
差
が
あ
る
か 

在るべき姿 

＊ 学校いじめ防止基本方針を読めば、個々の教職員は自分が今、何をすべきかが分かる 

＊ 学校いじめ防止基本方針を読めば、保護者や地域は、何を協力すればよいかが分かる 

＊  

 
全教職員、保護者、地域等 
で在るべき姿を共通理解する 
ための実施計画 
 ○ 基本的な考え方 
 ○ 組織 
 ○ 年間計画 

③本校の共通重点目標（年度当初） 改訂点の確認 

④  

 
研修等で活用できる 

ワークシート 

 課題と改善策の明確化 → 学校いじめ防止基本方針の改訂 → 共通理解

 年２回、６月と11月

に「学校シート」を活

用して、評価・改善を

行う。 

改改  善善  

② 

① 本校の課題（年度末） 

。
。

。

105

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

１ 学校いじめ対策委員会を核とした組織的対応
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（３）ふれあい月間学校シートを活用したＰＤＣＡサイクルによる評価・改善

○ふれあい月間「教職員シート」
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１ 学校いじめ対策委員会を核とした組織的対応

○ふれあい月間「学校シート」



- 94 - 

 

  

  

１１  体体にに現現れれるるササイインン  
□ 発熱が続く   

□ 吐き気、おう吐、下痢等が多く見られる 

□ 体の痛み（頭痛、腹痛等）をよく訴える 

□ 急に視力、聴力が低下する 

□ めまいがする、体がだるい等の不定愁訴を訴える 

□ 咳をしていることが多い 

□ 眠気が強く、すぐに寝てしまうことが多い 

  （いつも眠そうにしている） 

□ 以前に比べて、体調を崩す（風邪をひく等）ことが

多い 

□ 尿や便のお漏らしが目立つ 

□ 最近、極端に痩せてきた、又は太ってきた 

□ 目をパチパチさせる、首を振る、肩をすくめる、 

□ 口をモグモグする、おかしな声を出す 

□ 理由のはっきりしない傷やあざができていること

がある 

 

  

  

２２  行行動動やや態態度度等等にに現現れれるるササイインン  
【行動】 

□ 登校を渋ったり、遅刻や欠席したりすることが目立

ってきた 

□ 保健室や相談室を頻繁に利用している 

□ 職員室や保健室の前でうろうろしたり、トイレ等に

閉じこもったりしている 

□ 部活動を以前に比べて休むことが多くなり、理由を

聞いても答えない 

□ 家に帰りたがる 

□ ほとんど毎日、朝食を食べていない 

□ 給食時、極端に小食または過食気味である 

□ 自傷行為が見られる、または疑われる 

□ 喫煙や飲酒が疑われる様子が見られる 

□ 手を洗うことが多い、型にはまった行動が見られる 

□ 落ち着きのなさや、活気のなさが見られる 

□ 教員が理解しにくい不自然な行動（ボーっとしてい

る、急に大きな声を出す等）が見られる 

□ 急に服装や髪型が派手になったり、挑発的な態度を

とったりしている 

□ 忘れ物が急に多くなる、授業に必要なものを用意し

ていない 

□ 机上や机の周りが散乱している 

□ 特定の教科や学習の遅れ、学習への拒否が見られる 

□ 急に成績が下がった 

□ 一人でいたり、泣いていたりする 

□ 休み時間に校庭に行きたがらない 

 

【表情や態度】 

□ 顔の表情が乏しい 

□ 笑顔がなく、落ち込んでいる 

□ ブツブツ独り言を言う 

□ 死を話題にする 

□ 周りの様子を気にし、おどおどした態度やぼんやり

とした態度が目立つ 

□ 落ち着きがなく、集中して学習に取り組めていない 

□ 視線をそらし、合わそうとしない 

□ ふさぎこんで元気がない 

□ 感情の起伏が激しい 

３３  人人間間関関係係にに現現れれるるササイインン  
 

【授業中】 

□ ほとんど誰とも喋らない、関係をもたない 

□ 他の子供から言葉掛けをされない 

□ ささいなことでイライラしたり、急にかっとなっ

て暴力的な態度を取ったりする 

□ 明るく振る舞っているときと急にふさぎ込んで

いるときが極端に見られる 

□ 授業中や休み時間に、友達とのトラブルが絶えな

い、又は孤立している 

□ 笑われたり冷やかされたりする 

□ 友達から不快に思う呼び方をされる 

□ グループ作業の仲間に入っていない 

□ 特定のグループと常に行動している 

 

【休み時間】 

□ よくけんかをする 

□ 他学年の子供ばかりと遊ぶ 

□ 弱い者いじめをする 

□ 付き合う友達が急に変わった 

□ 使い走りをさせられている 

□ 遊びの中で、いつも鬼ごっこの鬼や、サッカーの

キーパーなど、特定の役割をさせられている 

 

【登下校時】 

□ 登下校時に、一人だけである、または友達に避け

られている 

□ （登下校時に、）友達の荷物を持たされたり走ら

されたりしている 

 

【給食時】 

□ 特定の子供の配膳が不自然（山盛り、配り忘れ）

である 

□ 授業中や給食時などに、特定の子供だけ非難され

たりからかわれたりしている 

 

【その他】 

□ 恋愛関係や性に関する悩み（トラブル）が見られ

る 

□ 清掃時に、誰もやりたがらない分担をやっている 

 

【教師との関係】 

□ 教職員と目線を合わせない 

□ 教職員との会話を避ける 

□ 教職員と関わらず、避ける 

□ 教師から友達のことを聞かれるのを嫌がる 

□ 日常のあいさつ時や呼名時に、返事をしなかった

り元気がないことが増えたりしている 

□ ささいなことで急に泣き出したり、担任にまとわ

りつこうとしたりする 

 

「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」（平成 21 年３月　文部科学省）を基に作成
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（1）教職員向けチェックリスト例



!
 
! !"#$%&'()*+(,-./'012!345.6789:;

<=>()*+?,=>@A()*+BC,D.)EF3GH'I:J;

!" #$%&'()*+!"#$%&'()*&+,*&'(,-./0123456789

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

," -.%/%&'()*+<KL(MNOP$Q90R2!345.6789:J"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

0" 1(23&'4562&'789:;<*+=>?*@"
!"#$%&'()*+,-./0(12&'#'3456"(7#89(:;;

"

"

A" BCDE*&'FG3HIJK&&(LMNO7<*+=>?*@"

 !"#$%&'()$*!+, !"#$ %&"#$

-, "#$%&'()$*$+&'(),-#.#/0123+&'(456   
., 789&:%&'();<%&'(456   
/, =>?@$*&'()A?B(2CDE$&'()F*&'(456   
0, GH>?@$*&'()E$&'()F*&'(456   
1, IJ2'$*&'()IK*%&'(456   
2, IJ#L2M%&'()NO&'()P%&'()QD*&'(456   
3, .#/01)RS$C.01)TU/012%&'()%V*&'(456   
4, WXY)Z[\)]^]/H_)`/012a$&56   
5, b2cd%&'()RS$C.012%V*&'(456   
67, efgf`/012%&56   

 
 

 8$9'():;<9():=>?)9@$*!+, !'$ %($

-, hif01#jkf01_)l:/501#mn_.501do56   
., pq#prf01_)l:/501#mn_.501do56   
/, efgf01_)l:/501#mn_.501do56   
0, hi:st'>/.1uv01do56   
1, wtD.5fd@*.1uv01do56   

 

!" " " " #" !  

 8$9'():;<9():=>?)9@$*!+, ('$ (%($

-, hif01#jkf01_)l:/501#mn_.5xd.56   
., pq#prf01_)l:/501#mn_.5xd.56   
/, efgf01_)l:/501#mn_.5xd.56   
0, hi:st'>/.13yD.5xd.56   
1, wtD.5fd@*.13yD.5xd.56   

  !"#$%&'()$*!+, ('$ (%($

-, "#$%&'()$*$+&'(),-#.#/0123+&D.5xd.56   
., 789&:%&'();<%&D.5xd.56   
/, =>?@$*&'()A?B(2CDE$&'()F*&'(45xd.56   
0, GH>?@$*&'()E$&'()F*&'(45xd.56   
1, IJ2'$*&'()IK*%&'(CD.5xd.56   
2, IJ#L2M%&'()NO&'()P%&'()QD*&'(45xd.56   
3, .#/01)RS$C.01)TU/012%&'()%V*&'(45xd.56   
4, WXY)Z[\)]^]/H_)`/012a$&5xd.56   
5, b2cd%&'()RS$C.012%&'(45xd.56   
67, efgf`/012%&5xd.56   

 
 

 

 

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
(
)
,
-
.
/
0 

ABCDE:FGHCI&'JKLMN>:OPQFERST!+!'UV)WXY

'()$*9H'UJKLM9Z&[#:\]HRSMTZ^_$&'U,

!"#$%&'

()*+&,-.

/012%&'3

4567'()*

895:/;*<

=>2%&?@A

2BC

!"#Q`a)Abcd

QefMghi[jklm

n$9o+!'U,

%DEFGHI$J@K

2BL$3MNOI?3)P5

QR5QST$UV.WXY5

!QR)Z[\]^_`+?

a#'bc;*de>2BC

109

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（２）児童・生徒向けアンケートチェックリスト例 2 アンケート、チェックリスト例
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（３）生活意識調査例

 
 
 
学学校校生生活活にに関関すするるアアンンケケーートト  

問１ あなたは、次のア～ケのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思いますか。「当てはまる」から

「当てはまらない」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、夏休みが終わってから、次のア～ウのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思います

か。「よくあった」から「まったくなかった」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ

〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考資料：「生徒指導上の諸課題に対する実効的な学校の指導体制の構築に関する総合的調査研究 

 （令和２・３年度調査）」最終報告書（令和６年３月 国立教育政策研究所） 

 
当
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い 

ま
あ
当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

ア 私は、この学校が好きである。 １ ２ ３ ４ 

イ 私は、この学校にいると安心して過ごすことができる。 １ ２ ３ ４ 

ウ 
私は、クラスの中で与えられた役割（例、係活動など）は、他人まか

せにせず、責任感をもって行っている。 
１ ２ ３ ４ 

エ 
私は、学校の中で与えられた役割（例、生徒会や委員会活動など）は、

他人まかせにせず、責任感をもって行っている。 
１ ２ ３ ４ 

オ 
私は、クラスの人の個性の違いを認め、その人のよさを大切にしてい

る。 
１ ２ ３ ４ 

カ 私は、クラスの人のことを、気にかけている。 １ ２ ３ ４ 

キ 
私は、クラスの人と一緒にいるとき、相手の気持ちを考えて行動して

いる。 
１ ２ ３ ４ 

ク 
私は、自分がされていやなことは、クラスの人にしないようにしてい

る。 
１ ２ ３ ４ 

ケ 私は、クラスの人が困っているとき、相手を助けている。 １ ２ ３ ４ 

 

 
ま
+
た
く
な
か
+
た 

あ
ま
り
な
か
+
た 

少
し
あ
+
た 

よ
く
あ
+
た 

ア 自分（自分たち）のしたことで、他の人に喜んでもらえた。 １ ２ ３ ４ 

イ 自分（自分たち）のしたことで、他の人から感謝された。 １ ２ ３ ４ 

ウ 自分（自分たち）のしたことで、他の人の役に立った。 １ ２ ３ ４ 
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２ アンケート、チェックリスト例

問３ あなたは、次のア～ケのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思いますか。「当てはまる」から

「当てはまらない」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたのクラスは、次のア～カのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思いますか。「当てはま

る」から「当てはまらない」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い 

ま
あ
当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

ア この学校の先生は、私のことを気にかけてくれる。 １ ２ ３ ４ 

イ この学校の先生は、私の話をよく聞いてくれる。 １ ２ ３ ４ 

ウ 
この学校の先生は、私が何か言いたいことがあるときに、相談にのっ

てくれる。 
１ ２ ３ ４ 

エ この学校の先生の授業は、分かりやすく、おもしろい。 １ ２ ３ ４ 

オ この学校の先生の授業は、学習への興味や意欲を引き起こしてくれる。 １ ２ ３ ４ 

カ 
この学校の先生は、校則や学校・クラスのきまりを守らない人に対し

て、きちんと注意、指導してくれる。 
１ ２ ３ ４ 

キ 
この学校の先生は、冷やかしやからかい、悪口、無視があったときに、

きちんと注意、指導してくれる。 
１ ２ ３ ４ 

ク 
この学校の先生は、暴力があったときに、きちんと注意、指導してく

れる。 
１ ２ ３ ４ 

ケ 
この学校の先生は、いじめがあったときに、きちんと注意、指導し、

適切に対応してくれる。 
１ ２ ３ ４ 

 

 
当
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い 

ま
あ
当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

ア 私のクラスは、居心地がよい。 １ ２ ３ ４ 

イ 私のクラスは、ルールや規則が守られている。 １ ２ ３ ４ 

ウ 私のクラスは、お互いのことを大切にしている。 １ ２ ３ ４ 

エ 私のクラスは、お互いに、協力でき、まとまりがある。 １ ２ ３ ４ 

オ 私のクラスは、お互いに、よく勉強を教え合ったりしている。 １ ２ ３ ４ 

カ 私のクラスは，勉強に集中できる環境である。 １ ２ ３ ４ 
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（３）生活意識調査例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたは、次のア～スのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思いますか。「当てはまる」から

「当てはまらない」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い 

ま
あ
当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

ア 私は、クラスの中で、いらいらすることがよくある。 １ ２ ３ ４ 

イ 私は、クラスの中で、いやな気持ちになることがよくある。 １ ２ ３ ４ 

ウ 私は、クラスの中で、頭にくる（カッとなる）ことがよくある。 １ ２ ３ ４ 

エ 
私は、クラスの中で、クラスの人に攻撃的な気持ちになることがよく

ある。 
１ ２ ３ ４ 

オ 私は、クラスの中にいるとストレスがたまる。 １ ２ ３ ４ 

カ 私は、学校にいるとつかれる。 １ ２ ３ ４ 

キ 私は、学校を休みたいと思うことがよくある。 １ ２ ３ ４ 

ク 私は、家の中で、いらいらすることがよくある。 １ ２ ３ ４ 

ケ 私は、家の中で、いやな気持ちになることがよくある。 １ ２ ３ ４ 

コ 私は、家の中で、頭にくる（カッとなる）ことがよくある。 １ ２ ３ ４ 

サ 私は、家の中で、家の人に攻撃的な気持ちになることがよくある。 １ ２ ３ ４ 

シ 私は、家の中にいるとストレスがたまる。 １ ２ ３ ４ 

ス 私は、家にいるとつかれる。 １ ２ ３ ４ 

 

 
当
て
は
ま
ら
な
い 

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い 

ま
あ
当
て
は
ま
る 

当
て
は
ま
る 

ア 私は、勉強や進路のことで不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

イ 
私は、学校行事（運動会や文化祭、合唱コンクール、修学旅行等）の

ことで不安を感じている。 
１ ２ ３ ４ 

ウ 私は、部活動のことで不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

エ 私は、将来や進路のことで不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

オ 私は、友だちとの付き合い方で不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

カ 私は、先生との関係で不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

キ 私は、新型コロナウイルスの感染について不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

ク 
私は、自分の健康（新型コロナウイルス以外）について不安を感じて

いる。 
１ ２ ３ ４ 

ケ 私は、家族の新型コロナウイルスの感染について不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

コ 
私は、家族の健康（新型コロナウイルス以外）について不安を感じて

いる。 
１ ２ ３ ４ 

サ 私は、家族との関係で不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

シ 私は、家庭の経済状況（金銭面）について不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

ス 私は、上記以外のことについて不安を感じている。 １ ２ ３ ４ 

 

問５ あなたは、次のア～スのそれぞれについて、どのくらい当てはまると思いますか。「当てはまる」から 

 「当てはまらない」までの四項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてください。 
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２ アンケート、チェックリスト例

問７ あなたは、夏休みが終わってから、次のようなことを学校の友達のだれかからどのくらいされましたか。

次のア～クのそれぞれについて、五項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ あなたは、夏休みが終わってから、次のようなことを学校の友達のだれかに対して、どのくらいしまし

たか。次のア～クのそれぞれについて、五項目の中から、一番近いと思う数字に、一つずつ〇を付けてく

ださい。 

 

 

 
全然 

されなかった 

今までに 

１～２回 

くらい 

１か月に 

２～３回 

くらい 

１週間に 

１回くらい 

１週間に 

何度も 

ア 
仲間はずれにされたり、無視された

り、影で悪口を言われたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ 

からかわれたり、冷やかされたり、悪

口やおどし文句、いやなことを言われた

りした。 

１ ２ ３ ４ ５ 

ウ 
軽くぶつかられたり、遊ぶふりをし

て、たたかれたり、けられたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ 
ひどくぶつかられたり、たたかれた

り、けられたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

オ 
お金や物をとりあげられたり、物を買

わされたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ 
物を隠されたり、盗まれたり、壊され

たり、捨てられたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ 
いやなことや恥ずかしいこと、危険な

ことを、されたり、させられたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

ク 
パソコンやスマートフォン、携帯電話

などで、いやなことをされた。 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

 
全然 

されなかった 

今までに 

１～２回 

くらい 

１か月に 

２～３回 

くらい 

１週間に 

１回くらい 

１週間に 

何度も 

ア 
仲間はずれにしたり、無視したり、影

で悪口を言ったりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

イ 
からかったり、冷やかしたり、悪口や

おどし文句、いやなことを言ったりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

ウ 
軽くぶつかったり、遊ぶふりをして、

たたいたり、けったりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

エ 
ひどくぶつかったり、たたいたり、け

ったりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

オ 
お金や物をとりあげたり、物を買わせ

たりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

カ 
物を隠したり、盗んだり、壊したり、

捨てたりした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

キ 

いやなことや恥ずかしいこと、危険な

ことを、（友達に対して）したり、させら

れたりした。 

１ ２ ３ ４ ５ 

ク 
パソコンやスマートフォン、携帯電話

などで、いやなことをした。 
１ ２ ３ ４ ５ 

 

ここれれでで終終わわりりでですす。。あありりががととううごござざいいままししたた。。  



SOSの出し方に関する教育の推進について
SOSの出し方に関する教育の目的と位置付け

令 和 6 年 4 月 東 京 都 教 育 委 員 会

「ＳＯＳの出し方に関する教育」とは、「子供が、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る
危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動（身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出す）が
できるようにすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」を目
的とした教育です。

１

・学級活動（ホームルーム活動）、保健体育（保健分野）等の学習と関連させ、各学校でいずれかの学年において
年間1単位時間以上実施

・発達の段階に応じて活用できるよう「初等編」「中等編」「高等編」の３編で構成

「「自自分分をを大大切切ににししよようう」」
身身近近ににいいるる信信頼頼ででききるる大大人人にに相相談談ししよようう

SOSの出し方に関する教育の教材等

「「心心ののSSOOSSにに気気づづここうう」」
自自分分のの不不安安やや悩悩みみにに早早期期にに気気付付ききＳＳＯＯＳＳをを出出すす力力をを一一層層高高めめよようう

２

NEW

【DVDの特徴】
■ねらい

身近にいる信頼できる大人に
相談する力を高める

■視聴時間は、20分間程度
■学習指導案やワークシート

等を収録
■保健師等の専門家と連携した

授業でも活用可能
■平成30年２月作成

【動画の特徴】
■ねらい

自分の不安や悩みに早期に
気付き、SOSを出す力を高める

■視聴時間は、６～８分間程度
■各編とも、身近な事例について

考える場面を設定
■高等編では、精神疾患に関する

内容を収録
■ 令和６年３月作成

【動画の特徴】
■ねらい

教職員が子供のSOSを受け止め支援する力を向上させる
■視聴時間は、各編６分間程度
■「Ⅰ 気付く」では、授業場面や休み時間、学校行事など、学校生活の中だからこそ、

気が付ける子供の心のＳＯＳについて、場面ごとの観察ポイントを例示
■「Ⅱ 支える」では、実際に、子供の心のＳＯＳを受け止める際のポイントとして、

「ＴＡＬＫの原則」について紹介
■ 令和６年３月作成

平成 29 年７月に閣議決定された自殺総合
対策大綱には、「自殺対策に資する教育」
として次の三つが示されており、「ＳＯＳ
の出し方に関する教育」はその一つです。

位置付け

目的

・校内研修などで、計画的に使用するとともに、日常の取組を振り返る資料として活用
・子供の心のＳＯＳに気付く、受け止めるポイントを確認できるよう、「Ⅰ気付く」「Ⅱ支える」の2編で構成

「「SSOOSSのの出出しし方方にに関関すするる教教育育」」
子子供供ののＳＳＯＯＳＳをを受受けけ止止めめ支支援援すするる力力をを向向上上ささせせよようう

児童・生徒 教職員向け 児童・生徒向け

教職員向け NEW
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（１）「SOSの出し方に関する教育」の推進について

次

年間１単位時間以上実施年間１単位時間以上実施

２編で構成



活動 留意点

校内研修等の内容例

目的

114

103

次のページに示した
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3 教育相談



【【参参考考】】相相談談すするる時時、、受受けけ止止めめるる時時等等のの言言葉葉のの例例  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子供は相談したいと思っても、言い出せないでいることがあります。また、相談を受けた友

達や教職員も、どのように思いを受け止めたらよいか迷うことがあります。本資料では、医療、

福祉、心理等の視点から、ＳＯＳを出したり、受け止めたりする際に参考となる具体的な言葉

例を掲載しています。 

言言いい出出ししににくくいい時時のの言言葉葉のの例例  悩悩みみ事事ななどどをを打打ちち明明けけるる時時のの言言葉葉のの例例  

・あの…、ちょっとよろしいですか。 

・あの…、少し話をしてもいいでしょうか。 

・あの…、少し話（相談）したいことがあるので 

すが。 

・あの…、少しだけ話を聞いてもらってもいいで 

すか。 

・あの…、今、お忙しいですか。少し時間はありま

すか。 

・あの…、ちょっと、今、少しだけ時間をもらって

もいいですか。 

・あの…、相談したいことがあるのですが、後で、

少し時間をつくってもらってもいいですか。 

・あの…、今度、少し時間をつくってもらえると 

うれしいのですが。 

・本当は、もっと早く相談したかったのですが。 

・自分が、今、どうすればいいかわからなくて。 

・ちょっと話しづらいことなのですが。 

・驚かないで聞いてもらえますか。 

・もしかしたら、びっくりするかもしれませんが。 

・まだ、誰にも話してないのですが。 

・うまく話せるかどうか自信がないのですが。 

・何から話せばいいのか、わかりませんが。 

・実は…。 

 

【【相相談談すするる時時】】  

気気にに掛掛かかるる様様子子がが見見らられれたた時時のの言言葉葉のの例例  

・どうしましたか？ 

・どうしたの？ 何か辛そうだけど。 

・なんか元気ないけど大丈夫？ 

・何か悩んでいる？ よかったら話して。 

・何か力になれることはない？ 

・何か悩み事があるんじゃない？ 

・もしよかったら、心配なことを話してくれませんか？ 

 

【【受受けけ止止めめるる時時】】  

相相手手のの思思いいをを受受けけ止止めめるる時時のの言言葉葉のの例例  

・辛かったですね。 

・大変でしたね。 

・よく耐えてきましたね。 

・今までよく頑張ってきましたね。 

・よく話してくれましたね。 

・あなたのことが心配です。 

・力になりたいです。 

・私にできることはありますか？ 

 

言言っっててははいいけけなないい言言葉葉のの例例  

・頑張れ。 

・命を粗末にするな。 

・逃げてはダメだ。 

・そのうちどうにかなるよ。 

・ご両親や友達が悲しむよ。 

・そんなこと考えちゃダメ。 

 ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための指導資料「自分を大切にしよう」（平成 30年２月 東京都教育委員会） 
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（１）授業における活用 
ア 教室でストーリーを読ませる。（タブレット等で個別に読ませる。教室で一斉に見る） 
イ 自分を見つめ直す。 
・「主人公へのアドバイスを考えよう」というテーマで話し合う。
・ワークシートに、感じたことを自らの経験と結び付けて記入する。 など

ウ 他の情報モラル教材を活用し、考えを広げたり、深めたりする。 
エ 発表して共有する。 

これ以上いじめたく
なくて...。 

無視されたり悪口を
言われたりし続けて...。 

知らぬ間にいじめの対象
になって女子生徒の話 

いじめられている友人が
かわいそうで...。 

いじめられている友人を
助けたい男子生徒の話 

匿名（とくめい）で
つぶやいていたら...。 

匿名での投稿の悪口がク
ラスの友達にばれていづ
らくなった男子の話 

ゲームや動画って
楽しいけれど…。

写真を送ったら、
思わぬ形で…。

ＳＮＳのやりとり、
普通だと思っていたら…。

グループから
外されそうになって...。 

ＳＮＳ上で仲間外れにさ
れている女子生徒の話 

 

 子供がいじめ等を受けたときや、見たり聞いたりしたときなどにどのように対処すればよいのかを考えると
ともに、相談することの大切さについて理解できるようにする。 

「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ」は子供がいじめやＳＮＳ等の使い方について考える
ことができるようにするための教材です。東京都教育委員会ホームページに掲載されています。 

（２）授業外における活用 
ア 集会などにおいて、「もしも悩んでいるなら、あの時紹介したストーリーをもう一度見てごらん。」 
と声掛けをする。 

イ 長期休業日前において、「親の許可を得てアプリを入れておこう。ストーリーはいつか役に立つよ。」
と声掛けをする。 

■活用方法 

■ ねらい 

簡単なストレスチェ
ックができるアプリ
です。東京都いじめ
相談ホットラインに
電話をかけることが
できます。 

いじめや、ＳＮＳに
ついて９つのストー
リーを通して考える
アプリです。 

■ アプリ教材の内容 
子供が困ったときに対処

する方法や、いじめなどに
ついて考えるスマートフォ
ン向けアプリを掲載してい
ます。 

■ 漫画形式の教材の内容 
子供が大人にいじめを相談することや、ＳＮＳのトラブルについて考える８のストーリーが掲載されています。 

ゲームや動画に夢中にな
って課金をしてしまった
姉妹の話

集団暴力に加担しているが、
エスカレートしていくことに不
安を感じている男子生徒の話 

ＳNＳで知り合った男性
に送った写真を、知らな
いアカウントにアップされ
ていた女子生徒の話

知らない不特性多数の
人とＳNＳのやりとりをす
る危険性を指摘された男
子生徒の話
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（２）考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ 3 教育相談



R6年度版

公立学校の保護者を対象に、学校との間で生じた問題について、 一緒に考え、
解決に向けた助言を行います。

R6年度版

公立学校の保護者を対象に、学校との間で生じた問題について、 一緒に考え、
解決に向けた助言を行います。

対象者：都内在住 又は 在籍の 幼児 から高校生相当年齢 までの 方、その保護者 ・ 親族及び教職員

対象者：都内在住 又は 在籍の小学生・中学生及び高校生相当
年齢 の 子供本人 

いじめはぜったいにゆるされません！
いじめのことでなやんだら、だれでも、いつでも、どこでも
相談してください。かならず 力になります。

また

また
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（３）相談窓口紹介カード

（４）児童・生徒、家庭への相談窓口の案内

子 供家庭支援センター
非行や暴力、犯罪被害

などを相談したい。

心や性、命に関する悩み

などを聞いてほしい。

いじめや不登校、引き

こもりなど、学校生活

のことについて相談し

たい。

１１

ヤング・テレホン・コーナー

ＳＮＳ等教育相談

考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン

東京都児童相談センター

９９

８８児童・生徒を性暴力から守るための相談窓口

性暴力救援ダイヤル

こたエール

こころといのちのほっとライン

こころの電話相談

主主
にに
、、
ＳＳ
ＮＮ
ＳＳ
をを
含含
むむ

いい
じじ
めめ
・・
不不
登登
校校
にに
関関
すす
るる
相相
談談

心心
・・
性性
・・
命命
なな
どど
をを
含含
めめ
たた

学学
校校
生生
活活
のの
悩悩
みみ
にに
関関
すす
るる
相相
談談

児童・生徒のみなさんへ 不安や悩みがあるときは … 一人で悩まず、相談しよう
・赤丸の数字は、２枚目の相談窓口の番号です。

・他の相談窓口も２枚目にあります。

ＳＳＮＮＳＳ

 

ＳＮＳ

電電 話話

 

メメーールル

 

メメーールル

 

電 話

 

    

 

 
 
 

 

 相談するとどうなるの？？ 

電 話 

 

メール 

 

手 紙 

 

ＳＮＳ 

 

各相談窓口で、親身になって話を聴いたり、 
相談に乗ったりします。 

・匿名で相談することができます。 
・各機関の相談員があなたのつらさや苦しさを受け止めます。 
・あなたと一緒に、どうしたら良いか考えます。 
・必要に応じて、関係機関を紹介することもあります。 

相談内容に応じた 
関係機関を紹介 

悩みが解消 

解決に向けて相談を聴きます。 

 

不安や悩みは誰にでもあります。 
相談機関に相談してみましょう。 

悩みが解消 

心 理 職 ・ 相 談 員 ・ 警 察 官 ・ 弁 護 士 等 

将来の夢・進路・目標・就職・仕事（アルバイト）
性・いじめ・不登校・生活習慣・容姿・食事・運動 
家族（親、兄弟等）・学校・クラス・部活・先生 
友達・先輩（後輩）恋人・勉強・苦手なこと 
体調管理・メンタルコントロール・周囲の目 
ネット（ＳＮＳ等）・お金・習い事・秘密 など 

様々な相談を受けています。 

 
相談内容については、外部へは話しません。 
（ただし、解決を図るために、警察官やスクールカウンセラー等に 
情報共有をすることがあります。） 

悩みがあるとき 

 
登校しようとするとお腹
が痛くなる。身近な大人
には相談できないよ。 

 不安や悩みは誰にでもあります。あなたを支える人がいます。一緒に考えていきましょう。 

 
無視されている気がす
る。大人に言って人間関
係がより悪くなったらど
うしよう。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

子供家庭支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保保護護者者向向けけ相相談談窓窓口口一一覧覧  
どどんんななここととででもも構構いいまませせんん。。遠遠慮慮せせずずにに御御相相談談くくだだささいい。。  

 

青少年リスタートプレイス・思春期サポートプレイス 

03-3360-4192  東京都教育相談センター 

子供の行動や発達などに 

ついて不安がある。 

 

非行や暴力、犯罪被害など

を警察に相談したい。 

生活や子育てなど家庭の 

ことについて困っている。 

 
 

  

 

各区市町村教育相談所（室）一覧 
 お住いの地区の各教育

相談を行う機関、相談
先の一覧です。 

こころといのちのほっとライン 

 東京都保健医療局 0570-087478 

警視庁少年センター 
都内８か所、心理専門の
職員が「秘密厳守」「無
料」で相談に応じます。 

 

0120-53-8288 
東京都教育相談センター 

24時間対応 

心の悩みや不安などを聞い

てほしい。 

 

こころの電話相談室 

  042-312-8119 東京都立小児総合医療センター 

 
  

 
 

子供家庭支援センター一覧 
 18 歳未満の子供や子

育て、家庭のあらゆる
相談を受けています。 

ヤング・テレホン・コーナー 
テレホン・コーナー

03-3580-4970 
警視庁 少年相談係 

24時間対応 

警視庁  

いじめや不登校、引きこも

りなど、学校生活のことに

ついて相談したい。 

 
 
  

 
 

東京都児童相談センター・児童相談所 

  電話による相談／問合わせ 

   来所による相談／問合わせ 

   Ｗｅｂによる相談／問合わせ 

 

令和６年 12月 

 

Ｔ 

Ｍ 

Ｗ 

Ｔ 

Ｍ 

Ｔ 

Ｍ 

Ｔ 

Ｍ 

Ｔ 

Ｍ 

Ｔ 

Ｔ 

Ｔ 

Ｔ 

Ｍ 

Ｗ 

都立高校への就学に向けた支援や心理等の専門家を招いた講演会を行っています。 

Ｔ 

Ｍ 

Ｗ 

不安や悩みは誰にでもあります。身近にいる信頼できる大人や、上にある相談機関に相談してみましょう。

 
 

ホームページ内から 

メール相談もできます。 

東京都教育相談センター

いじめ、学校生活、家族・友人関係、 

         ヤングケアラー等に関する相談 

時間子供ＳＯＳダイヤル

フリーダイヤル なやみいおう

文部科学省が管理しており、東京都内からかけ
ると、東京都教育相談センターにつながります。 

いじめの問題やその他の子供に関する相談全般 

ヤング・テレホン・コーナー

非行、いじめ、不登校、犯罪被害等に関する相談 

◆月～金 ８：３０～１７：１５ 

  専門の担当者（心理職、警察官）が対応         

警視庁 少年相談係

こころの電話相談
心の健康に関する相談  平日９：００～１７：００（土日祝日、年末年始を除く） 

港、新宿、品川、目黒、

大田、世田谷、渋谷、 

中野、杉並、練馬 

千代田、中央、文京、台東、
墨田、江東、豊島、北、 
荒川、板橋、足立、葛飾、
江戸川、島しょ地域 

多摩地域 

（２３区、島しょ地域以外） 

 

東京都立精神保健福祉センター

 

よう
都立学校用 

令和６年 12月版 

いじめ防止とＳＮＳの適切な利用に役立つ

ウェブサイト・アプリ 

◆「こころ空模様チェック」アプリを使って、 

東京都いじめ相談ホットラインに電話ができます。 

◆こたエールのネット相談受付フォームにつながります。 

東京都教育委員会

こたエール

ネット・スマホのトラブル相談 
なやみゼロに

ＬＩＮＥアカウント

「相談ほっと ＠東京」

月～土 １５：００～２１：００ 

（祝日・年末年始を除く） ※メール相談は 24 時間受

こころの電話相談室

月～金 ９：00～12：0０  

（土日祝日、年末年始を除く） 

東京都立小児総合医療センター

子供の行動や心の発達等に関する相談 

学校、子育て等、子供に関する相談全般 

よいこに
平日 ９：００～２１：００ 土日祝日 ９：００～１７：００ 

東京都児童相談センター

よいこに電話相談

話してみなよ 東京子供ネット

いじめ、体罰、虐待等の子供の人権侵害に関する相談 

平日 ９：００～２１：００  

東京都児童相談センター

フリーダイヤル はなして みなよ

（子供の権利擁護専門相談事業）

土日祝日 ９：００～１７：００ 
（ 

 

ＳＮＳ等教育相談
とうきょう

毎日 １５：００～２３：００  

（受付は２２：３０まで） 

東京都教育相談センター

ニックネームや通称名を使って 

相談することもできます。 

（年末年始を除く） 

◆夜間、土日祝日・年末年始 

           宿直の警察官が対応 

 

（年末年始を除く） 

 

時間対応 

時間対応 

心心
・・
性性
・・
命命
なな
どど
をを
含含
めめ
たた

学学
校校
生生
活活
やや
家家
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でで
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悩悩
みみ
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関関
すす
るる
相相
談談
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メ電

電

電 電

電

電 電

電

メ

電

メール

電 話

ＳＮＳ

はなしてなやみ

生きることに悩んでいる人のための相談 

東京都保健医療局

毎日 １２：００～翌朝５：３０ 

電

◆月、火、木 １５：００～１８：００  

◆土 ９：００～１２：００  

教職員等による 

児童・生徒への性暴力等 

に関する通報、相談 

東京都教育委員会

メ

電
 

時間対応

電

児童・生徒向け「不安や悩みがあるときは…　一人で悩まず、相談しよう」

児童・生徒向け「相談するとどうなるの？？」 保護者向け「相談窓口一覧」



スクールカウンセラーによる

 小学校５年生、中学校１年生、高等学校１年生を対象に実施している「スクールカウンセラーに

よる全員面接」について、その趣旨や効果を高めるポイントを改めて確認しましょう。 

全員面接のメリット

効果を高めるポイント

全員面接の効果を高めるために

つながりをつくる

令和７年２月 東京都教育庁指導部

児童・生徒がスクールカ

ウンセラーと直接話をする

ことで、いざというときに

相談しやすくなります。 

スクールカウンセラーが

心理の視点から捉えた児

童・生徒の状況を、教員と

共有することができます。 

年度当初に、児童・生徒

とスクールカウンセラーと

が「顔が見える関係」を構

築することができます。 

実施時間を確保するのが難しいのですが… 

 子供たちが抱えやすい悩みをリストアップしておき、話題を
選択させることで、短時間でも効果を高めることができます。 

基準人数 

１１９９００人人  ３３５５人人  

子供たちがリラックスして話せるようにしたいのですが… 

 全員面接実施前に、スクールカウンセラーが自己紹介を行っ
たり、直接メッセージを伝えたりしている学校もあります。 

 支援が必要な児童・生徒の早期発見・
早期対応につなげることができます。 

 子供と面接等を行う「「全全員員面面接接支支援援ススタタッッフフ」」のの派派遣遣をを要要請請できます。

【【  対対  象象  】】  

 全員面接対象学年の在籍児童・生徒
数が下表の基準人数を超える学校 

校種 学年 基準人数 

小学校 第５学年 

１１９９００人  

中学校 第１学年 

義務教育学校 
第５学年 

第７学年 

中等教育学校  
第１学年 

第４学年 
２２６６００人 

高等学校 第１学年 

【【  派派遣遣時時間間  】】  

例）中学校第１学年の在籍生徒数が２２５人の場合 

 ・派遣対象数 ３５人 
 ・派遣時間（上限） 
   ３５(人)÷３（３人につき１時間）＝12(時間) 

                    ※小数点以下は切り上げ 

【【  活活動動内内容容  】】  

・全員面接の実施 
・  

※ 令和７年４月１日時点の在籍児童・生徒数 

派遣対象数 

対象学年の児童・生徒数が多い場合は…

 基準人数を超えた児童・生徒数を派遣対象数と
して、３人につき１時間の派遣を要請できます。 

スタッフ… 自校の東京都公立学校スクールカウンセラー又は都教育委員会が派遣する心理職 

※ 特別支援学校においては、上記対象学年に準ずる。 
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（５）スクールカウンセラーによる全員面接等の進め方 3 教育相談



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員面接の対象学年 

スクールカウンセラーによる全員面接等の進め方

（例） 
実施の目的 

 

  

つつななぐぐ  
児童・生徒とスクー

ルカウンセラーの

つながりの構築 

和和ららげげるる  

 

深深めめるる  
スクールカウンセラ
ーと教員との情報共
有による児童・生徒
理解 

児童・生徒の「相談
すること」への抵抗
感の低減と相談しや
すい環境の整備  

 次の３点を実現することを通して、支援が必要な児童・生

徒の早期発見・早期対応、いじめの未然防止等につなげる。 

 

全員面接の流れ（例） 

 小学校第５学年 

 中学校第１学年 

 高等学校第１学年 

 義務教育学校第５・７学年 

 中等教育学校第１・４学年 

原則として、年度初めから夏季休業日前を目途とする。 

児童・生徒数等学校の実態によって、終了の時期が９月

以降になることもあり得ると考えている。 

各学校において、できる限り早い時期に実施する。 

実施時期 

〇前年度   実施計画の立案 

〇４月    教職員へ実施計画の周知 
ＳＣとの事前打合せ 
保護者へ周知（学校便り・保護者会） 

〇４～５月  スクリーニングの実施（生活アンケート調査等） 
       スクリーニング結果の取りまとめ、報告 

ＳＣによる説明（学級活動やホームルーム活動での説明・給食・ＳＣ便り・ 

心理教育・ＳＯＳの出し方に関する教育） 
       ＳＣによる行動観察 
〇４～６月  全員面接の実施 
〇実施後   教職員との情報共有・行動連携 
       カウンセリング継続者の特定 

教育相談委員会への報告 

〇次年度計画 学校評価の分析 

※ スクールカウンセラーを「ＳＣ」と表示する。 

120

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①  事事前前アアンンケケーートト項項目目のの例例  

（いつもそうだ・ときどきそうだ・あまりそうではない・全くそうではない） 

ａ 学校は楽しい。 

ｂ とてもよく眠れる。 

ｃ おなかや頭が痛くなることがある。 

ｄ 勉強や進学のことで悩んでいる。 

ｅ いじめられている気がする。 

ｆ 学校に行きたくないと思うことがある。 

ｇ 家族と話すのが好きだ。 

ｈ 先生に言いたいけれど言えないことがある。 

ｉ 教室は居心地がよい。 

ｊ 気になることや悩んでいることがある。 

◎◎学学校校・・学学年年状状況況にに合合わわせせてて、、簡簡易易なな事事前前アアンンケケーートトをを実実施施ししてて面面接接のの参参考考資資料料ととすするるとと効効果果的的ででああるる。。  

②②  全全員員面面接接実実施施上上のの留留意意点点  

● 年度当初に、スクールカウンセラーが対象学年の児童・生徒全員と

面接を行う。 

● １対１の個別面接を推奨する。グループ面接（５～８人程度）で行

う際は、個別のカウンセリングの対象者やカウンセリング希望者を全

員面接後に個別面接につなげる。 

 学年規模や児童・生徒の実態等を踏まえて計画する。 

● 実施方法や面接場所、実施期間等について関係教職員とよく話し合

って決定する。 

● 児童・生徒及び保護者に、目的や実施方法等を説明・周知してから

実施する。 

● スクールカウンセラーによる日頃の相談活動とのバランスを工夫する。 

③③  教教職職員員ととのの情情報報共共有有上上のの留留意意点点  

● 全員面接における児童・生徒の状況を関係教職員と共有し、今後の

対応等について協議する。 

● 気になる様子が見られる児童・生徒については、担任と共通理解し

た上で継続面接を促す。 

● 学校いじめ対策委員会でも情報を共有できるよう、スクールカウン

セラーは常時、当該委員会と連携を図る。 
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スクールカウンセラーによる全員面接の実施について、これまでに学校等から問

合せのあった内容と回答をまとめました。 

 各学校において、参考にしてくださいますようお願いします。 

 

 

Ｑ１ スクールカウンセラーによる全員面接を行う目的は何ですか。 

Ａ１ 全員面接は、年度当初に児童・生徒とスクールカウンセラーとが「顔が見え

る関係」を構築することを通して、児童・生徒がスクールカウンセラーに相談

しやすい環境を整備することにより、支援が必要な児童・生徒の早期発見・早

期対応、いじめの未然防止等につなげることを目的としています。 

 

Ｑ２ 小学校５年生、中学校１年生、高等学校１年生を全員面接の対象とするのは、

どうしてですか。 

Ａ２ 小学校では高学年に進級した時期、中学校・高等学校では入学したばかりの

時期に、学校生活への不安や人間関係上の悩みを抱くことが想定されるため、

全員面接を通して子供たちに、「相談してもよい」という安心感をもたせること

で、学校におけるいじめ防止等の対応につながっていくと考えます。 

   特別支援学校においても、小学校５年生、中学校１年生、高等学校１年生に

該当する学年を対象として実施してください。 

   なお、児童・生徒数等の実態に応じて、その他の学年も全員面接の対象とす

るなど、各学校で工夫して実施してください。 

 

Ｑ３ スクールカウンセラーだけで全員面接を行うと時間がかかってしまうので、

管理職、担任、養護教諭などが分担して実施することはできますか。 

Ａ３ ここでの全員面接は、児童・生徒が心理や教育相談の専門家であるスクール

カウンセラーに相談しやすい環境を整備することを目的の一つとしていること

から、全員面接を教員等が分担することは適切ではありません。 

 

Ｑ４ 本市では、東京都公立学校スクールカウンセラーに加えて、別の曜日に市の

教育相談員（スクールカウンセラー）が配置されています。２人で分担して全

員面接を実施してもよいのですか。 

Ａ４ 心理や教育相談の専門家として学校に配置されている方であれば、分担して

全員面接を実施することは可能です。 

   その際は当該の教育相談員と連携を十分に図りながら、学校全体で情報を共

有するようにしてください。 

 

 

スクールカウンセラーによる全員面接 

よくある質問 
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Ｑ５ 本校には、スクールカウンセラーに加えて、大学で心理学を専攻している学

生を配置しています。こうした方に、全員面接や基準人数を超える児童・生徒

数分の全員面接支援スタッフとしての面接をお願いすることはできますか。 

Ａ５ 現に大学で心理学を学んでいる学生は、資格等の取得見込者であることが多

く、現時点では必ずしも専門性が高いとは言えない場合もあります。 

   これらの方々に、大人から見えにくいいじめの未然防止や早期発見も目的と

して実施する全員面接をお願いすることは、適切ではありません。 

 

Ｑ６ 夏季休業日前までを目途に実施すると示されていますが、本校は児童・生徒

数が多いため、この期間中で全員面接を終了することは難しい状況です。いつ

までに終わらせればよいのですか。 

Ａ６ 全員面接の実施時期としては、原則として年度始めから夏季休業日前までを

目途に実施すると示していますが、児童・生徒数等学校の実態によって、終了

の時期が９月以降になることもあり得ると考えています。 

   各学校において、できる限り早い時期に実施してください。 

 

Ｑ７ 面接を嫌がる児童・生徒がいた場合、どのような対応をすればよいのですか。 

Ａ７ 面接を嫌がったり、話をしたがらなかったりする児童・生徒に対しては、学

校と保護者との十分な相談により、時期や時間を変更して実施する、保護者を

含めた三者面談を実施するなど、実態に応じて柔軟に対応してください。 

   なお、そうした児童・生徒に対しては、学校への信頼関係を通して相談しや

すい環境を築くことができるよう、外部機関との連携も含め、継続的に支援を

行うことが大切です。 

 

Ｑ８ 実施方法には定期健康診断（体力測定）等の活用が示されていますが、本校

では、昨年度の早い時期に校医の予定を確認し、健康診断の日程を決めており、

スクールカウンセラーの勤務日との調整が難しい状況です。実施方法は学校で

工夫してよいのですか。 

Ａ８ 実施方法として示している例は、あくまでも参考として示したものです。年

度当初のできるだけ早い時期に実施できるように、各学校において実施方法を

工夫してください。 

 

Ｑ９ 全員面接に当たって、事前に児童・生徒にアンケートに必要事項を記入させ

てから実施しなければなりませんか。また、実施する際には、どのような配慮

が必要ですか。 

Ａ９ 限られた時間内に全員面接を効率的に実施するとともに、早急な対応が必要

な事例を抽出するための工夫としてアンケート例を示していますが、こうした

事前の聞き取りを必ず実施することを求めるものではありません。 

   実施する場合には、児童・生徒にとって記入することが負担にならないよう

内容を精選することや、記入された内容について校内で情報の共有化を図るこ

とが大切です。 
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Ｑ10 本校は、全員面接対象の児童・生徒数が基準人数を超えているので、スクールカウン

セラーに加えて、全員面接支援スタッフを申請したいのですが、どのようにお願いすれ

ばよいのですか。 

Ａ10 全員面接支援スタッフの派遣を希望する場合は、定められた様式により東京

都教育庁指導部指導企画課に申請してください。申請に基づき、校種別の基準

人数を超える部分について、児童・生徒３人につき１時間を基本として、全員

面接支援スタッフを派遣します。 

その場合、校内での継続的な支援の視点から、可能な限り自校のスクールカ

ウンセラーが勤務日とは別の日程に来校して面接を行うことが望ましいと考え

ています。ただし、そうした方法が困難な場合については、都教育委員会が派

遣する心理職を「全員面接支援スタッフ」として活用することができます。 

 

Ｑ11 本校のスクールカウンセラーではない全員面接スタッフが、児童・生徒からいじめを

受けているなどの相談を受けた場合は、どのように対応すればよいですか。 

Ａ11 派遣の全員面接支援スタッフに全員面接の一部をお願いする場合は、スクー

ルカウンセラーはもとより、管理職や教育相談担当教員等と十分に連携を図り、

確実に情報を共有することが大切です。 

   当該スタッフが、児童・生徒からいじめ等の相談を受けた場合は、改めてス

クールカウンセラーが当該の児童・生徒から話を聞いた上で、教職員が事実確

認をするなど、学校として確実に対応してください。 

 

Ｑ12 グループ面接の人数として５～８人程度と示されていますが、人数の上限はあるのですか。 

Ａ12 グループ面接の人数の上限を示してはいません。 

児童・生徒が躊躇することなくスクールカウンセラーに相談できる環境をつ

くるという全員面接の目的を踏まえ、学校の実態に応じて実施していただきた

いと考えています。 

ただし、スクールカウンセラーが各教室を回り、自己紹介を兼ねて話をする

ことのみをもって全員面接とする方法などは、適切ではありません。 

 

Ｑ13 本校のスクールカウンセラーは、相談者が多く、毎回予約で一杯な状況です。全員面

接を行うことにより、こうした相談に対応できなくなることも考えられますが、こうし

た場合、どのような工夫が考えられますか。 

Ａ13 スクールカウンセラーによる全員面接と日頃の相談対応とのバランスについ

ては、相談状況等の実態に応じて、全員面接を少人数のグループ単位で効率的

に実施するなどの方法により、工夫して対応してください。 

 

Ｑ14 本校では、養護教諭が教育相談の窓口を担当しています。全員面接の日程調整等について、

担当者のみに負担が集中しないようにするためには、どのような配慮が必要ですか。 

Ａ14 全員面接は、校長の責任の下に学校として実施するものです。直接面接業務

に当たるのはスクールカウンセラーですが、その運営、情報共有、その後の対

応等については、教職員全体で行うこととなります。 

   全員面接の円滑な実施のために、当該学年や教育相談を担当する委員会等を

中心に、教職員が連携して組織的に対応するよう御配慮ください。 
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場合により好ましくない、言ってはいけない言葉の例 

 気気ににかかかかるる様様子子がが見見らられれたたととききのの声声ののかかけけ方方  

「どうしたの？ 何か辛そうだし、とても心配してるよ。」 

「なんか元気がないようだけど大丈夫？」  「力になれることはある？」 

   

子供の変化に気付いたら  
子供はあなたからの「声かけ」を待っているかもしれません 

「よく話してくれたね、大変だったね。」 

「辛かったね、よく耐えてきましたね。」 

「今までよく頑張ってきたね。」 

思思いいをを受受けけ止止めめるる時時のの言言葉葉のの例例  

相相談談ししててもも理理解解ししててももららええななかかっったたとと感感じじるる場場合合ががあありりまますす。。  

「がんばれ」 「そのうちどうにかなるよ」 「友達が悲しむよ」 「逃げてはダメだ」  

検検  索索    家家庭庭でで学学ぶぶ不不安安やや悩悩みみ（（スストトレレスス））へへのの対対処処ににつついいてて  

家庭での対応に困ったら 
一人で悩まずに、信頼できる誰かに相談してみましょう 

学学校校にに相相談談しし、、学学校校とと協協力力すするるここととがが大大切切でですす。。  

 子子供供のの様様子子がが気気ににななるるととききはは、、ままずずはは学学校校にに相相談談ししてて

みみままししょょうう。。家家庭庭以以外外ででのの子子供供のの様様子子をを知知るるここととにによよりり、、

自自分分でではは気気がが付付かかななかかっったた視視点点やや対対応応方方法法にに気気付付くくここととがが

あありりまますす。。学学校校ににはは、、学学級級担担任任やや、、学学年年主主任任、、養養護護教教諭諭、、

心心理理のの専専門門家家（（ススククーールルカカウウンンセセララーー等等））、、管管理理職職ななどど

様様々々なな教教職職員員ががいいまますす．．  

  保保護護者者のの方方がが相相談談ししややすすいい先先生生ににおお話話ししくくだだささいい。。  

子子供供をを心心配配すするるああままりり不不安安ににななりり過過ぎぎたたりりししてていいまませせんんかか？？  

子子供供がが安安心心ししてて過過ごごせせるる家家庭庭生生活活ににはは、、保保護護者者自自身身のの気気持持ちち

がが安安定定ししてていいるるここととがが大大切切でですす。。  

    

  子子供供ににととっっててもも、、自自分分のの

思思いいをを言言葉葉ににししててみみるるとと、、

自自分分のの思思っってていいるるここととがが  

整整理理さされれてて、、心心のの苦苦ししささがが

軽軽くくななりりまますす。。  

  ここのの資資料料はは、、都都内内のの全全ててのの

公公立立学学校校をを通通じじてて、、定定期期的的にに

子子供供たたちちにに案案内内ししてていいまますす。。

資資料料ににはは、、心心理理等等のの専専門門家家やや

各各種種支支援援機機関関へへのの相相談談先先がが記記

載載さされれてていいまますす。。  

不安や悩みへの対処について学校ではこのような指導をしています 
不安や悩みがあるときは … 一人で悩まず、相談しよう 

詳しくは・・・ 

学学校校とと一一緒緒にに解解決決

ししままししょょうう！！  

  どどんんなな小小ささななここととででもも、、心心配配なな  

ここととががああるる場場合合ににはは、、身身近近ににいいるる

信信頼頼ででききるる大大人人にに相相談談ししててみみまま

ししょょうう。。 
勉強や進路 

友達や異性 

自分の性格 

不不安安やや悩悩みみはは誰誰ににででももああるるここととでですす。。 

 「「よよくく話話をを聴聴くく」」ここととががポポイインントトでですす！！  

最最後後ままでで丁丁寧寧にに、、聞聞いいててみみままししょょうう。。  

家族 

東東京京都都教教育育委委員員会会ホホーームムペペーージジにに掲掲載載ししてていいまますす。。  

顔や体形 

学学級級担担任任  

養養護護教教諭諭  

ススククーールルカカウウンンセセララーー  

保保護護者者  

  自自分分のの不不安安やや悩悩みみにに気気付付きき、、  

スストトレレススにに対対処処すするるたためめにに様様々々なな

経経験験ををすするるここととはは、、心心のの発発達達のの  

たためめにに大大切切ななここととでですす。。 

・・自自分分自自身身をを責責めめ過過ぎぎなないいよよううににししままししょょうう  

・・信信頼頼ででききるる人人にに相相談談ししててみみままししょょうう  

保保護護者者のの皆皆ささままのの心心のの安安定定がが大大切切でですす  

 

 
令和２年９月 東京都教育庁  

指導部指導企画課・地域教育支援部生涯学習課 

  

支援機関等  概要 

  

東東京京都都教教育育相相談談セセンンタターー
（東京都教育庁） 

 

 いじめ、学校生活、家族・友人関係などに関す

る相談を受け付けています。 

 対象者は、都内在住・在籍の幼児から高校生相

当の年齢までの方、その保護者・親族及び教職員

です。 

児児童童相相談談所所    

児児童童相相談談セセンンタターー  
（東京都福祉保健局） 

（一部の特別区） 

 児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置され

る行政機関です。 

 原則18歳未満の子供に関する相談や通告につい

て、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々な

ど、どなたからも受け付けています。 

少少年年セセンンタターー  
（警視庁） 

 都内には８か所の少年センターがあります。 

 子供の非行などの問題でお悩みの方や、いじめ

や犯罪等の被害に遭い、精神的ショックを受けて

いる少年のために、心理専門の職員が「秘密厳

守」、「無料」で相談に応じます。 

子子供供家家庭庭支支援援セセンンタターー  
（各区市町村） 

 子供と家庭の問題に関する総合相談窓口です。 

 18歳未満の子供や子育て家庭のあらゆる相談に

応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在

宅サービスの提供やケース援助、サークル支援や

ボランティア育成等を行っています。地域の子育

てに関する情報もたくさんもっています。 

民民生生委委員員・・児児童童委委員員  
（各区市町村） 

 都内の各地域に配置され、地域にお住まいの子

育てに悩んでいる人、生活に困っている人、高齢

者・障害者などの福祉に関する様々な相談に応

じ、福祉事務所や児童相談所など各種関係機関へ

の橋渡しなど必要な支援活動を行っています。  

詳詳細細はは、、都都内内各各自自治治体体及及びび最最寄寄りりのの各各支支援援機機関関へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

 

  

  子子供供ににいいつつももとと違違うう様様子子やや、、小小ささなな変変化化がが見見らられれるる

ここととははあありりまませせんんかか？？    

  子子供供がが不不安安やや悩悩みみななどどののスストトレレススをを抱抱ええるるとと、、心心やや体体にに影影響響がが出出るるここととががあありりまますす。。

ままずずはは、、子子供供のの変変化化「「こここころろののＳＳＯＯＳＳ」」にに気気がが付付くくここととがが大大切切でですす。。        

表情や態度の変化 

□ささいなことで泣く。     □目線を合わせようとしない。 

□笑顔がなく、沈んでいる。    □学校や友達のことを話したがらない。 

□感情の起伏が激しい。     □周囲を気にして、おどおどしている。 

□家族に反抗的になり、ものを壊すなど、攻撃的になる。 

□学校に行きたがらず、休日でも家に閉じこもりがちになる。 

□ゲームや習い事など、好きなこともやりたがらない。 

□不安げにスマートフォン等を気にしたり、ＳＮＳを見たりしている。 

□一人になるのを怖がり、強い甘えがみられる。 

□付き合う友達が急に変わったり、友達のことを聞くと嫌がったりする。    

行動や人間関係の変化 

身体や服装の変化 

□急に食欲がなくなったり、あるいは過食になったりする。 

□急に朝起きられなくなった。 

□風呂に入るのを面倒くさがるようになった。 

□体の痛みやかゆみを訴える。 

□眠れない。 □服が破けたり、ボタンが取れたりしている。 

令和２年９月 東京都教育庁指導部・地域教育支援部 

保保護護者者向向けけリリーーフフレレッットト  

～子供の不安や悩みに寄り添うために～ 

「どうしたの？」一声かけてみませんか 様々な公的機関で相談に応じています

  新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり、、いいろろいいろろなな活活動動がが制制限限さされれるる中中、、

多多くくのの子子供供たたちちがが、、通通常常ととはは異異ななるる様様々々なな不不安安ややスストトレレススをを抱抱ええてていいるるここととがが  

考考ええらられれまますす。。    

 

 
令和２年９月 東京都教育庁  

指導部指導企画課・地域教育支援部生涯学習課 

  

支援機関等  概要 

  

東東京京都都教教育育相相談談セセンンタターー
（東京都教育庁） 

 

 いじめ、学校生活、家族・友人関係などに関す

る相談を受け付けています。 

 対象者は、都内在住・在籍の幼児から高校生相

当の年齢までの方、その保護者・親族及び教職員

です。 

児児童童相相談談所所    

児児童童相相談談セセンンタターー  
（東京都福祉保健局） 

（一部の特別区） 

 児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置され

る行政機関です。 

 原則18歳未満の子供に関する相談や通告につい

て、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々な

ど、どなたからも受け付けています。 

少少年年セセンンタターー  
（警視庁） 

 都内には８か所の少年センターがあります。 

 子供の非行などの問題でお悩みの方や、いじめ

や犯罪等の被害に遭い、精神的ショックを受けて

いる少年のために、心理専門の職員が「秘密厳

守」、「無料」で相談に応じます。 

子子供供家家庭庭支支援援セセンンタターー  
（各区市町村） 

 子供と家庭の問題に関する総合相談窓口です。 

 18歳未満の子供や子育て家庭のあらゆる相談に

応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在

宅サービスの提供やケース援助、サークル支援や

ボランティア育成等を行っています。地域の子育

てに関する情報もたくさんもっています。 

民民生生委委員員・・児児童童委委員員  
（各区市町村） 

 都内の各地域に配置され、地域にお住まいの子

育てに悩んでいる人、生活に困っている人、高齢

者・障害者などの福祉に関する様々な相談に応

じ、福祉事務所や児童相談所など各種関係機関へ

の橋渡しなど必要な支援活動を行っています。  

詳詳細細はは、、都都内内各各自自治治体体及及びび最最寄寄りりのの各各支支援援機機関関へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

 

  

  子子供供ににいいつつももとと違違うう様様子子やや、、小小ささなな変変化化がが見見らられれるる

ここととははあありりまませせんんかか？？    

  子子供供がが不不安安やや悩悩みみななどどののスストトレレススをを抱抱ええるるとと、、心心やや体体にに影影響響がが出出るるここととががあありりまますす。。

ままずずはは、、子子供供のの変変化化「「こここころろののＳＳＯＯＳＳ」」にに気気がが付付くくここととがが大大切切でですす。。        

表情や態度の変化 

□ささいなことで泣く。     □目線を合わせようとしない。 

□笑顔がなく、沈んでいる。    □学校や友達のことを話したがらない。 

□感情の起伏が激しい。     □周囲を気にして、おどおどしている。 

□家族に反抗的になり、ものを壊すなど、攻撃的になる。 

□学校に行きたがらず、休日でも家に閉じこもりがちになる。 

□ゲームや習い事など、好きなこともやりたがらない。 

□不安げにスマートフォン等を気にしたり、ＳＮＳを見たりしている。 

□一人になるのを怖がり、強い甘えがみられる。 

□付き合う友達が急に変わったり、友達のことを聞くと嫌がったりする。    

行動や人間関係の変化 

身体や服装の変化 

□急に食欲がなくなったり、あるいは過食になったりする。 

□急に朝起きられなくなった。 

□風呂に入るのを面倒くさがるようになった。 

□体の痛みやかゆみを訴える。 

□眠れない。 □服が破けたり、ボタンが取れたりしている。 

令和２年９月 東京都教育庁指導部・地域教育支援部 

保保護護者者向向けけリリーーフフレレッットト  

～子供の不安や悩みに寄り添うために～ 

「どうしたの？」一声かけてみませんか 様々な公的機関で相談に応じています

  新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり、、いいろろいいろろなな活活動動がが制制限限さされれるる中中、、

多多くくのの子子供供たたちちがが、、通通常常ととはは異異ななるる様様々々なな不不安安ややスストトレレススをを抱抱ええてていいるるここととがが  

考考ええらられれまますす。。    
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（６）子供の不安や悩みの受け止め方に関する保護者向けリーフレット 3 教育相談



いじめのサイン発見シート（平成 26 年４月 11 日）（文部科学省）
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3 教育相談（７）いじめのサイン発見シート



 

【参照】指導資料_ＳＮＳ東京ルールの取組 教育庁総務部デジタル推進課 

【参照】ＳＮＳ東京ルールの取組について｜情報教育ポータルサイト 教育庁総務部デジタル推進課 

「ＳＮＳ東京ルール」の改訂について

　東京都教育委員会は、都内全公立学校の児童・生徒が、ＳＮＳによるいじめ等のトラブルや犯
罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響を防ぐため、ＳＮＳを利用する際のルー
ルを策定しました。
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、
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法
、
条
例
、
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等

地
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関
係
機
関
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携
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Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル
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相
談

第2部

4 ＳＮＳ東京ルール



 

 

 

 

令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部

 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
環環
境境
へへ
のの
働働
きき
掛掛

けけ
、、
関関
係係
機機
関関
とと
のの
ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク

のの
構構
築築
、、
連連
携携

  
等等
  

 
ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
とと
連連
携携
しし
たた
活活
動動
、、
研研
修修

会会
、、
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援

  
等等
  

 
保保
護護
観観
察察
中中
のの
児児
童童
・・
生生

徒徒
にに
対対
すす
るる
面面
接接
のの
実実
施施
  

 
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援
、、
学学
校校

とと
保保
護護
者者
のの
パパ
イイ
ププ
役役

  
等等
  

 
子子
どど
もも
家家
庭庭
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
、、
福福
祉祉
担担
当当
課課
とと

のの
連連
携携
にに
よよ
るる
家家
庭庭
状状
況況
のの
把把
握握
やや
支支
援援

  
等等

  

 
犯犯
罪罪
行行
為為
へへ
のの
対対
応応
、、
少少
年年
相相

談談
、、
補補
導導
、、
地地
域域
パパ
トト
ロロ
ーー
ルル

  
等等

  

    
児
童
・
生
徒
の
問
題
行
動
等
が
複
雑
化
・
多
様
化
し
、
学
校
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
事
例
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
各
学
校
が
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」
を
活
用
し
て
、
組
織
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
問
題
行
動
等
の

未
然
防
止
、
早
期
解
決
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 

 
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
 

健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て

 

日
常
か
ら
の
情
報
連
携
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
行
動
連
携
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て
」

 
令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課

 

学学
校校

ササ
ポポ

ーー
トト

チチ
ーー

ムム
をを

活活
用用

しし
てて

対対
応応

しし
たた
事事

例例
  

児児
童童
・・
生生
徒徒

 

  
不不
登登
校校
傾傾
向向
がが
ああ
るる
生生
徒徒
ＡＡ
（（
男男
子子
））
たた
ちち
はは
、、
登登
校校
すす
るる
とと
他他
のの
生生
徒徒
をを
冷冷
やや
かか
しし
たた
りり
かか
らら
かか
っっ
たた
りり
しし
てて
いい
たた
。。

  

家家
庭庭
のの
協協
力力
もも
ああ
まま
りり
得得
らら
れれ
ずず
、、
改改
善善
がが
見見
らら
れれ
なな
いい
状状
況況
がが
続続
いい
てて
いい
たた
。。

  
  

  
【【
被被
害害
のの
子子
供供
：：
中中
学学
校校
２２
年年
生生

  
男男
子子
】】

  

  
学学
校校
いい
じじ
めめ
対対
策策
委委
員員

会会
でで
のの
協協
議議
 

  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

定定
例例
会会
議議
でで
のの
協協
議議
 

学学
年年
主主
任任

  
 

 
 

「
Ａ

君
た
ち

は
、
他

の
生
徒

た
ち
が

真
面
目

に
行
動

す
る
と

、
冷
や

か
し
た

り
か
ら

か
っ

 

 
た
り
し

ま
す
。

指
導
は

し
て
い

ま
す
が

、
家
庭

の
協
力

が
あ
ま

り
得
ら

れ
ず
、

改
善
が

見
ら

 

 
れ
ま
せ

ん
。
」

 

副副
校校
長長

  

  
  

「
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ
ー

ム
の

定
例
会

が
近
日

中
に
あ

る
の
で

、
支
援

策
を
検

討
し
て

も
ら

 

 
い
ま
し

ょ
う
。

」
 

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
生生
徒徒
ＡＡ

らら
がが
生生
徒徒
ＢＢ
（（
男男
子子
））
のの

かか
ばば
んん
をを
蹴蹴
飛飛
ばば
すす
状状
況況

をを
発発
見見
しし
、、
校校
長長
にに
報報
告告

  

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
家家
庭庭
訪訪

問問
をを
しし
、、
生生
徒徒
ＡＡ
のの
母母
親親

とと
面面
談談
 

 
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

  

のの
臨臨
時時
会会
議議
にに
てて
対対
応応
のの

検検
討討

  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

 
 

「
当

該
生
徒

の
家
庭

訪
問
を

し
て
、

状
況
を

確
認
し

て
み
ま

す
。
」

 

主主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

は
、
私

の
か

つ
て
の

同
級
生

だ
か
ら

相
談
に

乗
っ
て

み
ま
す

よ
。
」

  

学学
級級
担担
任任

  

  
  

「
校
長

先
生
、

Ａ
君
た

ち
が

Ｂ
君
の

か
ば
ん

を
蹴
飛

ば
し
て

か
ら
か

っ
て
い

ま
し
た

。
彼

 

 
ら
の
行

動
は
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
き
て

い
ま
す

。
早
急

に
対
応

す
る
必

要
が
あ

り
ま
す

。
」

  

校校
  
長長
  

  
  

「
臨
時

の
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ

ー
ム
会

議
を
招

集
し
ま

し
ょ
う

。
」

 

主主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

も
、
養

育
に

悩
ん
で

い
ま
し

た
。
」

 

スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

  

  
  

「
こ
の

ま
ま
放

っ
て
お

く
と

、
犯
罪

に
つ
な

が
っ
て

し
ま
う

可
能
性

が
あ
り

ま
す
。

Ａ
君

 

 
ら
は
万

引
き
で

指
導
し

た
こ
と

が
あ
る

の
で
私

か
ら
声

を
掛
け

注
意
し

て
み
ま

し
ょ
う

。
」

  

ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
会会
長長

  

 
 

「
で

も
、
Ｂ

君
が
仕

返
し
さ

れ
な
い

か
心
配

で
す
。

」
 

生生
活活
指指
導導
主主
任任

  

  
  

「
学
校

と
し
て

Ｂ
君
を

守
る

こ
と
を

保
護
者

に
伝
え

、
理
解

を
得
て

お
き
ま

す
。
」

 

学学
級級
担担
任任

  

  
  

「
私
は

１
年
生

の
と
き

か
ら

Ａ
君
を

見
て
い

ま
す
が

、
本
当

は
と
て

も
優
し

い
子
な

の
に

 

 
最
近
、

何
か
に

悩
ん
で

い
る
の

か
、
行

為
が
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
し
ま

っ
て
い

る
よ
う

に
思

 

 
う
の
で

す
。
学

校
と
し

て
は
、

今
の
う

ち
に
Ａ

君
の
た

め
に
も

、
厳
し

く
指
導

を
す
る

こ
と

 

 
も
必
要

と
考
え

、
元
警

察
官
の

方
に
話

を
し
て

も
ら
お

う
と
思

っ
て
い

ま
す
。

も
ち
ろ

ん
そ

 

 
の
後
の

フ
ォ
ロ

ー
は
私

た
ち
で

い
た
し

ま
す
。

」
 

母母
  
親親
  

  
  

「
そ
う

で
す
ね

・
・
・

。
私

も
最
近

、
手
に

負
え
な

く
な
っ

て
い
る

の
で
、

そ
う
い

う
こ

 

 
と
も
必

要
な
の

か
も
し

れ
ま
せ

ん
ね
。

」
 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
及及
びび
保保
護護
者者
へへ
のの
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

  
児児
童童
・・
生生
徒徒
へへ
のの
組組
織織
的的
なな
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
は
全
公
立
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
 

◆◆
  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム
とと
はは
・・
・・
・・

  

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
問問
題題
行行
動動
等等
のの
未未
然然
防防
止止
、、
早早
期期
解解
決決
をを
図図
るる
たた
めめ
、、
学学
校校
、、
家家
庭庭
、、
地地
域域
、、
関関
係係
機機
関関
がが
一一
体体

とと
なな
っっ
てて
取取
りり
組組
むむ
、、
校校
務務
分分
掌掌
にに
位位
置置
付付
けけ
たた
組組
織織

  

※
 
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第
２
２
条
に
基
づ
く
「
学
校
い
じ
め
対
策
委
員
会
」
を
支
援
す
る
組
織
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

保保
護護
者者
代代
表表

  

福福
祉祉
関関
係係
部部
署署
職職
員員

  

民民
生生
・・
児児
童童
委委
員員

  
保保
護護
司司

  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

児児
童童
相相
談談
所所
職職
員員

  

校校
長長
・・
副副
校校
長長
・・
教教
員員

  

スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー
（（
警警
察察
））

  

 

 

 

 

令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部

 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
環環
境境
へへ
のの
働働
きき
掛掛

けけ
、、
関関
係係
機機
関関
とと
のの
ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク

のの
構構
築築
、、
連連
携携

  
等等
  

 
ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
とと
連連
携携
しし
たた
活活
動動
、、
研研
修修

会会
、、
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援

  
等等
  

 
保保
護護
観観
察察
中中
のの
児児
童童
・・
生生

徒徒
にに
対対
すす
るる
面面
接接
のの
実実
施施

  

 
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援
、、
学学
校校

とと
保保
護護
者者
のの
パパ
イイ
ププ
役役

  
等等
  

 
子子
どど
もも
家家
庭庭
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
、、
福福
祉祉
担担
当当
課課
とと

のの
連連
携携
にに
よよ
るる
家家
庭庭
状状
況況
のの
把把
握握
やや
支支
援援

  
等等

  

 
犯犯
罪罪
行行
為為
へへ
のの
対対
応応
、、
少少
年年
相相

談談
、、
補補
導導
、、
地地
域域
パパ
トト
ロロ
ーー
ルル
  
等等

  

    
児
童
・
生
徒
の
問
題
行
動
等
が
複
雑
化
・
多
様
化
し
、
学
校
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
事
例
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
各
学
校
が
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」
を
活
用
し
て
、
組
織
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
問
題
行
動
等
の

未
然
防
止
、
早
期
解
決
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 

 
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
 

健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て

 

日
常
か
ら
の
情
報
連
携
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
行
動
連
携
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て
」

 
令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課

 

学学
校校

ササ
ポポ

ーー
トト
チチ

ーー
ムム
をを

活活
用用

しし
てて

対対
応応

しし
たた
事事

例例
  

児児
童童
・・
生生
徒徒

 

  
不不
登登
校校
傾傾
向向
がが
ああ
るる
生生
徒徒
ＡＡ
（（
男男
子子
））
たた
ちち
はは
、、
登登
校校
すす
るる
とと
他他
のの
生生
徒徒
をを
冷冷
やや
かか
しし
たた
りり
かか
らら
かか
っっ
たた
りり
しし
てて
いい
たた
。。

  

家家
庭庭
のの
協協
力力
もも
ああ
まま
りり
得得
らら
れれ
ずず
、、
改改
善善
がが
見見
らら
れれ
なな
いい
状状
況況
がが
続続
いい
てて
いい
たた
。。

  
  

  
【【
被被
害害
のの
子子
供供
：：
中中
学学
校校
２２
年年
生生

  
男男
子子
】】

  

  
学学
校校
いい
じじ
めめ
対対
策策
委委
員員

会会
でで
のの
協協
議議
 

  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

定定
例例
会会
議議
でで
のの
協協
議議
 

学学
年年
主主
任任
  
 

 
 
「
Ａ

君
た
ち

は
、
他

の
生
徒

た
ち
が

真
面
目

に
行
動

す
る
と

、
冷
や

か
し
た

り
か
ら

か
っ

 

 
た
り
し

ま
す
。

指
導
は

し
て
い

ま
す
が

、
家
庭

の
協
力

が
あ
ま

り
得
ら

れ
ず
、

改
善
が

見
ら

 

 
れ
ま
せ

ん
。
」

 

副 副
校校
長長
  

  
  

「
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ
ー

ム
の

定
例
会

が
近
日

中
に
あ

る
の
で

、
支
援

策
を
検

討
し
て

も
ら

 

 
い
ま
し

ょ
う
。

」
 

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
生生
徒徒
ＡＡ

らら
がが
生生
徒徒
ＢＢ
（（
男男
子子
））
のの

かか
ばば
んん
をを
蹴蹴
飛飛
ばば
すす
状状
況況

をを
発発
見見
しし
、、
校校
長長
にに
報報
告告

  

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
家家
庭庭
訪訪

問問
をを
しし
、、
生生
徒徒
ＡＡ
のの
母母
親親

とと
面面
談談
 

 
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

  

のの
臨臨
時時
会会
議議
にに
てて
対対
応応
のの

検検
討討

  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

 
 
「
当

該
生
徒

の
家
庭

訪
問
を

し
て
、

状
況
を

確
認
し

て
み
ま

す
。
」

 

主 主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

は
、
私

の
か

つ
て
の

同
級
生

だ
か
ら

相
談
に

乗
っ
て

み
ま
す

よ
。
」

  

学学
級級
担担
任任
  

  
  

「
校
長

先
生
、

Ａ
君
た

ち
が

Ｂ
君
の

か
ば
ん

を
蹴
飛

ば
し
て

か
ら
か

っ
て
い

ま
し
た

。
彼

 

 
ら
の
行

動
は
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
き
て

い
ま
す

。
早
急

に
対
応

す
る
必

要
が
あ

り
ま
す

。
」

  

校校
  
長長
  

  
  

「
臨
時

の
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ

ー
ム
会

議
を
招

集
し
ま

し
ょ
う

。
」

 

主主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

も
、
養

育
に

悩
ん
で

い
ま
し

た
。
」

 

ス ス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

  

  
  

「
こ
の

ま
ま
放

っ
て
お

く
と

、
犯
罪

に
つ
な

が
っ
て

し
ま
う

可
能
性

が
あ
り

ま
す
。

Ａ
君

 

 
ら
は
万

引
き
で

指
導
し

た
こ
と

が
あ
る

の
で
私

か
ら
声

を
掛
け

注
意
し

て
み
ま

し
ょ
う

。
」

  

ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
会会
長長

  

 
 
「
で

も
、
Ｂ

君
が
仕

返
し
さ

れ
な
い

か
心
配

で
す
。

」
 

生 生
活活
指指
導導
主主
任任

  

  
  

「
学
校

と
し
て

Ｂ
君
を

守
る

こ
と
を

保
護
者

に
伝
え

、
理
解

を
得
て

お
き
ま

す
。
」

 

学学
級級
担担
任任
  

  
  

「
私
は

１
年
生

の
と
き

か
ら

Ａ
君
を

見
て
い

ま
す
が

、
本
当

は
と
て

も
優
し

い
子
な

の
に

 

 
最
近
、

何
か
に

悩
ん
で

い
る
の

か
、
行

為
が
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
し
ま

っ
て
い

る
よ
う

に
思

 

 
う
の
で

す
。
学

校
と
し

て
は
、

今
の
う

ち
に
Ａ

君
の
た

め
に
も

、
厳
し

く
指
導

を
す
る

こ
と

 

 
も
必
要

と
考
え

、
元
警

察
官
の

方
に
話

を
し
て

も
ら
お

う
と
思

っ
て
い

ま
す
。

も
ち
ろ

ん
そ

 

 
の
後
の

フ
ォ
ロ

ー
は
私

た
ち
で

い
た
し

ま
す
。

」
 

母 母
  
親親
  

  
  

「
そ
う

で
す
ね

・
・
・

。
私

も
最
近

、
手
に

負
え
な

く
な
っ

て
い
る

の
で
、

そ
う
い

う
こ

 

 
と
も
必

要
な
の

か
も
し

れ
ま
せ

ん
ね
。

」
 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
及及
びび
保保
護護
者者
へへ
のの
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

  
児児
童童
・・
生生
徒徒
へへ
のの
組組
織織
的的
なな
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
は
全
公
立
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
 

◆◆
  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム
とと
はは
・・
・・
・・

  

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
問問
題題
行行
動動
等等
のの
未未
然然
防防
止止
、、
早早
期期
解解
決決
をを
図図
るる
たた
めめ
、、
学学
校校
、、
家家
庭庭
、、
地地
域域
、、
関関
係係
機機
関関
がが
一一
体体

とと
なな
っっ
てて
取取
りり
組組
むむ
、、
校校
務務
分分
掌掌
にに
位位
置置
付付
けけ
たた
組組
織織

  

※
 
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第
２
２
条
に
基
づ
く
「
学
校
い
じ
め
対
策
委
員
会
」
を
支
援
す
る
組
織
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

保保
護護
者者
代代
表表

  

福福
祉祉
関関
係係
部部
署署
職職
員員

  

民民
生生
・・
児児
童童
委委
員員

  
保保
護護
司司

  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

児児
童童
相相
談談
所所
職職
員員

  

校校
長長
・・
副副
校校
長長
・・
教教
員員

  

スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー
（（
警警
察察
））

  

 

 

 

 

令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部

 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
環環
境境
へへ
のの
働働
きき
掛掛

けけ
、、
関関
係係
機機
関関
とと
のの
ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク

のの
構構
築築
、、
連連
携携

  
等等
  

 
ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
とと
連連
携携
しし
たた
活活
動動
、、
研研
修修

会会
、、
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援

  
等等
  

 
保保
護護
観観
察察
中中
のの
児児
童童
・・
生生

徒徒
にに
対対
すす
るる
面面
接接
のの
実実
施施

  

 
保保
護護
者者
へへ
のの
支支
援援
、、
学学
校校

とと
保保
護護
者者
のの
パパ
イイ
ププ
役役

  
等等
  

 
子子
どど
もも
家家
庭庭
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
、、
福福
祉祉
担担
当当
課課
とと

のの
連連
携携
にに
よよ
るる
家家
庭庭
状状
況況
のの
把把
握握
やや
支支
援援

  
等等

  

 
犯犯
罪罪
行行
為為
へへ
のの
対対
応応
、、
少少
年年
相相

談談
、、
補補
導導
、、
地地
域域
パパ
トト
ロロ
ーー
ルル

  
等等

  

    
児
童
・
生
徒
の
問
題
行
動
等
が
複
雑
化
・
多
様
化
し
、
学
校
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
事
例
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
各
学
校
が
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」
を
活
用
し
て
、
組
織
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
問
題
行
動
等
の

未
然
防
止
、
早
期
解
決
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 

 
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
 

健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て

 

日
常
か
ら
の
情
報
連
携
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
行
動
連
携
に
つ
な
が
り
ま
す
。

 

教
職
員
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

 
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
健
全
育
成
の
推
進
に
つ
い
て
」

 
令
和
３
年
１
月

 
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
企
画
課

 

学学
校校

ササ
ポポ

ーー
トト

チチ
ーー

ムム
をを

活活
用用

しし
てて

対対
応応

しし
たた
事事

例例
  

児児
童童
・・
生生
徒徒

 

  
不不
登登
校校
傾傾
向向
がが
ああ
るる
生生
徒徒
ＡＡ
（（
男男
子子
））
たた
ちち
はは
、、
登登
校校
すす
るる
とと
他他
のの
生生
徒徒
をを
冷冷
やや
かか
しし
たた
りり
かか
らら
かか
っっ
たた
りり
しし
てて
いい
たた
。。

  

家家
庭庭
のの
協協
力力
もも
ああ
まま
りり
得得
らら
れれ
ずず
、、
改改
善善
がが
見見
らら
れれ
なな
いい
状状
況況
がが
続続
いい
てて
いい
たた
。。

  
  

  
【【
被被
害害
のの
子子
供供
：：
中中
学学
校校
２２
年年
生生

  
男男
子子
】】

  

  
学学
校校
いい
じじ
めめ
対対
策策
委委
員員

会会
でで
のの
協協
議議
 

  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

定定
例例
会会
議議
でで
のの
協協
議議
 

学学
年年
主主
任任

  
 

 
 

「
Ａ

君
た
ち

は
、
他

の
生
徒

た
ち
が

真
面
目

に
行
動

す
る
と

、
冷
や

か
し
た

り
か
ら

か
っ

 

 
た
り
し

ま
す
。

指
導
は

し
て
い

ま
す
が

、
家
庭

の
協
力

が
あ
ま

り
得
ら

れ
ず
、

改
善
が

見
ら

 

 
れ
ま
せ

ん
。
」

 

副副
校校
長長

  

  
  

「
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ
ー

ム
の

定
例
会

が
近
日

中
に
あ

る
の
で

、
支
援

策
を
検

討
し
て

も
ら

 

 
い
ま
し

ょ
う
。

」
 

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
生生
徒徒
ＡＡ

らら
がが
生生
徒徒
ＢＢ
（（
男男
子子
））
のの

かか
ばば
んん
をを
蹴蹴
飛飛
ばば
すす
状状
況況

をを
発発
見見
しし
、、
校校
長長
にに
報報
告告

  

  
学学
級級
担担
任任
はは
、、
家家
庭庭
訪訪

問問
をを
しし
、、
生生
徒徒
ＡＡ
のの
母母
親親

とと
面面
談談
 

 
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム

  

のの
臨臨
時時
会会
議議
にに
てて
対対
応応
のの

検検
討討

  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

 
 

「
当

該
生
徒

の
家
庭

訪
問
を

し
て
、

状
況
を

確
認
し

て
み
ま

す
。
」

 

主主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

は
、
私

の
か

つ
て
の

同
級
生

だ
か
ら

相
談
に

乗
っ
て

み
ま
す

よ
。
」

  

学学
級級
担担
任任

  

  
  

「
校
長

先
生
、

Ａ
君
た

ち
が

Ｂ
君
の

か
ば
ん

を
蹴
飛

ば
し
て

か
ら
か

っ
て
い

ま
し
た

。
彼

 

 
ら
の
行

動
は
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
き
て

い
ま
す

。
早
急

に
対
応

す
る
必

要
が
あ

り
ま
す

。
」

  

校校
  
長長
  

  
  

「
臨
時

の
学
校

サ
ポ
ー

ト
チ

ー
ム
会

議
を
招

集
し
ま

し
ょ
う

。
」

 

主主
任任
児児
童童
委委
員員

  

  
  

「
Ａ
君

の
母
親

も
、
養

育
に

悩
ん
で

い
ま
し

た
。
」

 

スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

  

  
  

「
こ
の

ま
ま
放

っ
て
お

く
と

、
犯
罪

に
つ
な

が
っ
て

し
ま
う

可
能
性

が
あ
り

ま
す
。

Ａ
君

 

 
ら
は
万

引
き
で

指
導
し

た
こ
と

が
あ
る

の
で
私

か
ら
声

を
掛
け

注
意
し

て
み
ま

し
ょ
う

。
」

  

ＰＰ
ＴＴ
ＡＡ
会会
長長

  

 
 

「
で

も
、
Ｂ

君
が
仕

返
し
さ

れ
な
い

か
心
配

で
す
。

」
 

生生
活活
指指
導導
主主
任任

  

  
  

「
学
校

と
し
て

Ｂ
君
を

守
る

こ
と
を

保
護
者

に
伝
え

、
理
解

を
得
て

お
き
ま

す
。
」

 

学学
級級
担担
任任

  

  
  

「
私
は

１
年
生

の
と
き

か
ら

Ａ
君
を

見
て
い

ま
す
が

、
本
当

は
と
て

も
優
し

い
子
な

の
に

 

 
最
近
、

何
か
に

悩
ん
で

い
る
の

か
、
行

為
が
エ

ス
カ
レ

ー
ト
し

て
し
ま

っ
て
い

る
よ
う

に
思

 

 
う
の
で

す
。
学

校
と
し

て
は
、

今
の
う

ち
に
Ａ

君
の
た

め
に
も

、
厳
し

く
指
導

を
す
る

こ
と

 

 
も
必
要

と
考
え

、
元
警

察
官
の

方
に
話

を
し
て

も
ら
お

う
と
思

っ
て
い

ま
す
。

も
ち
ろ

ん
そ

 

 
の
後
の

フ
ォ
ロ

ー
は
私

た
ち
で

い
た
し

ま
す
。

」
 

母母
  
親親
  

  
  

「
そ
う

で
す
ね

・
・
・

。
私

も
最
近

、
手
に

負
え
な

く
な
っ

て
い
る

の
で
、

そ
う
い

う
こ

 

 
と
も
必

要
な
の

か
も
し

れ
ま
せ

ん
ね
。

」
 

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
及及
びび
保保
護護
者者
へへ
のの
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

  
児児
童童
・・
生生
徒徒
へへ
のの
組組
織織
的的
なな
  

指指
導導
・・
支支
援援

  

学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
は
全
公
立
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
 

◆◆
  
学学
校校
ササ
ポポ
ーー
トト
チチ
ーー
ムム
とと
はは
・・
・・
・・

  

 
児児
童童
・・
生生
徒徒
のの
問問
題題
行行
動動
等等
のの
未未
然然
防防
止止
、、
早早
期期
解解
決決
をを
図図
るる
たた
めめ
、、
学学
校校
、、
家家
庭庭
、、
地地
域域
、、
関関
係係
機機
関関
がが
一一
体体

とと
なな
っっ
てて
取取
りり
組組
むむ
、、
校校
務務
分分
掌掌
にに
位位
置置
付付
けけ
たた
組組
織織

  

※
 
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第
２
２
条
に
基
づ
く
「
学
校
い
じ
め
対
策
委
員
会
」
を
支
援
す
る
組
織
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

保保
護護
者者
代代
表表

  

福福
祉祉
関関
係係
部部
署署
職職
員員

  

民民
生生
・・
児児
童童
委委
員員

  
保保
護護
司司
  

スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  

児児
童童
相相
談談
所所
職職
員員

  

校校
長長
・・
副副
校校
長長
・・
教教
員員

  

スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー
（（
警警
察察
））
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（１）学校サポートチームの活用



 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

各各
  校校

  のの
  工工

  夫夫
  やや

  取取
  組組

  をを
  紹紹

  介介
  しし

  まま
  すす

  ！！
    

  
 

～
「
令
和
元
年
度
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
活
動
状
況
調
査
に
関
す
る
調
査
」
よ
り
～
 

（
調
査
対
象

 
都
内
全
公
立
学
校
 
期
間

 
平
成
３
０
年
４
月
１
日
～
平
成
３
１
年
３
月
３
１
日
）

 

 
チ
ー
ム
会
議
の
時
間
を
確
保
し
た
り
、
メ
ン
バ
ー
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
し
た
り
す
る
の

が
難
し
い
で
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

 

 
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
開
催
し
て
い
る
た
め
、
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
す

が
、
支
援
方
法
を
検
討
す
る
ま
で
い
き
ま
せ
ん
。
何
か
よ
い
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

 
個
人
情
報
の
取
扱
い
は
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
チ
ー
ム
会
議
で
提
示
す
る
情
報

の
取
捨
選
択
が
難
し
い
で
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

 

 
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
徹
底
す
る
た
め
に
は
・
・
・

  

○
 
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
設
置
要
綱
に
守
秘
義
務
の
遵
守
を
明
記
し
、
委
嘱
状
を
交
付
す
る
。

 

○
 
個
別
事
案
に
関
す
る
情
報
提
供
は
、
そ
の
支
援
や
指
導
に
必
要
な
範
囲
に
限
定
す
る
。

 

○
 
チ
ー
ム
会
議
の
資
料
は
、
会
議
終
了
後
に
回
収
す
る
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
で
は
資
料
提
示
に
と
ど
め
る

 
 

 
な
ど
情
報
管
理
を
徹
底
す
る
。

 

 
チ
ー
ム
会
議
を
効
率
的
に
開
催
す
る
た
め
に
は
・
・
・

 

○
 
年
度
当
初
に
年
間
の
会
議
日
程
を
決
め
、
年
間
計
画
に
位
置
付
け
て
お
く
。

 

○
 
そ
の
事
案
に
応
じ
た
必
要
な
メ
ン
バ
ー
の
み
で
、
チ
ー
ム
会
議
を
即
時
的
に
開
催
す
る
。

 

○
 
学
校
評
議
員
会
等
の
既
存
の
組
織
を
活
用
し
て
、
学
校
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
を
設
置
す
る
。

 

○
 
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
を
活
用
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
を
開
催
す
る
。

 

 
※※
 

区
市
町
村
立
学
校

 
①①

  
民民
生生
・・
児児
童童
委委
員員

  
主主
任任
児児
童童
委委
員員

  
  
８８
１１

..７７
％％

  
  

②②
  
保保
護護
者者

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
６６
１１

..５５
％％

  
  

③③
  
子子
どど
もも
家家
庭庭
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
職職
員員

  
  
  
５５
６６

..００
％％

  
  

④④
  
スス
クク
ーー
ルル
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  
  
  
５５
４４

..４４
％％

  
  
  

  
  

  
  
  

    

⑤⑤
  
警警
察察
職職
員員

  
スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

  
  
４４
９９

..３３
％％

  
  

  

 
※※
 

都
立
学
校

 
①①

  
警警
察察
職職
員員

  
スス
クク
ーー
ルル
ササ
ポポ
ーー
タタ
ーー

  
  
６６
１１

..７７
％％

  
  

②②
  
保保
護護
者者

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
６６
１１

..４４
％％

  
  

③③
  
ユユ
ーー
スス
ソソ
ーー
シシ
ャャ
ルル
ワワ
ーー
カカ
ーー

  
  
  
  
１１
６６

..１１
％％

  
  

  

④④
  
子子
どど
もも
家家
庭庭
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
職職
員員

  
  
  
１１
５５

..１１
％％

  
  

⑤⑤
  
民民
生生
・・
児児
童童
委委
員員

  
主主
任任
児児
童童
委委
員員

  
  
１１
４４

..１１
％％
  

 
チ
ー
ム
会
議
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
・
・
・

 

○
 
チ
ー
ム
会
議
で
取
り
上
げ
る
内
容
を
精
選
し
、
事
前
に
協
議
内
容
を
周
知
し
て
お
く
。

 

○
 
事
案
ご
と
に
、
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
を
決
め
、
チ
ー
ム
会
議
に
お
け
る
支
援
策
の
提
案

 
 

 
や
、
実
際
の
対
応
に
お
け
る
進
行
管
理
等
を
依
頼
す
る
。

 

〇
 
事
案
ご
と
の
会
議
の
み
な
ら
ず
、
定
例
会
議
を
設
定
し
、
未
然
防
止
の
取
組
を
強
化
す
る
。

 

学
 校

 サ
 ポ

 ー
 ト

 チ
 ー

 ム
 を

 活
 用

 す
 る

 と
 ・

・
・
 

  
８８
５５
％％
以以
上上
のの
学学
校校
がが
１１
回回
以以
上上
のの
チチ
ーー
ムム
会会
議議
をを
開開
催催
しし
てて
いい
まま
すす
。。
  

  
既既
存存
のの
組組
織織
をを
活活
用用
しし
てて
チチ
ーー
ムム
をを
設設
置置
しし
てて
いい
るる
学学
校校
がが
多多
くく
なな
っっ
てて
いい
まま
すす
。。

  

 

ここ
ここ
がが
ポポ
イイ
ンン
トト
！！

  

 
年年
度度
初初
めめ
のの
チチ
ーー
ムム
会会
議議
でで
、、

メメ
ンン
ババ
ーー
そそ
れれ
ぞぞ
れれ
のの
役役
割割
をを
明明
確確

にに
すす
るる
とと
とと
もも
にに
、、
全全
教教
職職
員員
がが
理理

解解
でで
きき
るる
よよ
うう
にに
しし
まま
すす
。。

  

外外
部部
のの
専専
門門
家家
のの
協協
力力
をを
得得
てて
、、
支支
援援
すす
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす

  

 
学学
校校
だだ
けけ
でで
はは
解解
決決
すす
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
なな
いい
事事
案案
にに
つつ
いい
てて
、、
多多
角角

的的
なな
アア
セセ
スス
メメ
ンン
トト
やや
、、
専専
門門
家家
にに
よよ
るる
複複
合合
的的
なな
視視
点点
かか
らら
のの
解解
決決

策策
のの
立立
案案
、、
役役
割割
分分
担担
がが
可可
能能
にに
なな
りり
まま
すす
。。

 

いい
ざざ
とと
いい
うう
とと
きき
のの
行行
動動
連連
携携
にに
つつ
なな
げげ
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす

    

 
日日
常常
かか
らら
、、
チチ
ーー
ムム
会会
議議
等等
でで
情情
報報
連連
携携
をを
行行
うう
ここ
とと
にに
よよ
りり
、、
事事

案案
がが
起起
ここ
っっ
たた
際際
にに
、、
各各
メメ
ンン
ババ
ーー
がが
自自
身身
のの
関関
係係
機機
関関
にに
おお
けけ
るる
役役

割割
をを
踏踏
まま
ええ
たた
改改
善善
策策
をを
即即
時時
的的
にに
考考
ええ
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす
。。

 

学学
校校
のの
取取
組組
のの
課課
題題
をを
客客
観観
的的
にに
把把
握握
すす
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす

  

 
チチ
ーー
ムム
会会
議議
でで
、、
自自
校校
のの
健健
全全
育育
成成
にに
係係
るる
取取
組組
状状
況況
をを
振振
りり
返返
るる

ここ
とと
にに
よよ
りり
、、
専専
門門
家家
のの
視視
点点
をを
取取
りり
入入
れれ
たた
課課
題題
分分
析析
がが
可可
能能
にに
なな

りり
、、
真真
にに
改改
善善
すす
べべ
きき
課課
題題
をを
明明
確確
にに
すす
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす
。。

 

 
定定
例例
のの
会会
議議
とと
しし
てて
、、
学学
校校
のの
方方

針針
をを
共共
有有
すす
るる
、、
ふふ
れれ
ああ
いい
月月
間間
のの

調調
査査
等等
のの
結結
果果
をを
分分
析析
すす
るる
なな
どど
のの

機機
会会
をを
計計
画画
的的
にに
設設
定定
しし
まま
すす
。。

  

 
日日
常常
かか
らら
、、
全全
教教
職職
員員
がが
メメ
ンン

ババ
ーー
とと
「「
顔顔
がが
見見
ええ
るる
関関
係係
」」
をを
構構

築築
すす
るる
とと
とと
もも
にに
、、
「「
双双
方方
向向
のの
関関

係係
づづ
くく
りり
」」
をを
大大
切切
にに
しし
まま
すす
。。

  

  
会会
議議
でで
取取
りり
上上
げげ
たた
内内
容容

  

  
区区
市市
町町
村村
立立
学学
校校
、、
都都
立立
学学
校校
とと
もも
にに
、、
会会
議議
のの
内内
容容
とと
しし
てて
「「
いい
じじ
めめ
」」
「「
不不
登登
校校
」」
をを
取取
りり
上上
げげ
てて
いい
るる
学学
校校
がが
多多
くく
なな
っっ
てて
いい
まま
すす
。。
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
メメ
ンン
ババ
ーー
にに
選選
ばば
れれ
たた
割割
合合
のの
多多
いい
職職
種種
等等

  
  

  
  

※※
  
そそ
れれ
ぞぞ
れれ
のの
職職
種種
等等
をを
選選
んん
だだ
学学
校校
のの
割割
合合
  

 
区区
市市
町町
村村
立立
でで
はは
「「
民民
生生
児児
童童
委委
員員
」」
がが
、、
都都
立立
学学
校校
でで
はは
「「
警警
察察
職職
員員
」」
がが
一一
番番
多多
くく
選選
ばば
れれ
てて
いい
まま
すす
。。
  

区
市
町
村
立

 
学
校

 

都
立
学
校

 

定
期
的
な
会
議

 

事
案
ご
と
の
会
議

 

定
期
的
な
会
議

 

事
案
ご
と
の
会
議

 

区
市
町
村
立
学
校

 

都
立
学
校

 

区
市
町
村
立
学
校

 
都
立
学
校

 

会会
議議
のの
設設
置置
方方
法法

  
会会
議議
のの
開開
催催
回回
数数

  

Ｑ
１

 
Ｑ
３

 

Ｑ
２
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5 地域住民、関係機関との連携



令令和和５５年年５５月月９９日日 
 

警警視視庁庁とと東東京京都都教教育育庁庁ととのの連連絡絡会会議議申申合合せせ事事項項 
                                             
   近近年年、、いいじじめめ問問題題ににつついいててはは長長期期化化やや重重大大化化のの傾傾向向ににあありり、、ままたた犯犯罪罪実実行行
者者募募集集情情報報にによよりり重重大大なな犯犯罪罪にに加加担担すするる少少年年がが社社会会問問題題ににななるるななどど、、少少年年をを取取

りり巻巻くく環環境境はは著著ししくく変変化化ををししてていいるるここととかからら、、警警視視庁庁とと東東京京都都教教育育庁庁はは、、よよりり

一一層層のの連連携携をを強強化化しし新新たたなな課課題題にに取取りり組組むむ必必要要ががああるる。。  

  よよっってて、、東東京京都都内内ににおおけけるる児児童童・・生生徒徒のの健健全全育育成成及及びび非非行行防防止止活活動動をを効効果果的的

にに推推進進すするるたためめ、、相相互互にに連連携携しし下下記記事事項項をを柱柱ととししてて諸諸対対策策をを強強力力にに推推進進すするるもも

ののととすするる。。  

  

記記  

  

１１  学学校校ににおおけけるるいいじじめめ問問題題はは、、いいままだだにに解解消消さされれたたととははいいええずず、、深深刻刻なな事事案案

ににつつななががるるケケーーススもも見見らられれるるここととかからら、、いいじじめめのの未未然然防防止止とと早早期期発発見見・・保保護護

をを図図るるたためめ、、引引きき続続きき学学校校・・教教育育委委員員会会とと警警察察がが緊緊密密なな情情報報共共有有をを図図りり、、更更

ななるる連連携携のの強強化化をを徹徹底底すするる。。  

  

２２  ススママーートトフフォォンン等等のの利利用用にによよりり、、少少年年がが被被害害者者やや加加害害者者ににももななっってていいるる状状

況況ががああるるここととかからら、、ササイイババーー空空間間ににおおけけるる有有害害環環境境かからら児児童童等等をを守守るるたためめ、、

学学校校・・教教育育委委員員会会とと警警察察がが連連携携しし、、家家庭庭やや学学校校内内ににおおけけるる、、少少年年ののイインンタターー

ネネッットト利利用用にに関関すするるルルーールルづづくくりりややＳＳＮＮＳＳのの適適正正なな利利用用方方法法ををよよりり一一層層促促

進進ささせせるる。。  

  

３３  児児童童虐虐待待事事案案のの重重篤篤化化をを防防ぐぐたためめににはは、、関関係係機機関関がが連連携携ししたた早早期期のの対対応応がが

重重要要でであありり、、児児童童等等のの変変化化にに気気づづききややすすいい環環境境ににああるる学学校校・・教教育育委委員員会会がが警警

察察とと積積極極的的なな情情報報共共有有をを図図りり、、保保護護者者かからら威威圧圧的的なな要要求求やや暴暴力力のの行行使使がが予予想想

さされれるる事事案案をを含含めめ、、相相互互にに連連携携ししてて児児童童虐虐待待事事案案のの未未然然防防止止及及びび被被害害児児童童等等

のの早早期期発発見見・・保保護護にに向向けけたた取取組組をを行行うう。。  

  

４４  「「闇闇ババイイトト等等のの犯犯罪罪行行為為へへのの加加担担」」「「ＪＪＫＫビビジジネネスス」」やや「「自自画画撮撮りり被被害害」」、、

「「薬薬物物乱乱用用」」ななどど日日々々変変化化すするる少少年年をを取取りり巻巻くく有有害害環環境境のの現現状状をを学学校校・・教教育育

委委員員会会とと警警察察のの緊緊密密なな連連携携ののももとと情情報報共共有有すするるととととももにに、、ここれれらら情情報報にに基基づづ

きき、、双双方方でで少少年年やや保保護護者者にに対対すするる非非行行・・被被害害防防止止教教育育やや個個別別具具体体的的なな指指導導・・

助助言言、、広広報報啓啓発発ななどど必必要要なな施施策策をを行行うう。。 
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（2）警視庁と東京都教育庁との連絡会議申合せ事項



令令和和５５年年５５月月９９日日 
 

警警視視庁庁とと東東京京都都教教育育庁庁ととのの連連絡絡会会議議申申合合せせ事事項項 
                                             
   近近年年、、いいじじめめ問問題題ににつついいててはは長長期期化化やや重重大大化化のの傾傾向向ににあありり、、ままたた犯犯罪罪実実行行
者者募募集集情情報報にによよりり重重大大なな犯犯罪罪にに加加担担すするる少少年年がが社社会会問問題題ににななるるななどど、、少少年年をを取取

りり巻巻くく環環境境はは著著ししくく変変化化ををししてていいるるここととかからら、、警警視視庁庁とと東東京京都都教教育育庁庁はは、、よよりり

一一層層のの連連携携をを強強化化しし新新たたなな課課題題にに取取りり組組むむ必必要要ががああるる。。  

  よよっってて、、東東京京都都内内ににおおけけるる児児童童・・生生徒徒のの健健全全育育成成及及びび非非行行防防止止活活動動をを効効果果的的

にに推推進進すするるたためめ、、相相互互にに連連携携しし下下記記事事項項をを柱柱ととししてて諸諸対対策策をを強強力力にに推推進進すするるもも

ののととすするる。。  

  

記記  

  

１１  学学校校ににおおけけるるいいじじめめ問問題題はは、、いいままだだにに解解消消さされれたたととははいいええずず、、深深刻刻なな事事案案

ににつつななががるるケケーーススもも見見らられれるるここととかからら、、いいじじめめのの未未然然防防止止とと早早期期発発見見・・保保護護

をを図図るるたためめ、、引引きき続続きき学学校校・・教教育育委委員員会会とと警警察察がが緊緊密密なな情情報報共共有有をを図図りり、、更更

ななるる連連携携のの強強化化をを徹徹底底すするる。。  

  

２２  ススママーートトフフォォンン等等のの利利用用にによよりり、、少少年年がが被被害害者者やや加加害害者者ににももななっってていいるる状状

況況ががああるるここととかからら、、ササイイババーー空空間間ににおおけけるる有有害害環環境境かからら児児童童等等をを守守るるたためめ、、

学学校校・・教教育育委委員員会会とと警警察察がが連連携携しし、、家家庭庭やや学学校校内内ににおおけけるる、、少少年年ののイインンタターー

ネネッットト利利用用にに関関すするるルルーールルづづくくりりややＳＳＮＮＳＳのの適適正正なな利利用用方方法法ををよよりり一一層層促促

進進ささせせるる。。  

  

３３  児児童童虐虐待待事事案案のの重重篤篤化化をを防防ぐぐたためめににはは、、関関係係機機関関がが連連携携ししたた早早期期のの対対応応がが

重重要要でであありり、、児児童童等等のの変変化化にに気気づづききややすすいい環環境境ににああるる学学校校・・教教育育委委員員会会がが警警

察察とと積積極極的的なな情情報報共共有有をを図図りり、、保保護護者者かからら威威圧圧的的なな要要求求やや暴暴力力のの行行使使がが予予想想

さされれるる事事案案をを含含めめ、、相相互互にに連連携携ししてて児児童童虐虐待待事事案案のの未未然然防防止止及及びび被被害害児児童童等等

のの早早期期発発見見・・保保護護にに向向けけたた取取組組をを行行うう。。  

  

４４  「「闇闇ババイイトト等等のの犯犯罪罪行行為為へへのの加加担担」」「「ＪＪＫＫビビジジネネスス」」やや「「自自画画撮撮りり被被害害」」、、

「「薬薬物物乱乱用用」」ななどど日日々々変変化化すするる少少年年をを取取りり巻巻くく有有害害環環境境のの現現状状をを学学校校・・教教育育

委委員員会会とと警警察察のの緊緊密密なな連連携携ののももとと情情報報共共有有すするるととととももにに、、ここれれらら情情報報にに基基づづ

きき、、双双方方でで少少年年やや保保護護者者にに対対すするる非非行行・・被被害害防防止止教教育育やや個個別別具具体体的的なな指指導導・・

助助言言、、広広報報啓啓発発ななどど必必要要なな施施策策をを行行うう。。 

令和５年２月７日付４文科初等 2121 号「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」　
文部科学省　

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）【概要】

経

緯

◆ いじめの重大事態の増加等依然として憂慮すべき状況。いじめの対応は、学校のみでは対応が困難な事案もあり、こ
ども家庭庁設立準備室と共同で「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」を設置し、政府の連携体制を強化。

◆ 連絡会議において、今後対応すべき検討項目を整理し、全体の見直しに先立ち、優先的に対応すべきものとして、重大
ないじめ事案等における警察連携などいじめ対応において改めて留意すべき事項を取りまとめ、学校設置者・学校に
対して再徹底を図る。

• 学校と警察は、児童生徒を加害に向かわせず、被害に遭うことから防ぐ等、児童生徒の健全な育成の観点から重要な

パートナーであることを認識し、日常的に情報共有や相談を行うことができる連携体制の構築が求められること。

• 重大ないじめ事案や犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合には、学校は、いじめが児童生徒の生命や心

身に重大な危険を生じさせる恐れがあることを十分に認識し、いじめ防止対策推進法第 条第６項に基づき、直ちに

警察に相談・通報を行い、適切に援助を求めなければならないこと。

• 学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても、被害児童生徒や保護者の安心感につながる場合もあることから、

警察に相談・通報を行うこと。

• インターネット上のいじめが増加しており、児童ポルノ関連のいじめは被害の拡大を防ぐため、直ちに警察に相談・通報。

• 学校では取扱いの判断が困難な事案も多く、個別事案に係る日常的な情報共有や相談・通報ができるよう、下記のよ

うな連携体制の構築に取り組むこと。

ー 警察署との協定の締結・見直しによる円滑な情報共有の推進（相互連絡の枠組みを構築し、幅広く相談・通報を可能に）
ー 学校・警察連絡員の指定の徹底（緊急時を含め日常的に情報共有や相談・通報が可能な連携体制の構築）
ー 学校警察連絡協議会等の活用（学校と警察で認識を共有し、積極的な相談を促進）
ー スクールサポーター制度の積極的な受入れの推進（学校と警察のパイプ役として有効なスクールサポーターの活用）

• 学校と警察が連携することで事案が解消に向かった好事例を周知

• 学校で起こり得るいじめのうち、警察に相談・通報すべき具体例を参考として提示。

１．いじめ問題への対応における警察との連携の徹底

重大ないじめ事案等は直ちに相談・通報を行う他、学校と警察が日常的に情報共有や相談を行える体制の構築

例）（暴行）ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。
（強要）度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や恥ずかしい行為をさせる。
（児童ポルノ）スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自身のスマートフォンに送らせる。等

例）警察からの聴き取りによる事案の解明、警察からの注意・説諭による事案の解消
上での児童ポルノ事案における警察の早急な対応による拡散防止 等

令和５年２月７日付
４文科初 第 号

• 入学説明会や保護者会等の機会を通じて、いじめ対応における学校への協力を求め、「学校いじめ防止対策基本方
針」や相談窓口の周知を行うとともに、法律におけるいじめの定義や保護者の責務等も周知。

• 重大ないじめ事案等における警察との連携についてもあらかじめ保護者に周知しておくことが重要。
• いじめを認知した際は、事実関係を確認し、保護者への丁寧な情報共有を徹底し、特に、加害児童生徒の保護者への
説明が十分に行われていない実態があることから、迅速に情報提供し、保護者と協働で指導支援を行うこと。

３．保護者への普及啓発

平時からの普及啓発、いじめ事案の際には学校の対応について丁寧な情報共有が必要

• 被害児童生徒に対しては、徹底して守り抜くとの意識の下、 、 や医療機関とも協力しつつ、被害の拡大や二
次的な問題の発生を防ぐとともに、落ち着いて教育を受けられる環境の確保や不登校等の場合における学習面での
十分な支援にも留意。

• 加害児童生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導・対応。いじめの背景に当該児童生徒が様々な背
景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、 ・ を活用して適切な支援を実施。

• 外部の専門機関を活用することも有効であり、法務少年支援センターや警察機関等との連携も重要。
• 未然防止の取組として、いじめの実際の事例等を活用しつつ、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論
する等の実践的な取組が重要。

• いじめが複数校にまたがる場合の情報共有や連携した対応の徹底。転校、進学の場合の十分な引継ぎにも留意。

２．児童生徒への指導・支援の充実

適切なアセスメントを行いつつ、関係機関と連携して、被害の拡大や二次的な問題の発生を防止、未然防止の推進

• 地方公共団体では、地教行法第１条の４に基づき、いじめの重大事態（主として生命・身体に重大な被害が生じた事
案）が認められる場合には、総合教育会議の開催等を通じ、首長と教育委員会とで十分な意思疎通、緊密な連携。

• いじめの重大事態における学校又は学校設置者の調査の実施に当たり、必要に応じて、首長に支援や協力を求め、
迅速な調査組織の立ち上げ及び調査の開始に努めること。

４．総合教育会議の活用及び首長部局からの支援

いじめの重大事態の際は、法律に則り総合教育会議の開催、首長との緊密な連携
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5 地域住民、関係機関との連携



令和５年２月27日付４教指企等 1769 号「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」の別添資料
「自殺の取組を確認してみましょう『いじめ対応で改めて留意する事項 10』」東京都教育委員会

自校の取組を確認してみましょう 

新年度に向けて、全ての教職員で自校の取組状況を確認するとともに、課題の改善に向 

けた取組を「学校いじめ防止基本方針」に位置付け、確実に実施できるようにしましょう。 

令和５年２月 東京都教育庁指導部 

日 常 的 に いじめ問題の発生時に 

警
察
と
の
連
携 

子
供
へ
の
指
導
等 

  警察と、日常的に情報共有や相談を 

 行うことができる連携体制を構築して 

 いる。 
 
  学校・警察双方で、連絡窓口となる 

 担当職員の顔や名前、連絡先等が分か  

 っている。 
 （担当者例）学校：副校長、生活指導主任 

       警察：生活安全課長、係長等 

  次の場合、直ちに警察に相談・通報 

 を行い、適切に援助を求めている。 
 
◆ 学校の内外で発生した児童・生徒の生命、 

 心身若しくは財産に重大な被害が生じてい 

 る、又はその疑いのあるいじめ事案 
 
◆ 被害児童・生徒又は保護者の加害側に対す 

 る処罰感情が強いなど、いじめが犯罪行為と 

 して取り扱われるべきと認められる事案 

  児童・生徒が自主的にいじめの問題 

 について考え、議論するなどのいじめ 

 の防止に係る実践的活動に取り組んで 

 いる。 

  いじめが解消されたかどうかについ 

 ては、教職員個人が行うのではなく、 

 「学校いじめ対策委員会」が子供の状 

 況等を総合的に検討した上で校長が判 

 断している。 
 
  いじめ解消の２条件を満たす場合も 

 日常的に注意深く観察するなど継続的 

 な指導・支援を行っている。 

  いじめが犯罪行為に相当し得ると認 

 められる場合には、学校としても、警 

 察への相談・通報を行うことについて 

 あらかじめ保護者等に対して周知して 

 いる。 
 
  全ての教職員が、保護者等に対して、 

 「学校いじめ防止基本方針」の概要を 

 分かりやすい言葉で説明できる。 

  

  被害児童・生徒の保護者に対し、家 

 庭訪問等により、その日のうちに事実 

 関係を伝えるとともに、徹底して守り 

 通すことを伝え、できる限り不安を除 

 去し、学校の今後の対応について合意 

 形成を図っている。 
 
  加害児童・生徒の保護者に対し、迅 

 速に連絡し、いじめの事実を正確に説 

 明している。 

※ 重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案において、学校が警察へ 
 の相談・通報を行うことは法令上求められており、適切な対応を行っているとして評価されるものである。 

  いじめ問題に 
対応できる力を 
身に付ける学習 
になっているか。 

 

 

 自己の生き方 
についての考え 
を深める学習に 
なっているか。 

学習を組み立てる際、 
気を付けたいことは… 

① ⑥ 

② 

③ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

④ 

⑤ 
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　以下に示す事例は、過去にあった具体的な事例を踏まえ、刑罰法規に対応した例を示したもの
である。
　個々の事例について、学校が警察に相談・通報すべきか否かは、いじめ防止対策推進法第 23 条
第６項に示す「いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは所轄警
察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重
大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければ
ならない。」との規定に鑑み、所管教育委員会からの助言を踏まえるなどして、適切に判断する。

いじめの態様 学校等で起こり得る事例 刑罰法規

ひどくぶつかられた
り、叩かれたり、蹴
られたりする。

ゲームや悪ふざけと称して、繰り返
し同級生を殴ったり蹴ったりする。

暴　行
（刑法第 208 条）

刃物等で怪我をさせ
られる。

ハサミやカッター等の刃物で同級生
を切りつけて怪我をさせる。

傷　害
（刑法第 204 条）

嫌なことや恥ずかし
いこと、危険なこと
をされたり、させら
れたりする。

無理矢理、衣服を脱がす。 暴　行
（刑法第 208 条）

・　度胸試しやゲームと称して、無理
矢理危険な行為や苦痛に感じる行
為をさせる。

・　家族に危害を加えると脅し、特殊
詐欺や闇バイト等の犯罪行為をや
らせる。

強　要
（刑法第 223 条）

断れば危害を加えると脅し、性器や
胸・お尻を触る。

不同意わいせつ
（刑法第 176 条）

金品をたかられる。

・　断れば危害を加えると脅し、現金
等を巻き上げる。

・　断れば危害を加えると脅し、オン
ラインゲームのアイテムを購入さ
せる。

恐　喝
（刑法第 249 条）

金品を隠されたり、
盗まれたり、壊され
たり、捨てられたり
する。

・　靴や体操服、教科書等の所持品を
盗む。

・　財布から現金を盗む。
窃　盗

（刑法第 235 条）

・　自転車を壊す。
・　制服をカッターで切り裂く。

器物損壊等
（刑法第 261 条）

冷やかしやからかい、
悪口や脅し文句等、
嫌なことを言われる。

・　学校に来たら危害を加えると脅す。
・　本人の裸などが写った写真・動画

をインターネット上で拡散すると
脅す。

脅　迫
（刑法第 222 条）
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パソコンやスマート
フォン等で誹謗中傷
や嫌なことをされる。

「学校に来たら危害を加える」と脅す
メールを送る。

脅　迫
（刑法第 222 条）

特定の人物を誹
ひ

謗
ぼう

中傷するために、
インターネット上に実名を挙げて、

「万引きをしていた」など事実でない
ことを書いたり、身体的特徴を指摘
して「気持ち悪い」、「不細工」、「う
ざい」などと悪口を書いたりする。

名誉棄損、侮辱
（刑法第 230 条、231 条）

・　同級生に対して、スマートフォ
ンで自身の性器や下着姿などの写
真・動画を撮影して送るよう指示
し、自己のスマートフォンに送ら
せる。

・　同級生の裸の写真・動画を友達一
人に送信する。

・　裸の写真・動画をＳＮＳ上のグ
ループに送信する等、多数の者に
提供する。

・　児童ポルノの写真・動画を性的好
奇心を満たす目的でスマートフォ
ン等に保存している。

児童ポルノ提供等
（児童買春、児童ポルノに係

る行為等の規制及び処罰並
びに児童の保護等に関する

法律第７条）

交際相手と別れた腹いせに、性的な
写真・動画をインターネット上に拡
散する。

私事性的画像記録提供
（リベンジポルノ）

（私事性的画像記録の提供
等による被害の防止に関す

る法律第３条）

令和５年２月７日付４文科初等 2121 号「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底につい
て（通知）」を基に作成
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、いじめが、いじめを受けた

児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、そ

の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を与えるのみならず、その生命又は身体に重

大な危険を生じさせるおそれがあるものである

ことに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、い

じめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発

見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のた

めの対策に関し、基本理念を定め、国及び地方

公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめ

の防止等のための対策に関する基本的な方針の

策定について定めるとともに、いじめの防止等

のための対策の基本となる事項を定めることに

より、いじめの防止等のための対策を総合的か

つ効果的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童

等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）

をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在

籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行

う者（親権を行う者のないときは、未成年後見

人）をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめ

が全ての児童等に関係する問題であることに鑑

み、児童等が安心して学習その他の活動に取り

組むことができるよう、学校の内外を問わずい

じめが行われなくなるようにすることを旨とし

て行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童

等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して

行われるいじめを認識しながらこれを放置する

ことがないようにするため、いじめが児童等の

心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関す

る児童等の理解を深めることを旨として行われ

なければならない。 

 

 

 

 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受

けた児童等の生命及び心身を保護することが特

に重要であることを認識しつつ、国、地方公共

団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の

連携の下、いじめの問題を克服することを目指

して行われなければならない。 

 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

（国の責務） 

第５条 国は、第３条の基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、いじめの防止等のた

めの対策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第６条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

いじめの防止等のための対策について、国と協

力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

（学校の設置者の責務） 

第７条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、

その設置する学校におけるいじめの防止等のた

めに必要な措置を講ずる責務を有する。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にの

っとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携

を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期

発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する

児童等がいじめを受けていると思われるときは、

適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 

（保護者の責務等） 

第９条 保護者は、子の教育について第一義的責

任を有するものであって、その保護する児童等

がいじめを行うことのないよう、当該児童等に

対し、規範意識を養うための指導その他の必要

な指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受

けた場合には、適切に当該児童等をいじめから

保護するものとする。 

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者

及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等

のための措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第１項の規定は、家庭教育の自主性が尊重さ

れるべきことに変更を加えるものと解してはな

らず、また、前３項の規定は、いじめの防止等

に関する学校の設置者及びその設置する学校の

責任を軽減するものと解してはならない。 

（（１１））いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法（平成２５年法律第７１１号）最終改正：令和元年５月２４日法律第１１号 （平成２５年法律第７１号） 令和１年 12 月 20 日法律第 88 号
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（財政上の措置等） 

第１０条 国及び地方公共団体は、いじめの防止

等のための対策を推進するために必要な財政上

の措置その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 

第２章 いじめ防止基本方針等 

 

（いじめ防止基本方針） 

第１１条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と

連携協力して、いじめの防止等のための対策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方

針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を定

めるものとする。 

２ いじめ防止基本方針においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 いじめの防止等のための対策の基本的な方

向に関する事項 

二 いじめの防止等のための対策の内容に関す

る事項 

三 その他いじめの防止等のための対策に関す

る重要事項 

 

（地方いじめ防止基本方針） 

第１２条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体におけるいじめの防止等のための対策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方

針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方

いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情

に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のた

めの対策に関する基本的な方針を定めるものと

する。 

 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第１４条 地方公共団体は、いじめの防止等に関

係する機関及び団体の連携を図るため、条例の

定めるところにより、学校、教育委員会、児童

相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察

その他の関係者により構成されるいじめ問題対

策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議

会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡

協議会におけるいじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町

村が設置する学校におけるいじめの防止等に活

用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会

と当該市町村の教育委員会との連携を図るため

に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前２項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ

問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地

方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるい

じめの防止等のための対策を実効的に行うよう

にするため必要があるときは、教育委員会に附

属機関として必要な組織を置くことができるも

のとする。 

 

第３章 基本的施策 

 

（学校におけるいじめの防止） 

第１５条 学校の設置者及びその設置する学校は、

児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う

対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防

止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通

じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなけ

ればならない。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該

学校におけるいじめを防止するため、当該学校

に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の

関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資

する活動であって当該学校に在籍する児童等が

自主的に行うものに対する支援、当該学校に在

籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の

教職員に対するいじめを防止することの重要性

に関する理解を深めるための啓発その他必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（いじめの早期発見のための措置） 

第１６条 学校の設置者及びその設置する学校は、

当該学校におけるいじめを早期に発見するため、

当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調

査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報

及び相談を受け付けるための体制の整備に必要

な施策を講ずるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該

学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当

該学校の教職員がいじめに係る相談を行うこと

ができる体制（次項において「相談体制」とい

う。）を整備するものとする。 

４ 学校の設置者及びその設置する学校は、相談

体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会

等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育

を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよ

う配慮するものとする。 

 

（関係機関等との連携等） 

第１７条 国及び地方公共団体は、いじめを受け

た児童等又はその保護者に対する支援、いじめ

を行った児童等に対する指導又はその保護者に

対する助言その他のいじめの防止等のための対

策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、

関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、

地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間

団体の支援その他必要な体制の整備に努めるも

のとする。 

 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の
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（財政上の措置等） 

第１０条 国及び地方公共団体は、いじめの防止

等のための対策を推進するために必要な財政上

の措置その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 

第２章 いじめ防止基本方針等 

 

（いじめ防止基本方針） 

第１１条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と

連携協力して、いじめの防止等のための対策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方

針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を定

めるものとする。 

２ いじめ防止基本方針においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 いじめの防止等のための対策の基本的な方

向に関する事項 

二 いじめの防止等のための対策の内容に関す

る事項 

三 その他いじめの防止等のための対策に関す

る重要事項 

 

（地方いじめ防止基本方針） 

第１２条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体におけるいじめの防止等のための対策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方

針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方

いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情

に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のた

めの対策に関する基本的な方針を定めるものと

する。 

 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第１４条 地方公共団体は、いじめの防止等に関

係する機関及び団体の連携を図るため、条例の

定めるところにより、学校、教育委員会、児童

相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察

その他の関係者により構成されるいじめ問題対

策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議

会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡

協議会におけるいじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町

村が設置する学校におけるいじめの防止等に活

用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会

と当該市町村の教育委員会との連携を図るため

に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前２項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ

問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地

方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるい

じめの防止等のための対策を実効的に行うよう

にするため必要があるときは、教育委員会に附

属機関として必要な組織を置くことができるも

のとする。 

 

第３章 基本的施策 

 

（学校におけるいじめの防止） 

第１５条 学校の設置者及びその設置する学校は、

児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う

対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防

止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通

じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなけ

ればならない。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該

学校におけるいじめを防止するため、当該学校

に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の

関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資

する活動であって当該学校に在籍する児童等が

自主的に行うものに対する支援、当該学校に在

籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の

教職員に対するいじめを防止することの重要性

に関する理解を深めるための啓発その他必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（いじめの早期発見のための措置） 

第１６条 学校の設置者及びその設置する学校は、

当該学校におけるいじめを早期に発見するため、

当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調

査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報

及び相談を受け付けるための体制の整備に必要

な施策を講ずるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該

学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当

該学校の教職員がいじめに係る相談を行うこと

ができる体制（次項において「相談体制」とい

う。）を整備するものとする。 

４ 学校の設置者及びその設置する学校は、相談

体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会

等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育

を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよ

う配慮するものとする。 

 

（関係機関等との連携等） 

第１７条 国及び地方公共団体は、いじめを受け

た児童等又はその保護者に対する支援、いじめ

を行った児童等に対する指導又はその保護者に

対する助言その他のいじめの防止等のための対

策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、

関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、

地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間

団体の支援その他必要な体制の整備に努めるも

のとする。 

 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の
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確保及び資質の向上） 

第１８条 国及び地方公共団体は、いじめを受け

た児童等又はその保護者に対する支援、いじめ

を行った児童等に対する指導又はその保護者に

対する助言その他のいじめの防止等のための対

策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、

教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質

の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための

教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福

祉等に関する専門的知識を有する者であってい

じめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、

いじめへの対処に関し助言を行うために学校の

求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該

学校の教職員に対し、いじめの防止等のための

対策に関する研修の実施その他のいじめの防止

等のための対策に関する資質の向上に必要な措

置を計画的に行わなければならない。 

 

（インターネットを通じて行われるいじめに対す

る対策の推進） 

第１９条 学校の設置者及びその設置する学校は、

当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、

発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名

性その他のインターネットを通じて送信される

情報の特性を踏まえて、インターネットを通じ

て行われるいじめを防止し、及び効果的に対処

することができるよう、これらの者に対し、必

要な啓発活動を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、児童等がインターネ

ットを通じて行われるいじめに巻き込まれてい

ないかどうかを監視する関係機関又は関係団体

の取組を支援するとともに、インターネットを

通じて行われるいじめに関する事案に対処する

体制の整備に努めるものとする。 

３ インターネットを通じていじめが行われた場

合において、当該いじめを受けた児童等又はそ

の保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求

め、又は発信者情報（特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

関する法律（平成１３年法律第１３７号）第４

条第１項に規定する発信者情報をいう。）の開示

を請求しようとするときは、必要に応じ、法務

局又は地方法務局の協力を求めることができる。 

 

（いじめの防止等のための対策の調査研究の推進

等） 

第２０条 国及び地方公共団体は、いじめの防止

及び早期発見のための方策等、いじめを受けた

児童等又はその保護者に対する支援及びいじめ

を行った児童等に対する指導又はその保護者に

対する助言の在り方、インターネットを通じて

行われるいじめへの対応の在り方その他のいじ

めの防止等のために必要な事項やいじめの防止

等のための対策の実施の状況についての調査研

究及び検証を行うとともに、その成果を普及す

るものとする。 

（啓発活動） 

第２１条 国及び地方公共団体は、いじめが児童

等の心身に及ぼす影響、いじめを防止すること

の重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度

等について必要な広報その他の啓発活動を行う

ものとする。 

 

第４章 いじめの防止等に関する措置 

 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組

織） 

第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防

止等に関する措置を実効的に行うため、当該学

校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門

的な知識を有する者その他の関係者により構成

されるいじめの防止等の対策のための組織を置

くものとする。 

 

（いじめに対する措置） 

第２３条 学校の教職員、地方公共団体の職員そ

の他の児童等からの相談に応じる者及び児童等

の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受

けた場合において、いじめの事実があると思わ

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等

が在籍する学校への通報その他の適切な措置を

とるものとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたとき

その他当該学校に在籍する児童等がいじめを受

けていると思われるときは、速やかに、当該児

童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うた

めの措置を講ずるとともに、その結果を当該学

校の設置者に報告するものとする。 

３ 学校は、前項の規定による事実の確認により

いじめがあったことが確認された場合には、い

じめをやめさせ、及びその再発を防止するため、

当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉

等に関する専門的な知識を有する者の協力を得

つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に

対する支援及びいじめを行った児童等に対する

指導又はその保護者に対する助言を継続的に行

うものとする。 

４ 学校は、前項の場合において必要があると認

めるときは、いじめを行った児童等についてい

じめを受けた児童等が使用する教室以外の場所

において学習を行わせる等いじめを受けた児童

等その他の児童等が安心して教育を受けられる

ようにするために必要な措置を講ずるものとす

る。 

５ 学校は、当該学校の教職員が第３項の規定に

よる支援又は指導若しくは助言を行うに当たっ

ては、いじめを受けた児童等の保護者といじめ

を行った児童等の保護者との間で争いが起きる

ことのないよう、いじめの事案に係る情報をこ

れらの保護者と共有するための措置その他の必

６
２
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要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われ

るべきものであると認めるときは所轄警察署と

連携してこれに対処するものとし、当該学校に

在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な

被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警

察署に通報し、適切に、援助を求めなければな

らない。 

 

（学校の設置者による措置） 

第２４条 学校の設置者は、前条第２項の規定に

よる報告を受けたときは、必要に応じ、その設

置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは

必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報

告に係る事案について自ら必要な調査を行うも

のとする。 

 

（校長及び教員による懲戒） 

第２５条 校長及び教員は、当該学校に在籍する

児童等がいじめを行っている場合であって教育

上必要があると認めるときは、学校教育法第１

１条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対

して懲戒を加えるものとする。 

 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第２６条 市町村の教育委員会は、いじめを行っ

た児童等の保護者に対して学校教育法第３５条

第１項（同法第４９条において準用する場合を

含む。）の規定に基づき当該児童等の出席停止を

命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童

等が安心して教育を受けられるようにするため

に必要な措置を速やかに講ずるものとする。 

 

（学校相互間の連携協力体制の整備） 

第２７条 地方公共団体は、いじめを受けた児童

等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍し

ていない場合であっても、学校がいじめを受け

た児童等又はその保護者に対する支援及びいじ

めを行った児童等に対する指導又はその保護者

に対する助言を適切に行うことができるように

するため、学校相互間の連携協力体制を整備す

るものとする。 

 

第５章 重大事態への対処 

 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、

次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事

態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同

種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、

当該学校の設置者又はその設置する学校の下に

組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法

により当該重大事態に係る事実関係を明確にす

るための調査を行うものとする。 

（１）いじめにより当該学校に在籍する児童等

の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ

た疑いがあると認めるとき。 

（２）いじめにより当該学校に在籍する児童等

が相当の期間学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項

の規定による調査を行ったときは、当該調査に

係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対

し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その

他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合に

おいては、当該学校の設置者は、同項の規定に

よる調査及び前項の規定による情報の提供につ

いて必要な指導及び支援を行うものとする。 

 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処） 

第２９条 国立大学法人（国立大学法人法（平成

１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定す

る国立大学法人をいう。以下この条において同

じ。）が設置する国立大学に附属して設置される

学校は、前条第１項各号に掲げる場合には、当

該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、重

大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告し

なければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣

は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると認めるときは、前条第１項の規定によ

る調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結

果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又は

その設置する国立大学に附属して設置される学

校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のために必

要な措置を講ずることができるよう、国立大学

法人法第３５条において準用する独立行政法人

通則法（平成１１年法律第１０３号）第６４条

第１項に規定する権限の適切な行使その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（公立の学校に係る対処） 

第３０条 地方公共団体が設置する学校は、第２

８条第１項各号に掲げる場合には、当該地方公

共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生

した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体

の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため

必要があると認めるときは、附属機関を設けて

調査を行う等の方法により、第２８条第１項の

規定による調査の結果について調査を行うこと

ができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査

を行ったときは、その結果を議会に報告しなけ

ればならない。 

４ 第２項の規定は、地方公共団体の長に対し、

法人法第 35 条の 2 において準用する独立行政法人
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要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われ

るべきものであると認めるときは所轄警察署と

連携してこれに対処するものとし、当該学校に

在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な

被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警

察署に通報し、適切に、援助を求めなければな

らない。 

 

（学校の設置者による措置） 

第２４条 学校の設置者は、前条第２項の規定に

よる報告を受けたときは、必要に応じ、その設

置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは

必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報

告に係る事案について自ら必要な調査を行うも

のとする。 

 

（校長及び教員による懲戒） 

第２５条 校長及び教員は、当該学校に在籍する

児童等がいじめを行っている場合であって教育

上必要があると認めるときは、学校教育法第１

１条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対

して懲戒を加えるものとする。 

 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第２６条 市町村の教育委員会は、いじめを行っ

た児童等の保護者に対して学校教育法第３５条

第１項（同法第４９条において準用する場合を

含む。）の規定に基づき当該児童等の出席停止を

命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童

等が安心して教育を受けられるようにするため

に必要な措置を速やかに講ずるものとする。 

 

（学校相互間の連携協力体制の整備） 

第２７条 地方公共団体は、いじめを受けた児童

等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍し

ていない場合であっても、学校がいじめを受け

た児童等又はその保護者に対する支援及びいじ

めを行った児童等に対する指導又はその保護者

に対する助言を適切に行うことができるように

するため、学校相互間の連携協力体制を整備す

るものとする。 

 

第５章 重大事態への対処 

 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、

次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事

態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同

種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、

当該学校の設置者又はその設置する学校の下に

組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法

により当該重大事態に係る事実関係を明確にす

るための調査を行うものとする。 

（１）いじめにより当該学校に在籍する児童等

の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ

た疑いがあると認めるとき。 

（２）いじめにより当該学校に在籍する児童等

が相当の期間学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項

の規定による調査を行ったときは、当該調査に

係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対

し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その

他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合に

おいては、当該学校の設置者は、同項の規定に

よる調査及び前項の規定による情報の提供につ

いて必要な指導及び支援を行うものとする。 

 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処） 

第２９条 国立大学法人（国立大学法人法（平成

１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定す

る国立大学法人をいう。以下この条において同

じ。）が設置する国立大学に附属して設置される

学校は、前条第１項各号に掲げる場合には、当

該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、重

大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告し

なければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣

は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると認めるときは、前条第１項の規定によ

る調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結

果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又は

その設置する国立大学に附属して設置される学

校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のために必

要な措置を講ずることができるよう、国立大学

法人法第３５条において準用する独立行政法人

通則法（平成１１年法律第１０３号）第６４条

第１項に規定する権限の適切な行使その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（公立の学校に係る対処） 

第３０条 地方公共団体が設置する学校は、第２

８条第１項各号に掲げる場合には、当該地方公

共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生

した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体

の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため

必要があると認めるときは、附属機関を設けて

調査を行う等の方法により、第２８条第１項の

規定による調査の結果について調査を行うこと

ができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査

を行ったときは、その結果を議会に報告しなけ

ればならない。 

４ 第２項の規定は、地方公共団体の長に対し、
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２１条に規定する

事務を管理し、又は執行する権限を与えるもの

と解釈してはならない。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第２項

の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限

及び責任において、当該調査に係る重大事態へ

の対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の

防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３０条の２ 第２９条の規定は、公立大学法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１

８号）第６８条第１項に規定する公立大学法人

をいう。）が設置する公立大学に附属して設置さ

れる学校について準用する。この場合において、

第２９条第１項中「文部科学大臣」とあるのは

「当該公立大学法人を設立する地方公共団体の

長（以下この条において単に「地方公共団体の

長」という。）」と、同条第２項及び第３項中「文

部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」

と、同項中「国立大学法人法第３５条において

準用する独立行政法人通則法（平成１１年法律

第１０３号）第６４条第１項」とあるのは「地

方独立行政法人法第１２１条第１項」と読み替

えるものとする。 

 

（私立の学校に係る対処） 

第３１条 学校法人（私立学校法（昭和２４年法

律第２７０号）第３条に規定する学校法人をい

う。以下この条において同じ。）が設置する学校

は、第２８条第１項各号に掲げる場合には、重

大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都

道府県知事（以下この条において単に「都道府

県知事」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事

は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると認めるときは、附属機関を設けて調査

を行う等の方法により、第２８条第１項の規定

による調査の結果について調査を行うことがで

きる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査の結

果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその

設置する学校が当該調査に係る重大事態への対

処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止

のために必要な措置を講ずることができるよう、

私立学校法第６条に規定する権限の適切な行使

その他の必要な措置を講ずるものとする。 

４ 前２項の規定は、都道府県知事に対し、学校

法人が設置する学校に対して行使することがで

きる権限を新たに与えるものと解釈してはなら

ない。 

 

第３２条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平

成１４年法律第１８９号）第１２条第２項に規

定する学校設置会社をいう。以下この条におい

て同じ。）が設置する学校は、第２８条第１項各

号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表

取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発

生した旨を、同法第１２条第１項の規定による

認定を受けた地方公共団体の長（以下「認定地

方公共団体の長」という。）に報告しなければな

らない。 

２ 前項の規定による報告を受けた認定地方公共

団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、附属機関を設

けて調査を行う等の方法により、第２８条第１

項の規定による調査の結果について調査を行う

ことができる。 

３ 認定地方公共団体の長は、前項の規定による

調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置

会社又はその設置する学校が当該調査に係る重

大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態

の発生の防止のために必要な措置を講ずること

ができるよう、構造改革特別区域法第１２条第

１０項に規定する権限の適切な行使その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

４ 前２項の規定は、認定地方公共団体の長に対

し、学校設置会社が設置する学校に対して行使

することができる権限を新たに与えるものと解

釈してはならない。 

５ 第１項から前項までの規定は、学校設置非営

利法人（構造改革特別区域法第１３条第２項に

規定する学校設置非営利法人をいう。）が設置す

る学校について準用する。この場合において、

第１項中「学校設置会社の代表取締役又は代表

執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代

表権を有する理事」と、「第１２条第１項」とあ

るのは「第１３条第１項」と、第２項中「前項」

とあるのは「第５項において準用する前項」と、

第３項中「前項」とあるのは「第５項において

準用する前項」と、「学校設置会社」とあるのは

「学校設置非営利法人」と、「第１２条第１０項」

とあるのは「第１３条第３項において準用する

同法第１２条第１０項」と、前項中「前２項」

とあるのは「次項において準用する前２項」と

読み替えるものとする。 

 

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、

助言及び援助） 

第３３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４５条の４第１項の規定によるほか、文部

科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府

県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への

対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正

な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助

を行うことができる。 

 

 

 

 

と、同項中「国立大学法人法第 35 条の２において
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第６章 雑則 

 

（学校評価における留意事項） 

第３４条 学校の評価を行う場合においていじめ

の防止等のための対策を取り扱うに当たっては、

いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実

態の把握及びいじめに対する措置が適切に行わ

れるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を

防止するための取組等について適正に評価が行

われるようにしなければならない。 

 

（高等専門学校における措置） 

第３５条 高等専門学校（学校教育法第１条に規

定する高等専門学校をいう。以下この条におい

て同じ。）の設置者及びその設置する高等専門学

校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高

等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当

する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該

行為への対処のための対策に関し必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月

を経過した日から施行する。 

 

（検討） 

第２条 いじめの防止等のための対策については、

この法律の施行後３年を目途として、この法律

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要 

があると認められるときは、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

２ 政府は、いじめにより学校における集団の生

活に不安又は緊張を覚えることとなったために

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている児童等が適切な支援を受けつつ学習する

ことができるよう、当該児童等の学習に対する

支援の在り方についての検討を行うものとする。 

 
附則 （平成２６年６月２０日法律第７６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２７年４月１日から施

行する。  

 

（政令への委任） 

第２条  この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。  

 

附則 （平成２７年６月２４日法律第４６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２８年４月１日から施

行する。  

附則 （平成２８年５月２０日法律第４７号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２９年４月１日から施

行する。 

附則 （令和元年５月２４日法律第１１号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成３２年４月１日から施

行する。  
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第６章 雑則 
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の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要 

があると認められるときは、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

２ 政府は、いじめにより学校における集団の生

活に不安又は緊張を覚えることとなったために

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている児童等が適切な支援を受けつつ学習する

ことができるよう、当該児童等の学習に対する

支援の在り方についての検討を行うものとする。 

 
附則 （平成２６年６月２０日法律第７６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２７年４月１日から施

行する。  

 

（政令への委任） 

第２条  この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。  

 

附則 （平成２７年６月２４日法律第４６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２８年４月１日から施

行する。  

附則 （平成２８年５月２０日法律第４７号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２９年４月１日から施

行する。 

附則 （令和元年５月２４日法律第１１号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成３２年４月１日から施

行する。  
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第６章 雑則 

 

（学校評価における留意事項） 

第３４条 学校の評価を行う場合においていじめ
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て同じ。）の設置者及びその設置する高等専門学

校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高

等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当
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行為への対処のための対策に関し必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月

を経過した日から施行する。 

 

（検討） 

第２条 いじめの防止等のための対策については、

この法律の施行後３年を目途として、この法律

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要 

があると認められるときは、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

２ 政府は、いじめにより学校における集団の生

活に不安又は緊張を覚えることとなったために

相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている児童等が適切な支援を受けつつ学習する

ことができるよう、当該児童等の学習に対する

支援の在り方についての検討を行うものとする。 

 
附則 （平成２６年６月２０日法律第７６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２７年４月１日から施

行する。  

 

（政令への委任） 

第２条  この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。  

 

附則 （平成２７年６月２４日法律第４６号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２８年４月１日から施

行する。  

附則 （平成２８年５月２０日法律第４７号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成２９年４月１日から施

行する。 

附則 （令和元年５月２４日法律第１１号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、平成３２年４月１日から施

行する。  

 
 
 

 

附則（令和３年４月 28 日法律第 27 号）　抄
（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から起算して１年

６月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。

附則（令和５年 12 月 20 日法律第 88 号）　抄
（施行期日）
第１条　この法律は、令和６年 10 月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。

１　第１条（次号に掲げる改定規定を除く。）並
びに附則第９条及び第 10 条の規定　令和６年
４月１日
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政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性

に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について

特段の配慮をすべきである。 
 
一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本

法の対象となるいじめに該当するか否かを判断

するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないよう

努めること。 
 
二 教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守

り通す責務を有するものとして、いじめに係る

研修の実施等により資質の向上を図ること。 
 
三 本法に基づき設けられるいじめの防止等のた

めの対策を担う附属機関その他の組織において

は、適切にいじめの問題に対処する観点から、 
専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加

を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め

ること。 
 

 

 

  

  

政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性

に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について

特段の配慮をすべきである。 
 
一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本

法の対象となるいじめに該当するか否かを判断

するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないよう

努めること。 
 
二 いじめは学校種を問わず発生することから、

専修学校など本法の対象とはならない学校種に

おいても、それぞれの実情に応じて、いじめに

対して適切な対策が講ぜられるよう努めること。 
 
三 本法の運用に当たっては、いじめの被害者に

寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとと

もに、いじめ防止等について児童等の主体的か

つ積極的な参加が確保できるよう留意すること。 
 
四 国がいじめ防止基本方針を策定するに当たっ

ては、いじめ防止等の対策を実効的に行うよう

にするため、専門家等の意見を反映するよう留

意するとともに、本法の施行状況について評価

を行い、その結果及びいじめの情勢の推移等を 
踏まえ、適時適切の見直しその他必要な措置を

講じること。 
 

 
 
 
 
四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援 

を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案

に関する適切な情報提供が行われるよう努める

こと。 
 
五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受

けた児童等やその保護者からの申立てがあった

ときは、適切かつ真摯に対応すること。 
 
六 いじめ事案への適切な対応を図るため、教育

委員会制度の課題について検討を行うこと。 
 
七 教職員による体罰は、児童等の心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもの

であることに鑑み、体罰の禁止の徹底に向け、

必要な対策を講ずること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五 いじめの実態把握を行うに当たっては、必要

に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと

等により、早期かつ効果的に発見できるよう留

意すること。 
 
六 本法に基づき設けられるいじめの防止等のた

めの対策を担う附属機関その他の組織において

は、適切にいじめの問題に対処する観点から、

専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加

を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め

ること。 
 
七 いじめが起きた際の質問票を用いる等による

調査の結果等について、いじめを受けた児童等

の保護者と適切に共有されるよう、必要に応じ

て専門的な知識及び経験を有する者の意見を踏

まえながら対応すること。 
 
八 いじめには様々な要因があることに鑑み、第

二十五条の運用に当たっては、懲戒を加える際

にはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意す

ること。 
 

右決議する。 
 
 

 

 

（（２２））いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議（平成２５年６月１９日 衆議院文部科学委員会） 

 

いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議（平成２５年６月２０日 参議院文教科学委員会） 

 

 

（３）いじめの防止等のための基本的な方針 （平成25年10月11日　文部科学大臣決定（最終改定 平成29年３月14日））

（４）いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（令和６年８月版　文部科学省）
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政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性

に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について

特段の配慮をすべきである。 
 
一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本

法の対象となるいじめに該当するか否かを判断

するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないよう

努めること。 
 
二 教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守

り通す責務を有するものとして、いじめに係る

研修の実施等により資質の向上を図ること。 
 
三 本法に基づき設けられるいじめの防止等のた

めの対策を担う附属機関その他の組織において

は、適切にいじめの問題に対処する観点から、 
専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加

を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め

ること。 
 

 

 

  

  

政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性

に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について

特段の配慮をすべきである。 
 
一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本

法の対象となるいじめに該当するか否かを判断

するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないよう

努めること。 
 
二 いじめは学校種を問わず発生することから、

専修学校など本法の対象とはならない学校種に

おいても、それぞれの実情に応じて、いじめに

対して適切な対策が講ぜられるよう努めること。 
 
三 本法の運用に当たっては、いじめの被害者に

寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとと

もに、いじめ防止等について児童等の主体的か

つ積極的な参加が確保できるよう留意すること。 
 
四 国がいじめ防止基本方針を策定するに当たっ

ては、いじめ防止等の対策を実効的に行うよう

にするため、専門家等の意見を反映するよう留

意するとともに、本法の施行状況について評価

を行い、その結果及びいじめの情勢の推移等を 
踏まえ、適時適切の見直しその他必要な措置を

講じること。 
 

 
 
 
 
四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援 

を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案

に関する適切な情報提供が行われるよう努める

こと。 
 
五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受

けた児童等やその保護者からの申立てがあった

ときは、適切かつ真摯に対応すること。 
 
六 いじめ事案への適切な対応を図るため、教育

委員会制度の課題について検討を行うこと。 
 
七 教職員による体罰は、児童等の心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもの

であることに鑑み、体罰の禁止の徹底に向け、

必要な対策を講ずること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五 いじめの実態把握を行うに当たっては、必要

に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと

等により、早期かつ効果的に発見できるよう留

意すること。 
 
六 本法に基づき設けられるいじめの防止等のた

めの対策を担う附属機関その他の組織において

は、適切にいじめの問題に対処する観点から、

専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加

を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め

ること。 
 
七 いじめが起きた際の質問票を用いる等による

調査の結果等について、いじめを受けた児童等

の保護者と適切に共有されるよう、必要に応じ

て専門的な知識及び経験を有する者の意見を踏

まえながら対応すること。 
 
八 いじめには様々な要因があることに鑑み、第

二十五条の運用に当たっては、懲戒を加える際

にはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意す

ること。 
 

右決議する。 
 
 

 

 

（（２２））いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議（平成２５年６月１９日 衆議院文部科学委員会） 

 

いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議（平成２５年６月２０日 参議院文教科学委員会） 

 

 

25 条の運用に当たっては、懲戒を加える際に
はこれまでどおり教育的配慮に十分に留意す
ること。

141

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（２）いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議
（３）いじめの防止等のための基本的な方針／（４）いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
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（目的） 

第１条 この条例は、いじめの防止等のための対

策について、基本理念を定め、東京都（以下「都」

という。）、学校の設置者、学校及び学校の教職

員並びに保護者の責務を明らかにするととも

に、都の施策に関する基本的な事項を定めるこ

とにより、いじめの防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「いじめ」とは、児童

等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童等が心身の苦痛を感じているもの

をいう。 

２ この条例において「いじめの防止等」とは、

いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじ

めへの対処をいう。 

３ この条例において「学校」とは、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）

であって、都及び区市町村（特別区及び市町村

をいう。以下同じ。）が設置するもの並びに学

校法人（私立学校法（昭和２４年法律第２７０

号）第３条に規定する学校法人をいう。以下同

じ。）が設置するもののうち知事が所轄するも

のをいう。 

４ この条例において「児童等」とは、学校に在

籍する児童又は生徒をいう。 

５ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者（親権を行う者のないときは、未成年後見

人）をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめ

が児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の

形成に重大な影響を及ぼすものであることに

鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活

動に取り組むことができるよう、学校の内外を 

問わずいじめが行われなくなるようにすること

を旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、児童等の生

命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実

に守るとともに、児童等のいじめに関する理解

を深め、児童等がいじめを知りながら放置する

ことなく、いじめの解決に向けて主体的に行動

できるようにすることを旨として行われなけれ

ばならない。 

３ 学校におけるいじめの防止等のための対策は、 

 

 

 

いじめの防止等に関する取組を実効的に行うた

め、学校全体で組織的に取り組むことを旨とし

て行われなければならない。 

４ いじめの防止等のための対策は、学校に加え、

都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係者

の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服す

ることを目指して行われなければならない。 

 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

（都の責務） 

第５条 都は、第３条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、区市町村

並びにいじめの防止等に関係する機関及び団

体と連携して、いじめの防止等のための対策を

策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務

を有する。 

 

（学校の設置者の責務） 

第６条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、

その設置する学校におけるいじめの防止等の

ために必要な措置を講ずる責務を有する。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第７条 学校及び学校の教職員は、基本理念にの

っとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民並びにいじめの防止等に関係する機

関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でい

じめの未然防止及び早期発見に取り組むとと

もに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受

けていると思われるときは、適切かつ迅速に対

処する責務を有する。 

 

（保護者の責務） 

第８条 保護者は、子の教育について第一義的責

任を有するものであり、いじめが児童等の生命、

心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護

する児童等がいじめを行うことのないよう、当

該児童等に対し、規範意識を養うための指導そ

の他の必要な指導を行うよう努めるものとす

る。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受

けた場合には、適切に当該児童等をいじめから

保護するものとする。 

３ 保護者は、都、学校の設置者及びその設置す

る学校が講ずるいじめの防止等のための措置に

協力するよう努めるものとする。 

 

（東京都いじめ防止対策推進基本方針） 

第９条 都は、いじめの防止等のための対策の基

本的な考え方その他いじめの防止等のための

（（３３））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進条条例例（平成２６年東京都条例第１０３号） 

一部改正：平成２８年東京都条例第２８号 

 

 

（５）

142

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（５）東京都いじめ防止対策推進条例
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対策の推進に必要な事項を東京都いじめ防止

対策推進基本方針（以下「基本方針」という。）

として定めるものとする。 

２ 基本方針は、いじめ防止対策推進法（平成２

５年法律第７１号。以下「法」という。）第１

２条の規定に基づくいじめの防止等のための

対策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的な方針とする。 

 

（東京都いじめ問題対策連絡協議会） 

第１０条 いじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため、法第１４条第１項の規定

に基づき、学校、東京都教育委員会、東京都児

童相談センター、東京法務局、警視庁その他の

関係者により構成される東京都いじめ問題対策

連絡協議会（以下この条において「協議会」と

いう。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

一 都、区市町村又は学校におけるいじめの防

止等のための対策の推進に関する事項 

二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携に関する事項 

三 その他いじめの防止等のための対策の推進

に必要な事項 

３ 第１項に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会

規則で定める。 

 

（東京都教育委員会いじめ問題対策委員会） 

第１１条 基本方針に基づく都におけるいじめの

防止等のための対策を実効的に行うため、法第

１４条第３項の規定に基づき、東京都教育委員

会の附属機関として、東京都教育委員会いじめ

問題対策委員会（以下この条において「対策委

員会」という。）を置く。 

２ 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問に応

じ、いじめの防止等のための対策の推進につい

て調査審議し、答申する。 

３ 対策委員会は、いじめの防止等のための対策

の推進について、必要があると認めるときは、

東京都教育委員会に意見を述べることができる。 

４ 対策委員会は、都立学校（東京都立学校設置

条例（昭和３９年東京都条例第１１３号）第１

条に規定する都立学校をいう。）において法第２

８条第１項に規定する重大事態（以下「重大事

態」という。）が発生した場合には、同項に規定

する組織として同項に規定する調査（以下「法

第２８条調査」という。）を行い、その結果を東

京都教育委員会に報告するものとする。 

５ 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

等のうちから、東京都教育委員会が任命する委

員１０人以内をもって組織する。 

６ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は

前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

７ 前２項に定めるもののほか、対策委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、東京都教育委

員会規則で定める。 

 

（東京都いじめ問題調査委員会） 

第１２条 知事は、法第３０条第１項又は法第

３１条第１項の規定による報告を受けた場合

において、当該報告に係る重大事態への対処又

は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、法第３０条第

２項又は法第３１条第２項の規定に基づき、知

事の附属機関として、東京都いじめ問題調査委

員会（以下この条において「調査委員会」とい

う。）を置くことができる。 

２ 調査委員会は、知事の諮問に応じ、都若しく

は学校法人又はそれらの設置する学校が行っ

た法第２８条調査の結果について、法第３０条

第２項又は法第３１条第２項に規定する調査

（以下この条において「再調査」という。）を

行う。 

３ 学校、学校の設置者その他の関係者は、再調 

査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努める

ものとする。 

４ 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

等で、当該報告に係る法第２８条調査を行った

組織の構成員以外のもののうちから、知事が任

命する委員１０人以内をもって組織する。 

５ 委員の任期は、知事が任命したときから、再

調査が終了するときまでとする。 

６ 調査委員会を設置したときは、知事は、これ

を東京都議会に報告する。 

７ 第４項及び第５項に定めるもののほか、調査

委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、東

京都規則で定める。 

 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、知事又は東京都

教育委員会が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第１０条から第１２条までの規定は、平成２６年

８月１日から施行する。 

 

附 則(平成２８年条例第２８号) 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（目的） 

第１条 この条例は、いじめの防止等のための対

策について、基本理念を定め、東京都（以下「都」

という。）、学校の設置者、学校及び学校の教職

員並びに保護者の責務を明らかにするととも

に、都の施策に関する基本的な事項を定めるこ

とにより、いじめの防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「いじめ」とは、児童

等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童等が心身の苦痛を感じているもの

をいう。 

２ この条例において「いじめの防止等」とは、

いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじ

めへの対処をいう。 

３ この条例において「学校」とは、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）

であって、都及び区市町村（特別区及び市町村

をいう。以下同じ。）が設置するもの並びに学

校法人（私立学校法（昭和２４年法律第２７０

号）第３条に規定する学校法人をいう。以下同

じ。）が設置するもののうち知事が所轄するも

のをいう。 

４ この条例において「児童等」とは、学校に在

籍する児童又は生徒をいう。 

５ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者（親権を行う者のないときは、未成年後見

人）をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は、いじめ

が児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の

形成に重大な影響を及ぼすものであることに

鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活

動に取り組むことができるよう、学校の内外を 

問わずいじめが行われなくなるようにすること

を旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、児童等の生

命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実

に守るとともに、児童等のいじめに関する理解

を深め、児童等がいじめを知りながら放置する

ことなく、いじめの解決に向けて主体的に行動

できるようにすることを旨として行われなけれ

ばならない。 

３ 学校におけるいじめの防止等のための対策は、 

 

 

 

いじめの防止等に関する取組を実効的に行うた

め、学校全体で組織的に取り組むことを旨とし

て行われなければならない。 

４ いじめの防止等のための対策は、学校に加え、

都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係者

の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服す

ることを目指して行われなければならない。 

 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

（都の責務） 

第５条 都は、第３条に規定する基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、区市町村

並びにいじめの防止等に関係する機関及び団

体と連携して、いじめの防止等のための対策を

策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務

を有する。 

 

（学校の設置者の責務） 

第６条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、

その設置する学校におけるいじめの防止等の

ために必要な措置を講ずる責務を有する。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第７条 学校及び学校の教職員は、基本理念にの

っとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民並びにいじめの防止等に関係する機

関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でい

じめの未然防止及び早期発見に取り組むとと

もに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受

けていると思われるときは、適切かつ迅速に対

処する責務を有する。 

 

（保護者の責務） 

第８条 保護者は、子の教育について第一義的責

任を有するものであり、いじめが児童等の生命、

心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護

する児童等がいじめを行うことのないよう、当

該児童等に対し、規範意識を養うための指導そ

の他の必要な指導を行うよう努めるものとす

る。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受

けた場合には、適切に当該児童等をいじめから

保護するものとする。 

３ 保護者は、都、学校の設置者及びその設置す

る学校が講ずるいじめの防止等のための措置に

協力するよう努めるものとする。 

 

（東京都いじめ防止対策推進基本方針） 

第９条 都は、いじめの防止等のための対策の基

本的な考え方その他いじめの防止等のための

（（３３））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進条条例例（平成２６年東京都条例第１０３号） 

一部改正：平成２８年東京都条例第２８号 
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（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条

例（平成２６年東京都条例第１０３号。次条にお

いて「条例」という。）第１０条第３項の規定に

基づき、東京都いじめ問題対策連絡協議会（以下

「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議す

る。 

一 都、区市町村（特別区及び市町村をいう。）

又は学校（条例第２条第３項に規定する学校を

いう。）におけるいじめの未然防止、いじめの

早期発見及びいじめへの対処（この条において

「いじめの防止等」という。）のための対策の

推進に関する事項 

二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連

携に関する事項 

三 その他いじめの防止等のための対策の推進

に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、学校、東京都教育委員会、東京

都児童相談センター、東京法務局、警視庁その他

の関係者により構成される委員３０人以内をもっ

て組織する。 

２ 協議会の委員は、東京都教育委員会教育長（第

８条において「教育長」という。）が任命又は

委嘱する。 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条

例（平成２６年東京都条例第１０３号）第１１条

第７項の規定に基づき、東京都教育委員会いじめ

問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（所掌事項） 

第２条 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問

に応じ、東京都及び区市町村（特別区及び市町

村をいう。）の教育委員会（次項において「教

育委員会」という。）並びに都立学校（東京都

立学校設置条例（昭和３９年東京都条例第１１

３号）第１条に規定する都立学校をいう。）及

び区市町村立学校（次項において「公立学校」

という。）のいじめの未然防止、いじめの早期

発見及びいじめへの対処（次項において「いじ

めの防止等」という。）のための対策の推進に

ついて調査審議し、答申する。 

 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によって

これを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（会議及び議事） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開

くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、東京都教育庁において処

理する。 

 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運

営に関し必要な事項は教育長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

２ 対策委員会は、教育委員会及び公立学校のいじ

めの防止等のための対策の推進について、必要が

あると認めるときは、東京都教育委員会に意見を

述べることができる。 

３ 対策委員会は、都立学校においていじめ防止対

策推進法（平成２５年法律第７１号）第２８条第

１項に規定する重大事態が発生した場合には、同

項に規定する組織として同項に規定する調査を行

い、その結果を東京都教育委員会に報告するもの

とする。 

 

（組織） 

第３条 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等

で構成される委員１０人以内をもって組織する。 

２ 対策委員会の委員は、東京都教育委員会が任命

又は委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期

（（４４））東東京京都都いいじじめめ問問題題対対策策連連絡絡協協議議会会規規則則（平成２６年東京都教育委員会規則第１７号） 

 

 

 

（（５５））東東京京都都教教育育委委員員会会いいじじめめ問問題題対対策策委委員員会会規規則則（平成２６年東京都教育委員会規則第１８号） 

 

 

 

（６）

（７）

は、教育長が定める。
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（６）東京都いじめ問題対策連絡協議会規則／（7）東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則
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（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条

例（平成２６年東京都条例第１０３号。次条にお

いて「条例」という。）第１０条第３項の規定に

基づき、東京都いじめ問題対策連絡協議会（以下

「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議す

る。 

一 都、区市町村（特別区及び市町村をいう。）

又は学校（条例第２条第３項に規定する学校を

いう。）におけるいじめの未然防止、いじめの

早期発見及びいじめへの対処（この条において

「いじめの防止等」という。）のための対策の

推進に関する事項 

二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連

携に関する事項 

三 その他いじめの防止等のための対策の推進

に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、学校、東京都教育委員会、東京

都児童相談センター、東京法務局、警視庁その他

の関係者により構成される委員３０人以内をもっ

て組織する。 

２ 協議会の委員は、東京都教育委員会教育長（第

８条において「教育長」という。）が任命又は

委嘱する。 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条

例（平成２６年東京都条例第１０３号）第１１条

第７項の規定に基づき、東京都教育委員会いじめ

問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（所掌事項） 

第２条 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問

に応じ、東京都及び区市町村（特別区及び市町

村をいう。）の教育委員会（次項において「教

育委員会」という。）並びに都立学校（東京都

立学校設置条例（昭和３９年東京都条例第１１

３号）第１条に規定する都立学校をいう。）及

び区市町村立学校（次項において「公立学校」

という。）のいじめの未然防止、いじめの早期

発見及びいじめへの対処（次項において「いじ

めの防止等」という。）のための対策の推進に

ついて調査審議し、答申する。 

 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によって

これを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（会議及び議事） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開

くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、東京都教育庁において処

理する。 

 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運

営に関し必要な事項は教育長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

２ 対策委員会は、教育委員会及び公立学校のいじ

めの防止等のための対策の推進について、必要が

あると認めるときは、東京都教育委員会に意見を

述べることができる。 

３ 対策委員会は、都立学校においていじめ防止対

策推進法（平成２５年法律第７１号）第２８条第

１項に規定する重大事態が発生した場合には、同

項に規定する組織として同項に規定する調査を行

い、その結果を東京都教育委員会に報告するもの

とする。 

 

（組織） 

第３条 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、

心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等

で構成される委員１０人以内をもって組織する。 

２ 対策委員会の委員は、東京都教育委員会が任命

又は委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期

（（４４））東東京京都都いいじじめめ問問題題対対策策連連絡絡協協議議会会規規則則（平成２６年東京都教育委員会規則第１７号） 

 

 

 

（（５５））東東京京都都教教育育委委員員会会いいじじめめ問問題題対対策策委委員員会会規規則則（平成２６年東京都教育委員会規則第１８号） 
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は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

 

（委員長） 

第５条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選に

よりこれを定める。 

２ 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理す

る。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 

（会議及び議事） 

第６条 対策委員会は、委員長が招集する。 

２ 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しな

ければ、開くことができない。 

３ 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で

決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

４ 対策委員会が第２条第３項に規定する調査を行

う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決した

ときは、全部又は一部を公開しないことができる。 

 

（意見等聴取） 

第７条 対策委員会は、委員長が必要と認める場合

は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明

を聴取することができる。 

 

（専門調査員） 

第８条 専門事項を調査させるため必要があるとき

は、対策委員会に専門調査員を置くことができる。 

 

（調査部会） 

第９条 第２条第３項に規定する調査を行うに当た

り必要があるときは、対策委員会に調査部会を置く

ことができる。 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条

例（平成２６年東京都条例第１０３号）第１２条

第７項の規定に基づき、東京都いじめ問題調査委

員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置き、委員の互選により

これを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 

（会議及び議事） 

２ 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係

を有する委員以外の委員及び専門調査員から、委

員長が指名する３人以上をもって組織する。 

３ 調査部会に部会長を置き、委員のうちから、委

員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会

における調査の経過及び結果を対策委員会に報告

する。 

５ 第６条第１項、第２項及び第４項の規定は、調

査部会に準用する。この場合において、同条中「対

策委員会」とあるのは「調査部会」と、同条第１

項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第

２項及び第４項中「委員」とあるのは「委員及び

専門調査員」と読み替えるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１０条 委員及び専門調査員は、第６条第４項及 

び第９条第５項の規定により公開しないこととされ

た対策委員会及び調査部会の会議において職務上知

り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

 

（庶務） 

第１１条 対策委員会の庶務は、東京都教育庁にお

いて処理する。 

 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、対策委員

会の運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会

教育長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなけれ

ば、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決

したときは、全部又は一部を公開しないことがで

きる。 

 

（意見等聴取） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、

委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を

聴取することができる。 

 

（専門調査員） 

第５条 専門の事項を調査させるための必要がある

（（６６））東東京京都都いいじじめめ問問題題調調査査委委員員会会規規則則（平成２６年東京都規則第１０３号） 
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（8）東京都いじめ問題調査委員会規則 
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ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を

置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における

調査の経過及び結果を委員会に報告する。 

５ 第３条第１項、第２項及び第４項の規定は、部

会に準用する。この場合において、同条第１項中

「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と

あるのは「部会長」と、同条第２項及び第４項中

「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの

とする。 

 

（秘密の保持） 

第７条 委員及び専門調査員は、第３条第４項（前

条第５項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により公開しないこととされた委員 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい

かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において

は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心

して学校生活を送ることができるようにすることが

重要である。 

東京都いじめ防止対策推進基本方針（以下「基本

方針」という。）は、学校におけるいじめ問題を克服

し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都

（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防

止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」

という。）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成

26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、

早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。

以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査

に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい

て処理する。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  

 

Ⅱ いじめの定義 

（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 

 

 Ⅲ いじめの禁止 

Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 
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ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を

置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における

調査の経過及び結果を委員会に報告する。 

５ 第３条第１項、第２項及び第４項の規定は、部

会に準用する。この場合において、同条第１項中

「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と

あるのは「部会長」と、同条第２項及び第４項中

「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの

とする。 

 

（秘密の保持） 

第７条 委員及び専門調査員は、第３条第４項（前

条第５項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により公開しないこととされた委員 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい

かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において

は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心

して学校生活を送ることができるようにすることが

重要である。 

東京都いじめ防止対策推進基本方針（以下「基本

方針」という。）は、学校におけるいじめ問題を克服

し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都

（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防

止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」

という。）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成

26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、

早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。

以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査

に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい

て処理する。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  

 

Ⅱ いじめの定義 

（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 

 

 Ⅲ いじめの禁止 

Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 
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ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を

置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における

調査の経過及び結果を委員会に報告する。 

５ 第３条第１項、第２項及び第４項の規定は、部

会に準用する。この場合において、同条第１項中

「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と

あるのは「部会長」と、同条第２項及び第４項中

「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの

とする。 

 

（秘密の保持） 

第７条 委員及び専門調査員は、第３条第４項（前

条第５項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により公開しないこととされた委員 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい

かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において

は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心

して学校生活を送ることができるようにすることが

重要である。 

東京都いじめ防止対策推進基本方針（以下「基本

方針」という。）は、学校におけるいじめ問題を克服

し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都

（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防

止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」

という。）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成

26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、

早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。

以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査

に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい

て処理する。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  

 

Ⅱ いじめの定義 

（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 

 

 Ⅲ いじめの禁止 

Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 

  （庶務）
第８条　委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成 25
年法律第 71 号）第 30 条第２項に規定する調査に
係る委員会の委員会の庶務は、都民安全総合対策
本部において処理する。

　　　附　則
　この規則は、平成 26 年８月１日から施行する。
　　　附　則（平成 31 年規則第 81 号）
　この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和４年規則第 79 号）
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和７年規則第 82 号）
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ
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３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における

調査の経過及び結果を委員会に報告する。 

５ 第３条第１項、第２項及び第４項の規定は、部

会に準用する。この場合において、同条第１項中

「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と

あるのは「部会長」と、同条第２項及び第４項中

「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの

とする。 
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第７条 委員及び専門調査員は、第３条第４項（前

条第５項において読み替えて準用する場合を含
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いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい

かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において

は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心

して学校生活を送ることができるようにすることが

重要である。 

東京都いじめ防止対策推進基本方針（以下「基本

方針」という。）は、学校におけるいじめ問題を克服

し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都

（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防

止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」

という。）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成

26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、

早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。

以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査

に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい

て処理する。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  

 

Ⅱ いじめの定義 

（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 

 

 Ⅲ いじめの禁止 

Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 

146

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（８）東京都いじめ問題調査委員会規則／（９）東京都いじめ防止対策推進基本方針

- 12 - 
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（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を
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２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 
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調査の経過及び結果を委員会に報告する。 
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条第５項において読み替えて準用する場合を含
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かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において
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（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防
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以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査
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営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 
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受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  
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（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 
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Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 

（９）
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２２  児児童童・・生生徒徒ををいいじじめめかからら守守りり通通しし、、児児童童・・生生

徒徒ののいいじじめめ解解決決にに向向けけたた行行動動をを促促すす。。  

 

 

いじめられた児童・生徒からの情報やいじめ

の徴候を確実に受け止め、いじめられた児童・

生徒が安心して学校生活を送ることができる

ようにするため、いじめられた児童・生徒を組

織的に守り通す取組を徹底する。 

 

 

学校は、周囲の児童・生徒がいじめについて

知っていながらも、「言ったら自分がいじめられ

る。」などの不安を抱えていることを直視し、勇

気をもって教員、保護者等に伝えた児童・生徒

を守り通すとともに、周囲の児童・生徒の発信

を促すための児童・生徒による主体的な取組を

支援する。 

 

３３  教教員員のの指指導導力力のの向向上上とと組組織織的的対対応応  

 

 

いじめ問題に適切に対応できるようにする

ため、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚

と的確な指導力を高める。 

また、教員個人による対応に任せることなく、

学校全体による組織的な取組により解決を図

る。 

 

４４  保保護護者者・・地地域域・・関関係係機機関関とと連連携携ししたた取取組組  

 

 

いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじ

め問題を迅速かつ的確に解決できるようにす

るため、保護者や地域、関係機関と連携し、社

会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組

む必要がある。 

保護者は、その保護する児童・生徒がいじめ

を行うことのないよう、家庭での話合い等を通

して、規範意識を養う指導などに努めるととも

に、児童・生徒をいじめから保護する。 

また、いじめの情報を得た場合には、学校に

速やかに連絡、相談するなど学校によるいじめ

の防止等の取組に協力するよう努める。 

 

 

 

 

１ 学校いじめ防止基本方針の策定 

学校は、国の「いじめの防止等のための基本

的な方針（平成 25 年 10 月 11 日文部科学大臣

決定）」及び「東京都いじめ防止対策推進基本

方針」を参酌し、その学校の実情に応じ、「学

校いじめ防止基本方針」を定める。 

 

 

２ 組織等の設置 

(1) 学校は、当該学校におけるいじめの防止等

に関する措置を実効的に行うための組織を

置く（法第 22 条）。 

(2) 重大事態が発生した場合には、学校の設置

者又はその設置する学校は、当該学校の設置

者又はその設置する学校の下に組織を設け、

当該重大事態に係る事実関係を明確にする

ための調査を行う（法第 28 条）。 

 

３ 学校におけるいじめの防止等に関する取組 

学校は、学校の設置者等と連携して、「未然

防止」、「早期発見」、「早期対応」及び「重大事

態への対処」の四つの段階に応じて、いじめの

防止等に向けた効果的な対策を講じていくこ

ととする。以下に各段階における取組例を示す。 

(1) 未然防止 

  ・「いじめは絶対に許されない。」という雰囲

気の学校全体への醸成 

  ・道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・

体験活動などの推進等による、いじめに向

かわない態度・能力の育成  
  ・児童・生徒自らがいじめについて学び、主

体的に考え、児童・生徒自身がいじめの防

止を訴えるような取組の推進 
  ・校内研修の充実等を通じた教職員の資質の

向上 

・児童・生徒及び保護者を対象としたいじめ

（ネット上のいじめも含む。）防止のため

の啓発活動の推進 

  ・家庭訪問、学校通信などを通じた家庭との

緊密な連携・協力         など                            

 (2) 早期発見 

  ・定期的なアンケート調査、教育相談の実施

等による早期のいじめの実態把握及び児

童・生徒がいじめを訴えやすい体制の整備 

  ・保健室、相談室等の利用及び電話相談窓口

の周知等による相談体制の整備 

  ・教職員全体によるいじめに関する情報の共有 

                    など 

 (3) 早期対応 

 ・いじめを発見した場合に特定の教職員が一

人で抱え込まない速やかな組織対応 
  ・いじめられた児童・生徒及びいじめを知ら

せてきた児童・生徒の安全の確保 
  ・いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育

を受けられる環境の確保 

 ・教育的配慮の下、毅然とした態度によるい

じめた児童・生徒への指導 
・いじめを見ていた児童・生徒が自分の問題

として捉えられるようにする指導 
・保護者への支援・助言 

・保護者会の開催などによる保護者との情報

共有 
・関係機関、専門家等との相談・連携 

・いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念

学学校校一一丸丸ととななっってて取取りり組組むむ。。 

いいじじめめらられれたた児児童童・・生生徒徒をを守守るる。。 

Ⅴ 学校における取組 

社社会会総総ががかかりりでで取取りり組組むむ。。 

児児童童・・生生徒徒のの取取組組をを支支ええるる。。 
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ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を

置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員３人以上をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における

調査の経過及び結果を委員会に報告する。 

５ 第３条第１項、第２項及び第４項の規定は、部

会に準用する。この場合において、同条第１項中

「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と

あるのは「部会長」と、同条第２項及び第４項中

「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの

とする。 

 

（秘密の保持） 

第７条 委員及び専門調査員は、第３条第４項（前

条第５項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により公開しないこととされた委員 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をい

かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に

関する国民的な課題であり、とりわけ学校において

は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心

して学校生活を送ることができるようにすることが

重要である。 

東京都いじめ防止対策推進基本方針（以下「基本

方針」という。）は、学校におけるいじめ問題を克服

し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都

（以下「都」という。）、区市町村、学校、家庭、地

域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防

止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号。以下「法」

という。）や東京都いじめ防止対策推進条例（平成

26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。）

等に基づき、いじめの防止等（いじめの未然防止、

早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。

以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針を定めるものである。 

 

 

 

この基本方針において「いじめ」とは、児童・生

徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある

他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生

徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

会及び部会の会議において職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化局において処理

する。ただし、いじめ防止対策推進法（平成２５

年法律第７１号）第３０条第２項に規定する調査

に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい

て処理する。 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ

を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの

である。 

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての

児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 

 
 
 
 

いじめは、どの学校でも起こり得るという認識

の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未

然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 

合には、速やかに解決する必要がある。 

とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し

てあってはならず、早期発見・早期対応を基本と

して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組

むことが必要である。 

 

１１  いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり  

  

  

児童・生徒がいじめについて深く考え理解す

るための取組として、道徳の授業、児童会・生

徒会等による主体的な取組への支援などを通

じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ

とを自覚するように促す。 

Ⅰ 基本方針策定の意義 

いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。  

 

Ⅱ いじめの定義 

（（７７））東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針  

（平成２６年７月 東京都いじめ防止対策推進条例第９条の規定に基づき策定） 

 

 Ⅲ いじめの禁止 

Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 
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がある事案についての警察との相談 など 

(4) 重大事態への対処 

  ・いじめられた児童・生徒の安全の確保 
  ・いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育

を受けられる環境の確保 

・関係機関、専門家等との相談・連携 

・いじめが犯罪行為として取り扱われるべき

と認められる事案についての警察との連携 

   ・重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査の実施又は学校の設置者が行う調査 

   への協力 

  ・重大事態発生についての教育委員会又は知

事への報告 

  ・重大事態の調査結果についての知事の調査 

（再調査）への協力                など 

 

                                                               

 

 

１ 東京都いじめ問題対策連絡協議会の設置 

（条例第 10 条） 

  都は、いじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため、条例で定めるところによ

り、｢東京都いじめ問題対策連絡協議会｣を置く。 

  主な所掌事項は以下のとおりである。 

  ・都、区市町村又は学校におけるいじめの防

止等のための対策の推進に関する事項 
  ・いじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携に関する事項 
  ・その他、いじめの防止等のための対策の推

進に必要な事項 
 

２ 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の設置  

（条例第 11 条） 

  東京都教育委員会は、東京都いじめ問題対策

連絡協議会との円滑な連携の下に、いじめの防

止等のための対策を実効的に行うようにする

ため、東京都教育委員会の附属機関として、弁

護士、精神科医、学識経験者、心理や福祉の専

門家等の専門的な知識及び経験を有する者か

ら構成される「東京都教育委員会いじめ問題対

策委員会」を置く。 

  主な所掌事項は以下のとおりである。 

  ・いじめの防止等のための調査研究等、専門

的見地からの審議 

  ・都が設置する学校からのいじめの通報相談に

対する、第三者機関としての当事者間の関係

の調整及び解決 

  ・都又は区市町村が行ういじめの防止等のた 
めの対策への支援 

  ・都が設置する学校において重大事態が発生し

た場合における、事実関係を明確にするため

の調査 

 

３ 東京都いじめ問題調査委員会の設置 

（条例第 12 条） 

  学校で重大事態が発生し、法第 30 条第１項又

は法第 31 条第１項に基づき学校の設置者又は

学校が調査した結果の報告を受けた知事は、必

要があると認めるときは、公平及び公正な調査

を行うために第三者の学識経験者等により構

成される知事の附属機関「東京都いじめ問題調

査委員会」を設置し、法第 28 条第１項の規定

に基づく調査の結果についての調査（再調査）

を行うことができる。 

 

４ いじめの防止等に関する具体的な取組 

(1) 相談体制の整備 

   来所、電話、メールなど多様な相談窓口を

確保し、いじめに関する通報及び相談を受け

る体制を整備するとともに、定期的に児童・

生徒、その保護者等に周知する。 

 (2) 関係機関等と連携した取組の推進 

   区市町村、児童館、学童クラブ、福祉・医

療機関、民生・児童委員、その他の関係機関

などと連携し、取組を推進する。 

 (3) 教職員の資質能力の向上、専門的知識を有

する者の確保等 

  教職員の研修の充実、養護教諭その他の教

職員の配置、スクールカウンセラーの確保等

の必要な措置を講じる。 
 (4) インターネットを通じて行われるいじめに

対する対策の推進 

   インターネットを通じて行われるいじめを

防止し、及び効果的に対処することができる

よう児童・生徒に対する情報モラル教育の充

実及び児童・生徒やその保護者に対する啓発

活動を行う。 
(5) 啓発活動 

   いじめの防止等のための広報その他の啓

発活動を推進する。 

 (6) いじめの防止等のための調査研究の実施 

   いじめの防止等のための調査研究、検証な

どを行い、その結果を普及する。 

                    など 

 

５ 「いじめ総合対策」の策定、私立学校が行う

取組に対する支援 

  東京都教育委員会は、都内公立学校を対象と

した「いじめ総合対策」を策定し、対策を推進

する。 

また、都は、私立学校の自主性を尊重しつつ、

各私立学校が行ういじめ防止等への取組に対し、

上記の「いじめの防止等に関する具体的な取組」

を通じた支援を行う。 

 

 

 

  

都は、この方針に基づく取組状況を確認し、そ

の結果に基づき、必要に応じて適切に対応してい

く。 

Ⅵ 都における取組 

Ⅶ その他 
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（９）東京都いじめ防止対策推進基本方針
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がある事案についての警察との相談 など 

(4) 重大事態への対処 

  ・いじめられた児童・生徒の安全の確保 
  ・いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育

を受けられる環境の確保 

・関係機関、専門家等との相談・連携 

・いじめが犯罪行為として取り扱われるべき

と認められる事案についての警察との連携 

   ・重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査の実施又は学校の設置者が行う調査 

   への協力 

  ・重大事態発生についての教育委員会又は知

事への報告 

  ・重大事態の調査結果についての知事の調査 

（再調査）への協力                など 

 

                                                               

 

 

１ 東京都いじめ問題対策連絡協議会の設置 

（条例第 10 条） 

  都は、いじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため、条例で定めるところによ

り、｢東京都いじめ問題対策連絡協議会｣を置く。 

  主な所掌事項は以下のとおりである。 

  ・都、区市町村又は学校におけるいじめの防

止等のための対策の推進に関する事項 
  ・いじめの防止等に関係する機関及び団体の

連携に関する事項 
  ・その他、いじめの防止等のための対策の推

進に必要な事項 
 

２ 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の設置  

（条例第 11 条） 

  東京都教育委員会は、東京都いじめ問題対策

連絡協議会との円滑な連携の下に、いじめの防

止等のための対策を実効的に行うようにする

ため、東京都教育委員会の附属機関として、弁

護士、精神科医、学識経験者、心理や福祉の専

門家等の専門的な知識及び経験を有する者か

ら構成される「東京都教育委員会いじめ問題対

策委員会」を置く。 

  主な所掌事項は以下のとおりである。 

  ・いじめの防止等のための調査研究等、専門

的見地からの審議 

  ・都が設置する学校からのいじめの通報相談に

対する、第三者機関としての当事者間の関係

の調整及び解決 

  ・都又は区市町村が行ういじめの防止等のた 
めの対策への支援 

  ・都が設置する学校において重大事態が発生し

た場合における、事実関係を明確にするため

の調査 

 

３ 東京都いじめ問題調査委員会の設置 

（条例第 12 条） 

  学校で重大事態が発生し、法第 30 条第１項又

は法第 31 条第１項に基づき学校の設置者又は

学校が調査した結果の報告を受けた知事は、必

要があると認めるときは、公平及び公正な調査

を行うために第三者の学識経験者等により構

成される知事の附属機関「東京都いじめ問題調

査委員会」を設置し、法第 28 条第１項の規定

に基づく調査の結果についての調査（再調査）

を行うことができる。 

 

４ いじめの防止等に関する具体的な取組 

(1) 相談体制の整備 

   来所、電話、メールなど多様な相談窓口を

確保し、いじめに関する通報及び相談を受け

る体制を整備するとともに、定期的に児童・

生徒、その保護者等に周知する。 

 (2) 関係機関等と連携した取組の推進 

   区市町村、児童館、学童クラブ、福祉・医

療機関、民生・児童委員、その他の関係機関

などと連携し、取組を推進する。 

 (3) 教職員の資質能力の向上、専門的知識を有

する者の確保等 

  教職員の研修の充実、養護教諭その他の教

職員の配置、スクールカウンセラーの確保等

の必要な措置を講じる。 
 (4) インターネットを通じて行われるいじめに

対する対策の推進 

   インターネットを通じて行われるいじめを

防止し、及び効果的に対処することができる

よう児童・生徒に対する情報モラル教育の充

実及び児童・生徒やその保護者に対する啓発

活動を行う。 
(5) 啓発活動 

   いじめの防止等のための広報その他の啓

発活動を推進する。 

 (6) いじめの防止等のための調査研究の実施 

   いじめの防止等のための調査研究、検証な

どを行い、その結果を普及する。 

                    など 

 

５ 「いじめ総合対策」の策定、私立学校が行う

取組に対する支援 

  東京都教育委員会は、都内公立学校を対象と

した「いじめ総合対策」を策定し、対策を推進

する。 

また、都は、私立学校の自主性を尊重しつつ、

各私立学校が行ういじめ防止等への取組に対し、

上記の「いじめの防止等に関する具体的な取組」

を通じた支援を行う。 

 

 

 

  

都は、この方針に基づく取組状況を確認し、そ

の結果に基づき、必要に応じて適切に対応してい

く。 

Ⅵ 都における取組 

Ⅶ その他 

 
 

     

「「
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
」」

平平
成成

22
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年年

６６
月月

22
55
日日

  
可可

決決
・・

成成
立立

  
７７

月月
２２

日日
  

公公
布布

・・
施施

行行
（（

第第
11
00
・・
11
11
・・
11
22
条条

をを
除除

くく
））

  
８８
月月

１１
日日

  
施施

行行
（（

第第
11
00
・・

11
11
・・
11
22
条条

））
  

平平
成成

22
88
年年

４４
月月

１１
日日
  

一一
部部

改改
正正

施施
行行

  
  

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
一一

章章
（（

総総
則則

））
  

  

第第
一一

条条
（（

目目
的的

））
  

こ
の

法
律

は
、

い
じ

め
が

、
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
の

教
育

を
受

け
る

権
利

を
著

し
く

侵
害

し
、

そ
の

心
身

の
健

全
な

成
長

及
び

人
格

の
形

成
に

重
大

な
影

響
を

与
え

る
の

み
な

ら
ず

、
そ

の
生

命
又

は
身

体
に

重
大

な
危

険
を

生
じ

さ
せ

る
お

そ

れ
が

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
に

鑑
み

、
児

童
等

の
尊

厳
を

保
持

す
る

た
め

、
い

じ
め

の
防

止
等

（
い

じ
め

の
防

止
、

い
じ

め

の
早

期
発

見
及

び
い

じ
め

へ
の

対
処

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
た

め
の

対
策

に
関

し
、

基
本

理
念

を
定

め
、

国
及

び
地

方
公

共
団

体
等

の
責

務
を

明
ら

か
に

し
、

並
び

に
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

の
策

定
に

つ
い

て

定
め

る
と

と
も

に
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
い

じ
め

の
防

止
等

の

た
め

の
対

策
を

総
合

的
か

つ
効

果
的

に
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

  

第第
一一

条条
（（

目目
的的

））
  

こ
の

条
例

は
、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

に
つ

い
て

、
基

本
理

念
を

定
め

、
東

京
都
（

以

下
「

都
」

と
い

う
。
）
、

学
校

の
設

置
者

、
学

校
及

び
学

校
の

教
職

員
並

び
に

保
護

者
の

責
務

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、
都

の
施

策
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

推
進

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

第第
二二

条条
（（

定定
義義

））
  

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
い

じ
め

」
と

は
、

児
童

等
に

対
し

て
、

当
該

児
童

等
が

在
籍

す
る

学
校

に
在

籍
し

て
い

る
等

当
該

児
童

等
と

一
定

の
人

的
関

係
に

あ
る

他
の

児
童

等
が

行
う

心
理

的
又

は
物

理
的

な
影

響
を

与
え

る
行

為
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

も
の

を
含

む
。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
行

為
の

対
象

と
な

っ
た

児
童

等
が

心
身

の
苦

痛
を

感
じ

て
い

る
も

の

を
い

う
。

 

２
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
学

校
」

と
は

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

一
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、

中
学

校
、

義
務

教
育

学
校

、
高

等
学

校
、

中
等

教
育

学
校

及
び

特
別

支
援

学
校

（
幼

稚
部

を
除

く
。
）

を
い

う
。

 

３
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
児

童
等

」
と

は
、

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
又

は
生

徒
を

い
う

。
 

４
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
保

護
者

」
と

は
、

親
権

を
行

う
者

（
親

権
を

行
う

者
の

な
い

と
き

は
、

未
成

年
後

見
人

）
を

い
う

。
  

第第
二二

条条
（（

定定
義義

））
  

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
い

じ
め

」
と

は
、

児
童

等
に

対
し

て
、

当
該

児
童

等
が

在
籍

す
る

学
校

に
在

籍
し

て
い

る
等

当
該

児
童

等
と

一
定

の
人

的
関

係
に

あ
る

他
の

児
童

等
が

行
う

心
理

的
又

は
物

理
的

な
影

響
を

与
え

る
行

為
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

て
行

わ
れ

る
も

の
を

含
む

。
）

で

あ
っ

て
、

当
該

行
為

の
対

象
と

な
っ

た
児

童
等

が
心

身
の

苦
痛

を
感

じ
て

い
る

も
の

を
い

う
。

 

２
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
い

じ
め

の
防

止
等

」
と

は
、

い
じ

め
の

未
然

防
止

、
い

じ
め

の
早

期
発

見
及

び
い

じ
め

へ
の

対
処

を
い

う
。

 

３
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
学

校
」

と
は

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

一
条

に
規

定
す

る
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、

高
等

学
校

、
中

等
教

育
学

校
及

び
特

別

支
援

学
校

（
幼

稚
部

を
除

く
。
）

で
あ

っ
て

、
都

及
び

区
市

町
村

（
特

別
区

及
び

市
町

村
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）

が
設

置
す

る
も

の
並

び
に

学
校

法
人

（
私

立
学

校
法

（
昭

和
二

十
四

年
法

律
第

二

百
七

十
号

）
第

三
条

に
規

定
す

る
学

校
法

人
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

が
設

置
す

る
も

の
の

う
ち

知
事

が
所

轄
す

る
も

の
を

い
う

。
 

４
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
児

童
等

」
と

は
、

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
又

は
生

徒
を

い
う

。
 

５
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
保

護
者

」
と

は
、

親
権

を
行

う
者

（
親

権
を

行
う

者
の

な
い

と
き

は
、

未
成

年
後

見
人

）
を

い
う

。
 

（
８

）
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

法
条

文
と

東
京

都
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

条
例

に
つ

い
て
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６６
  
法法
、、
条条
例例
、、
規規
則則
等等

  

1010

149

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
三三

条条
（（

基基
本本

理理
念念

））
  

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
い

じ
め

が
全

て
の

児
童

等
に

関
係

す
る

問
題

で
あ

る
こ

と
に

鑑
み

、
児

童
等

が
安

心
し

て
学

習
そ

の
他

の
活

動
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
学

校
の

内
外

を
問

わ
ず

い
じ

め
が

行
わ

れ
な

く
な

る
よ

う

に
す

る
こ

と
を

旨
と

し
て

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
全

て
の

児
童

等
が

い
じ

め
を

行
わ

ず
、

及
び

他
の

児
童

等
に

対
し

て
行

わ
れ

る
い

じ
め

を
認

識
し

な
が

ら
こ

れ
を

放
置

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

、
い

じ
め

が
児

童
等

の
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
そ

の

他
の

い
じ

め
の

問
題

に
関

す
る

児
童

等
の

理
解

を
深

め
る

こ
と

を
旨

と
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
の

生
命

及
び

心
身

を
保

護
す

る
こ

と
が

特
に

重
要

で
あ

る
こ

と
を

認
識

し
つ

つ
、

国
、

地
方

公
共

団
体

、
学

校
、

地
域

住
民

、
家

庭
そ

の
他

の
関

係
者

の
連

携
の

下
、

い
じ

め
の

問

題
を

克
服

す
る

こ
と

を
目

指
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

第第
三三

条条
（（

基基
本本

理理
念念

））
  

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
い

じ
め

が
児

童
等

の
生

命
、
心

身
の

健
全

な
成

長
及

び

人
格

の
形

成
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
、
全

て
の

児
童

等
が

安
心

し
て

学
習

そ
の

他
の

活
動

に
取

り
組

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
学

校
の

内
外

を
問

わ
ず

い
じ

め
が

行
わ

れ
な

く
な

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
旨

と
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
児

童
等

の
生

命
及

び
心

身
を

保
護

し
、
児

童
等

を
い

じ

め
か

ら
確

実
に

守
る

と
と

も
に

、
児

童
等

の
い

じ
め

に
関

す
る

理
解

を
深

め
、
児

童
等

が
い

じ
め

を
知

り
な

が
ら

放
置

す
る

こ
と

な
く

、
い

じ
め

の
解

決
に

向
け

て
主

体
的

に
行

動
で

き
る

よ
う

に

す
る

こ
と

を
旨

と
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

す
る

取
組

を
実

効
的

に
行

う
た

め
、
学

校
全

体
で

組
織

的
に

取
り

組
む

こ
と

を
旨

と
し

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
は

、
学

校
に

加
え

、
都

、
区

市
町

村
、

地
域

住
民

、
家

庭
そ

の
他

の
関

係
者

の
連

携
の

下
、
社

会
全

体
で

い
じ

め
の

問
題

を
克

服
す

る
こ

と
を

目
指

し
て

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第第
四四

条条
（（

いい
じじ

めめ
のの

禁禁
止止

））
  

児
童

等
は

、
い

じ
め

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

  
第第

四四
条条

（（
いい

じじ
めめ

のの
禁禁

止止
））

  

児
童

等
は

、
い

じ
め

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

  

第第
五五

条条
（（

国国
のの

責責
務務

））
  

国
は

、
第

三
条

の
基

本
理

念
（

以
下

「
基

本
理

念
」

と
い

う
。
）

に
の

っ
と

り
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
を

総
合

的
に

策
定

し
、

及
び

実
施

す
る

責
務

を
有

す
る

。
  

※※
  

国国
のの

責責
務務

なな
のの

でで
不不

要要
  

    

第第
六六

条条
（（

地地
方方

公公
共共

団団
体体

のの
責責

務務
））

  

地
方

公
共

団
体

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
に

つ
い

て
、

国
と

協
力

し
つ

つ
、

当
該

地
域

の
状

況
に

応
じ

た
施

策
を

策
定

し
、

及
び

実
施

す
る

責
務

を
有

す
る

。
  

第第
五五

条条
（（

都都
のの

責責
務務

））
  

都
は

、
第

三
条

に
規

定
す

る
基

本
理

念
（

以
下

「
基

本
理

念
」

と
い

う
。
）

に
の

っ
と

り
、

区

市
町

村
並

び
に

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

と
連

携
し

て
、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
策

定
し

、
及

び
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

推
進

す
る

責
務

を
有

す
る

。
  

第第
七七

条条
（（

学学
校校

のの
設設

置置
者者

のの
責責

務務
））

  

学
校

の
設

置
者

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

そ
の

設
置

す
る

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

責
務

を
有

す
る

。
 

  

第第
六六

条条
（（

学学
校校

のの
設設

置置
者者

のの
責責

務務
））

  
  

学
校

の
設

置
者

は
、
基

本
理

念
に

の
っ

と
り

、
そ

の
設

置
す

る
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

責
務

を
有

す
る

。
  

第第
八八

条条
（（

学学
校校

及及
びび

学学
校校

のの
教教

職職
員員

のの
責責

務務
））

  

学
校

及
び

学
校

の
教

職
員

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

の
保

護
者

、
地

域
住

民
、

児
童

相
談

所
そ

の
他

の
関

係
者

と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

学
校

全
体

で
い

じ
め

の
防

止
及

び
早

期
発

見
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

が
い

じ
め

を
受

け
て

い
る

と
思

わ
れ

る
と

き
は

、
適

切
か

つ
迅

速
に

こ
れ

に
対

処
す

る
責

務

を
有

す
る

。
  

第第
七七

条条
（（

学学
校校

及及
びび

学学
校校

のの
教教

職職
員員

のの
責責

務務
））

  

学
校

及
び

学
校

の
教

職
員

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

の
保

護
者

、
地

域
住

民
並

び
に

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

学
校

全
体

で
い

じ
め

の
未

然
防

止
及

び
早

期
発

見
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
当

該
学

校
に

在

籍
す

る
児

童
等

が
い

じ
め

を
受

け
て

い
る

と
思

わ
れ

る
と

き
は

、
適

切
か

つ
迅

速
に

対
処

す
る

責

務
を

有
す

る
。
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組
織
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応

ア
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ー
ト
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例
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、
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、
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（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
九九

条条
（（

保保
護護

者者
のの

責責
務務

等等
））

  

保
護

者
は

、
子

の
教

育
に

つ
い

て
第

一
義

的
責

任
を

有
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

そ
の

保
護

す
る

児
童

等
が

い
じ

め
を

行
う

こ
と

の
な

い
よ

う
、

当
該

児
童

等
に

対
し

、
規

範
意

識
を

養
う

た
め

の
指

導
そ

の
他

の
必

要
な

指
導

を
行

う
よ

う
努

め
る

も

の
と

す
る

。
 

２
 

保
護

者
は

、
そ

の
保

護
す

る
児

童
等

が
い

じ
め

を
受

け
た

場
合

に
は

、
適

切
に

当
該

児
童

等
を

い
じ

め
か

ら
保

護
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

保
護

者
は

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

学
校

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

学
校

が
講

ず
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
措

置
に

協
力

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

第
一

項
の

規
定

は
、

家
庭

教
育

の
自

主
性

が
尊

重
さ

れ
る

べ
き

こ
と

に
変

更
を

加
え

る
も

の
と

解
し

て
は

な
ら

ず
、

ま
た

、

前
三

項
の

規
定

は
、

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
す

る
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
の

責
任

を
軽

減
す

る
も

の
と

解

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 

第 第
八八

条条
（（

保保
護護

者者
のの

責責
務務

））
  

保
護

者
は

、
子

の
教

育
に

つ
い

て
第

一
義

的
責

任
を

有
す

る
も

の
で

あ
り

、
い

じ
め

が
児

童
等

の
生

命
、
心

身
の

健
全

な
成

長
及

び
人

格
の

形
成

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
あ

る
と

の
認

識
の

下
、

そ
の

保
護

す
る

児
童

等
が

い
じ

め
を

行
う

こ
と

の
な

い
よ

う
、

当
該

児
童

等
に

対
し

、

規
範

意
識

を
養

う
た

め
の

指
導

そ
の

他
の

必
要

な
指

導
を

行
う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

保
護

者
は

、
そ

の
保

護
す

る
児

童
等

が
い

じ
め

を
受

け
た

場
合

に
は

、
適

切
に

当
該

児
童

等
を

い
じ

め
か

ら
保

護
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

保
護

者
は

、
都

、
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
が

講
ず

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

措
置

に
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

  

第第
十十

条条
（（

財財
政政

上上
のの

措措
置置

））
  

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
推

進
す

る
た

め
に

必
要

な
財

政
上

の
措

置
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

  

  

第第
二二

章章
（（

いい
じじ

めめ
防防

止止
基基

本本
方方

針針
等等

））
  

  
  

第第
十十

一一
条条

（（
いい

じじ
めめ

防防
止止

基基
本本

方方
針針

））
  

 
文

部
科

学
大

臣
は

、
関

係
行

政
機

関
の

長
と

連
携

協
力

し
て

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
総

合
的

か
つ

効
果

的

に
推

進
す

る
た

め
の

基
本

的
な

方
針

（
以

下
「

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
」

と
い

う
。
）

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 
一

 
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
基

本
的

な
方

向
に

関
す

る
事

項
 

 
二

 
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
内

容
に

関
す

る
事

項
 

三
 

そ
の

他
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

に
関

す
る

重
要

事
項

 

 

※ ※
  

国国
のの

基基
本本

方方
針針

なな
のの

でで
不不

要要
  

第第
十十

二二
条条

（（
地地

方方
いい

じじ
めめ

防防
止止

基基
本本

方方
針針

））
  

 
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

を
参

酌
し

、
そ

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
、

当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

推
進

す
る

た
め

の
基

本
的

な
方

針
（

以
下

「
地

方
い

じ
め

防
止

基

本
方

針
」

と
い

う
。
）

を
定

め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

第 第
九九

条条
（（

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

基基
本本

方方
針針

））
  

都
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
基

本
的

な
考

え
方

そ
の

他
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
推

進
に

必
要

な
事

項
を

東
京

都
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

基
本

方
針

（
以

下
「

基
本

方

針
」

と
い

う
。
）

と
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

基
本

方
針

は
、

い
じ

め
防

止
対

策
推

進
法

（
平

成
二

十
五

年
法

律
第

七
十

一
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
十

二
条

の
規

定
に

基
づ

く
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
総

合
的

か
つ

効
果

的
に

推
進

す
る

た
め

の
基

本
的

な
方

針
と

す
る

。
 

 
第第

十十
三三

条条
（（

学学
校校

いい
じじ

めめ
防防

止止
基基

本本
方方

針針
））

  

 
学

校
は

、
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

又
は

地
方

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
を

参
酌

し
、

そ
の

学
校

の
実

情
に

応
じ

、
当

該
学

校

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
に

関
す

る
基

本
的

な
方

針
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用
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 6　法、条例、規則等



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
十十

四四
条条

（（
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

連連
絡絡

協協
議議

会会
））

  

 
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

係
す

る
機

関
及

び
団

体
の

連
携

を
図

る
た

め
、

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

学
校

、
教

育
委

員
会

、
児

童
相

談
所

、
法

務
局

又
は

地
方

法
務

局
、

都
道

府
県

警
察

そ
の

他
の

関
係

者
に

よ
り

構
成

さ

れ
る

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

都
道

府
県

は
、

前
項

の
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
を

置
い

た
場

合
に

は
、

当
該

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
が

当
該

都
道

府
県

の
区

域
内

の
市

町
村

が
設

置
す

る
学

校
に

お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
に

活
用

さ
れ

る
よ

う
、

当
該

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

と
当

該
市

町
村

の
教

育
委

員
会

と
の

連

携
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
二

項
の

規
定

を
踏

ま
え

、
教

育
委

員
会

と
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
と

の
円

滑
な

連
携

の
下

に
、

地
方

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
に

基
づ

く
地

域
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
実

効
的

に
行

う
よ

う
に

す
る

た
め

必
要

が
あ

る

と
き

は
、

教
育

委
員

会
に

附
属

機
関

と
し

て
必

要
な

組
織

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
  

第第
十十

条条
（（

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

連連
絡絡

協協
議議

会会
））

  
  

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
を

図
る

た
め

、
法

第
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
学

校
、

東
京

都
教

育
委

員
会

、
東

京
都

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

、
東

京
法

務
局

、

警
視

庁
そ

の
他

の
関

係
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

東
京

都
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
（

以
下

こ

の
条

に
お

い
て

「
協

議
会

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

２
 

協
議

会
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

一
 

都
、

区
市

町
村

又
は

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

推
進

に
関

す
る

事
 

 

 
項

 

二
 

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
に

関
す

る
事

項
 

三
 

そ
の

他
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
推

進
に

必
要

な
事

項
 

３
 

第
一

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
協

議
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

 第第
十十

一一
条条

（（
東東

京京
都都

教教
育育

委委
員員

会会
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

委委
員員

会会
））

 

基
本

方
針

に
基

づ
く

都
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
実

効
的

に
行

う
た

め
、

法
第

十
四

条
第

三
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

東
京

都
教

育
委

員
会

の
附

属
機

関
と

し
て

、
東

京
都

教

育
委

員
会

い
じ

め
問

題
対

策
委

員
会

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
対

策
委

員
会

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

２
 

対
策

委
員

会
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
の

諮
問

に
応

じ
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

調
査

審
議

し
、

答
申

す
る

。
 

３
 

対
策

委
員

会
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
推

進
に

つ
い

て
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
に

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

対
策

委
員

会
は

、
都

立
学

校
（

東
京

都
立

学
校

設
置

条
例

（
昭

和
三

十
九

年
東

京
都

条
例

第
百

十
三

号
）
第

一
条

に
規

定
す

る
都

立
学

校
を

い
う

。
）
に

お
い

て
法

第
二

十
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
重

大
事

態
（

以
下

「
重

大
事

態
」

と
い

う
。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

同
項

に
規

定
す

る
組

織

と
し

て
同

項
に

規
定

す
る

調
査

（
以

下
「

法
第

二
十

八
条

調
査

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
東

京
都

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

対
策

委
員

会
は

、
学

識
経

験
を

有
す

る
者

、
法

律
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
等

の
う

ち
か

ら
、

東
京

都
教

育
委

員
会

が
任

命
す

る
委

員
十

人
以

内
を

も
っ

て
組

織

す
る

。
 

６
 

委
員

の
任

期
は

二
年

と
し

、
補

欠
の

委
員

の
任

期
は

前
任

者
の

残
任

期
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

 

７
 

前
二

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
対

策
委

員
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。
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組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
十十

四四
条条

（（
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

連連
絡絡

協協
議議

会会
））

  

 
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

係
す

る
機

関
及

び
団

体
の

連
携

を
図

る
た

め
、

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

学
校

、
教

育
委

員
会

、
児

童
相

談
所

、
法

務
局

又
は

地
方

法
務

局
、

都
道

府
県

警
察

そ
の

他
の

関
係

者
に

よ
り

構
成

さ

れ
る

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

都
道

府
県

は
、

前
項

の
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
を

置
い

た
場

合
に

は
、

当
該

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
が

当
該

都
道

府
県

の
区

域
内

の
市

町
村

が
設

置
す

る
学

校
に

お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
に

活
用

さ
れ

る
よ

う
、

当
該

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

と
当

該
市

町
村

の
教

育
委

員
会

と
の

連

携
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
二

項
の

規
定

を
踏

ま
え

、
教

育
委

員
会

と
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
と

の
円

滑
な

連
携

の
下

に
、

地
方

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
に

基
づ

く
地

域
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
実

効
的

に
行

う
よ

う
に

す
る

た
め

必
要

が
あ

る

と
き

は
、

教
育

委
員

会
に

附
属

機
関

と
し

て
必

要
な

組
織

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
  

第第
十十

条条
（（

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

連連
絡絡

協協
議議

会会
））

  
  

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
を

図
る

た
め

、
法

第
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
学

校
、

東
京

都
教

育
委

員
会

、
東

京
都

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

、
東

京
法

務
局

、

警
視

庁
そ

の
他

の
関

係
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

東
京

都
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
（

以
下

こ

の
条

に
お

い
て

「
協

議
会

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

２
 

協
議

会
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
 

一
 

都
、

区
市

町
村

又
は

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

推
進

に
関

す
る

事
 

 

 
項

 

二
 

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

の
連

携
に

関
す

る
事

項
 

三
 

そ
の

他
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
推

進
に

必
要

な
事

項
 

３
 

第
一

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
協

議
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。

 

 第第
十十

一一
条条

（（
東東

京京
都都

教教
育育

委委
員員

会会
いい

じじ
めめ

問問
題題

対対
策策

委委
員員

会会
））

 

基
本

方
針

に
基

づ
く

都
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
実

効
的

に
行

う
た

め
、

法
第

十
四

条
第

三
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

東
京

都
教

育
委

員
会

の
附

属
機

関
と

し
て

、
東

京
都

教

育
委

員
会

い
じ

め
問

題
対

策
委

員
会

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
対

策
委

員
会

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

２
 

対
策

委
員

会
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
の

諮
問

に
応

じ
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

調
査

審
議

し
、

答
申

す
る

。
 

３
 

対
策

委
員

会
は

、
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
推

進
に

つ
い

て
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
に

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

対
策

委
員

会
は

、
都

立
学

校
（

東
京

都
立

学
校

設
置

条
例

（
昭

和
三

十
九

年
東

京
都

条
例

第
百

十
三

号
）
第

一
条

に
規

定
す

る
都

立
学

校
を

い
う

。
）
に

お
い

て
法

第
二

十
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
重

大
事

態
（

以
下

「
重

大
事

態
」

と
い

う
。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

同
項

に
規

定
す

る
組

織

と
し

て
同

項
に

規
定

す
る

調
査

（
以

下
「

法
第

二
十

八
条

調
査

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
東

京
都

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

対
策

委
員

会
は

、
学

識
経

験
を

有
す

る
者

、
法

律
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
等

の
う

ち
か

ら
、

東
京

都
教

育
委

員
会

が
任

命
す

る
委

員
十

人
以

内
を

も
っ

て
組

織

す
る

。
 

６
 

委
員

の
任

期
は

二
年

と
し

、
補

欠
の

委
員

の
任

期
は

前
任

者
の

残
任

期
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

 

７
 

前
二

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
対

策
委

員
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
東

京
都

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
。
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いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
三三

章章
（（

基基
本本

的的
施施

策策
））

  
  

第第
十十

五五
条条

（（
学学

校校
にに

おお
けけ

るる
いい

じじ
めめ

のの
防防

止止
））

  

 
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
は

、
児

童
等

の
豊

か
な

情
操

と
道

徳
心

を
培

い
、

心
の

通
う

対
人

交
流

の
能

力

の
素

地
を

養
う

こ
と

が
い

じ
め

の
防

止
に

資
す

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

全
て

の
教

育
活

動
を

通
じ

た
道

徳
教

育
及

び
体

験
活

動

等
の

充
実

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

学
校

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

当
該

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
を

防
止

す
る

た
め

、
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
の

保
護

者
、

地
域

住
民

そ
の

他
の

関
係

者
と

の
連

携
を

図
り

つ
つ

、
い

じ
め

の
防

止
に

資
す

る
活

動
で

あ
っ

て
当

該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

が
自

主
的

に
行

う
も

の
に

対
す

る
支

援
、

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

及
び

そ
の

保
護

者
並

び

に
当

該
学

校
の

教
職

員
に

対
す

る
い

じ
め

を
防

止
す

る
こ

と
の

重
要

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
の

啓
発

そ
の

他
必

要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

  

第第
十十

六六
条条

（（
いい

じじ
めめ

のの
早早

期期
発発

見見
のの

たた
めめ

のの
措措

置置
））

  

 
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
は

、
当

該
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

を
早

期
に

発
見

す
る

た
め

、
当

該
学

校
に

在

籍
す

る
児

童
等

に
対

す
る

定
期

的
な

調
査

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

に
関

す
る

通
報

及
び

相
談

を
受

け
付

け
る

た
め

の
体

制
の

整
備

に
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

学
校

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

及
び

そ
の

保
護

者
並

び
に

当
該

学
校

の
教

職
員

が
い

じ
め

に
係

る
相

談
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

体
制

（
次

項
に

お
い

て
「

相
談

体
制

」
と

い
う

。
）

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

学
校

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

相
談

体
制

を
整

備
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

家
庭

、
地

域
社

会
等

と
の

連
携

の
下

、
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
の

教
育

を
受

け
る

権
利

そ
の

他
の

権
利

利
益

が
擁

護
さ

れ
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
十十

七七
条条

（（
関関

係係
機機

関関
等等

とと
のの

連連
携携

等等
））

  

 
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保
護

者
に

対
す

る
支

援
、

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に

対
す

る
指

導
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

助
言

そ
の

他
の

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
が

関
係

者
の

連
携

の
下

に
適

切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

関
係

省
庁

相
互

間
そ

の
他

関
係

機
関

、
学

校
、

家
庭

、
地

域
社

会
及

び
民

間
団

体
の

間
の

連
携

の
強

化
、

民
間

団
体

の
支

援
そ

の
他

必
要

な
体

制
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
十十

八八
条条

（（
いい

じじ
めめ

のの
防防

止止
等等

のの
たた

めめ
のの

対対
策策

にに
従従

事事
すす

るる
人人

材材
のの

確確
保保

及及
びび

資資
質質

のの
向向

上上
））

  

 
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保
護

者
に

対
す

る
支

援
、

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に

対
す

る
指

導
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

助
言

そ
の

他
の

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
が

専
門

的
知

識
に

基
づ

き
適

切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

教
員

の
養

成
及

び
研

修
の

充
実

を
通

じ
た

教
員

の
資

質
の

向
上

、
生

徒
指

導
に

係
る

体
制

等
の

充
実

の

た
め

の
教

諭
、

養
護

教
諭

そ
の

他
の

教
員

の
配

置
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

い
じ

め

の
防

止
を

含
む

教
育

相
談

に
応

じ
る

も
の

の
確

保
、

い
じ

め
へ

の
対

処
に

関
し

助
言

を
行

う
た

め
に

学
校

の
求

め
に

応
じ

て

派
遣

さ
れ

る
者

の
確

保
等

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

当
該

学
校

の
教

職
員

に
対

し
、

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
に

関
す

る
研

修
の

実
施

そ
の

他
の

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
に

関
す

る
資

質
の

向
上

に
必

要
な

措
置

を
計

画
的

に
行

わ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。
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 6　法、条例、規則等



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
十十

九九
条条

（（
イイ

ンン
タタ

ーー
ネネ

ッッ
トト

をを
通通

じじ
てて

行行
わわ

れれ
るる

いい
じじ

めめ
にに

対対
すす

るる
対対

策策
のの

推推
進進

））
  

 
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
は

、
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
及

び
そ

の
保

護
者

が
、

発
信

さ
れ

た
情

報

の
高

度
の

流
通

性
、

発
信

者
の

匿
名

性
そ

の
他

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

送
信

さ
れ

る
情

報
の

特
性

を
踏

ま
え

て
、

イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
を

防
止

し
、

及
び

効
果

的
に

対
処

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
こ

れ
ら

の
者

に

対
し

、
必

要
な

啓
発

活
動

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
児

童
等

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
に

巻
き

込
ま

れ
て

い
な

い
か

ど
う

か
を

監
視

す
る

関
係

機
関

又
は

関
係

団
体

の
取

組
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め

に
関

す
る

事
案

に
対

処
す

る
体

制
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

て
い

じ
め

が
行

わ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、
当

該
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
又

は
そ

の
保

護
者

は
、

当
該

い
じ

め
に

係
る

情
報

の
削

除
を

求
め

、
又

は
発

信
者

情
報

（
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

の
損

害
賠

償
責

任
の

制
限

及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
三

年
法

律
第

百
三

十
七

号
）

第
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
発

信
者

情
報

を

い
う

。
）

の
開

示
を

請
求

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

必
要

に
応

じ
、

法
務

局
又

は
地

方
法

務
局

の
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
二二

十十
条条

（（
いい

じじ
めめ

のの
防防

止止
等等

のの
たた

めめ
のの

対対
策策

のの
調調

査査
研研

究究
のの

推推
進進

等等
））

  

 
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

い
じ

め
の

防
止

及
び

早
期

発
見

の
た

め
の

方
策

等
、

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保

護
者

に
対

す
る

支
援

及
び

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に
対

す
る

指
導

又
は

そ
の

保
護

者
に

対
す

る
助

言
の

在
り

方
、

イ
ン

タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
へ

の
対

応
の

在
り

方
そ

の
他

の
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
に

必
要

な
事

項
や

い
じ

め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
実

施
の

状
況

に
つ

い
て

の
調

査
研

究
及

び
検

証
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
成

果
を

普
及

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
二二

十十
一一

条条
（（

啓啓
発発

活活
動動

））
  

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

が
児

童
等

の
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
、

い
じ

め
を

防
止

す
る

こ
と

の
重

要
性

、
い

じ
め

に
係

る
相

談
制

度
又

は
救

済
制

度
等

に
つ

い
て

必
要

な
広

報
そ

の
他

の
啓

発
活

動
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。
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（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
四四

章章
（（

いい
じじ

めめ
のの

防防
止止

等等
にに

関関
すす

るる
措措

置置
））

  
  

第第
二二

十十
二二

条条
（（

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

いい
じじ

めめ
のの

防防
止止

等等
のの

対対
策策

のの
たた

めめ
のの

組組
織織

））
  

 
学

校
は

、
当

該
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

す
る

措
置

を
実

効
的

に
行

う
た

め
、

当
該

学
校

の
複

数
の

教
職

員
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
そ

の
他

の
関

係
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

い
じ

め
の

防
止

等
の

対
策

の

た
め

の
組

織
を

置
く

も
の

と
す

る
。

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
二二

十十
三三

条条
（（

いい
じじ

めめ
にに

対対
すす

るる
措措

置置
））

  

 
学

校
の

教
職

員
、

地
方

公
共

団
体

の
職

員
そ

の
他

の
児

童
等

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
者

及
び

児
童

等
の

保
護

者
は

、
児

童

等
か

ら
い

じ
め

に
係

る
相

談
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

い
じ

め
の

事
実

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

と
き

は
、

い
じ

め
を

受
け

た

と
思

わ
れ

る
児

童
等

が
在

籍
す

る
学

校
へ

の
通

報
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
と

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
報

を
受

け
た

と
き

そ
の

他
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
が

い
じ

め
を

受
け

て
い

る
と

思
わ

れ
る

と
き

は
、

速
や

か
に

、
当

該
児

童
等

に
係

る
い

じ
め

の
事

実
の

有
無

の
確

認
を

行
う

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
と

と

も
に

、
そ

の
結

果
を

当
該

学
校

の
設

置
者

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

学
校

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

事
実

の
確

認
に

よ
り

い
じ

め
が

あ
っ

た
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

い
じ

め
を

や
め

さ
せ

、
及

び
そ

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

、
当

該
学

校
の

複
数

の
教

職
員

に
よ

っ
て

、
心

理
、

福
祉

等
に

関
す

る
専

門
的

な

知
識

を
有

す
る

者
の

協
力

を
得

つ
つ

、
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

支
援

及
び

い
じ

め
を

行
っ

た

児
童

等
に

対
す

る
指

導
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

助
言

を
継

続
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

４
 

学
校

は
、

前
項

の
場

合
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に
つ

い
て

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

が
使

用
す

る
教

室
以

外
の

場
所

に
お

い
て

学
習

を
行

わ
せ

る
等

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

そ
の

他
の

児
童

等
が

安

心
し

て
教

育
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

学
校

は
、

当
該

学
校

の
教

職
員

が
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

支
援

又
は

指
導

若
し

く
は

助
言

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

の
保

護
者

と
い

じ
め

を
行

っ
た

児
童

等
の

保
護

者
と

の
間

で
争

い
が

起
き

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
い

じ

め
の

事
案

に
係

る
情

報
を

こ
れ

ら
の

保
護

者
と

共
有

す
る

た
め

の
措

置
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

６
 

学
校

は
、

い
じ

め
が

犯
罪

行
為

と
し

て
取

り
扱

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
所

轄
警

察
署

と
連

携
し

て
こ

れ
に

対
処

す
る

も
の

と
し

、
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
の

生
命

、
身

体
又

は
財

産
に

重
大

な
被

害
が

生
じ

る
お

そ
れ

が

あ
る

と
き

は
直

ち
に

所
轄

警
察

署
に

通
報

し
、

適
切

に
、

援
助

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

  

第第
二二

十十
四四

条条
（（

学学
校校

のの
設設

置置
者者

にに
よよ

るる
措措

置置
））

  

 
学

校
の

設
置

者
は

、
前

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

必
要

に
応

じ
、

そ
の

設
置

す
る

学
校

に
対

し

必
要

な
支

援
を

行
い

、
若

し
く

は
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

を
指

示
し

、
又

は
当

該
報

告
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

自
ら

必

要
な

調
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

  

第第
二二

十十
五五

条条
（（

校校
長長

及及
びび

教教
員員

にに
よよ

るる
懲懲

戒戒
））

  

 
校

長
及

び
教

員
は

、
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
が

い
じ

め
を

行
っ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
教

育
上

必
要

が
あ

る
と

認

め
る

と
き

は
、

学
校

教
育

法
第

十
一

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
適

切
に

、
当

該
児

童
等

に
対

し
て

懲
戒

を
加

え
る

も
の

と
す

る
。
 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
二二

十十
六六

条条
（（

出出
席席

停停
止止

制制
度度

のの
適適

切切
なな

運運
用用

等等
））

  

市
町

村
の

教
育

委
員

会
は

、
い

じ
め

を
行

っ
た

児
童

等
の

保
護

者
に

対
し

て
学

校
教

育
法

第
三

十
五

条
第

一
項

（
同

法
第

四
十

九
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規

定
に

基
づ

き
当

該
児

童
等

の
出

席
停

止
を

命
ず

る
等

、
い

じ
め

を
受

け

た
児

童
等

そ
の

他
の

児
童

等
が

安
心

し
て

教
育

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

速
や

か
に

講
ず

る
も

の

と
す

る
。

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

 

第第
二二

十十
七七

条条
（（

学学
校校

相相
互互

間間
のの

連連
携携

協協
力力

体体
制制

のの
整整

備備
））

  

 
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
と

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

が
同

じ
学

校
に

在
籍

し
て

い
な

い
場

合
で

あ

っ
て

も
、

学
校

が
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

支
援

及
び

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に
対

す
る

指

導
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

助
言

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

学
校

相
互

間
の

連
携

協
力

体
制

を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

  

 

- 137 - 

 
 

 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

条条
文文

  
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
条条

例例
、、

対対
応応

等等
  

第第
十十

九九
条条

（（
イイ

ンン
タタ

ーー
ネネ

ッッ
トト

をを
通通

じじ
てて

行行
わわ

れれ
るる

いい
じじ

めめ
にに

対対
すす

るる
対対

策策
のの

推推
進進

））
  

 
学

校
の

設
置

者
及

び
そ

の
設

置
す

る
学

校
は

、
当

該
学

校
に

在
籍

す
る

児
童

等
及

び
そ

の
保

護
者

が
、

発
信

さ
れ

た
情

報

の
高

度
の

流
通

性
、

発
信

者
の

匿
名

性
そ

の
他

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

送
信

さ
れ

る
情

報
の

特
性

を
踏

ま
え

て
、

イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
を

防
止

し
、

及
び

効
果

的
に

対
処

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
こ

れ
ら

の
者

に

対
し

、
必

要
な

啓
発

活
動

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
児

童
等

が
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
に

巻
き

込
ま

れ
て

い
な

い
か

ど
う

か
を

監
視

す
る

関
係

機
関

又
は

関
係

団
体

の
取

組
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め

に
関

す
る

事
案

に
対

処
す

る
体

制
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

て
い

じ
め

が
行

わ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、
当

該
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
又

は
そ

の
保

護
者

は
、

当
該

い
じ

め
に

係
る

情
報

の
削

除
を

求
め

、
又

は
発

信
者

情
報

（
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

の
損

害
賠

償
責

任
の

制
限

及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
三

年
法

律
第

百
三

十
七

号
）

第
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
発

信
者

情
報

を

い
う

。
）

の
開

示
を

請
求

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

必
要

に
応

じ
、

法
務

局
又

は
地

方
法

務
局

の
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
二二

十十
条条

（（
いい

じじ
めめ

のの
防防

止止
等等

のの
たた

めめ
のの

対対
策策

のの
調調

査査
研研

究究
のの

推推
進進

等等
））

  

 
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

い
じ

め
の

防
止

及
び

早
期

発
見

の
た

め
の

方
策

等
、

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保

護
者

に
対

す
る

支
援

及
び

い
じ

め
を

行
っ

た
児

童
等

に
対

す
る

指
導

又
は

そ
の

保
護

者
に

対
す

る
助

言
の

在
り

方
、

イ
ン

タ

ー
ネ

ッ
ト

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

い
じ

め
へ

の
対

応
の

在
り

方
そ

の
他

の
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
に

必
要

な
事

項
や

い
じ

め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
実

施
の

状
況

に
つ

い
て

の
調

査
研

究
及

び
検

証
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
成

果
を

普
及

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。

 

第第
二二

十十
一一

条条
（（

啓啓
発発

活活
動動

））
  

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
い

じ
め

が
児

童
等

の
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
、

い
じ

め
を

防
止

す
る

こ
と

の
重

要
性

、
い

じ
め

に
係

る
相

談
制

度
又

は
救

済
制

度
等

に
つ

い
て

必
要

な
広

報
そ

の
他

の
啓

発
活

動
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

（（
具具

体体
的的

なな
施施

策策
のの

内内
容容

はは
条条

例例
にに

盛盛
りり

込込
まま

なな
いい

））
。。
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組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

 6　法、条例、規則等



 
 

  
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
第第

五五
章章

（（
重重

大大
事事

態態
へへ

のの
対対

処処
））

  
  

第第
二二

十十
八八

条条
（（

学学
校校

のの
設設

置置
者者

又又
はは

そそ
のの

設設
置置

すす
るる

学学
校校

にに
よよ

るる
対対

処処
））

  

学
校

の
設

置
者

又
は

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

そ
の

事
態

（
以

下
「

重
大

事
態

」
と

い
う

。
）

に

対
処

し
、

及
び

当
該

重
大

事
態

と
同

種
の

事
態

の
発

生
の

防
止

に
資

す
る

た
め

、
速

や
か

に
、

当
該

学
校

の
設

置
者

又
は

そ

の
設

置
す

る
学

校
の

下
に

組
織

を
設

け
、

質
問

票
の

使
用

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

当
該

重
大

事
態

に
係

る
事

実
関

係

を
明

確
に

す
る

た
め

の
調

査
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

一
 

い
じ

め
に

よ
り

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

の
生

命
、

心
身

又
は

財
産

に
重

大
な

被
害

が
生

じ
た

疑
い

が
あ

る
と

認

め
る

と
き

。
 

二
 

い
じ

め
に

よ
り

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

が
相

当
の

期
間

学
校

を
欠

席
す

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

て
い

る
疑

い

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

 

２
 

学
校

の
設

置
者

又
は

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

を
行

っ
た

と
き

は
、

当
該

調
査

に
係

る
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
及

び
そ

の
保

護
者

に
対

し
、

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
の

事
実

関
係

等
そ

の
他

の
必

要
な

情
報

を
適

切

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
学

校
が

調
査

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
学

校
の

設
置

者
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

る
情

報
の

提
供

に
つ

い
て

必
要

な
指

導
及

び
支

援
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

※※
  

第第
十十

一一
条条

第第
四四

項項
にに

おお
いい

てて
、、

都都
立立

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

重重
大大

事事
態態

にに
つつ

いい
てて

規規
定定

  

区区
市市

町町
村村

立立
やや

私私
立立

のの
学学

校校
にに

つつ
いい

てて
はは

、、
法法

をを
直直

接接
適適

用用
  

第第
二二

十十
九九

条条
（（

国国
立立

大大
学学

にに
附附

属属
しし

てて
設設

置置
ささ

れれ
るる

学学
校校

にに
係係

るる
対対

処処
））

 
 

 

 
国

立
大

学
法

人
（

国
立

大
学

法
人

法
（

平
成

十
五

年
法

律
第

百
十

二
号

）
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

国
立

大
学

法
人

を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
設

置
す

る
国

立
大

学
に

附
属

し
て

設
置

さ
れ

る
学

校
は

、
前

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
は

、
当

該
国

立
大

学
法

人
の

学
長

又
は

理
事

長
を

通
じ

て
、

重
大

事
態

が
発

生
し

た
旨

を
、

文
部

科
学

大
臣

に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

文
部

科
学

大
臣

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
前

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
に

つ
い

て

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

文
部

科
学

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

当
該

調
査

に
係

る
国

立
大

学
法

人
又

は
そ

の
設

置
す

る
国

立
大

学
に

附
属

し
て

設
置

さ
れ

る
学

校
が

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態

の
発

生
の

防
止

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

国
立

大
学

法
人

法
第

三
十

五
条

に
お

い
て

準
用

す

る
独

立
行

政
法

人
通

則
法

（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

三
号

）
第

六
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

権
限

の
適

切
な

行
使

そ
の

他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

 

※※
  

国国
のの

ここ
とと

なな
のの

でで
、、

不不
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国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

156

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

  
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
第第

五五
章章

（（
重重

大大
事事

態態
へへ

のの
対対

処処
））

  
  

第第
二二

十十
八八

条条
（（

学学
校校

のの
設設

置置
者者

又又
はは

そそ
のの

設設
置置

すす
るる

学学
校校

にに
よよ

るる
対対

処処
））

  

学
校

の
設

置
者

又
は

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

そ
の

事
態

（
以

下
「

重
大

事
態

」
と

い
う

。
）

に

対
処

し
、

及
び

当
該

重
大

事
態

と
同

種
の

事
態

の
発

生
の

防
止

に
資

す
る

た
め

、
速

や
か

に
、

当
該

学
校

の
設

置
者

又
は

そ

の
設

置
す

る
学

校
の

下
に

組
織

を
設

け
、

質
問

票
の

使
用

そ
の

他
の

適
切

な
方

法
に

よ
り

当
該

重
大

事
態

に
係

る
事

実
関

係

を
明

確
に

す
る

た
め

の
調

査
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

一
 

い
じ

め
に

よ
り

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

の
生

命
、

心
身

又
は

財
産

に
重

大
な

被
害

が
生

じ
た

疑
い

が
あ

る
と

認

め
る

と
き

。
 

二
 

い
じ

め
に

よ
り

当
該

学
校

に
在

籍
す

る
児

童
等

が
相

当
の

期
間

学
校

を
欠

席
す

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

て
い

る
疑

い

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

 

２
 

学
校

の
設

置
者

又
は

そ
の

設
置

す
る

学
校

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

を
行

っ
た

と
き

は
、

当
該

調
査

に
係

る
い

じ
め

を
受

け
た

児
童

等
及

び
そ

の
保

護
者

に
対

し
、

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
の

事
実

関
係

等
そ

の
他

の
必

要
な

情
報

を
適

切

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
学

校
が

調
査

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
学

校
の

設
置

者
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

る
情

報
の

提
供

に
つ

い
て

必
要

な
指

導
及

び
支

援
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

※※
  

第第
十十

一一
条条

第第
四四

項項
にに

おお
いい

てて
、、

都都
立立

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

重重
大大

事事
態態

にに
つつ

いい
てて

規規
定定

  

区区
市市

町町
村村

立立
やや

私私
立立

のの
学学

校校
にに

つつ
いい

てて
はは

、、
法法

をを
直直

接接
適適

用用
  

第第
二二

十十
九九

条条
（（

国国
立立

大大
学学

にに
附附

属属
しし

てて
設設

置置
ささ

れれ
るる

学学
校校

にに
係係

るる
対対

処処
））

 
 

 

 
国

立
大

学
法

人
（

国
立

大
学

法
人

法
（

平
成

十
五

年
法

律
第

百
十

二
号

）
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

国
立

大
学

法
人

を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
設

置
す

る
国

立
大

学
に

附
属

し
て

設
置

さ
れ

る
学

校
は

、
前

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
は

、
当

該
国

立
大

学
法

人
の

学
長

又
は

理
事

長
を

通
じ

て
、

重
大

事
態

が
発

生
し

た
旨

を
、

文
部

科
学

大
臣

に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

文
部

科
学

大
臣

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
前

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
に

つ
い

て

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

文
部

科
学

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

当
該

調
査

に
係

る
国

立
大

学
法

人
又

は
そ

の
設

置
す

る
国

立
大

学
に

附
属

し
て

設
置

さ
れ

る
学

校
が

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態

の
発

生
の

防
止

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

国
立

大
学

法
人

法
第

三
十

五
条

に
お

い
て

準
用

す

る
独

立
行

政
法

人
通

則
法

（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

三
号

）
第

六
十

四
条

第
一

項
に

規
定

す
る

権
限

の
適

切
な

行
使

そ
の

他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

 

※※
  

国国
のの

ここ
とと

なな
のの

でで
、、

不不
要要
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いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
第第

三三
十十

条条
（（

公公
立立

学学
校校

にに
係係

るる
対対

処処
））

  

 
地

方
公

共
団

体
が

設
置

す
る

学
校

は
、

第
二

十
八

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
は

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

教
育

委

員
会

を
通

じ
て

、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

旨
を

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
附

属
機

関
を

設
け

て
調

査
を

行
う

等
の

方
法

に

よ
り

、
第

二
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

を
行

っ
た

と
き

は
、

そ
の

結
果

を
議

会
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

第
二

項
の

規
定

は
、

地
方

公
共

団
体

の
長

に
対

し
、

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

三
十

一
年

法
律

第
百

六
十

二
号

）
第

二
十

一
条

に
規

定
す

る
事

務
を

管
理

し
、

又
は

執
行

す
る

権
限

を
与

え
る

も
の

と
解

釈
し

て
は

な

ら
な

い
。

 

５
 

地
方

公
共

団
体

の
長

及
び

教
育

委
員

会
は

、
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

自
ら

の
権

限
及

び
責

任
に

お
い

て
、

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

に
必

要
な

措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

第 第
十十

二二
条条

（（
東東

京京
都都

いい
じじ

めめ
問問

題題
調調

査査
委委

員員
会会

のの
設設

置置
等等

））
  

知
事

は
、
法

第
三

十
条

第
一

項
又

は
法

第
三

十
一

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

場

合
に

お
い

て
、
当

該
報

告
に

係
る

重
大

事
態

へ
の

対
処

又
は

当
該

重
大

事
態

と
同

種
の

事
態

の
発

生
の

防
止

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
法

第
三

十
条

第
二

項
又

は
法

第
三

十
一

条
第

二
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

の
附

属
機

関
と

し
て

、
東

京
都

い
じ

め
問

題
調

査
委

員
会

（
以

下

こ
の

条
に

お
い

て
「

調
査

委
員

会
」

と
い

う
。
）

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

調
査

委
員

会
は

、
知

事
の

諮
問

に
応

じ
、
都

若
し

く
は

学
校

法
人

又
は

そ
れ

ら
の

設
置

す
る

学

校
が

行
っ

た
法

第
二

十
八

条
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
法

第
三

十
条

第
二

項
又

は
法

第
三

十
一

条

第
二

項
に

規
定

す
る

調
査

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
再

調
査

」
と

い
う

。
）

を
行

う
。

 

３
 

学
校

、
学

校
の

設
置

者
そ

の
他

の
関

係
者

は
、
再

調
査

の
適

正
か

つ
円

滑
な

実
施

に
協

力
す

る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

調
査

委
員

会
は

、
学

識
経

験
を

有
す

る
者

、
法

律
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
等

で
、
当

該
報

告
に

係
る

法
第

二
十

八
条

調
査

を
行

っ
た

組
織

の
構

成
員

以
外

の
も

の
の

う
ち

か
ら

、
知

事
が

任
命

す
る

委
員

十
人

以
内

を
も

っ
て

組
織

す
る

。
 

５
 

委
員

の
任

期
は

、
知

事
が

任
命

し
た

と
き

か
ら

、
再

調
査

が
終

了
す

る
と

き
ま

で
と

す
る

。
 

６
 

調
査

委
員

会
を

設
置

し
た

と
き

は
、

知
事

は
、

こ
れ

を
東

京
都

議
会

に
報

告
す

る
。

 

７
 

第
四

項
及

び
第

五
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
調

査
委

員
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な

事
項

は
、

東
京

都
規

則
で

定
め

る
。

 

第第
三三

十十
条条

のの
二二

  
  

  

第
二

十
九

条
の

規
定

は
、

公
立

大
学

法
人

（
地

方
独

立
行

政
法

人
法

（
平

成
十

五
年

法
律

第
百

十
八

号
）

第
六

十
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
公

立
大

学
法

人
を

い
う

。
）

が
設

置
す

る
公

立
大

学
に

附
属

し
て

設
置

さ
れ

る
学

校
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

二
十

九
条

第
一

項
中

「
文

部
科

学
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

当
該

公
立

大
学

法
人

を
設

立
す

る
地

方

公
共

団
体

の
長

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

単
に

「
地

方
公

共
団

体
の

長
」

と
い

う
。
）
」

と
、

同
条

第
二

項
及

び
第

三
項

中
「

文

部
科

学
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

地
方

公
共

団
体

の
長

」
と

、
同

項
中

「
国

立
大

学
法

人
法

第
三

十
五

条
に

お
い

て
準

用
す

る

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

十
一

年
法

律
第

百
三

号
）

第
六

十
四

条
第

一
項

」
と

あ
る

の
は

「
地

方
独

立
行

政
法

人
法

第

百
二

十
一

条
第

一
項

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
  

  

第第
三三

十十
一一

条条
（（

私私
立立

のの
学学

校校
にに

係係
るる

対対
処処

））
 

 

 
学

校
法

人
（

私
立

学
校

法
（

昭
和

二
十

四
年

法
律

第
二

百
七

十
号

）
第

三
条

に
規

定
す

る
学

校
法

人
を

い
う

。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
が

設
置

す
る

学
校

は
、
第

二
十

八
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

旨
を

、

当
該

学
校

を
所

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
単

に
「

都
道

府
県

知
事

」
と

い
う

。
）

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

都
道

府
県

知
事

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
附

属
機

関
を

設
け

て
調

査
を

行
う

等
の

方
法

に
よ

り
、

第
二

十
八

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
に

つ
い

て
調

査
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

都
道

府
県

知
事

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

当
該

調
査

に
係

る
学

校
法

人
又

は
そ

の
設

置
す

る
学

校
が

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

私
立

学
校

法
第

六
条

に
規

定
す

る
権

限
の

適
切

な
行

使
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も

の
と

す
る

。
 

４
 

前
二

項
の

規
定

は
、

都
道

府
県

知
事

に
対

し
、

学
校

法
人

が
設

置
す

る
学

校
に

対
し

て
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
権

限
を

新
た

に
与

え
る

も
の

と
解

釈
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 

※ ※
  

第第
十十

二二
条条

でで
、、

私私
立立

学学
校校

もも
含含

めめ
てて

、、
再再

調調
査査

にに
関関

すす
るる

附附
属属

機機
関関

にに
つつ

いい
てて

規規
定定
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「
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

157

組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

 6　法、条例、規則等



 
 

 

  
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
第第

三三
十十

二二
条条

 

学
校

設
置

会
社

（
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
十

四
年

法
律

第
百

八
十

九
号

）
第

十
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
学

校
設

置

会
社

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
設

置
す

る
学

校
は

、
第

二
十

八
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

当

該
学

校
設

置
会

社
の

代
表

取
締

役
又

は
代

表
執

行
役

を
通

じ
て

、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

旨
を

、
同

法
第

十
二

条
第

一
項

の

規
定

に
よ

る
認

定
を

受
け

た
地

方
公

共
団

体
の

長
（

以
下

「
認

定
地

方
公

共
団

体
の

長
」

と
い

う
。
）

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
附

属
機

関
を

設
け

て
調

査
を

行
う

等
の

方

法
に

よ
り

、
第

二
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

当
該

調
査

に
係

る
学

校
設

置
会

社
又

は
そ

の
設

置
す

る
学

校
が

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

十
二

条
第

十
項

に
規

定
す

る
権

限
の

適
切

な
行

使

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

前
二

項
の

規
定

は
、

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

に
対

し
、

学
校

設
置

会
社

が
設

置
す

る
学

校
に

対
し

て
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
権

限
を

新
た

に
与

え
る

も
の

と
解

釈
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

５
 

第
一

項
か

ら
前

項
ま

で
の

規
定

は
、

学
校

設
置

非
営

利
法

人
（

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

十
三

条
第

二
項

に
規

定
す

る
学

校
設

置
非

営
利

法
人

を
い

う
。
）

が
設

置
す

る
学

校
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

一
項

中
「

学
校

設
置

会

社
の

代
表

取
締

役
又

は
代

表
執

行
役

」
と

あ
る

の
は

「
学

校
設

置
非

営
利

法
人

の
代

表
権

を
有

す
る

理
事

」
と

、「
第

十
二

条

第
一

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
十

三
条

第
一

項
」

と
、

第
二

項
中

「
前

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
前

項
」

と
、

第
三

項
中

「
前

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
前

項
」

と
、「

学
校

設
置

会
社

」
と

あ
る

の
は

「
学

校

設
置

非
営

利
法

人
」

と
、「

第
十

二
条

第
十

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
十

三
条

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

十
二

条
第

十

項
」

と
、

前
項

中
「

前
二

項
」

と
あ

る
の

は
「

次
項

に
お

い
て

準
用

す
る

前
二

項
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

 

※ ※
  

都都
にに

はは
なな

いい
のの

でで
不不

要要
  

第第
三三

十十
三三

条条
（（

文文
部部

科科
学学

大大
臣臣

又又
はは

都都
道道

府府
県県

のの
教教

育育
委委

員員
会会

のの
指指

導導
、、

助助
言言

及及
びび

援援
助助

））
  

地
方

自
治

法
（

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
六

十
七

号
）

第
二

百
四

十
五

条
の

四
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
文

部
科

学
大

臣
は

都
道

府
県

又
は

市
町

村
に

対
し

、
都

道
府

県
の

教
育

委
員

会
は

市
町

村
に

対
し

、
重

大
事

態
へ

の
対

処
に

関
す

る
都

道

府
県

又
は

市
町

村
の

事
務

の
適

正
な

処
理

を
図

る
た

め
、

必
要

な
指

導
、

助
言

又
は

援
助

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
六六

章章
（（

雑雑
則則

））
 

  

第第
三三

十十
四四

条条
（（

学学
校校

評評
価価

にに
おお

けけ
るる

留留
意意

事事
項項

））
  

 
学

校
の

評
価

を
行

う
場

合
に

お
い

て
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
取

り
扱

う
に

当
た

っ
て

は
、

い
じ

め
の

事
実

が

隠
蔽

さ
れ

ず
、

並
び

に
い

じ
め

の
実

態
の

把
握

及
び

い
じ

め
に

対
す

る
措

置
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

い
じ

め
の

早
期

発

見
、

い
じ

め
の

再
発

を
防

止
す

る
た

め
の

取
組

等
に

つ
い

て
適

正
に

評
価

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

※ ※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
三三

十十
五五

条条
（（

高高
等等

専専
門門

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

措措
置置

））
 

高
等

専
門

学
校

（
学

校
教

育
法

第
一

条
に

規
定

す
る

高
等

専
門

学
校

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

高
等

専
門

学
校

は
、

当
該

高
等

専
門

学
校

の
実

情
に

応
じ

、
当

該
高

等
専

門
学

校
に

在
籍

す
る

学
生

に

係
る

い
じ

め
に

相
当

す
る

行
為

の
防

止
、

当
該

行
為

の
早

期
発

見
及

び
当

該
行

為
へ

の
対

処
の

た
め

の
対

策
に

関
し

必
要

な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

  

  

  
第第

十十
三三

条条
（（

委委
任任

））
  

こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
知

事
又

は
東

京
都

教
育

委
員

会
が

定
め

る
。
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いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
附附

則則
  

附附
則則

  

第第
一一

条条
（（

施施
行行

期期
日日

））
  

 
 

こ
の

法
律

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

三
月

を
経

過
し

た
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

 
 

こ
の

条
例

は
、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
た

だ
し

、
第

十
条

か
ら

第
十

二
条

ま
で

の
規

定
は

、

平
成

二
十

六
年

八
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  

第第
二二

条条
（（

検検
討討

））
  

 
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

に
つ

い
て

は
、

こ
の

法
律

の
施

行
後

三
年

を
目

途
と

し
て

、
こ

の
法

律
の

施
行

状
況

等

を
勘

案
し

、
検

討
が

加
え

ら
れ

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

が
講

ぜ
ら

れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

政
府

は
、

い
じ

め
に

よ
り

学
校

に
お

け
る

集
団

の
生

活
に

不
安

又
は

緊
張

を
覚

え
る

こ
と

と
な

っ
た

た
め

に
相

当
の

期
間

学
校

を
欠

席
す

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

て
い

る
児

童
等

が
適

切
な

支
援

を
受

け
つ

つ
学

習
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

当

該
児

童
等

の
学

習
に

対
す

る
支

援
の

在
り

方
に

つ
い

て
の

検
討

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

※※
  

法法
及及

びび
国国

のの
ここ

とと
なな

のの
でで

不不
要要

  

附附
  

則則
（

平平
成成

二二
十十

六六
年年

六六
月月

二二
十十

日日
法法

律律
第第

七七
十十

六六
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
  
  

 
こ

の
法

律
は

、
平

成
二

十
七

年
四

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
 

 （（
政政

令令
へへ

のの
委委

任任
））

  

第第
二二

条条
  
  

  

こ
の

附
則

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
法

律
の

施
行

に
関

し
必

要
な

経
過

措
置

は
、

政
令

で
定

め
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

平平
成成

二二
十十

七七
年年

六六
月月

二二
十十

四四
日日

法法
律律

第第
四四

十十
六六

号号
））

  
抄抄

  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
  
  

  

こ
の

法
律

は
、

平
成

二
十

八
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

平平
成成

二二
十十

八八
年年

五五
月月

二二
十十

日日
法法

律律
第第

四四
十十

七七
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
 
 

 

こ
の

法
律

は
、

平
成

二
十

九
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

令令
和和

元元
年年

五五
月月

二二
十十

四四
日日

法法
律律

第第
一一

一一
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
 
 

 

こ
の

法
律

は
、

平
成

三
十

二
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

  

附附
  

則則
((
平平

成成
二二

十十
八八

年年
条条

例例
第第

二二
十十

八八
号号

))
  

こ
の

条
例

は
、

平
成

二
十

八
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
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組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

（10）いじめ防止対策推進法条文と東京都いじめ防止対策推進条例について



 
 

 

  
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
第第

三三
十十

二二
条条

 

学
校

設
置

会
社

（
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
十

四
年

法
律

第
百

八
十

九
号

）
第

十
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
学

校
設

置

会
社

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
設

置
す

る
学

校
は

、
第

二
十

八
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
場

合
に

は
、

当

該
学

校
設

置
会

社
の

代
表

取
締

役
又

は
代

表
執

行
役

を
通

じ
て

、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

旨
を

、
同

法
第

十
二

条
第

一
項

の

規
定

に
よ

る
認

定
を

受
け

た
地

方
公

共
団

体
の

長
（

以
下

「
認

定
地

方
公

共
団

体
の

長
」

と
い

う
。
）

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

当
該

報
告

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
附

属
機

関
を

設
け

て
調

査
を

行
う

等
の

方

法
に

よ
り

、
第

二
十

八
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

当
該

調
査

に
係

る
学

校
設

置
会

社
又

は
そ

の
設

置
す

る
学

校
が

当
該

調
査

に
係

る
重

大
事

態
へ

の
対

処
又

は
当

該
重

大
事

態
と

同
種

の
事

態
の

発
生

の
防

止
の

た
め

に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

十
二

条
第

十
項

に
規

定
す

る
権

限
の

適
切

な
行

使

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

前
二

項
の

規
定

は
、

認
定

地
方

公
共

団
体

の
長

に
対

し
、

学
校

設
置

会
社

が
設

置
す

る
学

校
に

対
し

て
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
権

限
を

新
た

に
与

え
る

も
の

と
解

釈
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

５
 

第
一

項
か

ら
前

項
ま

で
の

規
定

は
、

学
校

設
置

非
営

利
法

人
（

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

十
三

条
第

二
項

に
規

定
す

る
学

校
設

置
非

営
利

法
人

を
い

う
。
）

が
設

置
す

る
学

校
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

一
項

中
「

学
校

設
置

会

社
の

代
表

取
締

役
又

は
代

表
執

行
役

」
と

あ
る

の
は

「
学

校
設

置
非

営
利

法
人

の
代

表
権

を
有

す
る

理
事

」
と

、「
第

十
二

条

第
一

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
十

三
条

第
一

項
」

と
、

第
二

項
中

「
前

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
前

項
」

と
、

第
三

項
中

「
前

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
前

項
」

と
、「

学
校

設
置

会
社

」
と

あ
る

の
は

「
学

校

設
置

非
営

利
法

人
」

と
、「

第
十

二
条

第
十

項
」

と
あ

る
の

は
「

第
十

三
条

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

十
二

条
第

十

項
」

と
、

前
項

中
「

前
二

項
」

と
あ

る
の

は
「

次
項

に
お

い
て

準
用

す
る

前
二

項
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

 

※※
  

都都
にに

はは
なな

いい
のの

でで
不不

要要
  

第第
三三

十十
三三

条条
（（

文文
部部

科科
学学

大大
臣臣

又又
はは

都都
道道

府府
県県

のの
教教

育育
委委

員員
会会

のの
指指

導導
、、

助助
言言

及及
びび

援援
助助

））
  

地
方

自
治

法
（

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
六

十
七

号
）

第
二

百
四

十
五

条
の

四
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
文

部
科

学
大

臣
は

都
道

府
県

又
は

市
町

村
に

対
し

、
都

道
府

県
の

教
育

委
員

会
は

市
町

村
に

対
し

、
重

大
事

態
へ

の
対

処
に

関
す

る
都

道

府
県

又
は

市
町

村
の

事
務

の
適

正
な

処
理

を
図

る
た

め
、

必
要

な
指

導
、

助
言

又
は

援
助

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
六六

章章
（（

雑雑
則則

））
 

  

第第
三三

十十
四四

条条
（（

学学
校校

評評
価価

にに
おお

けけ
るる

留留
意意

事事
項項

））
  

 
学

校
の

評
価

を
行

う
場

合
に

お
い

て
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

を
取

り
扱

う
に

当
た

っ
て

は
、

い
じ

め
の

事
実

が

隠
蔽

さ
れ

ず
、

並
び

に
い

じ
め

の
実

態
の

把
握

及
び

い
じ

め
に

対
す

る
措

置
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

い
じ

め
の

早
期

発

見
、

い
じ

め
の

再
発

を
防

止
す

る
た

め
の

取
組

等
に

つ
い

て
適

正
に

評
価

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

 

第第
三三

十十
五五

条条
（（

高高
等等

専専
門門

学学
校校

にに
おお

けけ
るる

措措
置置

））
 

高
等

専
門

学
校

（
学

校
教

育
法

第
一

条
に

規
定

す
る

高
等

専
門

学
校

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
設

置
者

及
び

そ
の

設
置

す
る

高
等

専
門

学
校

は
、

当
該

高
等

専
門

学
校

の
実

情
に

応
じ

、
当

該
高

等
専

門
学

校
に

在
籍

す
る

学
生

に

係
る

い
じ

め
に

相
当

す
る

行
為

の
防

止
、

当
該

行
為

の
早

期
発

見
及

び
当

該
行

為
へ

の
対

処
の

た
め

の
対

策
に

関
し

必
要

な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

※※
  

法法
のの

直直
接接

適適
用用

  

  

  
第第

十十
三三

条条
（（

委委
任任

））
  

こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
こ

の
条

例
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
知

事
又

は
東

京
都

教
育

委
員

会
が

定
め

る
。
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いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
条条

文文
  

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

、、
対対

応応
等等

  
附附

則則
  

附附
則則

  

第第
一一

条条
（（

施施
行行

期期
日日

））
  

 
 

こ
の

法
律

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

三
月

を
経

過
し

た
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

 
 

こ
の

条
例

は
、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
た

だ
し

、
第

十
条

か
ら

第
十

二
条

ま
で

の
規

定
は

、

平
成

二
十

六
年

八
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  

第第
二二

条条
（（

検検
討討

））
  

 
い

じ
め

の
防

止
等

の
た

め
の

対
策

に
つ

い
て

は
、

こ
の

法
律

の
施

行
後

三
年

を
目

途
と

し
て

、
こ

の
法

律
の

施
行

状
況

等

を
勘

案
し

、
検

討
が

加
え

ら
れ

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
必

要
な

措
置

が
講

ぜ
ら

れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

政
府

は
、

い
じ

め
に

よ
り

学
校

に
お

け
る

集
団

の
生

活
に

不
安

又
は

緊
張

を
覚

え
る

こ
と

と
な

っ
た

た
め

に
相

当
の

期
間

学
校

を
欠

席
す

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

て
い

る
児

童
等

が
適

切
な

支
援

を
受

け
つ

つ
学

習
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

当

該
児

童
等

の
学

習
に

対
す

る
支

援
の

在
り

方
に

つ
い

て
の

検
討

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

※※
  

法法
及及

びび
国国

のの
ここ

とと
なな

のの
でで

不不
要要

  

附附
  

則則
（

平平
成成

二二
十十

六六
年年

六六
月月

二二
十十

日日
法法

律律
第第

七七
十十

六六
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
  
  

 
こ

の
法

律
は

、
平

成
二

十
七

年
四

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
 

 （（
政政

令令
へへ

のの
委委

任任
））

  

第第
二二

条条
  
  

  

こ
の

附
則

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
法

律
の

施
行

に
関

し
必

要
な

経
過

措
置

は
、

政
令

で
定

め
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

平平
成成

二二
十十

七七
年年

六六
月月

二二
十十

四四
日日

法法
律律

第第
四四

十十
六六

号号
））

  
抄抄

  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
  
  

  

こ
の

法
律

は
、

平
成

二
十

八
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

平平
成成

二二
十十

八八
年年

五五
月月

二二
十十

日日
法法

律律
第第

四四
十十

七七
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
 
 

 

こ
の

法
律

は
、

平
成

二
十

九
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

 附附
  

則則
（（

令令
和和

元元
年年

五五
月月

二二
十十

四四
日日

法法
律律

第第
一一

一一
号号

））
  

抄抄
  
  

（（
施施

行行
期期

日日
））

  

第第
一一

条条
 
 

 

こ
の

法
律

は
、

平
成

三
十

二
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 
 

  

附附
  

則則
((
平平

成成
二二

十十
八八

年年
条条

例例
第第

二二
十十

八八
号号

))
  

こ
の

条
例

は
、

平
成

二
十

八
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
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組
織
的
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
例

法
、
条
例
、
規
則
等

地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

Ｓ
Ｎ
Ｓ
東
京
ル
ー
ル

教
育
相
談

第2部

 6　法、条例、規則等

附
　

則
（

令
和

３
年

４
月

2
8

日
法

律
第

27
号

）　
抄

（
施

行
期

日
）

第
１

条 こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　

則
（

令
和

５
年

12
月

20
日

法
律

第
88

号
）　

抄
（

施
行

期
日

）
第

１
条 こ
の
法
律
は
、令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

１
　
第
１
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
定
規
定
を
除
く
。）
並
び
に
附
則
第
９
条
及
び
第
10
条
の
規
定
　
令
和
６
年
４
月
１
日



 

いい
じじ

めめ
防防

止止
対対

策策
推推

進進
法法

  
第

１
条

 
目

的
 

第
２

条
 

定
義

 

第
３

条
 

基
本

理
念

 

第
４

条
 

い
じ

め
の

禁
止

 

第
６

条
 

地
方

公
共

団
体

の
責

務
 

第
７

条
 

学
校

の
設

置
者

の
責

務
 

第
８

条
 

学
校

及
び

学
校

の
教

職
員

の
責

務
 

第
９

条
 

保
護

者
の

責
務

等
 

第
1
2
条

 
地

方
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

を
定

め
る

よ
う

努
め

る
。

 

第
1
4
条

１
項

 
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
1
4
条

３
項

 
教

育
委

員
会

に
附

属
機

関
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
2
8
条

1
項

 
学

校
の

設
置

者
又

は
学

校
は

、
重

大
事

態
に

関
す

る
調

査
を

行
う

と
と

も
に

、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

旨
を

地
方

公
共

団
体

の
長

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

附
属

機
関

を
設

け
る

な
ど

に
よ

り
、

こ
の

調
査

の
結

果
に

つ
い

て
再

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
3
0
条

1
項

 

第
3
0
条

2
項

 

第
3
1
条

1
項

 

第
3
1
条

2
項

 
  

法法
をを

直直
接接

適適
用用

すす
るる

義義
務務

規規
定定

  

【【
地地

方方
公公

共共
団団

体体
】】

  
■

通
報

・
相

談
体

制
の

整
備

（
1
6
条

２
）

 
■

連
携

体
制

の
整

備
（

1
7
条

）
 

■
人

材
の

確
保

及
び

資
質

向
上

（
1
8
条

１
）

 
■

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

い
じ

め
に

対
処

す
る

体
制

の
整

備
（

1
9
条

２
）

 
■

い
じ

め
防

止
等

対
策

の
調

査
研

究
、

検
証

、
成

果
の

普
及

（
2
0
条

）
 

■
相

談
・

救
済

制
度

等
の

広
報

・
啓

発
（

2
1
条

）
 

■
学

校
相

互
間

の
連

携
協

力
体

制
の

整
備

（
2
7
条

）
 

■
再

調
査

結
果

の
議

会
へ

の
報

告
（

3
0
条

３
）

 
■

再
調

査
結

果
を

踏
ま

え
た

必
要

な
措

置
（

3
0
条

５
・

3
1
条

３
）

 
【【

学学
校校

のの
設設

置置
者者

】】
  

■
学

校
の

支
援

、
必

要
な

措
置

・
調

査
（

2
4
条

）
 

 
■

出
席

停
止

制
度

の
適

正
な

運
用

（
2
6
条

）
 

■
学

校
の

重
大

事
態

の
調

査
へ

の
指

導
・

支
援

（
2
8
条

３
）

 
■

適
正

な
学

校
評

価
（

3
4
条

）
 

【【
学学

校校
のの

設設
置置

者者
及及

びび
学学

校校
】】

  
■

道
徳

教
育

及
び

体
験

活
動

の
充

実
（

1
5
条

１
）

 
■

児
童

等
の

自
主

的
活

動
の

支
援

、
児

童
等

及
び

保
護

者
へ

の
啓

発
（

1
5
条

２
）

 
■

定
期

的
な

調
査

（
1
6
条

１
）

 
■

相
談

体
制

の
整

備
（

1
6
条

３
）

 
■

い
じ

め
を

受
け

た
児

童
等

の
権

利
擁

護
（

1
6
条

４
）

 
 

■
教

職
員

研
修

の
計

画
的

実
施

（
1
8
条

２
）

 
 

■
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
い

じ
め

に
対

す
る

啓
発

活
動

（
1
9
条

１
）

 
【【

学学
校校

のの
設設

置置
者者

又又
はは

学学
校校

】】
  

■
重

大
事

態
の

調
査

、
調

査
結

果
の

保
護

者
へ

の
提

供
（

2
8
条

１
・

２
）

 
【【

学学
校校

】】
  

■
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

の
策

定
（

1
3
条

）
 

■
い

じ
め

防
止

等
の

対
策

の
た

め
の

組
織

の
設

置
（

2
2
条

）
 

■
い

じ
め

に
対

す
る

措
置

（
2
3
条

）
 

■
校

長
及

び
教

員
に

よ
る

懲
戒

（
2
5
条

）
 

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

 

第
１

条
 

目
的

 
 

 
 

 
 

 
 

 
●

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

総
合

的
か

つ
効

果
的

な
推

進
 

第
２

条
 

定
義

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

下
記

参
照

 

第
３

条
 

基
本

理
念

 
 

 
 

 
 

 
●

学
校

の
内

外
を

問
わ

ず
い

じ
め

が
行

わ
れ

な
く

す
る

こ
と

を
旨

と
し

た
社

会
全

体
の

取
組
 

第
４

条
 

い
じ

め
の

禁
止

 
 

 
 

 
●

児
童

等
は

、
い

じ
め

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

 

第
５

条
 

都
の

責
務

 
 

 
 

 
 

 
●

い
じ

め
防

止
等

の
た

め
の

対
策

の
総

合
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

 

第
６

条
 

学
校

の
設

置
者

の
責

務
 

 
●

設
置

す
る

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
防

止
等

の
た

め
に

必
要

な
措

置
 

第
７

条
 

学
校

及
び

教
職

員
の

責
務

 
●

未
然

防
止

・
早

期
発

見
・

適
切

か
つ

迅
速

な
対

処
 

第
８

条
 

保
護

者
の

責
務

 
 

 
 

 
●

規
範

意
識

を
養

う
た

め
の

指
導

等
 

第
９

条
 

東
京

都
い

じ
め

防
止

対
策

推
進

基
本

方
針

の
策

定
 

 

●
い

じ
め

防
止

等
対

策
の

基
本

的
な

考
え

方
、

対
策

推
進

に
必

要
な

事
項

  

第
1
0
条

 

東
京

都
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
の

設
置

［
常

設
］

≪
対

象
：

公
立

学
校

・
私

立
学

校
≫

  

第
1
1
条

 

東
京

都
教

育
委

員
会

い
じ

め
問

題
対

策
委

員
会

（
教

育
委

員
会

の
附

属
機

関
）

の
設

置
 

［
常

設
］

≪
対

象
：

公
立

学
校

≫
      

※
 

私
立

学
校

に
お

け
る

重
大

事
態

に
つ

い
て

は
、

法
第

2
8
条

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
学

校
の

設
置

者
又

は
学

校
の

下
に

組
織

を
設

置
し

、
調

査
を

行
う

。
 

第
1
2
条

 

東
京

都
い

じ
め

問
題

調
査

委
員

会
（

知
事

の
附

属
機

関
）

の
設

置
 

［
必

要
が

あ
る

と
き

に
設

置
で

き
る

］
≪

対
象

：
都

立
学

校
・

私
立

学
校

≫
 

第
1
3
条

 
委

任
 

 
 

 
 

 
 

 
●

必
要

な
事

項
は

知
事

又
は

教
育

委
員

会
が

定
め

る
。

 

附
 

 
則

 
施

行
期

日
 

 
 

 
 

 
●

公
布

の
日

か
ら

施
行

（
た

だ
し

、
第

1
0
条

～
第

1
2
条

は
、

平
成

2
6
年

８
月

１
日

施
行

）
 

（（
９９

））
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

法法
とと

東東
京京

都都
いい

じじ
めめ

防防
止止

対対
策策

推推
進進

条条
例例

のの
規規

定定
にに

つつ
いい

てて
  

【【
目目

  
  

的的
】】

公
立

学
校

・
私

立
学

校
の

い
じ

め
防

止
等

に
関

係
す

る
機

関
及

び
団

体
の

連
携

を
図

る
。

 
【【

協協
議議

内内
容容

】】
○

都
、
区

市
町

村
、
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

防
止

等
の

た
め

の
対

策
の

推
進

に
関

す
る

事
項

 
○

い
じ

め
の

防
止

等
に

関
係

す
る

機
関

及
び

団
体

と
の

連
携

に
関

す
る

事
項

 
 

な
ど
 

 

【【
構構

成成
】】

学
識

経
験

者
、

法
律

、
心

理
、

福
祉

等
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
を

有
す

る
者

 
1
0
人

以
内

 
【【

任任
期期

】】
２

年
 

【【
所所

掌掌
事事

項項
】】

  
○

東
京

都
教

育
委

員
会

、
学

校
法

人
、

都
立

学
校

、
私

立
学

校
が

行
っ

た
重

大
事

態
調

査
の

再
調

査
 

    ○
学

校
、

学
校

の
設

置
者

等
の

再
調

査
へ

の
協

力
 

○
設

置
し

た
と

き
の

都
議

会
へ

の
報

告
 

【【
構構

成成
】】

学
識

経
験

者
、

法
律

、
心

理
、

福
祉

等
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
を

有
す

る
者

で
「

都
教

育
委

員
会

い
じ

め
問

題
対

策
委

員
会

（
1
1
条

）
」

の
委

員
な

ど
関

係
者

以
外

の
者

 
1
0
人

以
内

 
【 【

任任
期期

】】
知

事
が

任
命

し
た

と
き

か
ら

が
再

調
査

が
終

了
す

る
と

き
ま

で
 

【【
構構

成成
】】

学
校

、
東

京
都

教
育

委
員

会
、

東
京

都
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
、

東
京

法
務

局
、

警
視

庁
 

そ
の

他
の

関
係

者
 

【【
所所

掌掌
事事

項項
】】

  
○

公
立

学
校

に
お

け
る

い
じ

め
防

止
等

の
対

策
に

つ
い

て
の

調
査

・
審

議
・

都
教

育
委

員
会

へ
の

答
申

 
○

都
立

学
校

に
お

け
る

重
大

事
態

に
つ

い
て

の
調

査
、

調
査

結
果

の
教

育
委

員
会

へ
の

報
告

 
【【

構構
成成

】】
学

識
経

験
者

、
法

律
、

心
理

、
福

祉
等

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
 

1
0
人

以
内

 
【【

任任
期期

】】
２

年
 

※
【

い
じ

め
の

定
義

】
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
い

じ
め

」
と

は
、

児
童

等
に

対
し

て
、

当
該

児
童

等
が

在
籍

す
る

学
校

に
在

籍
し

て
い

る
等

当
該

児
童

等
と

一
定

の
人

的
関

係
に

あ
る

他
の

児
童

等
が

行
う

心
理

的
又

は
物

理
的

な
影

響
を

与
え

る
行

為
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

て
行

わ
れ

る
も

の
を

含
む

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
行

為
の

対
象

と
な

っ
た

児
童

等
が

心
身

の
苦

痛
を

感
じ

て
い

る
も

の
を

い
う

。
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（12）東京都いじめ防止対策推進条例における都立学校・私立学校・区市町村立学校の関係



東
京
都
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
条
例
 

（
平
成
26
年
７
月
公
布・
一
部
施
行
、８
月
１
日
全
面
施
行
） 

（
1

1
）

東
京

都
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

の
対

策
の

概
要

 

【
目
的
】

 

い
じ

め
の

防
止

等
の

対
策

の
総

合
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

 

【
対
象
】
 

都
、

学
校

の
設

置
者

、
公

立
・

私
立

の
小

学
校

、
中

学
校

、
 

義
務

教
育

学
校

、
高

等
学

校
、

中
等

教
育

学
校

、
特

別
支

援
 

学
校

（
幼

稚
部

を
除

く
）

 

東
京
都
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
基
本
方
針
 

（
平
成
26
年
７
月
10
日
策
定
）

【
目
的
】
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

対
策

の
総

合
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

 

【
対
象
】
 

公
立

学
校

・
私

立
学

校
 

◆
い
じ
め
問
題
へ
の
基
本
的
な
考
え
方
 

○
い

じ
め

を
生

ま
な

い
、

許
さ

な
い

学
校

づ
く

り
 

○
児

童
・

生
徒

を
い

じ
め

か
ら

守
り

通
し

、
 

児
童

・
生

徒
の

い
じ

め
解

決
に

向
け

た
行

動
を

促
す

 

○
教

員
の

指
導

力
の

向
上

と
組

織
的

対
応

 

○
保

護
者

・
地

域
・

関
係

機
関

と
連

携
し

た
取

組
 

◆
学
校
に
お
け
る
取
組
 

○
学

校
い

じ
め

基
本

方
針

の
策

定
 

○
組

織
等

の
設

置
 

○
学

校
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

す
る

取
組

 

東
京
都
教
育
委
員
会
い
じ
め
総
合
対
策
【
第
3次
】

（
令
和
7
年
３
月
策
定
）
 

【
目
的
】

都
教

育
委

員
会

・
区

市
町

村
教

育
委

員
会

、
学

校
に

お
け

る
 

い
じ

め
防

止
の

取
組

の
一

層
の

推
進

 

【
対
象
】

公
立

学
校

 

◆
法
を
踏
ま
え
た
規
定
 

○
目

的
（

１
条

）
 

○
定

義
（

２
条

）
 

○
基

本
理

念
（

３
条

）
 

○
い

じ
め

の
禁

止
（

４
条

）
 

○
都

の
責

務
（

５
条

）
 

○
学

校
の

設
置

者
の

責
務

（
６

条
）

 
 

○
学

校
及

び
教

職
員

の
責

務
（

７
条

）
 

○
保

護
者

の
責

務
（

８
条

）
 

◆
法
の
「
努
力
義
務
」「
で
き
る
規
定
」
に
関
す
る
規
定
 

○
東

京
都

い
じ

め
防

止
対

策
推

進
基

本
方

針
の

策
定

（
９

条
） 

○
東

京
都

い
じ

め
問

題
対

策
連

絡
協

議
会

の
設

置
（

1
0

条
）

 

○
都

教
育

委
員

会
い

じ
め

問
題

対
策

委
員

会
の

設
置

（
1

1
条

） 

○
東

京
都

い
じ

め
問

題
調

査
委

員
会

の
設

置
（

1
2

条
）

 

【
目
的
】
 

い
じ

め
の

防
止

等
の

対
策

の
総

合
的

か
つ

効
果

的
な

推
進
 

【
内
容
】
 

国
・

地
方

公
共

団
体

・
学

校
等

の
施

策
 

い
じ
め
の
防
止
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
 

（
平
成
25
年
10
月
策
定
）
 

【
目
的
】
 

い
じ

め
の

防
止

対
策

推
進

法
、

い
じ

め
の

防
止

の
た

め
の

基
本

方
針

等
に

の
っ

と
っ

た
適

切
な

調
査

の
実

施

【
内
容
】
 

重
大

事
態

調
査

の
基

本
的

な
進

め
方

や
留

意
事

項
等

 

い
じ
め
重
大
事
態
の
調
査
に
関
す
る
ガ
イド
ラ
イ
ン
 

（
令
和
6年
8月
改
定
）
 

軽
微
な
い
じ
め
も
見
逃
さ
な
い
 

≪
教

職
員

の
鋭

敏
な

感
覚

に
よ

る
い

じ
め

の
認

知
≫

 
１
 

【
段
階
１
】
未
然
防
止
 
 

～
い
じ
め
を
生
ま
な
い
、
許
さ
な
い
学
校
づ
く
り
～
 

【
段
階
２
】
早
期
発
見
 
 

～
い
じ
め
を
初
期
段
階
で
「
見
え
る
化
」
で
き
る
学
校
づ
く
り
～
 

【
段
階
３
】
早
期
対
応
 
 

～
い
じ
め
を
解
消
し
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
学
校
づ
く
り
～
 

【
段
階
４
】
重
大
事
態
へ
の
対
処
 
 

～
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
い
じ
め
を
繰
り
返
さ
な
い
学
校
づ
く
り
～
 

保
護
者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
い
じ
め
の
解
決
を
図
る
 

≪
保

護
者

と
の

日
常

か
ら

の
信

頼
関

係
に

基
づ

く
取

組
の

推
進

≫
 

５
 

６
 

  

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
 

（
平
成
25
年
６
月
公
布
、
９
月
施
行
）
 

【
概
要
】
 

第
１
章
 
総
則
 

○
目

的

い
じ

め
の

防
止

等
の

対
策

の
総

合
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

 

○
定

義

○
基

本
理

念

国
・

地
方

公
共

団
体

・
学

校
の

設
置

者
・

学
校

及
び

学
校

の
教

職
員

・
保

護
者

の
責

務
等

を
規

定

第
２
章
 
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
等
 

○
国

、
地

方
公

共
団

体
及

び
学

校
の

「
基

本
方

針
」

策
定

 
○

「
い

じ
め

問
題

対
策

連
絡

協
議

会
」

の
設

置

第
３
章
 
基
本
的
施
策
 

○
学

校
の

設
置

者
及

び
学

校
が

講
ず

べ
き

基
本

的
施

策
 

○
国

及
び

地
方

公
共

団
体

が
講

ず
べ

き
基

本
施

策

第
４
章
 
い
じ
め
の
防
止
等
に
関
す
る
措
置
 

○
学

校
に

お
け

る
組

織
の

設
置

○
い

じ
め

へ
の

対
応

、
関

係
機

関
と

の
連

携

○
懲

戒
、

出
席

停
止

制
度

の
適

切
な

運
用

第
５
章
 
重
大
事
態
へ
の
対
処
 

○
学

校
の

組
織

設
置

と
調

査
の

実
施

 
○

調
査

結
果

の
児

童
等

及
び

保
護

者
へ

の
情

報
提

供

○
学

校
に

よ
る

教
育

委
員

会
を

通
じ

た
首

長
へ

の
報

告

○
地

方
公

共
団

体
の

長
が

必
要

と
認

め
る

と
き

の
再

調
査

第
６
章
 
雑
則
 
 
 

○
学

校
評

価
に

お
け

る
留

意
事

項

 
 

社
会
総
が
か
り
で
い
じ
め
に
対
峙
す
る
 

≪
地

域
住

民
、

関
係

機
関

等
と

の
日

常
か

ら
の

連
携

≫
 

６
 

≪
「

学
校

い
じ

め
対

策
委

員
会

」
を

核
と

し
た

組
織

的
対

応
≫

相
談
し
や
す
い
環
境
の
中
で
、
い
じ
め
か
ら
子
供
を
守
り
通
す
 

≪
学

校
・

家
庭

・
地

域
の

連
携

に
よ

る
教

育
相

談
体

制
の

充
実

≫

子
供
た
ち
自
身
が
、
い
じ
め
に
つ
い
て
考
え
行
動
で
き
る
よ
う
に
す
る

≪
自

己
指

導
能

力
、

多
様

性
等

を
認

め
合

う
態

度
の

育
成

≫

３
 

４
 

２

い
じ
め
防
止
の
取
組
を
推
進
す
る
６
点
の
ポ
イ
ン
ト
 

教
職
員
が
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
学
校
組
織
全
体
で
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む

（
13
）
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（13）東京都におけるいじめ防止等の対策の概要
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